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４月１日現在のものである。

2）本監査結果（措置請求書、関係人の回答を含む）では、議員名・会派名称等につい

ては、特に必要とする場合を除き、原則として仮名による表記に修正した。仮名の付

番は、議員個人についてはアルファベットの小文字のａから順に表示し、ｚより後は

大文字のＡから順に表示し、会派については、アルファベットの大文字のＭから順に

表記した。それ以外の名称については、必要に応じて記号等で表示した。

3) 請求人名は仮名とし、請求人の住所の記載は省略しています。

※ホームページ掲載にあたり、資料１－２及び資料２～４の掲載は省略しました。省略した

資料については、杉並区役所区政資料室及び杉並区立各図書館でご覧いただけます。
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第１ 請求の概要と受理

１ 請求人

甲

２ 請求書の提出

平成24年４月25日

３ 請求の主たる内容

「杉並区の被った損害額に関し、平成22年度政務調査費の交付を受けた会派及び議

員に対して、速やかに返還を求めるよう杉並区長に勧告することを求める。要返還額

の合計は、42,575,740円である。」（原文のまま）

（主張事実の要旨）

・ 請求人は、これまで平成18、19、20、21年度の政務調査費について、使途が不

当であると判断した政務調査費の返還を求めて住民監査請求を行ってきた。

・ 政務調査費とは、会派･議員の多岐にわたる活動の中で、選挙活動、政党として

の活動や後援会活動とは一線を画した区政の活性化に寄与する活動に限定され

て支出される、公金からの一時預り金である。

・ 交付を受けた会派・議員には、その使途について、具体的な情報の開示を行い、

その目的とする活動が、区政とどの様なつながりがあるかを、また、選挙活動

や所属する会派・党派の活動とは異なるものであることを、明確に説明する義

務・責任がある。

・ 平成22年度の政務調査費について、会派･議員の支出状況の精査･検証を進めて

きたが、過去の検証結果と同様に、その合理性･妥当性に疑問を持たざるを得な

い使途が多数あることが判明した。

・ よって、監査委員が、関係人である区議会議長に対し、政務調査費の使途の調

査を要請し、その結果、個々の会派･議員から、更なる情報が開示され、説明が

加えられると判断し、公正な観点からの審査を求めて、監査請求することとし

た。

・ なお、次の諸点を、政務調査活動に該当するかどうかの具体的な検証の基点と

した。①政党･後援会･選挙活動等への利益誘導の要素を有しない、②主体性の

ある活動である、③公私混同のない活動である、④コスト低減に徹した活動で

ある、⑤情報の開示と説明責任、公金支出としての透明性が確保されているこ

と

・ 以上の点から、政務調査費の使途に疑義があり、あるいは不十分と判断した時

は、その旨を記載し、原則として計上された政務調査費の全額返還を求めた。

※ 請求書全文は37～243頁に掲載
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４ 請求の受理

請求人の資格、監査請求期間など、地方自治法（以下「法」という。）第242条所定

の要件を具備しているものと認め、平成24年５月８日の監査委員会議において受理す

ることを決定した。

受理に先立ち、大熊昌巳委員、安齋昭委員の２名は除斥とした。（大熊、安齋両委

員は同年５月31日に退任。）また、同年６月１日に監査委員に就任した吉田愛委員、

増田裕一委員の２名については、同年６月４日の監査委員会議にて除斥とした。

第２ 監査の実施

１ 証拠の提出及び陳述

請求人に対して、法第242条第６項の規定に基づき、平成24年５月15日に新たな証

拠の提出及び陳述の機会を設けた。当日、請求人のうちから３人が請求の要旨を補足

する陳述を行い、新たな証拠として議員２名についての追加資料及び補足資料「検証

の基準について」などの提出を受けた。

２ 監査対象項目

本件監査に当たっては、請求人が「返還を求める」と主張する事項について、違法

又は不当の有無及び事務手続上の適否を調査し、それらを踏まえて監査結果を導くこ

ととした。

なお、本件請求は、個別の支出が違法又は不当である理由を具体的に摘示していな

い部分が数多く見受けられるが、請求人が提出した証拠等から可能な限り特定し、判

断を示すこととした。また、「内訳を付記すべき」、「根拠の明示を求める」、「内容（目

的）の開示を求める」など、請求人の意見や要望を述べている部分については、住民

監査請求の対象事項に当たらないため、監査の対象外とした。

３ 対象部局とその抗弁要旨

総務部総務課及び区議会事務局を本件監査の対象部局とし、抗弁書の提出を求める

とともに、平成24年５月25日に説明聴取を行った。その主な内容は以下のとおりであ

る。また、適宜関係書類の提出を求め、調査を行った。

３－１ 総務部総務課

・ 法第 100 条第 14 項及び第 15 項に規定される政務調査費制度は、議会の審議能

力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、会派又は議員の調

査研究の費用等の助成を制度化し、併せて政務調査費の使途の透明性を確保し

ようとしたものである。

・ 区は、平成 13 年３月に杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に

関する条例（以下「政務調査費条例」という。）を制定し、杉並区議会の議員の

調査研究に資するため必要な経費の一部として、要件を満たす会派の代表者又
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は議員に、四半期毎に議員１人当たり月 16 万円を交付している。なお、その年

度の交付総額から支出総額を控除して残余がある場合には、区長は返還を命ず

ることができるとしている。（政務調査費条例第１～４条、第８及び第 12条）

・ 政務調査費の使途については、政務調査費条例第９条に基づき、杉並区議会の

会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則（以下「政務調

査費施行規則」という。）で使途基準を定めている。（政務調査費施行規則第６

条）

・ 議員の調査研究の対象は広範囲に及びその調査方法も多様であることから、政

務調査費の支出適合性の判断は、会派、議員に一定の裁量が認められるものと

解している。

・ しかし、政務調査費は公金であることから、関連する条例、規則や事務処理マ

ニュアル等に基づく適切な支出が求められ、会計帳簿の作成や証拠書類の保管

など、関係書類の整理は当然になされるべきとも認識している。

・ 区長は、予算の執行に関する調査権に基づく調査は行えるが、政務調査費の使

途基準等に照らし、明らかに逸脱していると認められる場合を除き、会派又は

議員の自主性、自律性が損なわれぬよう慎重に取り扱うべきと考えている。

・ 区は、今後とも執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と

均衡を図り、議会の自主性及び自律性を尊重しつつも、政務調査費収支報告書

の内容から明らかな使途基準違反があるかをチェックすることで、区長の政務

調査費の交付者としての責任を果たしていく所存である。

※ 抗弁書全文は 244～249 頁に掲載

３－２ 区議会事務局

・ 政務調査活動とは、一般的には会派・議員が、区政の課題や議会で審議する案件

等について行う調査研究のための活動や区民、民間の団体等との意見交換、区民

等に対して行う広報・広聴活動などをいう。

・ 政務調査費は、議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動

に充てられることも多いため、執行機関と議会ないしこれを構成する会派・議員

との抑制と均衡の理念に鑑み、執行機関や他の会派・議員からの干渉を防ぐこと

も必要である。

・ 政務調査費条例において、議長は合理的な範囲で使途について調査することがで

きると規定されているが、個々の支出が調査研究に資するかどうかまでを法的に

判断する権限は有しないものと考える。

・ したがって、政務調査活動の多様性とその性質から、合理性ないし必要性を欠く

ことが明らかである場合を除き、区政との関連性が類推されるものであれば、調

査研究に資するかどうかは会派・議員の良識に基づく判断に委ねるべきである。

・ 一方、会派・議員においては、政務調査費の使途の透明性を確保し、説明責任を

果たすことが求められていることを十分に認識し、区議会では、平成13年度の政

務調査費条例制定時から、出納簿を収支報告書とあわせ議長に提出し、区民が閲
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覧できるよう定め、さらに、収支報告の際にすべての領収書その他の証拠書類を

添付する条例改正を行って平成19年度から実施した。（政務調査費条例第10条）

・ 平成19年３月には、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関

する規程（以下「政務調査費取扱規程」という。）を制定し、選挙活動、政党活

動、後援会活動などの９項目は政務調査費から支出できない経費であると明示し

た。

・ 平成19年度に区議会内部に政務調査検討会を設置して検討を進め、学識経験者の

意見を反映させ、使途基準をより具体化した詳細な使途基準細目を政務調査費取

扱規程に加え、平成20年４月分交付分から適用している。

・ その後も、杉並区議会政務調査費調査検討委員会（以下「調査検討委員会」とい

う。平成21年度～）、学識経験者等第三者による杉並区議会政務調査費専門委員

会（以下「専門委員会」という。平成22年度～）を設置し、監査で指摘された事

項を中心に検討し、区議会内部における継続的・自主的な改善に取り組み、使途

基準細目については、平成23、24年度に一部改正を行い、政務調査費の使途の適

正化を図っている。さらに、今後も継続的に見直しをする。

・ 区議会事務局では、政務調査費の適正な執行のために、収支報告書及び出納簿の

作成など手続についての手引を作成し、会派・議員に周知するとともに、提出さ

れた収支報告書や出納簿、領収書その他証拠書類についての点検などを行ってい

る。

この他に、請求人の主張に対する見解等が述べられている。

※ 抗弁書全文は 250～267 頁に掲載

４ 関係人と回答要旨

政務調査費条例第11条で、議長は政務調査費の適正な運用を期すため、必要に応じ

調査を行うことができるとされていることから、議長を本件監査に必要な関係人と位

置付け、平成24年５月８日付け文書により調査協力を依頼した。その回答要旨は以下

のとおりである。

・ 平成 22 年度分における、請求人が指摘している政務調査費の支出が、使途基準

その他の法規等に照らして、違法・不当であるか否かについて確認を行った。

・ 会派・議員が行う調査研究活動として、おおむね平成 22 年度の使途基準及び同

細目に基づく適正な支出が行われていた。しかし、領収書の記載内容だけでは

政務調査との関連がわかりづらいものが複数見受けられたため、当該議員に確

認し、調査研究活動との関連を補う説明処理等を進める。

この他に、請求人の主張に対する見解及び本件監査請求の対象とされた会派・議員

による説明がされている。
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また、平成 24 年５月 31 日及び同年６月 15 日に、本件監査請求が提出された後に

会派・議員が行った誤記控除・誤記更正についての追加回答がされている。

※ 回答全文は 268～345 頁に掲載

本監査期間中になされた誤記控除・誤記更正に伴う自主的な返還額は、次のとおり

である。

誤記控除・誤記更正に伴う自主的な返還額

仮 名 自主返還額 仮 名 自主返還額

Ｍ会派 35,245 円 ｕ議員 5,958 円

ｊ議員 25,850 円 Ｃ議員 66,150 円

ｌ議員 181,695 円 Ｅ議員 2,667 円

ｍ議員 1,464 円 Ｏ会派 1,634 円

ｎ議員 39,755 円 Ｆ議員 195,431 円

ｏ議員 34,085 円 Ｇ議員 28,521 円

ｐ議員 170,917 円 Ｘ会派 7,160 円

ｑ議員 10,170 円 Ｙ会派 42,620 円

ｒ議員 7,500 円

合 計 856,822 円
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第３ 監査の結果と判断

１ 監査結果

本件請求については、平成24年６月21日に監査委員２名の合議により、次のように

決定した。

請求の一部を認容し、残余の部分について棄却する。

ただし、請求のうち任期途中で職を辞したＣ議員に係る部分については、平成 23

年２月 25 日に精算が行われ、監査請求期間（１年）を徒過しているので却下する。

請求を認容した部分に係る政務調査費からの支出が不適切であると認定した金額は、

合計 163,100 円である。（内訳・理由は 33 頁２－４－37 Ｖ会派に記載）

当該支出を行った都政を革新する会に対し、区長は、返還に必要な措置を平成 24

年８月 31 日までに講じられるよう勧告する。

２ 判 断

２－１ 事実関係の確認

請求人から提出された措置請求書及び陳述並びに対象部局から提出された抗弁

書及び説明聴取、その他監査資料から、以下の事実関係を認めることができる。

（１） 法第 100 条第 14 項及び第 15 項に規定される政務調査費制度は、地方議会

の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠で

あり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派又

は議員に対する調査研究費等の助成を制度化し、併せて、情報公開を促進し、

その使途の透明性を確保することが重要であるとの趣旨から法制化された。

交付の対象、額及び方法並びにその使途の透明性を確保するための具体的な

報告の程度及び内容等については、各地方公共団体がその実情に応じて制定

する条例の定めに委ねるとしたものである。

（２） 杉並区においては、平成 13 年３月に政務調査費条例及び政務調査費施行

規則を制定し、政務調査費の交付対象、交付額、交付方法、使途基準等を定

め、平成 13 年度から会派・議員に対して政務調査費を交付している。

（３） 議長は、会派・議員から収支報告書及び出納簿の提出を受け、区民の閲覧

に供している。なお、収支報告書及び出納簿には、支出の金額や内容を科目

ごとに概括的に記載することとされ、個々の支出に係る政務調査活動の目的

や内容等は具体的に記載することは求められていない。

（４） 平成18年12月に政務調査費条例を改正し、会派・議員に、収支報告の際に

領収書その他の証拠書類を添付することを義務付けた。

（５） 平成19年３月に政務調査費取扱規程を制定し、選挙活動、政党活動、後援

会活動などの９項目は政務調査費から支出できない経費であると明示した。

（６） 平成20年４月に平成19年度に区議会内部に設置した政務調査費検討会が

学識経験者等第三者の意見も反映しながら行った政務調査費の使途に関す
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る検討報告を踏まえ、政務調査費取扱規程に使途基準をより具体化した使途

基準細目が加えられ、その後も、平成21年度に区議会内部に調査検討委員会

を、平成22年度に学識経験者等第三者によるチェック機関として専門委員会

を設置し、監査結果で指摘された事項を中心に検討を行い、調査研究費、人

件費などについて使途基準細目の改正などが行われている。

（７） 平成22年度政務調査費の交付を受けた会派・議員は６会派28議員、交付決

定額は88,480,000円であるが、政務調査費残余として12,727,156円が返還さ

れているので、平成23年５月末時点での交付総額は75,752,844円である。

２－２ 監査の基本的な考え方と視点

本件監査に当たっての基本的な考え方と視点は、以下のとおりである。

（１） 政務調査費は、区議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の

充実を図ることを目的に、会派及び議員が行う「区政に関する調査研究に資

するために必要とする経費」の一部を助成するものであり、交付の対象、額

及び方法並びにその使途の透明性を確保するための方法等については、各自

治体がその実情に応じて制定する条例等に委ねられているものである。

（２） 会派及び議員による区政に関する政務調査活動は多岐にわたっており、そ

れに伴い生じる経費も多様であるので、政務調査費を充てることができる調

査研究に資するために必要な経費は、調査研究に直接用いられる費用に限ら

れるものではなく、制度の趣旨からみて、調査研究に有益な費用も含まれる

というべきである。（平成 16 年 4 月 14 日東京高裁判決参照）

（３） 二元代表制を基本とする地方自治制度において、議会は重要な役割を担っ

ており、議会の自律性やそれを構成する会派及び議員の政治活動の自由は保

障されなければならない。そして、政務調査活動には執行機関に対する監視

の機能の側面もあるので、執行機関と議会等との抑制と均衡の理念等に鑑み、

会派及び議員がどのような政務調査活動を行い、そのためにいかなる政務調

査費を支出するかについては、基本的に会派及び議員の自律的判断に委ねる

べきものであると解するのが妥当である。

（４） しかし反面、政務調査費は公金である以上、制度の趣旨に沿った使途の適

正が自律的に確保されなければならず、また、それらを客観的に確認できる

ように透明性を確保することが必要である。このため、政務調査費条例及び

政務調査費施行規則に加え、区議会による自主的なルールが定められ、仕組

みが整えられてきたと認められる。

（５） こうしたことから、政務調査費の支出の適合性については、収支報告書等

の記載から明らかに違反がうかがわれるような場合はその疑義を解明する

必要があることはいうまでもないが、そうした場合を除くと、「監査委員を

含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等

に立ち入ってその使途制限適合性を審査することを予定していない」と基本

的に解されているものである。（平成 21 年 12 月 17 日最高裁判決参照）
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（６） 以上から、本件監査において、政務調査費の支出については、政務調査費

制度の趣旨を踏まえ、会派及び議員の自律性を尊重することを基本とし、政

務調査費条例等の規定、判例、議会が自主的に定めた使途基準細目等に照ら

し、また透明性の確保の観点にも留意してその適合性を総合的に判断するも

のとする。

２－３ 主要項目別判断

請求人は、措置請求書及び補足資料において13項目にわたる「検証の基準」等を

示している。その大半は、従来と同様の主張であるが、本件監査においては、これ

らの事項について検討・整理し、次のように判断する。

２－３－１ 計上年度（＜検証の基準＞１））

［請求人の主張要旨］

・ 政務調査費として計上される経費は、当該年度内（４月１日から翌年の３

月末日まで）に実施された活動を対象とし、かつ、当該年度内に、実際に

支出された費用のみに原則として限られるべきであり、年度を越えて長期

にわたる契約を結ぶことは認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 政務調査費の計上は現金主義で一律処理しており、交付年度内に実際に支

出された経費を対象としている。現金主義によることは、平成18年11月18

日の東京高裁判決でも認められており、妥当である。

・ ただし、どのような場合でも認めているわけではなく、支出の原因となる

事実が当該年度分ではない場合には、その支出の範囲を１年分に留めると

いう考え方を採用している。

・ 支出の範囲が１年以内であっても、支払済みの終期までの間に議員の職を

辞する場合には過払分の返還が必要であり、また、議員の職に就く前の利

用実績分は計上できないとしている。

［判 断］

・ 政務調査費条例には、区政に関する調査研究活動とその支出が同一年度内

でなければならないとする特段の定めがないので、新聞・雑誌の年間購読

契約など自治体の会計年度と異なる期間が設定される場合に社会慣習など

に即して柔軟に対応することを否定することはできない。

・ ただし、対象部局の抗弁書でいう「現金主義」を採るとしても全体として

１年分を超える部分は不適切である。したがって、支出の範囲が１年以内

であれば、会計年度を異にする期間分の計上があっても妥当なものと判断

する。

２－３－２ 按分比（＜検証の基準＞２））

［請求人の主張要旨］

・ 政務調査活動が、他の活動の目的と重層している場合は、当該政務調査活
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動の目的や根拠の情報が示され、それに基づく按分比が明示されることが

必須である。

・ 政党・選挙・後援会活動が主体である場合は、政務調査活動の混在が推測

できるとしても、原則として、按分による政務調査費への計上を認めるべ

きでない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資す

るために必要な経費相当額を区分して支出することを政務調査費取扱規程

第２条第２項に明記するとともに、有識者の意見を反映し使途基準細目に

各支出の按分上限を明示している。

・ 使途基準細目で定めていない支出については、会派・議員によって経費の

区分の必要性と区分する場合の按分割合が多種多様であると認識しており、

活動の実態に即して判断している。この判断については、説明が必要であ

り、その説明内容から、明らかに議会活動への反映・寄与の程度の割合が

相当でないと認められる場合を除き、支出を認めるのが妥当である。

［判 断］

・ 区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在する場合は、当該支出

のうち政務調査費に計上することができる額は、政務調査活動に供される

割合とするのが相当であるので、区政に関する調査研究活動以外の活動に

当たる割合が適切に按分除外されていれば不適切ということはできない。

（平成19年12月26日大阪高裁判決参照）

・ 按分が必要なすべての政務調査活動について、採用した按分比の妥当性を

個々に説明し、証明することは、仮にできたとしても多大な労力を要する

し、様々な状況のすべてを説明しきることは実際上不可能である。このた

め、現実的な妥当性を支える仕組みとして、支出内容に応じた標準的な按

分割合ないしその上限を定める按分比の制度が生まれてきたものと考えら

れる。

・ したがって、按分比の上限が使途基準細目で定められている経費は、その

範囲内であれば妥当なものと判断する。また、按分比の上限が定められて

いない経費は、会派・議員が自律的に判断し設定した按分割合から明らか

に区政に関する調査研究への反映・寄与の程度の割合が相当でないと認め

られる場合を除き、不適切ということはできない。

２－３－３ 領収書（＜検証の基準＞３））

［請求人の主張要旨］

・ 領収書は、額の大小にかかわらず、支出目的等の内容、商品・製品名が明

記され、関連の情報が付記･開示されていることが、基本原則である。支出

の目的、内容及び内訳等の付記・明記がなく、その合理性・妥当性につい

て、明確な判断ができない場合は、政務調査費への計上はできない。

・ 正式な領収書として効力をもつ条件は、受取人が、会派・議員であること、
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日付が記載され、領収証を発行した企業名・個人名の所在住所、電話番号

等が明示されていること等であり、そうした内容が記載されていない場合、

隠ぺいされている場合は、領収証として認められない。

・ 物品の購入先が仲介業者･人である場合は、単なる仲介業者・人であるかも

含め、それらの情報を開示する責任を、会派・議員は有している。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 領収書に内容が記載されていない場合、支払先の住所・電話番号等連絡先

が明示されていない場合、物品の購入先が仲介業者や個人のため関連性が

わかりづらい場合等についても、会派・議員による内容説明や支払先発行

の資料添付等があり、支出の必要性や合理性が認められれば、調査研究活

動に資する適正な支出として取り扱っている。

［判 断］

・ 政務調査費が適正に使用されていることを証明する基本となる書類が領収

書であり、あて名、日付、金額、購入品名、領収書発行者名・所在地等が

記載されていることが原則である。

・ しかし、銀行振込、口座振替、カード決済など支払方法が多様化している

今日、支出を証明する書類が領収書に限定される理由はなく、領収書その

他の証拠書類の扱いについては、手引の中で一定の基準が示されている。

・ したがって、物品の購入先が仲介業者・個人である場合も含めて手引に示

されている要件等が満たされ、適正に対価が支払われたことが確認できる

ものであれば、領収書その他の証拠書類として認められるものである。

・ なお、物品購入の代金に容易に充当できる家電量販店等のポイントは、値

引き的性格を有しているので、支出額から控除する必要があるが、これと

異なる性格のポイントについては、支出額から控除していなくても不適切

ということはできない。

２－３－４ 会費（＜検証の基準＞４））

［請求人の主張要旨］

・ 年会費を政務調査費から支出することは、どのような理由・背景があろう

とも、その会・団体の趣旨への賛同とみなされ、意図すると否とは無関係

に、結果として、その会・団体の宣伝・広報に加担し、公金によって、公

的に当該会を支援することとなり、認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 団体・会の年会費については、当該団体・会等の活動目的が区政に関する

調査研究に有益と判断される場合は支出できるものと考える。ただし、会

員であること自体が調査研究に資するとはいえないため、按分が必要であ

る。

・ 講演会・研修会等の参加費については、その催しの内容が政務調査費の制

度趣旨に合致しているかどうかを支出の判断基準としているため、当該議

員が所属する政党・団体等が主催する会の場合でも、区政に関する調査研
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究に資するために必要と判断できる内容が含まれていれば、経費を区分し

て支出を可としている。

［判 断］

・ 政治団体である場合や当該団体の活動が区政と関連しない場合は、会費を

政務調査費から支出することが不適切なことはいうまでもない。

・ 団体・会の目的が、区政に関する調査研究を行うことであり、その活動に

充てるための費用を会費としているなど、区政に関する調査研究に資する

ことが認められる場合は、不適切とする理由はない。ただし、団体・会の

目的・活動に区政に関する調査研究に資する以外の要素がある場合は、適

切に按分しなければならないことは、２－３－２按分比で述べたとおりで

ある。

・ 講演会等一時的な参加費を会費という名称で支払っている場合、講演会等

の内容が区政の調査研究に資するものであれば、妥当な支出として認めら

れるものである。

２－３－５ 交通費

２－３－５－１ 自動車・バイク（＜検証の基準＞５）ⅰ））

［請求人の主張要旨］

・ 政務調査活動における移動手段は、公共の交通機関を利用することが原則

であり、自動車・バイクの利用は、合理性・妥当性のある理由がある場合

にのみ、認められるべきである。

・ 自動車・バイクを利用する場合は、その種類・所有者等を明示し、目的地

との間の走行距離を記録し、その推定燃費から算出したガソリン代を計上

する方法を採用し、使用実態の情報を開示し、その妥当性・合理性を明確

にすることが必要である。

・ 駐車場は自動車の購入・所有する場合の必須条件であるので、月極駐車場

代は、政務調査費取扱規程で必要な経費に該当しないものと明示されてい

る自動車の維持管理に関する経費に当たる。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 自動車やバイクを調査研究活動に伴う移動手段として利用する場合、有料

道路通行料や現地での駐車料金のほか、ガソリン代や月極駐車場の賃料を

使途基準の範囲内の支出として認めている。

・ このうち、月極駐車場賃料と宿泊を伴わない用務に使用する場合のガソリ

ン代については、通常調査研究活動以外の用途も含まれていると考えられ、

かつ、合理的な経費の区分が困難な支出であるため、２分の１を上限とし

て政務調査費で支出することを使途基準細目で規定し、目的や理由の説明

までは求めていない。

・ 政務調査費取扱規程で、政務調査費で支出できない経費として規定してい

る自動車の維持管理に関する経費は、自動車本体の維持管理に係る費用と

捉えており、月極駐車場賃料は含まない。
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［判 断］

・ 区政に関する調査研究を行うに当たり、移動手段として自動車・バイクを

使用することは、通常想定できることであり、そのガソリン代及び駐車料

金、有料道路料金を政務調査費から支出することは認められるので、使途

基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適切とする理由はない。

・ 月極駐車場代については、使途基準細目でその支出を認めており、按分比

の上限が規定されていることなども勘案すると、政務調査費で支出するこ

とを不適切ということはできない。

２－３－５－２ タクシー（＜検証の基準＞５）ⅱ））

［請求人の主張要旨］

・ 日常の交通手段は、手引にも一般の公共交通機関が原則とされている。特

別な理由（事故、台風等による電車、地下鉄、バス等の交通手段が止まっ

ていること等）がある場合は別として、一般の公共交通機関ではなく、タ

クシーを使う理由が明示され、それが正当・妥当である場合を除いて、タ

クシーの使用は認められない。

・ タクシーの使用が認められる場合でも、迎車代は認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ タクシー以外の他の公共交通機関の利用が原則であることはいうまでもな

いが、調査手法、スケジュールの関係、付添いを必要とする等の同行者の

事情、天候、時間帯、持参品の量等、状況により迎車代を含めタクシーを

利用することが合理的なケースが多々ある。

［判 断］

・ タクシーは他の公共交通機関と比べて料金は高いが、迅速性・随意性・利

便性の点で優れている。公費により政務調査活動経費を支出する以上、効

率的な執行が求められることは当然であるが、どのような移動手段を選択

するかについては、費用面ばかりでなく、時間、天候、荷物、身体的状況

等を総合的に勘案して、会派・議員が自律的に判断して使用するものであ

る。

・ 会派・議員がより効率的に調査研究を行うために、状況に応じてこうした

特性を勘案し、迎車も含めてタクシーを移動手段として利用することは認

められるので、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適切

ということはできず、使用した理由まで具体的に求める請求人の主張は首

肯できない。

２－３－５－３ 区役所への交通費

［請求人の主張要旨］

・ 議会や委員会出席のための費用弁償は、平成18年の杉並区議会の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の改正により廃止されているので、議会・委

員会開催日は、政務調査活動の有無と無関係に、区役所への交通費の政務
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調査費への計上は認めるべきではない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 平成18年度から費用弁償が廃止になり、本会議や委員会に出席するための

登庁交通費は支給されなくなったので、本会議や委員会の開催日であるか

否かにかかわらず、用務が区政に関する調査研究活動であれば、目的地が

区役所庁舎であっても支出できないとする理由がない。

［判 断］

・ 本会議や委員会開催日における費用弁償の廃止と政務調査活動に伴う交通

費の支出は別の問題である。本会議や委員会開催日であるか否かにかかわ

らず、区政に関する調査研究活動に伴う交通費は認められるものであり、

交通費の支出が使途基準等に則して適正に処理されていれば、不適切とす

る理由はない。

２－３－６ 視察費及び研修費（＜検証の基準＞６））

［請求人の主張要旨］

・ 視察・研修については、その目的と区政との関係、視察先等の選定基準・

理由、その結果等を区政にどの様に反映させるかなどについての考察等の

明示とともに、宿泊費を含め支出費用が妥当で華美でないことが必要であ

る。

・ 議員・会派が所属する党・団体・会等の主催する視察は、当該団体等の一

員としての活動であるので、それに対する政務調査費からの支出は、公金

による当該団体等の支援となるので認められない。

・ 視察先への謝礼品は、政務調査費取扱規程２条で区政に関する調査研究に

資する経費に当たらないと規定する交際費に関する経費に当たるので認め

られない。

・ 大学・大学院で何かを学び・研究することは、その個人の学識・能力の向

上は期待できるとしても、杉並区政の調査研究に資するとは予見できない

ので、学費の計上は認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 明らかに区政との関連性や必要性・合理性を欠く場合を除き、視察等に調

査研究の実質があり、適切な日程・金額であると認められ、報告書の提出

等がされていれば、会派・議員の多様にわたる専門性や関心を尊重し、広

範な裁量のもとに行われるべきものと認識している。

・ ただし、講演会参加費と同様に、政党活動や後援会活動等、政務調査費で

支出できないと政務調査費取扱規程で定める経費が明らかに含まれる場合

には、経費を区分し支出する必要がある。

・ 視察・研修が、宿泊を伴う場合には視察報告書の提出を義務付けており、

様式で定めている事項に基づいて記載され、区政との関連性が類推され、

調査研究の実質が認められるものは適正な報告書の提出というべきであり、

詳細まで記載するか否かは会派・議員の自律的な判断に委ねるべきである。
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・ 視察先への土産は、視察への協力に対する謝礼と考えられ、社会通念上適

正な範囲内のものであれば、先進地調査又は現地調査に要する経費として

｢調査費｣に該当し（平成19年４月26日仙台高裁判決）、使途基準に基づく適

正な支出と考える。

・ 大学院等の学費については、その学習内容が政務調査費制度の趣旨に合致

し、区政との関連性が認められるものであれば、支出は可能である。

［判 断］

・ 区政に関する調査研究に資する視察及び研修は、視察報告書の提出や研修

目的等が明らかにされていれば、認められるものであり、執行機関と議会

との抑制と均衡の理念等を考慮すると、視察先の選定理由等について、手

引で定めた範囲を超えて具体的な説明・開示を求める請求人の主張は首肯

できない。

・ 議員が、視察や研修の主催団体の役員や会員である場合においても、当該

視察や研修が区政に関する調査研究に資するか否かで判断すべきであり、

主催団体の役員や会員であることが、支出の妥当性に直接影響を及ぼすも

のではない。

・ ただし、当該視察や研修の目的に、区政に関する調査研究に資する以外の

要素がある場合は、相当経費を適切に按分しなければならないことは、い

うまでもない。

・ 視察先へのお土産代については、社会通念上適正な範囲内であれば視察に

要する経費として調査研究費に当たるとみるのが妥当であるので、使途基

準等に則して適正に処理されていれば、不適切とする理由はない。（平成

19年４月26日仙台高裁判決参照）

・ 学費は、行政に関する調査・研究に特化された大学院など特別の理由があ

る場合には政務調査費からの支出を認める余地があると思われるが、個人

としての学歴・資格の取得の側面もあるので、慎重な判断が求められる。

２－３－７ 会議費（＜検証の基準＞７））

［請求人の主張要旨］

・ 会議等の開催目的、区政との関係等を含めたその会議の内容、開催場所や

参加人数等の最低限の情報公開・説明責任がある。

・ 講師が招かれている場合は、その理由、講師代等について明確な説明が必

要である。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 会議の開催に伴う経費については、区政との関連性が類推され、調査研究

の実質が認められるものであれば、詳細まで記載するか否かは会派・議員

の自律的な判断に委ねるべきである。

・ 会議の開催に伴うその他の経費を支出する際にも、関連性がわかりづらい

と思われる支出については、会議の目的又は内容を説明することが望まし

い。
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［判 断］

・ 会議をどのような形で行うかは、基本的に会派・議員の自律性に委ねられ

るべきものであり、執行機関と議会との抑制と均衡の理念等を考慮すると、

その内容等の開示まで求める請求人の主張は首肯できない。

・ 会場代や講師代などの会議開催に伴う必要な経費は、使途基準細目等に則

して適正に処理されていれば、不適切とする理由はない。

２－３－８ 資料購入費（＜検証の基準＞８））

［請求人の主張要旨］

・ 通常の生活を営む上で、新聞、週刊誌等を購入することは一般的な慣習で

ある。政務調査活動のために、資料、特に新聞、雑誌等を購入する場合は、

その具体的な目的・理由を明示する必要がある。

・ 会派で事務所を共有する場合、会派の構成人数にもよるが、同一資料を２

つ以上購入することは認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 議員本人が購読しているものであれば、使途基準に合致する支出である。

・ 会派・議員の活動形態はそれぞれ異なることを勘案し、購読場所や部数制

限は規定していない。

［判 断］

・ 区政に関する調査研究のために必要な資料の購入は、新聞、週刊誌、月刊

誌等を含めて、資料名が明らかにされ、使途基準細目等に則して適正に処

理されていれば、認められるものである。

・ 会派で事務所を共有することを理由に資料の購入数を制限する理由はない。

・ 執行機関と議会との抑制と均衡の理念等を考慮すると、購入目的・理由ま

で求める請求人の主張は首肯できない。

２－３－８－１ 新聞・雑誌（＜検証の基準＞８）ⅰ））

［請求人の主張要旨］

・ 少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なこと

であり、政務調査費として支出することは認められない。

・ 政務調査活動のために、資料、特に新聞、雑誌等を購入する場合は、その

具体的な目的・理由を明示する必要がある。

・ 所属政党の機関紙の購入は、政務調査活動に資するかどうかの議論の以前

に、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面がある

ので、当該機関紙の購読料を公金で賄うことは、認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 議員本人が購読しているものであれば、使途基準に合致する支出である。

・ 所属政党発行の機関紙の購読は、１人１部のみと使途基準細目で規定して

いる。これは、その内容が調査研究活動に有益ではないとは言い切れない

ということと、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する
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という側面もあることを総合的に判断した結果、一定の制限を設けたうえ

で支出を認めたものであり、社会通念上許容される範囲内の基準である。

・ 議員本人が経営する事業に関連する業界紙の場合には、区政との関連性が

類推される説明が必要である。

［判 断］

・ ２－３－８資料購入費で述べたとおりであり、新聞、雑誌名が明らかにさ

れ、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、認められるもので

ある。

・ 所属政党の機関紙については、使途基準細目で１議員１部と限定するなど

一定の制約を設けているので、不適切ということはできない。

・ 業界紙については、区政に関する調査研究との関連性について説明されて

いれば、不適切とする理由はない。

２－３－８－２ 書籍（＜検証の基準＞８）ⅱ））

［請求人の主張要旨］

・ 書籍の購入は、議員用として備えられている図書の施設、一般区民に開放

されている区の図書館を活用することが前提であり、これらによることが

困難な合理性・妥当性のある理由が明示される場合を除いて、政務調査費

として計上することは認められない。

・ 政務調査活動とのつながりに疑念を抱く書籍購入について、情報開示を求

める。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 調査研究に必要な書籍を購入することは、政務調査費の趣旨に合致するも

のであり、議会図書室があることを理由に書籍を購入すること自体に制限

を加えることは適当ではない。

・ 主として議会図書室を活用して調査研究を進めるのか、自己が選定し購入

した書籍等を活用するのか、あるいは双方を活用するのかは、調査内容・

方法により、各議員の裁量に委ねられるべきものである。

・ 書籍と区政に関する調査研究との関わりについては、政務調査費としての

使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らか

にしていれば、使途基準で定める資料購入費として支出できる。

［判 断］

・ ２－３－８資料購入費で述べたとおりであり、書籍名が明らかにされ、使

途基準細目等に則して適正に処理されていれば、認められるものである。

・ 政務調査活動において、資料購入と議会図書室の活用とは相反するもので

はなく、どう活用するかは会派・議員の自律的な判断に委ねられるもので

ある。
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２－３－９ 広報費（＜検証の基準＞９））

［請求人の主張要旨］

・ 区政の状況報告を行う広報は、会派・議員の宣伝活動の要素を大なり小な

り有しており、政務調査活動とそれ以外の活動部分を区分けすることは実

質的に困難である。選挙活動・政党活動・後援会活動などが混在し、明確

に区分できない場合は、政務調査費に計上すべきでない。

・ 広報紙やホームページの作成に要した経費については、合理性・妥当性の

ある按分比の根拠を明示することが必須条件である。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 区政報告の発行やホームページの維持管理等、区政に関する情報を区民に

提供する経費は、使途基準に定める広報費に該当する。

［判 断］

・ 会派・議員が区民の意思を区政に反映するため、区の施策の一部や議会質

問内容などを区政報告として区民に配布し、周知を図ることは、それらの

施策等に対する区民の意見等を収集・把握する前提としての意義があり、

調査研究に資すると解するのが妥当である。

・ 区政報告などの広報に、区政に関する調査研究活動以外のものが混在する

場合、それぞれの記事の占める割合により適切に按分する必要はあるが、

全体を違法な支出とする必要はなく、２－３－２按分比で述べたように、

区政に関する調査研究以外の活動が混在していても、適切に按分除外され

ていれば、不適切とする理由はない。（平成15年１月31日名古屋地裁判決参

照）

２－３－９－１ 区政報告（＜検証の基準＞９）ⅰ））

［請求人の主張要旨］

・ 議員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等の掲載を、主たる内容

とする報告書は、議員の審議能力を強化し議会の活性化を図るという政務

調査費の趣旨に該当しない。

・ 区政報告の製作・印刷費用等は、添付された領収証等に、印刷枚数・単価

を含め、製作・印刷費用の内訳や再委託先等が明記されていることが最低

必要条件である。

・ 郵送費用については、送付料の値引きなどを活用しているか、政務調査研

究以外の活動に関する資料等の混在している場合には、按分がされ、根拠

が明示され、合理性･妥当性があることが必要条件である。

・ 葉書は金券であるので、具体的な使用目的が明示されていることが必要で

ある。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 紙面の一部にエッセンスとして加える調査研究活動以外のお知らせや連絡

先、文章の書き出しに使用することが一般的な儀礼的文言、写真などは、

当該紙の主たる内容には当たらず、合理的な範囲内であれば、詳細に区分
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せず支出できるものと解する。

・ 政党活動や後援会活動など政務調査費の趣旨に適合するものではない内容

部分は、紙面の面積等に占める割合等で区分することにより、合理的な支

出が可能である。

・ 領収書等や会派・議員からの説明により、区政との関連性や調査研究の実

質があり適切な金額と認められる場合は、配布先や配布枚数等を明示する

か否かは会派・議員の政策的判断のもとに行われるべきものである。

・ 葉書を大量に購入する場合は、その必要性・合理性が明確になるように努

める必要がある。

［判 断］

・ 区政報告にどのような内容を記載するかは、会派・議員の自律性に委ねら

れるものであり、写真や区議会報告が中心であっても、区政に関する調査

研究との関係が推認できれば、作成枚数、単価等まで明示されていなくて

も、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば妥当なものと判断す

る。

・ ただし、選挙活動・政党活動・後援会活動に関する経費は政務調査費とし

て支出できないので、区政報告の中にそのような記載があれば、当該記載

部分の面積割合等に応じて、適切に按分除外しなければならないことは２

－３－２按分比で述べたとおりである。

・ 区政報告等の郵送に区内特別郵便の利用など経費削減に努めることは当然

であるが、状況に応じて通常の郵送方法を選択したとしても、直ちに不適

切な支出ということはできない。なお、 郵送費についても、区政報告等に

区政に関する調査研究活動に当たらない記載があれば、按分が必要である

ことはいうまでもない。

・ 区政報告を葉書ですることは認められるものであり、その必要性等につい

て説明がされていれば、不適切とする理由はない。

２－３－９－２ ホームページ（＜検証の基準＞９）ⅰ））

［請求人の主張要旨］

・ 区政報告等の印刷物の内容と同一のものを、ホームページを用いて、広報

として流すことは、政務調査費の二重払となり、認めることはできない。

・ 広告収入を得ているホームページの作成費等は、政務調査費に計上できな

い。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 紙媒体と併せて自身のホームページ等のＷＥＢ媒体でも同じ内容の情報を

提供することは一般的な手法である。

・ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に即して按分することと使

途基準細目で規定している。

［判 断］

・ ホームページをどのような内容にするかは、会派・議員の自律性に委ねら
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れるべきものであるので、ホームページの作成及び維持管理経費が実態に

即して適切に按分され、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、

不適切とする理由はない。

・ ホームページの掲載内容が紙媒体による区政報告と同じであっても、経費

の二重払となるものではない。

・ ホームページにバナー広告が掲載されている場合については、当該バナー

広告部分の占める割合を適切に除外して計上されていれば、ホームページ

に係る政務調査費からの支出を不適切ということはできない。

２－３－10 事務費（＜検証の基準＞10））

［請求人の主張要旨］

・ 会派・議員の活動は広範にわたっており、政務調査研究活動は、その一部

を構成するのみであるので、政務調査費として計上する場合は、政務調査

活動の割合について、明確に根拠を開示することが必須である。

・ 政務調査活動を明確に区分けすることが容易でない場合、政務調査以外の

活動が主体である場合は、政務調査費に計上すべきでない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 他の用途との併用が明らかである場合には、区政に関する調査研究に資す

るために必要な経費相当額を区分して支出することを政務調査費取扱規程

第２条第２項に明記するとともに、有識者の意見を反映した使途基準細目

に各支出の按分上限を明示している。

・ 使途基準細目で定めていない支出については、会派・議員によって経費の

区分の必要性と区分する場合の按分割合が多種多様であると認識しており、

活動の実態に即して判断している。この判断については、説明が必要であ

り、その説明内容から、明らかに議会活動への反映・寄与の程度の割合が

相当でないと認められる場合を除き、支出を認めるのが妥当である。

［判 断］

・ 区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動に併用するものについては、

当該支出のうち政務調査費に計上することができる額は、政務調査活動に

供される割合とするのが相当である。（平成19年12月26日大阪高裁判決参

照）

・ したがって、選挙活動・政党活動・後援会活動等他の用途にも併用する場

合は、２－３－２按分比で述べたように、按分比の上限が使途基準細目で

定められている経費は、その範囲内であれば不適切とする理由はない。ま

た、按分比の上限が定められていない経費は、会派・議員が自律的に判断

し設定した按分割合が明らかに区政に関する調査研究への反映・寄与の程

度の割合が相当でないと認められる場合を除き、不適切ということはでき

ない。
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２－３－10－１ 事務用品（＜検証の基準＞10）ⅰ））

［請求人の主張要旨］

・ 事務用品の多くは、使途を特定の活動に結びつけることは意味を持たない

ため、活動内容の概括的割合に応じて、経費を計上すべきである。

・ 特殊な用途に使用されるものについては、政務調査活動で使用する特定の

理由がない限り、政務調査費に該当しない。

・ 切手・葉書は金券であるので、区政報告郵送・関係者との事務連絡等に結

びついた形でなされるべきであり、その具体的使用目的が明示されている

ことが必要である。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 他の用途との併用が明らかである場合には一定の按分が必要であるが、一

般的な文具やその他消耗品類等、他の用途との併用が明らかであると直ち

に判断できない支出や合理的区分が難しい支出がある。

・ 購入品と調査研究活動との関連性がわかりづらい場合は別途説明が必要で

ある。

・ 区政に関する調査研究活動に使用する必要性や内容に合理性を具備してい

ることが類推できるものは、経費を按分しないで支出するケースもあり得

るため、同じ支出であっても使用形態によって按分の有無やその割合が異

なることがあるのは現在の基準の範囲内の支出と考える。

［判 断］

・ 事務用品について、使途基準細目は一定の按分が必要としているだけで、

具体的な按分割合まで示していないのは、様々な使用形態が考えられ、一

律に按分比を定めることが難しいためであると考えられる。

・ したがって、会派・議員が使用実態に即して自律的に判断し設定した按分

割合が明らかに適当でない場合を除き、不適切とする理由はない。按分を

しない場合は、その理由が合理的に説明されなければならないことはいう

までもない。

・ 区政に関する調査研究活動に使用するための切手・葉書は認められるもの

である。

２－３－10－２ 固定電話・ＦＡＸ（＜検証の基準＞10）ⅱ））

［請求人の主張要旨］

・ 事務所が自宅等の場合は、事務所としての活動分の按分比の根拠を明示し

た上で、基本料金を除く電話・ファックスの使用回数に応じた使用料のみ

を、その按分比に応じて計上すべきである。

・ 事務所単独使用の場合には、会派・議員の活動における政務調査活動の按

分比の明示が必須条件である。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 平成19年に仙台高裁及び大阪高裁が示した「電話・ＦＡＸの経費の内訳は

調査研究活動とその他の活動を合理的に区分することが困難な支出である
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ため、会派・議員の活動の実態に即した按分の割合を定めることが適切な

方法である」とする判決の趣旨に沿った形で按分上限を定めている。

・ 規定された基準の範囲内の按分割合であれば適切な支出とみなし、基本料

金については含むべきではないとする請求人の主張には理由がない。

［判 断］

・ 固定電話・ＦＡＸの使用料は、区政に関する調査研究活動に必要な経費と

して認められるものであり、２－３－２按分比で述べたとおり、使途基準

細目に定める按分比の上限の範囲内で、適正に処理されていれば不適切と

する理由がない。

・ 固定電話の料金は、基本料金と通話料金とから構成されており、政務調査

費からの支出を通話料金のみに限定する理由はない。

２－３－10－３ 携帯電話（＜検証の基準＞10）ⅲ））

［請求人の主張要旨］

・ 携帯電話の料金は、基本料金と通話料金とから構成されており、政務調査

費からの支出を通話料金のみに限定する理由はない。

・ 政務調査研究活動に係る使用が、電話・メール機能に限定されているとし

ても、より詳細な按分比の根拠の開示が必須条件である。

・ 調査研究のため携帯電話を使用する必要性は乏しく、社会通念上大半が調

査研究以外のものであると推測され、特に、２台以上保有する場合は、特

別な合理性・妥当性のある理由が明示されなければ、認められない。

・ 携帯電話の使用に伴い付与されるポイント相当分を差し引いて計上すべき

である。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 政務調査活動は極めて広範な裁量のもとに行われるべきものであるという

観点から、使用実態を考慮して、使途基準細目に規定された基準の範囲内

の按分割合であれば適切な支出とみなしている。

・ 携帯電話のポイントは、電話利用料には充当できないので、次回以降の購

入でポイント相当額を代金に充当できるポイントとは異なる。

［判 断］

・ 携帯電話の使用料は、区政に関する調査研究活動に必要な経費として認め

られるものであり、２－３－２按分比で述べたとおり、使途基準細目に定

める按分比の上限の範囲内で適正に処理されていれば、不適切とする理由

はない。

・ 携帯電話を複数所有し、用途に応じて使い分けることは考えられることで

ある。この場合、主に政務調査活動に使用している携帯電話の使用料を政

務調査費からの支出対象とするべきであり、それが使用料の高い方の携帯

電話であるからといって、不当となるものではない。

・ 携帯電話のポイントは、物品購入の代金に容易に充当できる家電量販店等

のポイントと異なり、使用用途が限定されているため、支出額から控除し
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ていなくても不適切ということはできない。

２－３－10－４ パソコン・インターネット（＜検証の基準＞10）ⅳ））

［請求人の主張要旨］

・ パソコンは、会派・議員の活動を支える機器として基本的なものであるの

で、その修理や各種用品の費用を含め、議員の主たる政治活動の必要備品

と捉えるべきであり、政務調査活動への利用は少ないと解する。政務調査

活動がその利用の主体をなすとして按分することは認められない。

・ プロバイダー契約によるインターネットへの接続は、政務調査研究のため

の情報検索上必須であるが、按分比については、明確な根拠の明示が必要

である。

・ インターネット利用により付与されるポイント相当分を差し引いて計上す

べきである。

［対象部局の抗弁要旨］

・ パソコンとインターネット環境の利用は、会派・議員の活動における必需

品である。

・ 会派・議員の活動は、区政に関する調査研究活動とそれ以外の活動が混在

しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である

場合には、活動の主体を判別することよりも、それぞれの活動の実態に即

した按分率により支出費用を判断することが、現在のところ最も妥当な手

法である。

［判 断］

・ パソコン・インターネットは、区政に関する調査研究活動を行う中で一般

的に使われるものであるので、その経費を政務調査費から支出することは

認められるものである。２－３－２按分比で述べたとおり、実態に即して

適切に按分され、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適

切とする理由はない。

・ インターネット接続料に伴うポイントは、物品購入の代金に容易に充当で

きる家電量販店等のポイントと異なり、使用用途が限定されているため、

支出額から控除していなくても不適切ということはできない。

２－３－10－５ ケーブルテレビ（＜検証の基準＞10）ⅴ））

［請求人の主張要旨］

・ 政務調査研究活動のために、ケーブルテレビのチャンネルへの接続契約を

し、その経費を政務調査費に計上することは、その契約の理由に合理性・

妥当性がなければ、認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ ケーブルテレビの利用料金を政務調査費で支出すること自体に問題はない。

ただし、ケーブルテレビで放映するチャンネルすべてが、区政に関する調

査研究に資するために必要とまではいえないため、区政に関する調査研究
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に資する経費相当額を区分して支出しなければならない。

・ 経費を合理的に区分することが困難と思われるため、現在のところ按分割

合の上限を２分の１として支出することが妥当である。

［判 断］

・ ケーブルテレビについては、地域情報番組の視聴など、区政に関する調査

研究に資する情報を得るものもあるので、２－３－２按分比で述べたとお

り、使途基準細目に定める按分比の上限の範囲内で、適正に処理されてい

れば不適切とする理由はない。

２－３－11 備品購入（＜検証の基準＞11））

［請求人の主張要旨］

・ 備品は、その耐用年数が議員の任期を超える場合は、個人の資産の購入と

みなされるべきであり、政務調査費として計上ができるものに該当しない。

・ 備品の耐用年数に達する前に、同一品あるいは類似品を購入する場合には、

合理的理由の明示がなければ、認められない。

・ 事務所用の家具類の購入は、その耐用年数が、議員の任期期間を超えるだ

けでなく、一般常識上も論外であり、認められない。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 事務所で使用する書棚・いすなどの購入経費は、平成 19 年の大阪高裁判決

や仙台高裁判決では按分したうえでの支出が認められていることから、使

途基準で定める事務費として政務調査費でその経費を支出することに問題

はない。

・ ただし、平成 22 年３月 23 日の最高裁判決では、任期満了直前のパソコン

の購入について、特段の事情がない限り必要性は認められないとされたこ

とから、耐用年数内に再度購入する場合には、会派・議員から合理的かつ

その必要性が認められる説明を要する。

［判 断］

・ どのような備品を購入するかは、基本的に会派・議員の自律性に委ねられ

るものであり、購入した備品が区政に関する調査研究に使用されると推認

できる場合には、２－３－２按分比で述べたとおり、実態に即して適切に

按分され、使途基準細目等に則して適正に処理されていれば、不適切とす

る理由はない。

・ 備品は、その性格上、長期間にわたり使用されるものあるので、当該備品

の所得税法上の耐用年数内における同一品（類似品）の購入や、任期終了

直前の購入は安易に行われるべきものではないが、これまで使用していた

ものが修理不能となるなど、購入理由が合理的に説明されていれば、不適

切とまではいうことはできない。
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２－３－12 事務所費（＜検証の基準＞12））

［請求人の主張要旨］

・ 事務所は、会派・議員の後援会活動、選挙活動等の拠点としての役割が主

体であると考えられ、事務所費を政務調査費から支出することは、政務調

査活動の意義からもなじまない。

・ 事務所は、雇用された職員・臨時職員の主たる勤務場所であり、その使用

実態の情報開示は必須条件であり、特に、自宅あるいは親族所有である場

合は、公私混同の温床になる可能性が大きく、その使用実態を厳格に検証

する必要がある。

・ 光熱水費を計上する場合は、基本料金を含まない使用料のみを使用実態に

あった按分比で政務調査費に計上すべきである。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 議員活動の基盤となる事務所の賃料は、使途基準で定めているとおり適正

な支出ということができる。

・ 賃借料を計上する場合には、透明性の確保と説明責任に重きを置き、事務

所の要件を具備することを示す書類の提出を義務付けている。

・ 平成19年の大阪高裁判決でも、自宅の一部を議員事務所として使用してい

ることが妥当である旨の判断がなされ、一定の按分を条件として光熱水費

や共同住宅管理費の支出の適法性が認められている。

［判 断］

・ 会派・議員が、区政に関する調査研究活動を行う拠点として事務所を設置

し利用することは、一般的に認められることである。使途基準細目等に則

して、賃借料については賃貸借契約書の写し又は間取り図が提出されてい

れば、光熱水費については按分比の上限の範囲内で適正に処理されていれ

ば、不適切とする理由はなく、事務所の使用実態等の開示まで求める請求

人の主張は首肯できない。

・ 光熱水費の料金は、基本料金と使用量に応じた料金とにより構成されるも

のであるので、政務調査費からの支出を使用量に応じた料金のみに限定す

る理由はない。

２－３－13 人件費（＜検証の基準＞13））

［請求人の主張要旨］

・ 人件費については、事務所や広報活動等の政務調査研究活動としての位置

付けと密接に関連しており、同一の基準で判断する必要がある。

・ どの様な基準で職員を選び、日給・時間給を設定し、どの調査研究の補助

を勤務内容とし、いかにその勤務状態を管理・把握するかは、会派・議員

が、独自性・自律性のもとに選択・判断する領域であろうが、政務調査費

の使途については、より明確な合理性のある使途基準を設けるべきである。

・ 議員控室を会派事務所として活用する場合は、その中における政務調査活

動の位置付けは相対的に小さくなると解するので、会派事務所で雇用する
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人件費の按分比を50％で政務調査費から計上することに疑念がある。

［対象部局の抗弁要旨］

・ 議員の調査研究の対象が広範囲に及び、調査方法も多様なことから、明ら

かに議会活動に反映・寄与しない場合や使途基準等に照らして必要性・合

理性を欠いている場合などを除き、その人件費は政務調査費から支出でき

る。

・ 勤務の実情を示す書類に記載する勤務内容については、区政に関する調査

研究活動に対する執行機関や他の会派・議員からの干渉を防止するという

側面もあることに留意する必要があるため、区政との関連性が類推できる

表現であれば、記載方法の具体性の度合いは、会派・議員の自律的判断に

委ねることが好ましい。

［判 断］

・ 会派・議員が区政に関する調査研究活動を行うために、職員を雇用するこ

とは、一般的に認められることである。使途基準細目等に則して、雇用契

約書の写し又は職務報告書が提出され、支出が認められる金額の範囲内で

適正に処理されていれば会派事務所で雇用する職員の人件費も含めて、不

適切とする理由はない。

・ 雇用した職員の職務の中に区政に関する調査研究に関する業務とは認めら

れない業務が混在する場合には、実態に即した按分が必要であることは２

－３－２按分比で述べたとおりである。

２－４ 会派・議員別判断

請求人が主張している各会派・議員に対する返還請求理由等について、次のよう

に判断する。

※ 請求人が個々に指摘した金額等の一部に誤りがあることが判明したが、判断に影響を及

ぼさない誤りについては記載を省略した。

※ Ａ～Ｉは、請求人が用いた表記 Ａ．調査研究費、Ｂ.研修費、Ｃ.会議費、Ｄ.資料作

成費、Ｅ.資料購入費、Ｆ.広報費、Ｇ.事務費、Ｈ．事務所費、Ｉ.人件費 をそのまま

記載した。

２－４－１ a議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｃ、Ｅ－１・２、Ｆ－１、Ｇ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｅ－２は、平成 24 年６月に誤記控除されている。

Ｆ－１の区政報告葉書は提出されており、提出されていないとの指摘は請

求人の誤認である。
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２－４－２ b議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１・２、Ｅ－１・２、Ｇ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－３ c議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１・２、Ｅ－１・２、Ｇ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－４ ｄ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１～３、Ｅ－１・２、Ｆ、Ｇ－１～５

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｇ－４は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｇ－５は、50％按分されており、按分がされていないとの指摘は請求人の

誤認である。

２－４－５ ｅ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１－ⅰ・ⅱ、Ｅ－１・２、Ｆ－１・２、Ｇ－１・２、Ｈ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－６ ｆ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｅ－１～３、Ｇ－１～４

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－７ ｇ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｃ、Ｅ－１、Ｆ－２、Ｇ－１、Ｈ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。
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（補 足）

Ｃは、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－８ ｈ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１－ⅰ・ⅱ、Ａ－２、Ｅ－１、Ｆ－１・２、Ｇ－１－ⅰ～ⅲ、Ｇ－２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－９ Ｍ会派

［監査の対象とした請求人の主張］

事務費、Ｅ、Ｆ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｅは、平成 24 年６月に一部が誤記控除されている。

２－４－10 ｉ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１～４、Ｆ－１～９、Ｇ－１、Ｈ－１～３、Ｉ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－２及びＧ－１は、平成 24年５月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｉは、平成 24年６月に３月分政務調査活動補助職員勤務報告書から除外さ

れている。

２－４－11 ｊ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ａ－２－①・③、Ａ－３・４、Ｆ－１～５、Ｇ－１～３、Ｈ－１、

Ｉ－１

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－２－①は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｆ－３は、平成 24 年６月に誤記控除されている。

Ｆ－４及びＧ－２は、平成 24年６月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－12 ｋ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｅ－１、Ｆ、Ｇ－１・２、Ｈ－１・２、Ｉ
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［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－13 ｌ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ａ－２－①－（ア）・（イ）、Ａ－２－②・③、Ｂ－１－①～③、Ｂ

－２・３、Ｄ－１、Ｅ－１・３、Ｆ－１－①～④、Ｆ－２、Ｆ－３－①～③、

Ｆ－４～６、Ｇ－１・３～７、Ｉ－１～４・６

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－２－①－（ア）、Ｄ－１、Ｆ－６及びＧ－６は、平成 24 年６月に誤記

控除・誤記更正されている。

Ｅ－１、Ｇ－４・７及びＩ－２は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正さ

れている。

Ｆ－１－④及びＦ－３－②は、区政報告が追加提出されている。

Ｆ－５は、平成 24 年５月に一部が誤記控除されている。

Ｇ－３は、ホームページ更新料の支出は 12 回であり、14 回との指摘は請求

人の誤認である。

Ｉ－１は、区政報告は提出されており、提出されていないとの指摘は請求

人の誤認である。

２－４－14 ｍ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１・３、Ｅ－１、Ｆ－１～３、Ｇ－１～４、Ｉ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－１は、平成 24 年５月及び６月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－15 ｎ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｅ－２、Ｆ－１～５、Ｇ－１・４・５、I－１～３

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｆ－３及びＩ－２は、平成 24年６月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｇ－４は、平成 24 年５月に誤記控除されている。
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２－４－16 ｏ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｄ－１・２、Ｅ、Ｇ－１～５、Ｈ、Ｉ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－１は、平成 24 年５月に一部が誤記控除されている。

Ｅ－１は、平成 24 年６月に一部が誤記控除されている。

２－４－17 ｐ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１～３、Ｅ－１、Ｆ－１～12、Ｇ－１～５、Ｉ－１

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－３は、支出されている事実はなく、請求人の誤認である。

Ｆ－５は、平成 24 年６月に誤記控除されている。

Ｆ－６及びＧ－３は、平成 24年５月に誤記控除されている。

Ｆ－10 は、平成 24 年６月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－18 ｑ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１～３、Ｂ－１、Ｃ－１、Ｅ－１・２、Ｆ－１～５、Ｇ－１～７、Ｈ－

１～３、Ｉ－１

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－３、Ｇ－２・５・６及びＨ－２は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更

正されている。

Ｂ－１は、平成 24 年５月に誤記控除されている。

Ｅ－１は、平成 24 年６月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－19 ｒ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ａ－２－ⅰ、Ｅ－１・３、Ｆ－１～３、Ｇ－１～４、Ｈ－１、

Ｉ－２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｆ－２は、平成 24 年６月に誤記控除・誤記更正されている。
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２－４－20 ｓ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１・２、Ｅ－１、Ｆ－１～10、Ｇ－５・７・８、Ｈ－１・２、Ｉ－２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－２は、支出されている事実はなく、請求人の誤認である。

２－４－21 ｔ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１～４、Ｄ－１～５、Ｅ－１、Ｆ－１～４、Ｇ－３～７、Ｈ－１、

Ｉ－２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－１は、支出されている事実はなく、請求人の誤認である。

２－４－22 ｕ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｂ、Ｅ－１～４、Ｇ－１～４、Ｉ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｂは、平成 24 年５月に誤記控除されている。

Ｅ－３及びＧ－３は、平成 24年５月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－23 ｖ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１・２、Ｅ－１・２、Ｆ－１～６、Ｇ－１・４、Ｈ－１・３

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｅ－１、Ｆ－１及びＨ－３は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されて

いる。

２－４－24 ｗ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆ－２、Ｇ－１～５、Ｉ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。
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（補 足）

Ｂは、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｉは、平成24年６月に政務調査活動補助職員勤務報告書に補記されている。

２－４－25 ｘ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｆ－１・２・４、Ｇ－１～３、Ｈ、Ｉ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－26 ｙ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１－ⅰ・ⅱ、Ｅ－１・２、Ｆ－１～３、Ｇ－１～５、Ｉ－２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－27 ｚ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｆ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－28 Ａ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１、Ｅ、Ｆ、Ｇ－１

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－29 Ｂ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

研修費

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－30 Ｎ会派

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｅ－１、Ｆ－１、Ｇ－１

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。
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２－４－31 Ｃ議員 ※Ｃ議員に係る請求は却下

２－４－32 Ｄ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１・２、Ｅ－１・２、Ｇ－１～３、Ｈ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－33 Ｅ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－１～５、Ｅ－１・２、Ｆ－１～３、Ｇ－１～３、Ｈ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ａ－５は、政務調査視察報告書が提出されており、視察内容についての情

報開示がないとの指摘は請求人の誤認である。

Ｅ－２は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｆ－３は、平成 23 年７月に 27,000 円に誤記控除されており、54,000 円で

あるとの指摘は請求人の誤認である。

２－４－34 Ｏ会派

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｅ－１、Ｇ－１、Ｈ－１・２、Ｉ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－35 Ｆ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｅ－１、Ｆ－１、Ｇ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－36 Ｇ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｂ－１、Ｆ－１、Ｇ、Ｈ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｆ－１は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｈは、平成 24 年６月に誤記控除・誤記更正されている。
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２－４－37 Ｖ会派

［監査の対象とした請求人の主張］

Ａ－２・３、Ｅ－１・２、Ｆ－１・２、Ｇ－２～４、Ｈ－１・２、Ｉ－１

［判 断］

Ｅ－１、Ｆ－１・２及びＩ－１については、下記の理由により計 163,100 円

を不適切な支出と認定する。

Ｅ－１については、２－３－８資料購入費で述べたところであるが、購入し

た資料の名称は明らかにされる必要がある。平成 22 年５月 20 日に資料購入費

として支出した 30,450 円のうち 12,180 円については資料の名称が明らかにさ

れていないので、12,180 円を不適切な支出と認定する。

Ｆ－１については、２－３－９－１区政報告で述べたところであるが、「す

ぎなみ未来 BOX」には、選挙活動、後援会活動、他団体の活動など政務調査費

として支出できない活動に関する記載があるにもかかわらず、適切な按分がさ

れていないので、その面積割合に応じた金額（142,320 円）を不適切な支出と

認定する（詳細は下表のとおり）。

年月日 名称・号数 部数
按分
(％)

政務調査

費支出額

（円）

政務調査に

当たらない

記載の割合

(％)

不適切な

支出と認

定した額

（円）

H22.8.25 「すぎなみ未来 BOX」126 号 6,000 90 21,600 30 4,800 

H22.9.30 「同上」 127 号 6,000 100 24,000 4 960 

H22.10.16 「同上」 10 月号外 10,000 90 45,000 40 15,000 

H22.11.25 「同上」 128 号 6,000 90 21,600 30 4,800 

H22.12.5 「同上」 12 月号外 10,000 90 45,000 50 20,000 

H22.12.15 「同上」 129 号 6,000 100 24,000 4 960 

H23.1.30 「同上」 130 号 6,000 100 24,000 30 7,200 

H23.2.2 「同上」 2 月号外 10,000 90 45,000 70 30,000 

H23.2.20 「同上」 2 月号外改訂 10,000 90 45,000 60 25,000 

H23.3.5 「同上」 131 号 6,000 90 21,600 30 4,800 

H23.3.20 「同上」 132 号 6,000 90 21,600 30 4,800 

H23.3.30 「同上」 132 号改訂 6,000 100 24,000 100 24,000 

計 362,400 － 142,320

Ｆ－２については、２－３－９－１区政報告で述べたところであるが、「反

戦共同行動委員会ビラ」は、発行元が同委員会であり、当該会派の区政報告と

見ることはできないので、その印刷費 7,000 円を不適切な支出と認定する。

Ｉ－１については、２－３－13 人件費で述べたところであるが、「すぎな

み未来 BOX」には政務調査活動に当たらない記載があるので、支出された区政

報告配布のための人件費は按分が必要である。しかし、どの号が配布されたの

か特定できないので、「すぎなみ未来 BOX」各号の政務調査に当たらない割合

に作成部数を掛け加重平均した割合（40％）を按分除外するのが妥当と判断し、

当該人件費の 40％に当たる 1,600 円を不適切な支出と認定する。

その他の請求人の主張については、２－３主要項目別判断にて述べたところ

であり、指摘は当たらない。
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（補 足）

Ａ－３は、契約書（写）に契約日の記載はもれているが、記載内容、署名、

押印等から、正規の契約書の写しであると認められる。

２－４－38 Ｉ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｆ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

２－４－39 Ｘ会派

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｂ－１、Ｆ－１・２、Ｇ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｆ－２は、平成 24 年６月に誤記控除・誤記更正されている。

Ｇ－２は、平成 24 年５月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－40 Ｙ会派

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｂ－１、Ｆ－１・２

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。

（補 足）

Ｆ－１・２は、平成 24 年６月に誤記控除・誤記更正されている。

２－４－41 Ｌ議員

［監査の対象とした請求人の主張］

Ｈ

［判 断］

２－３主要項目別判断で述べたところであり、指摘は当たらない。
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３ 意 見

政務調査費を対象とした膨大な返還請求について、不適正と認容した支出はごく一

部であるが、監査の結果を踏まえ、当事者である区議会とこれを構成する会派及び議

員に対し、問題解決のためにもう一段の努力を求め、監査委員として以下に意見を述

べる。

（１）区議会による自律的な運営体制について

平成 18 年以降、区議会において区民の意見、監査結果等を受けとめ、政務調査費

の使途の適正と透明性を確保する仕組みを順次、整備してきたことは評価されるも

のである。しかし、監査請求後の点検により、収支報告等の訂正と自主返還が少な

からず行われている現状がある。収支報告書提出後はもとより交付期間中から適切

な点検と助言が行われるよう取り組み、こうした事態を速やかに解消するよう要望

する。

さらに今後は、専門委員会の第三者的なチェック機関としての位置付けと機能を

高めることが強く望まれる。こうした機能が整えられれば、それは制度の趣旨に相

応しい自律的で責任ある運営体制として認められるものと考える。

（２）検討課題等について

請求人は、すべての政務調査費の使途について詳細な説明と情報開示を求めると

繰り返し主張している。政務調査費の透明性確保のあり方について、政務調査活動

の特性等を踏まえて検討し、基本的な見解を明らかにしていく必要があると思われ

る。また、区議会事務局の抗弁書で述べられているように、引き続き取り組むべき

課題もある。これらの課題等について、調査検討委員会が、学識経験者等第三者に

よる専門委員会とともに鋭意検討を進め、解決を図ることを望むものである。

（３）効果的な支出について

法に謳われている「最少の経費で最大の効果を挙げる」（法第２条第 14 項）とい

う考え方は、政務調査費の支出に当たっても十分に考慮されなければならない。会

派及び議員には、この点にいっそう留意し、政務調査費を効果的に活用し、区議会

の活性化を図るとともに、区民の納得と信頼を高めるよう期待するものである。



３６
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資料１-１

（平成24年4月25日 杉監査第2402号収受）

2012年4月25日

杉並区監査委員(宛)

杉並区議会の会派および議員に対する平成22年度政務調査費に関する措置請求書

地方自治法第二百四十二条第一項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

１．請求の趣旨および内容

別紙の通り

２. 請求人

甲
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１. 請求の趣旨

１) 政務調査費（政調費と略す）に対する基本的考え・立脚点を以下に述べた。

● 政調費とは、何か、どの様な目的のために、会派・区議会議員に交付されているのだろうか？

「政務調査費の交付に関する条例」第１条は、会派・議員の「調査研究に資するため必要な

経費の一部として」交付するとし、９条に、「区政に関する調査研究に資するため必要な経

費以外のものに充ててはならない」との明示されている。更に、条例施行規則及び議長訓令

により、政調費は、区の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託･分析に要する

経費であり、その調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費、調査

研究に基づく政策立案のための会議や区民からの区政又は会派の政策等に対する要望、意見

を聴取する為の会議の開催に要する経費等への支出と規定されている。このことから、請求

人は、政調費は、会派･議員の多岐に亘る活動の中で、選挙活動、政党としての活動や後援会

活動とは一線を画した「区政の活性化に寄与する活動」に限定されて支出されるものと解す

る。更に、「区政と繋がった活動」との形をとりながら、議員の所属する会派・党派や出身・

支援団体・企業の利益を誘導する活動は、当然のことながら、政調費に計上することが出来

ないと解する。

● それでは、そのお金は、どこから捻出されて、議員全員に交付され、どの様な性格をもつも

のなのだろうか？

当該条例の第6, 7, 8条に、「議長から、会派・議員の状況について通知を受けた区長が、

政調費交付の決定を行い、会派・議員の政調費請求に基づいて、区長が交付する」とされ、

更に、第12条に、「その年度内に交付を受けた政務調査費から、支出総額を控除して残余が

ある場合、返還を命じることができる」と規定されている。このことから、請求人は、政調

費は、会派･議員の「公金からの一時預り金」と解する。

● では、このように、私たち区民が納めた税金・公金から交付された政調費の使い道について、

会派・議員には、どの様な責任があるのだろうか？

政調費は、請求人を含めた区民の納める税金・公金であるとの性格から、交付を受けた会

派・議員には、その使途について、何に支出されたかの具体的な情報の開示を行い、その支

出の目的とする政務調査活動が、区政とどの様なつながりがあるかを、又、選挙活動や所属

する会派・党派の活動とは異なるものであることを、明確に説明する義務・責任が生じると

解する。加えて、その政調費を計上した政務調査活動の進展状況及び結果を、継続的に、区

民に開示し、報告する義務・責任が生じると解する。

２）政調費検証の概要

請求人は、地方自治法第242条（住民監査請求）第１項「普通地方公共団体の住民は、（中略）

違法若しくは不当な公金の支出（中略）があると認めるとき、監査委員に対して、監査を求め、

当該行為を防止し、もしくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る

事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきこ

とを請求することができる」の規定に拠り、平成18, 19, 20, 21年度の各政調費について、監査

請求を行ってきた。

一方、一般市民・区民の立場から行う政調費の「違法若しくは不当な公金の支出等」の検証は、

政調費の収支報告書及び添付された領収書等の証明書や政務調査活動の成果等について開示され

た区政報告書、視察･研修報告書等に拠って行うが、当然の事として、その検証には、限界がある。

平成18年度から平成21年度までの過去４回の政調費の検証作業において、多くの場合、それらの

収支報告書等に記載・開示されている情報は、限られており、又、その情報の当否を調査・判断

することの難しさが伴うものであった。従って、会派･議員の自立ある考えの基に、自律ある判断

で、政調費の収支報告書等の内容が、明確な形で開示されていることを前提とし、主として、そ
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の開示された内容を基に検証を行い、請求人が、使途が不当であると判断した政調費の返還を求

めて監査請求を行ってきた。

この様な観点から、平成22年度の政調費について、会派･議員の支出状況の精査･検証を進めて

きたが、過去の検証結果と同様に、その合理性･妥当性に疑問を持たざるを得ない使途が多数ある

ことが判明した。又、議員の一部には、政調費への支出計上が、一科目のみの場合や、一科目へ

の計上が、多額をなしているケースがあり、政調費交付の本来の趣旨から見ても、一般常識上か

らも、極めて不自然な収支報告書が提出されていた。更に、平成23年１月～３月に、広報費等の

支出計上が集中している収支報告書が多く、それらの支出は、同年４月に予定されていた区議会

議員の選挙に向けた活動への政調費の流用の疑義を抱かせるものであった。その端的な例が、〔Ｐ

－１〕議員、ｋ議員の広報費であるが、区政レポート等広報関連の経費が計上されているのは、

平成23年３月のみであった。

以下に、合理性・妥当性に疑問のある収支報告書を提出している会派・議員を例示したが、多

くの場合、支出計上額は、収支報告書が個人資金を含めて提出されているため、明示した金額、

割合には、会派・議員の個人資金も含まれている。又、支出の各科目への分類・振分けが、会派・

議員によって異なっているものも含まれている。

● 偏った使途

ｚ議員（広報費 100％）、Ｂ議員（研修費 100％）、Ｉ議員（広報費、資料購入費で98％）、

Ｌ議員（広報費、人件費で93％）、Ａ議員（広報費、資料購入費で92％）、Ｎ会派（広報費、

事務所費、人件費で95％）、〔Ｏ－１〕・〔Ｏ－２〕（Ｏ会派-広報費、事務所費、人件費で

93％）、Ｇ議員（-広報費、事務所費、人件費で91％）

● 広報費 90万円以上

Ａ議員（196万円）、Ｉ議員（195万円）、ｚ議員（166万円）、ｌ議員（147万円）、ｐ議員

（133万円）、Ｇ議員（129万円）、ｒ議員（125万円）、ｓ議員（116万円）、ｖ議員（115

万円）、ｉ議員（113万円）、ｙ議員（106万円）、ｔ議員（103万円）、Ｋ議員（103万円）、

ｋ議員（100万円、事務費に計上された広報関連経費を含む）、Ｆ議員（99万円）、ｅ議員（98

万円）、Ｌ議員（97万円）、Ｊ議員（95万円）、ｍ議員（93万円）

● 資料購入費 20万円以上

Ｉ議員（48万円）、Ｄ議員（31万円）、Ａ議員（24万円）、

● 葉書購入費50万円以上

ｌ議員（60万円）、ｗ議員（54万円）、ｒ議員（51万円）

● 備品購入‐同一品購入頻度大

ｈ議員

＜デジィタルカメラの購入＞

平成15年度 136,290円、平成16年度 44,770円、平成19年度 39,840円－按分比80%、平成21

年度 19,314円‐按分比90%、平成22年度 15,952円‐按分比80%

＜ＰＣ（ＰＣ関連用品を含む）の購入＞

平成15年度 202,316円、平成16年度 55,300円、平成17年度 359,908円、平成18年度 160,209

円、平成19年度 120,989円、平成22年度 231,953円

● 事務費 60万円以上

Ｊ議員（112万円）、ｋ議員（94万円）、ｐ議員（62万円）、ｈ議員（60万円）

● 事務所費 60万円以上

Ｋ議員（71万円）、Ｈ議員 （66万円）

● 所属する会派・党の事務所を使用

Ｏ会派、Ｇ議員（Ｕ会派）

● 人件費 60万円以上
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ｏ議員（62万円）、ｑ議員（60万円）、ｍ議員（60万円）、ｋ議員（60万円）

● 大学院授業費を研修費として計上

Ｂ議員

法政大学大学院学費 平成22年度 221,250円（平成21年度1,025,000円）

● 研修費 20万円以上

Ｅ議員（21万円）

＜平成22年度政調費の監査請求の対象とする会派・議員について＞

区議会議長は、政調費条例第11条に規定された「調査権限」を有し、又、自治法第104条に規

定される議長の権限に拠って、「政調費の使途基準」等の議長訓令を定めることが出来ること、

更に、毎年、議長名で、区議会事務局から、「政務調査費の支出に関する事務処理について」題

する政調費使途のガイドラインが、議員・会派に配布されていること、これらのことから、請求

人は、議長及びその補佐役である副議長は、政調費の使途内容を含めその在り方・運用法を熟知

していると解する。又、監査委員に議員選出として就任した議員は、政調費の監査請求に対する

監査自体については、除籍されるが、他の監査委員によってなされる監査結果について、その内

容及び監査自体の在り方を、監査委員としての職責から、詳細に把握していると判断した。従っ

て、このような観点から、現在の議長、副議長、監査委員及びそれら役職の経験者は、政調費に

ついて、議会の指導的役割を有し、合法的な使途を実施しえる立場にあると判断し、その提出さ

れた収支報告書等の全科目の使途を精査・検証した。

＜議長経験者＞

ｏ議員（平成6, 16, 18年度）、ｊ議員（平成11年度）、ｒ議員（平成12,19年度）、ｑ議

員（平成13、22年度）、ｉ議員（平成15年度）、ｓ議員（平成17, 21年度）、ａ議員（平

成20年度）、ｔ議員（平成23年度）

＜副議長経験者（議長経験者を除く）＞

ｇ議員（平成19, 23年度）、ｘ議員(平成20年度)、ｅ議員(平成21年度)、ｈ議員（平成22

年度）

＜監査委員経験者（議長経験者を除く）＞

ｚ議員（平成19年度）、ｎ議員（平成20年度）、ｌ議員（平成20年度）、〔Ｐ－１〕議員

（平成21年度）、ｙ議員（平成21年度）、ｗ議員（平成22年度）、ｐ議員（平成23年度）、

ｖ議員（平成23年度）

なお、平成22年度の監査委員であった〔Ｐ－２〕議員は、政調費を受理していない。

一方、上述以外の会派・議員の収支報告書については、その合理性･妥当性に疑問のある使途・

科目を中心に検証を行った。

更に、自治法第199条８項「監査委員の職務権限」の規定及び区の政調費条例第11条「議長は、

政調費の適正な運用を期すため、報告書、出納簿及び領収証等が提出されたときは、必要に応じ

て調査を行うことができる」との規定に拠り、請求人は、監査委員が、監査のために必要がある

と認めるときは、関係人である区議会議長に調査を依頼し、会派・議員からの明確な情報の開示

を得ることが出来ると解し、監査委員が、更なる情報を得て、政調費の使途の合理性・妥当性の

判断をすることを求めてきた。平成21年度の政調費監査請求に対する監査結果書においても、区

議会議長を、関係人と位置づけ、文書により調査を依頼したことが明記されており、請求人は、

ある範囲で、政調費の使途内容の公式な調査が行い得る法体系が整っていると解してきた。

従って、請求人は、監査委員が、関係人である区議会議長に対し、政調費の使途の調査を要請

し、その結果、個々の会派･議員から、更なる情報が開示され、説明が加えられると判断し、公正

な観点からの審査を求めて、監査請求することとした。
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なお、平成22年度政調費の検証は、政調費条例で提出期限とされている平成23年４月30日まで

に提出された収支報告書を基に行った。 ただし、その後、請求人が、監査請求書を提出するま

での間に、会派・議員により収支報告書の訂正がなされているが、それらについては、請求人が

確認出来る範囲で検証し、個々の会派・議員の監査請求内容に加えた。

３）交付される政調費を超えた収支報告書について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、下記の様に、交付された政調費を超えた収

支報告書が法令に準拠していないことを指摘し、その訂正・再提出を求めた。

「条例第１条は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政調費を交付すると規

定し、更に、当該第４条で、議員に係る政調費は月額16万円とされている。従って、条例で規定

される政調費額は、月額16万円、年額192万円を限度とすると解される。このことから、各議員が、

交付される年額192万円を超えて調査研究に支出した金額は、条例で規定される政調費でなく、議

員個人の資金による支出となる。平成18年度以降平成21年度までの政調費の監査請求において、

議員から提出された収支報告書のうち、年額192万円を越える支出を記載した収支報告書について

も、監査委員が監査を実施しているが、それは、個人資金の支出を、公的立場にある監査委員が

監査・判断をしたことにあたり、監査そのものに疑義が生じる。」

請求人のこのような指摘に対して、当該監査請求の監査結果書に記載された判断は、次記の通

りであった。

｢政調費条例第10条や政調費条例施行規則第７条は、政調費収支報告書を定められた期限までに

提出することや政調費出納簿の様式を定めているが、記載方法などについての定めはない。その

ため、政調活動に要した経費として政調費収支報告書等の支出に計上されている額が、政調費交

付額の上限である192万円を超えていることが少なからずある。もとより、交付される年額192万

円は、交付額の上限として定められているものであって、会派・議員の政調活動がこの金額の範

囲内に抑えられなければならないものではない。したがって、会派・議員が、この交付額の上限

を超えて収支報告書に記載したとしても、それをもって直ちに不実を記載したものとはいえず、

また、当然ながら交付額の上限を超えて政調費が交付されるものではない。したがって、交付額

の上限を超えて収支報告書等の支出が記載されていたとしても、それをもって違法・不当とする

ことは出来ず、請求人の主張は採用できない。ただし、こうしたことの結果として請求人も指摘

するように、支出額のどの部分が政務調査費による支出かが不明確な事態が生じる。公費として

交付を受けた政調費がどの支出に充てたのかを明確にすることが望ましいことは言うまでもない

ことであり、収支報告書の記載のあり方については、そうした面も考慮して、今後、検討される

ことを期待する。なお、上限額を超えた部分について監査することが「監査そのものに疑義が生

じる」としている点については、請求人の感想に過ぎない。｣（下線は請求人によるものである。）

請求人は、会派・議員が、交付された政調費の額を超えて、政務調査活動に個人資金を投入す

ることの是非を指摘したのではなく、政調費の交付条例に従って交付される政調費の定義・範囲

を明確にすることを要請したのである。当該条例では、会派・議員の政務調査活動に資するため

必要な経費の一部として、政調費が交付されることが明示され、その上限が、議員一人当たり192

万円とされている。更に、その第９条で、政務調査費の交付を受けた会派・議員は、政務調査費

を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、続いて第10条で、前年度分の政務調査費収

支報告書に政務調査費の収支を表す出納簿及び領収書その他の証拠書類を添えて、議長に提出し

なければならないと規定されている。このような条例の規定の流れから、提出された収支報告書

に、会派・議員の私的資金が含まれ、交付された公金である政調費と会派・議員の私的資金が入

り混じって、「政調費」として認識することが許されるであろうか。監査結果書の判断にも言及

されているように、支出額のどの部分が政務調査費による支出かが不明確な事態が生じ、公費と

して交付を受けた政調費がどの支出に充てたのかを明確にすることが望ましいことは言うまでも

ない、とすべきでないだろうか。
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しかし、当該監査結果書の判断が公開された後に、平成23年5月に、区議会事務局が作成し、会派・

議員に配布された「政務調査費の支出に関する事務処理について（平成23年度）」には、そのよ

うな監査結果書の判断が、何ら反映されていない。

更に、上限額を超えた部分について監査することが｢監査そのものに疑義が生じる｣としている

点については、請求人の感想に過ぎない、と請求人の指摘を切り捨てているが、公金でないもの

を、どのような基準で監査するのか、公的な監査の対象を、公金の範囲に限定せず、公金と私的

資金の混在する収支報告書・出納簿を監査することは、法的にも疑問があり、認められないとす

べきであると解している。条例で規定され、それに則した収支報告書は、公的文書であるが、法

に規定されていない私的資金を含んだ収支報告書は、公的文書と言えるのだろうか。次のような

ことが起こった場合、どう処理されるのだろうか。

「平成21年度政調費の監査請求に対する公的な監査結果に基づき、区長から、Ｈ議員に、452,439

円の政調費の公的な返還命令が出されている。一方、当該議員の収支報告書の支出合計額は、1、

987,825円とされ、私的資金67,825円を含んでいた。もし、返還命令が出された政調費の支出科目

に、私的資金が含まれていた場合、法に基づき、区長から提出された公的な返還命令の金額に齟

齬が生じてしまうと言えないだろうか。言い換えれば、監査委員によってなされた政調費返還の

判断に間違いがあったことにならないだろうか。」

現在まで、会派・議員の半数以上が、年額192万円を超えた収支報告書を提出しており、それら

が、収支報告の訂正・再提出が要請されることなく、監査対象とされ、監査が実施されてきてい

る。この様な状況を勘案して、平成22年度の政調費の年額192万円を超える収支報告書についても、

検証･精査し、監査請求を行うこととした。しかし、法令上から、交付額を超える額を計上した収

支報告書は、監査対象とならず、訂正・再提出がなされなければならないとの請求人の立場に変

更はない。

４）甲は、平成18、19、20、21年度の各政務調査費の使途について、監査請求を求めてきたが、それ

らの監査結果のすべてにおいて、監査請求人の氏名がすべてあるいは一部が明示される一方、会

派･議員については、政調費の返還勧告がなされた会派･議員を除いて、すべてアルファベットの

仮名表示が用いられ、実名が公表されてこなかった。この監査請求人の氏名を明示することは、

区民のプライバシー権を含めた人権侵害にあたり、今回の監査請求に対する監査結果を公表する

際には、請求人すべての氏名を明示すべきでないことを強く要請する。又、会派・議員名が、返

還勧告がなされた場合に限って、明示されているが、公金の交付の対象者である会派・議員は、

公的組織・公人とみなされ、社会通念上からも、その名称・氏名の公開は、必然のことであり、

会派・議員のすべての名称・氏名の明示を、再再度、要請する。

５）平成18、19、20年度の各政務調査費の各監査請求において、地方自治法第252条の43第１項の規定

により、監査委員に代えて、個別外部契約に基づく杉並区とは利害関係を共有しない外部の専門

家による監査に委ねることを求めてきた。しかし、監査委員は、法第198条の３に定められたとお

り、その職務の遂行に当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査を行うことを義務付け

られ、これを遵守しているのであり、請求人の要請は相当とは認められずとして、棄却されてき

た。平成21年度の監査請求においては、監査委員の常識ある公正な判断を期待して、外部監査請

求を行わなかったが、その監査結果も、公正不偏の監査のあり方に、強い危惧を抱かざるを得な

いものであった。この様な状況をもたらしている主たる要因の一つが、監査委員が、社会通念上

に基づいて判断すると言及する一方、最終的には、会派・議員の自立・自律ある判断に任せると

して、会派・議員の収支報告内容を、ほとんどの場合、そのまま認める立場を保持してきている

ことにあると言える。このような点からも、監査の機能の果たす役割、それを遂行する監査委員

の責任の在り方に、失望を超えて、疑義を持たざるを得ない。

今回提出する平成22年度の政務調査費の監査請求においては、個別外部監査ではなく、区政を

熟知し、公金の監視役の重責にある監査委員に、真摯な監査を要請することとしたが、甲は、「一
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区民」の集まりとして、その立場・捉え方を明示しており、監査委員が、そこに述べられている

生活感に根ざした、一つの常識と対比させ、更に一般区民の立場にも目を向けた視点から、厳格

な監査を実施されることを、監査委員の交代もあり、再度期待している。ただし、請求人は、公

開される監査結果に対して、監査委員がその責任を負っており、それに関連して、自治法を含め

各法令に規定された、区民としての権利の行使を留保するものである。

請求人は、この監査請求の結果として、更に、政調費のより明確な使途基準が確立され、公金

が会派･議員の政務調査本来の活動に、より合理性･妥当性のある形で投入され、区政がより活性

化することを期待している。

なお、平成22年度に交付された政調費総額は、88,480,000円であるが、年度末決算時(平成23

年４月末)に返還された政調費額は、12,747,156円になり、交付額の14.4％が、支出されずに戻入・

返還されている。

２．検証の基準

請求の趣旨で、請求人の政調費の基本的捉え方を述べたが、それに沿った以下の諸点を、政務

調査活動に該当するかどうかの具体的な検証の基点とした。

● 第１点：政党･後援会･選挙活動等への利益誘導の要素を有しない

公金が交付される政調費は、区政の活性化に結び付く政務調査活動に資するものであり、政調

費条例等で禁止されている会派・議員の政党活動、後援会活動、選挙活動と一線を画しているか

どうかの検証を出発点とした。それらの政治的活動と政務調査活動の間には、いわゆる灰色の境

界領域があるとされるが、政調費が計上された活動が、直接であれ、間接であれ、更には、将来

的であるにしても、如何に、一般区民の生活に結び付いた区政の進展を目指しているかどうかが、

検証の判断基準である。請求人が行った過去４年の政調費の検証結果に拠れば、政調費のほぼ半

分が、広報活動の経費として計上されているが、それは、区政報告、ホームページ等に拠る広報

に加え、例えば、駅前等の街頭での宣伝活動を区政報告の政務調査活動とし、その実施日時を知

らせるポスターの作成費やメガホンなどの購入費等が政調費に計上されてきた。この様な街宣活

動は、会派・議員の宣伝活動そのものであり、公金が交付される政務調査活動とは、明確な一線

を画すべきとした。更に、検証対象とした平成22年度は、議員の任期の最終年になり、再選に向

けた会派・議員の広報活動が活発に実施されており、その様な選挙活動と本来の政務調査活動と

の混同の有無について、慎重に検証した。「区政と繋がった活動」との形をとりながら、議員自

身及び議員の所属する会派・党派や出身･支援団体･企業の利益を誘導することは、意図的であろ

うと結果としてであったとしても、その様な活動の経費は、当然のことながら、政調費に計上す

ることが出来ないとした。一方、政務調査活動の一環として実施される視察等の関係先に対して、

通常の社会生活において儀礼的な慣例とされる金銭･物品の供与などがなされた場合は、それらの

経費は、議員の私的負担で賄うべきであり、公費である政調費に計上することは、一般常識上も、

認められないとした。会派･議員の政党、後援会活動、選挙活動の一環とみなしうる活動を、〝按

分の魔術" で、政調費に計上されている支出に対しては、納税者・一般区民の視点から、その合

理性･妥当性を検証した。

● 第２点：主体性のある活動である

政務調査活動の範囲としては、区民の意見の集約、現地調査、講演会、新聞・雑誌・書籍の購

読等の情報収集活動、それらの調査研究に基づく区政立案･討議のための会議、区民からの要望・

意見の再々聴取、関連資料の作成、更に、立案された政策の委員会･議会等における審議、具体的

な実践計画・行動内容等を、区政報告を始めとした広報手段により、広く区民に伝える広報活動

など多岐に亘っている。それらの活動において、会派・議員が、その活動の目的・意義を明確に、

一般区民に伝え、主体的に実行されるべきであると解している。 例えば、単に、一般区民と共

に、当該活動に参加するにとどまらず、それらを、主体的に、区政の活性化に結び付け、何かを
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生み出す方向性を有する活動に導くべきであると解する。

● 第３点:公私混同のない活動である

議員の活動ために、自宅及び議員本人や親族経営の店舗・会社等の一部を活動の事務所として

使用している等、議員の実生活と結び付いた形で議員活動が営まれている場合があり、それらの

場合は、当該議員の政務調査活動との明確な線引きがなされるべきと解している。議員の実生活

は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実生活に必要なもの等の一部

を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じる場合は、その按分割合は、

必要最小限に限定されるべきである。例えば、自宅を事務所として使用している場合の電話、水

光熱費等の基本料金は、それらの使用量の大小で変動しうるとしても、原則、議員の活動の有無

とは無関係に、支払が生じるものである。又、事務所として使用されている自宅の部屋の家具等

の備品の購入を、政調費に計上して支出する必要が生じた場合も、その備品の耐用年数と議員の

任期との関係を考慮して判断すべきと解している。 又、議員の所属する会派等の事務所を利用

し、加え、その事務所で、雇用されている従業員が、当該議員の事務を担っている場合があるが、

それらの場合は、当該議員の政務調査活動との明確な線引きがなされるべきと解している。

● 第４点：コスト低減に徹した活動である

政調費が公金として交付されることから、その支出は、一般区民生活における市民感覚と同様

に、あるいは、それ以上に強いコスト意識の下に行われるべきと解する。 例えば、政務調査活

動の視察先は、充分な予備調査・情報活動により選定されるべきであり、その目的地への公共交

通手段の選択、タクシーの利用の有無、自己保有の車両の利用によるガソリン代・駐車場代等の

政調費への計上は、公金の使用であるとの" 緊張感“と、明確な情報開示の下に、なされるべき

である。又、新聞購読、書籍等の資料購入、区政報告の作成、広報のためのホームページの作成･

運営、パソコン、プリンターそれらの関連製品、各種備品、事務用品の購入・リース等について、

一般常識に沿ったコスト低減意識の下に行われるべきである。

● 第５点：情報の開示と説明責任、公金支出としての透明性が確保されていること

政調費収支報告書は、充分な情報の開示と説明責任を基にした透明性を有するものであるべき

と解している。過去の監査請求の監査結果書においては、請求人の要請した監査に対して、その

多くを「会派・議員の自律性の尊重」によるとして判断を避けてきた。 このために、政調費が

「会派･議員の聖域」となり、一般区民の感覚・常識が入れない状態にされてきた。会派・議員が

政調費とし計上する政務調査活動については、それが公金によるものである限り、一般区民・納

税者に対して、その情報開示を明示し、説明する責任があると解する。従って、この情報開示、

説明責任が、どのような形で、どの様な範囲でなされているかを精査することとした。

● 以上の点から、政調費の使途に、疑義があり、あるいは、不十分と判断した時は、その旨を記載

し、原則として、計上された政調費の全額返還を求めた。

＜政調費の使途として規定されている９科目の分類の明確化について＞

検証した収支報告書の政調費として計上されている支出の各科目への分類・振分けが、請求人が、

政調費条例施行規則の規定から理解しているものと異なっている場合が多々あり、そのままでは、

政調費を目的別に正確に検証することが難しい状態であった。そのため、必要に応じて、請求人の

判断で、科目への振分けを訂正し、その旨を明示して検証を行った。請求人の判断で、科目振分け

訂正を行った場合を下記に例示した。

Ｊ議員： 広報費を、94万円で計上、請求人の判定は、196万円

ｕ議員： 広報費を、19万円で計上、請求人の判定は、85万円

又、同一会派で、各所属議員が、同様な形式のポスター等を作成しているが、各々が異なった政

調費科割に計上している。

Ｐ会派の区政報告・ポスター
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資料作成費に計上：ｏ議員、ｔ議員

資料購入費に計上：ｑ議員

広報費に計上：ｎ議員、ｐ議員、ｒ議員、ｓ議員

これらは、議員の単なる誤記・間違いであるかどうかは不明であるが、会派・議員から、収支報告

書を公式に受理する議長・議会事務局において、その内容等を確認し、必要に応じて、会派・議員

に訂正を要請するシステムの見直しを行うことに加えて、議会事務局が作成し、議長名で、会派・

議員に配布される政調費の使途ガイドラインに、上述の様な誤記を無くすことを明示することを要

請する。

３．措置請求

本件により、杉並区の被った損害額に関し、平成22年度政務調査費の交付を受けた会派及び議員

に対して、速やかに返還を求めるよう杉並区長に勧告することを求める。

要返還額の合計は、42,575,740円である。

平成22年度の政務調査費収支報告書の監査を請求した会派・議員について、その請求の原因を、

下記の順に記述した（所属会派名は、平成22年４月１日現在とし、区議会議員補欠選挙で新しく

加わった議員は、その時点での会派名とした。なお、同一会派の議員については、あいうえお順

とした）。又、いくつかの会派に共通する事項については、最後に、会派共通事項として、その

検証内容を記した。

Ｍ会派（ａ議員、ｂ議員、ｃ議員、ｄ議員、ｅ議員、ｆ議員、ｇ議員、ｈ議員）、Ｐ会派（ｉ議

員、ｊ議員、ｋ議員、ｌ議員、ｍ議員）、Ｑ会派（ｎ議員、ｏ議員、ｐ議員、ｑ議員、ｒ議員、

ｓ議員、ｔ議員、ｕ議員）、Ｓ会派（ｖ議員、ｗ議員、ｘ議員、ｙ議員、ｚ議員、Ａ議員、Ｂ議

員）、Ｎ会派（〔Ｎ－１〕議員、〔Ｎ－２〕議員、〔Ｎ－３〕議員、〔Ｎ－４〕議員、〔Ｎ－５〕

議員、〔Ｎ－６〕議員）、Ｔ会派（Ｃ議員、Ｄ議員、Ｅ議員）、Ｏ会派（〔Ｏ－１〕議員、〔Ｏ

－２〕議員）、Ｕ会派（Ｆ議員、Ｇ議員）、Ｖ会派（Ｈ議員）、Ｗ会派（Ｉ議員）、Ｘ会派（Ｊ

議員）、Ｙ会派（Ｋ議員）、Ｚ会派（Ｌ議員）、会派共通事項

なお、請求の原因を、政務調査費収支報告書の支出科目毎に、アルファベット順に記したが、

原則として、下記の表記を用いた。

Ａ. 調査研究費、Ｂ. 研修費、Ｃ. 会議費、Ｄ. 資料作成費、Ｅ. 資料購入費、

Ｆ. 広報費、Ｇ. 事務費、Ｈ. 事務所費、Ｉ. 人件費
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別紙

事実証明書 P.46－P.197

１．ａ議員（Ｍ会派）

政調費交付金 1,920,000円（戻入額486,861円）

返還要求額 457,444円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● タクシー代 238,590円(219回乗車)

タクシー迎車代 13,500円 (45回)

● 鉄道・バス 220,814円

● 有志視察（参加者 ａ議員、ｇ議員、ｘ議員、ｙ議員、ｓ議員）

視察先 大分県豊後高田市、福岡県八女市、佐賀県佐賀市

期日 平成22年４月11日－13日

目的 豊後高田市 コンセプトを持った商店再生及び町づくり事業について

八女市 議会基本条例

佐賀市 健康ひろげ隊事業について

計上経費 3,094円（現地交通費、他の経費は、前年度３月に計上）

● 会派視察行

期間 平成22年５月19-20日

視察先 大阪府堺市園芸福祉農園、柏原市

目的 園芸農園の持つ福祉的効用、スタディ･アフター･スクール

経費(交通・宿泊費) 29,100円

期間 平成22年８月９-11日

視察先 愛媛県庁、高松市ＮＰＯ法人わははネット

目的 がん対策、子育て支援

経費(交通・宿泊費) 76,638円

１）タクシーの利用について

日常の交通費は、公共交通機関の利用が原則である。ａ議員は、議会の合間を縫って、区民か

らの意見聴取を行っているので、タクシーの利用が必要だと抗弁しているが、毎日、議会が開催

されている筈もなく、乗降場所を調査すると、タクシーの通行が多いにも拘らず、45回も迎車を

使っている。迎車を待つより、走っているタクシーを止める方が早い状態である。従って、300 円

ｘ45回＝13,500円の返還を求める。

交通記録簿に記載されている出張理由、出張先が、区政調査｢〃｣、区民意見聴取｢〃｣と記載さ

れており、杉並区以外の区、市が出張先であっても、相変わらず、区政調査、区民意見聴取と記

載されている箇所が、70箇所もあり、実際何の区政調査や意見を聞いたのか、又、どの様に区政

に反映しているのか不明であり、219回のタクシー利用について、明確な情報開示・説明を求める。

その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額238,590円の返還を求める。



47

Ｃ. 会議費として、合計5,220円を計上

会議費として、喫茶店を６回使用しているが、使用したとする喫茶店は、検証すると、来客も

多く狭い。話は筒抜けになってしまう。この店で実際に会議が出来るのだろうか疑問が残る。区

役所３階の会派・議員控室に、応接室・会議室もあり、会議に適していると思う、喫茶店での会

議内容も全く不明であり、計上額 5,220円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

新聞：公明新聞 22,020円（年間購読）、朝日新聞 11,160円（３か月）、

読売新聞 23,320円（６か月）

書籍 16,668円

なくそう官製ワーキングプアー、ピーコンオーソリティ・実践自治４冊、暮らしの税金、

教えてＨＴＬＶのこと、体が若くなる技術

１）公明新聞の購読について

所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一

環とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を

購読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部

局の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があるこ

とを、どう捉えるかの点に基づいている。多くの議員は、議員の立場を獲得したと否とにかかわ

らず、政党員であることに変わりがないと推測され、議員になることにより、政務調査活動とし

て、当該機関誌の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認められることではない。従って、

請求人は、所属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、公明新聞の購読

料として計上した22,020円の返還を求める。

２) 書籍「教えてＨＴＬＶのこと」は、領収書によると、ＮＰＯ法人「日本からＨＴＬＶをなくす会」

通称スマイルリボンからの購入になっているが、総て手書きであり、住所、電話番号、捺印もな

されていないので、正規の領収書とは認められない。購入経常費1,800円の返還を求める。

Ｆ. 広報費

● 区政報告の経費として、合計174,920円の支出が按分なしで計上され、ａニュース「○○の風」春

風号No.30（葉書)、新春号No.31（Ａ4 紙)が、参照資料として添付されている。

12月計上 区民報告宛名書き代 50,000円

１月計上 区政報告印刷代 119,250円

12,１月 区政報告葉書代 2,750円

７,８月 区政報告葉書代 1,030円

12,１,３月 区政報告切手代 1,890円(事務費として計上)

● ホームページ更新料年額(按分比80％) 192,000円(事務費として計上)

１）区政報告について

平成22年12月19日に、宛名書きとして、１枚30円ｘl,800枚＝54,000円(50,000円が限度内額)

とするが、１枚30円を政調費から支出するには高額すぎる。しかも、封筒の購入と発送費の1,800

枚の支出が無い。実際に宛名書きをし、郵送、ポスティングの形跡の無い支出は認められず、50,000

円の返還を求める。

広報として提出されている資料は2011年新春号No.31、平成23年春号No.30(ハガキ)の２枚のみで

ある。No.30とNo.31は、内容がほとんど変わらず、問題点は、No.30に、議員退任の挨拶が掲載さ

れておるにも拘わらず、No.31には、今後も全力で取組んで行くと表明していることである。No.30

の退任の挨拶状は按分が必要ではないか、発行号数も内容も実際には違っているのではないか。

平成23年１月21日に計上されている119,250円の高額支出についても、何を印刷したのか不明であ
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る。1枚66.25円もする印刷代には内訳書の記載が漏れている。

区政報告用として、７月13日500円、８月24日530円、12月31日1,550円の合計2,580円は、交換手

数料１枚５円の支出で516枚分である。交換分のハガキの出所が不明である。過去に、政調費で購

入したが不使用であったとしたら、経理が不透明であり、区政報告の証拠ハガキが１枚も提出さ

れていない。１月５日計上の1,200円は、クリスマスカード用切手１枚90円ｘ５枚＝450円と新ハ

ガキ50円ｘ15枚＝750円の購入であり、区政報告用ハガキ(添付資料なし)と記入はされているが、

目的外と思われるので合計173,030円の返還を求める。

２）ホームページについて

ＨＰ経費32,000円/2か月ｘ6＝192,000円が計上されているが、月16,000円も支払うと云う事は、

付加の料金が加算されていると思われるので、加算されている内訳の記載を求める。

Ｇ. 事務費

● 防災用電池(按分比80％) 1,436円（広報費として計上）

● 手帳代(按分比80％) 1,848円（広報費として計上）

３月17日計上の防災用電池1,436円(按分比80％)は、政調費の目的外使用であると思われる。1,436 

円の返還を求める。12月12日計上の手帳代1,848円(按分比80％)は、毎年購入しているが、議員に

なる前も、退任後も、日常生活必需品として手帳は購入しているのではないか。按分してあって

も、按分根拠と政務調査費との関係がむずかしいので、1,848円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

補助職員勤務報告書によると、雇用されている職員は、土・日が多く、平日は夜間勤務となり

20:00-23:00の時間帯の勤務場所は何処になっているのか。平日は、他の勤務があるので、土・日

と夜の勤務なら所得の申告はなされているのだろうか。

５月区政調査資料作成補助、６月政策調査資料作成事務補助、７月政策調査事務補助、８月政策

資料作成補助、９月政策調査資料作成事務補助、10月区政調査資料作成補助、11月調査研究資料

作成補助、１月政策調査アンケート調査及び集計、２月第一定政策調査事務補助と月によって｢“｣

の羅列になっており、区政調査、政策調査等と記載されているが、何を調査し、どの様な政策を

調査したのか、結果と過程が全く不明である。勤務報告書も、１月、２月に勤務した事になって

いるが、収支報告書は２か月とも、12月の勤務として報告されている。何れが正しいか回答を望

む。

２. ｂ議員(Ｍ会派)

政調費交付額 1.920,000円（戻入額 1,033,633円）

返還要求額 251,411円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する

情報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報

の開示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、

その使途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

調査研究のための移動手段の経費が、以下のように計上されている。

● ガソリン代（按分比50％） 48,691円（368リットル、但し、5リットル前後の少量給油が16リット

ル）

● 駐車場代 35,480円（72回）

● 駐輪場代 700円（7回）
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● タクシー 5,970円（4回）

● 公共交通機関（鉄道） 104,440円（120回、内自宅－区役所往復 102回 89,760円）

● 会派視察(8月9‐11日：愛媛県庁、高松市わははネット) 交通費 60,808円

１）自動車の利用について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政

調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する自

動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から

算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明確

にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。ｂ議員は、当該政

調費の議長の調査に対する回答として、「昼夜、休日を問わず区民からの区政に関する意見聴取、

相談を行っている。自動車の利用は、効率的に政務調査活動を行うために必要であり、ガソリン

代や駐車場代の支出は適正である」と記している。

今回の計上されたガソリンの使用量は, 按分比50％で368リットルであり、使用された車種は不

明であるが、例えば、その燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、2,576kmとなる。又、

その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道か

井之頭通りを、年間172回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査

活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有してい

ないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比

で、使用したガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等により、

自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致していると

主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が義務付けられ

ていると同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を堤出すべである、と

解する。この様な走行距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場

合に行われていることを申し述べておく。

従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自動車の利用実態の開示を求める。

それに合理性･妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全額48,691円及び駐車場代35,480

円の返還を求める。

２）区役所における政務調査活動について

提出された交通費記録簿によると、120回にわたる調査研究のために、鉄道による交通費を計上

しているが、その内 102回は、自宅と区役所の往復費用である。

ｂ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査への回答として、「区役所での区民意

見聴取や庁内各部署からの情報収集調査は、すべて政務調査活動である。議会や委員会が開催さ

れている日に、政務調査活動を行った場合の交通費の支出は認められている」と述べている。

区役所で開催される議会や委員会出席のための交通費用弁償は、現在は、平成18年の条例改正

により認められていない。従って、議員の責務である議会や委員会への出席のために、区役所に

足を運んだ場合は、その交通費の支給はされないと解すべきである。しかし、ｂ議員が主張する

様に、議会、委員会開催日に、区役所で、政務調査活動を行った場合は、公金である政調費から、

区役所への交通費が”支給”されると、解すべきなのだろうか。当然のことながら、この問いは、

議会・委員会出席と政務調査活動の軽重を論じているのではないし、ｂ議員の政務調査活動に疑

問を呈しているのでもない。請求人は、一般常識上からも、議会・委員会開催日に、政務調査活

動の有無と無関係に、区役所への交通費の政調費への計上を認めるべきでないと解する。

従って、102回の区役所の往復と議会・委員会出席との関係について、明確な説明を求めるが、

議会・委員会の開催日が重なっている場合は、当該日の区役所往復費の返還を求める。
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Ｃ. 会議費

● 茶菓代 48,452円（39回）

Ｅ. 資料購入費

● 読売新聞代 (3,925円ｘ5ヶ月)、日経新聞代 (4,383円ｘ12ｋ月)、公明新聞代 (1,835円ｘ11

か月)

● 書籍代 6,579円

１）新聞の購読について

日経新聞を定期的に購読し、政調費に、52,596円が計上されている。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立

場を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があるこ

とは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分であれ何であれ、その購読費を

公金で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞等の購読が、政務調査活動

に資するであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞

等が、政務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比

を、明示すること求めるものである。

従って、請求人は、政務調査活動における日経新聞購読に、合理性・妥当性のある説明を求め

るが、それがない場合は、その購読料 52,596円の返還を求める。

２）政党機関誌の購読について

所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一

環とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を

購読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部

局の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があるこ

とを、どう捉えるかの点に基づいている。多くの議員は、議員の立場を獲得したと否とにかかわ

らず、政党員であることに変わりがないと推測され、議員になることにより、政務調査活動とし

て、当該機関誌の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認められることではない。従って、

請求人は、所属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、公明新聞の購読

料として計上した20,185円の返還を求める。

３）新聞以外の資料購入費として、以下の経費が計上されている。

芝生でいこう、現代の金融入門、マネジメント、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカー

のマネジメントを読んでいたら、週刊東洋経済特集号

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、議員の私的な所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、議員用として備えられている図書の施設（議員には、閲覧･貸出しだけでな

く、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用することが、

前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる「会派・

議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるということである。

請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自主性・

自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入する

前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能

であるが、その様な公的な施設の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、区役

所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。 蔵書一覧が、一冊の本にまと

められており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書室
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の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運営

されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、ど

の様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議会

事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、ｂ議員が、上述の

議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、更

に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含め、それらをどの様に処理する計画である

かの情報の開示を求めるものである。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調査活

動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の二重、

三重の支出が、防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報

● 郵送代（按分なし） 10,050円（内記念切手購入代として8,210円を計上）

● ブログ費用（按分比90％） 5,670円（平22年度は、議員からの報告・メッセージが写真入りで、

11回の更新がなされている。)

● 区政報告経費（平成23年3月に計上、按分なし） 合計額254,755円

区政報告印刷代 196,875円

区政報告デザイン代 30,000円

封筒代 12,600円

郵送代 45,280円

Ｇ. 事務費として、以下の経費が計上されている。

● 固定電話（ＮＴＴ, 領収書明細添付なし） （按分比50％） 24,832円

● 固定電話（ヤフーインターネット接続料） （按分比50％） 40,254円

● 携帯電話（ウイルコム、ソフトバンク、按分比50％） 69,627円

● 文具、コピー用紙、写真プリント、コピー代、印紙代（按分なし）

● ＰＣウイルスソフト、ＰＣ用周辺機器（按分比90％） 6,851円

● プリンターインク、ＦＡＸ用紙（按分比90％） 7,873円

１）携帯電話について

平成21年度政調費の監査請求において、議長調査に対して、ｂ議員は、「使途基準細目に従っ

て計上しているため、問題はないと判断」と記している。請求人は、携帯電話の使用そのものが、

議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をより多く支えるものであり、そう解すること

が、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことから、請求人は、議長訓令の使途基準細目に

規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべきでないと解していることを、まず、指摘し

たい。 携帯電話の請求明細書が添付されていないため、使用実態は明確でないが、通常、通話

量に応じて、金券と同様の働きを持つポイントが付与される。従って、この付与されたポイント

相当額を差し引いて支出計上すべきであり、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がな

されない場合は、計上額69,627円の返還を求める。

２）自宅の一部を事務所として利用し、その自宅の固定電話の経費を按分比で、政調費に計上するこ

とについて

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実

生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じ

る場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。 例えば、自宅を事

務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払

が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本

料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計

上すべきである。開示された領収書は、金額のみで電話会社から送付される資料が添付されてい
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ない。

請求人は、電話の基本料金、使用料金について、情報の開示を求めるが、その内容に、合理性・

妥当性がない場合は、固定電話料として計上された全額24,832円の返還を求める。

３. ｃ議員(Ｍ会派) 

政調費交付金 1,920,000円（戻入額 213,964円）

返還要求額 446,260円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

調査研究のための移動手段の経費が、以下のように計上されている。

● 月極駐車場代（按分比50％） 180,000円（30,000円ｘ50％ｘ12ヶ月）

● ガソリン代（按分比50％） 43,431円(328リットル)

● 駐車場代 30,200円（55回）

● タクシー 13,680円（8回）

● 公共交通機関（鉄道・バス） 4,840円

● 視察旅行（平成22年５月19日 柏原市） 26,300円

視察旅行（平成22年８月9‐11日 松山市、高松市） 76,178円

１）自動車を購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対人保障保険等への加入と同

じく、駐車場を有することが、私有であろうと、借用であろうと、法的に必須条件とされている。

従って、日常的に利用する駐車場の月極等の貸借経費は、政務調査費の取扱い規定（議長訓令）

に、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しないものとされている自動車の維

持管理に含まれるべきものである。

なお、平成21年度監査請求の監査結果書は、＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関

する規定で該当しないとされている「自動車の維持管理(公租、車検、保険、修理) に関する経費」

と月極駐車場代を区分する根拠は明確ではない。対象部局の抗弁書は、「自動車本体の維持管理

に係る経費」か否か、を基準として説明しているが、例えば、「保険」を考えた場合、対人保障

保険が、「自動車本体の維持管理に係る経費」に該当するとは思いにくい。考え方を整理し、按

分割合の設定根拠なども含めて具体的な説明がされることを望みたい＞としている。

請求人は、月極駐車場代は、政調費に該当しないと解し、全額180,000円の返還を求める。

２）請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政

調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する自

動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から

算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明確

にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。ｃ議員は、当該政

調費の議長の調査に対する回答として、「昼夜、休日を問わず区民からの区政に関する意見聴取、

相談を行っており、自動車の利用は必要であり、ガソリン代や駐車場代の計上は適正である。ま

た、使途基準細目に則り 1/2の按分率で計上している。自動車の利用は認められており、政務調

査活動のための駐車場を計上している」と記している。
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今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で328リットルであり、使用された車種は不

明であるが、例えば、その燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、2,296kmとなる。又、

その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道か

井之頭通りを、年間153回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査

活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有してい

ないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比

を適用したガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等により、

自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致していると

主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されてい

る同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべである、と解する。

この様な走行距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行わ

れていることを申し述べておく。従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自

動車の利用実態の開示を求める。それに合理性･妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全

額43,431円及び駐車場代30,220円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

● 読売新聞（3,720円ｘ11か月）、公明新聞（1,835円ｘ12か月）

● 日経グローカル 2010.4より年間購読（年24回発行） 88,200円

１）少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費として

支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に明

確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立場

を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があること

は少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金で

賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞等の購読が、政務調査活動に資す

るであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞等が、

政務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明

示すること求めるものである。

従って、請求人は、政務調査活動における読売新聞購読に、合理性・妥当性のある説明を求め

るが、それがない場合は、その購読料 40,920円の返還を求める。

２) 所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一環

とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を購

読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部局

の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があること

を、どう捉えるかの点に基づいている。多くの議員は、議員の立場を獲得したと否とにかかわら

ず、政党員であることに変わりがないと推測され、議員になることにより、政務調査活動として、

当該機関誌の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認められることではない。従って、請

求人は、所属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、公明新聞の購読料

として計上した22,020円の返還を求める。

Ｆ. 広報

● 区政報告

区政報告４月号郵送料、制作・印刷・発送代行

区政報告７月制作・印刷・発送代行、郵送代

区政報告11月号制作・印刷・発送代、郵送料

区政報告１月号（葉書）制作・印刷一式、郵送料

合計計上額 1,013,904円
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Ｇ. 事務費として、総額156,239円を計上している。

● 携帯（按分比50％）65,177円

● インターネット接続、ＩＰ固定電話（按分比50％) 64,492円

● 文房具、インクジェット、Ｆａｘインク、パソコン消耗品(按分比 70％) 31,359円

１）携帯電話について

平成21年度政調費の監査請求において、議長調査に対して、ｃ議員は、「政務調査活動に必要

であり、支払が発生した月に、使途基準細目に則り 1/2の按分率で計上している」と記している。

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をより

多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことから、

議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべきでないと解して

いることを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントが、基本及びボーナスポイ

ントとして、付与されることが明記されているが、支出計上額には、その様なポイントが反映さ

れていない。従って、請求人は、この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべきで

あると解しており、ｃ議員に、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合

は、計上額65,177円の返還を求める。

２）自宅の一部を事務所として利用し、その自宅の固定電話の経費を按分比で、政調費に計上するこ

とについて

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実

生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じ

る場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。例えば、自宅を事務

所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が

生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料

金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上

すべきである。請求人は、電話の基本料金、使用料金について、情報の開示を求めるが、その内

容に、合理性・妥当性がない場合は、固定電話料として計上された全額の返還を求める。なお、

固定電話料は、インターネット接続料と合算されており、計上された固定電話料は不明である。

関連情報の明確な開示がなされない場合は、インターネット、固定電話を併せた計上額64,492円

の返還を求める。

４. ｄ議員(Ｍ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入額 635,499円）

返還要求額 485,814円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

調査研究のための移動手段の経費が、以下のように計上されている。

● 月極駐車場代4‐6月（按分比50％） 30,000円（20,000円ｘ50％ｘ3ヶ月）

● ガソリン代（按分比50％） 36,429円（283リットル）

● 駐車場代 39,500円（61回）
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● 交通費記録簿記載の区民意見聴取のための経費（バス・鉄道・タクシー）

259,070円（196回）

１）自動車を購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対人保障保険等への加入と同

じく、駐車場を有することが、私有であろうと、借用であろうと、法的に必須条件とされている。

従って、日常的に利用する駐車場の月極等の貸借経費は、政務調査費の取扱い規定（議長訓令）

に、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しないものとされている自動車の維

持管理に含まれるべきものである。

なお、平成21年度監査請求の監査結果書は、＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関す

る規定で該当しないとされている「自動車の維持管理(公租、車検、保険、修理) に関する経費」

と月極駐車場代を区分する根拠は明確ではない。対象部局の抗弁書は、「自動車本体の維持管理

に係る経費」か否か、を基準として説明しているが、例えば、「保険」を考えた場合、対人保障

保険が、「自動車本体の維持管理に係る経費」に該当するとは思いにくい。考え方を整理し、按

分割合の設定根拠なども含めて具体的な説明がされることを望みたい＞としている。

平成22年４月から６月までの間の月極駐車場は計上されているが、その後は、計上されていな

い。請求人は、３か月分の月極駐車場代は、政調費に該当しないと解し、全額30,000円の返還を

求める。

２）請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政

調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する自

動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から

算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明確

にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。ｄ議員は、当該政

調費の議長の調査に対する回答として、「使途基準･使途基準細目通りであり、政務調査活動に、

実態に合わせて1/2 としている。」と記している。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で283リットルであり、使用された車種は不

明であるが、例えば、その燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、1,981kmとなる。又、

その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約 7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道

か井之頭通りを、年間132回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調

査活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有して

いないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分

比を適用したガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等により、

自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致していると

主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されてい

る同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべである、と解する。

この様な走行距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行わ

れていることを申し述べておく。従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自

動車の利用実態の開示を求める。それに合理性・妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の

全額36,429円及び駐車場代39,500円の返還を求める。

３) 区役所における区民意見聴取につて

区民意見聴取の政務調査活動の交通費記録簿の出張先の欄には、地名が記載されているのみで

あり、具体的意見聴取の場所が明示されていない。南阿佐ヶ谷との記載から、当該政務調査活動

が、区役所で行われたと推測される。一方、区役所で開催される議会や委員会出席のための交通

費用弁償は、現在は、平成18年の条例改正により認められていない。従って、議員の責務である

議会や委員会への出席のために、区役所に足を運んだ場合は、その交通費の支給はされないと解
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すべきである。請求人のこの様な主張に対して、平21年度政調費の監査における議長調査におい

て、ｄ議員は、「議会・委員会の開催日であっても調査研究活動を行う場合には、交通費を支出

できると、監査で認めていることであり、使途基準の範囲内と考える」と述べている。しかし、

ｄ議員が主張する様に、議会、委員会開催日に、区役所で、政務調査活動を行った場合は、公金

である政調費から、区役所への交通費が" 支給" されると、解すべきなのだろうか。当然のこと

ながら、この問いは、議会・委員会出席と政務調査活動の軽重を論じているのではないし、ｄ議

員の政務調査活動に疑問を呈しているのでもない。請求人は、一般常識上からも、議会・委員会

開催日に、政務調査活動の有無と無関係に、区役所への交通費の政調費への計上を認めるべきで

ないと解する。

このことから、交通費記録簿記載の出張先に区役所が含まれているかどうか、もし含まれてい

る場合は、当該日の議会・委員会出席との関係について、明確な説明を求めるが、議会・委員会

の開催日が重なっている場合は、当該日の区役所往復費の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費 81,363円

● 読売新聞（12ヶ月、43,560円） 、日経新聞（３か月、12,843円） 、

公明新聞（12ヶ月、22,020円）

● 書籍：子ども虐待の予防とネットワーク（2,940円)

１）少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費として

支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に明

確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立場

を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があること

は少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金で

賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資する

であろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞等が、政

務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めるものである。

従って、請求人は、政務調査活動における読売新聞購読に、合理性・妥当性のある説明を求め

るが、それがない場合は、その購読料 43,560円の返還を求める。

２) 所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一環

とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を購

読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部局

の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があること

を、どう捉えるかの点に基づいている。議員の多くは、議員の立場を獲得したと否とにかかわら

ず、政党員であることに変わりがないと推測され、議員になることにより、政務調査活動として、

当該機関誌の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認められることではない。従って、請

求人は、所属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、公明新聞の購読料

として計上した22,020円の返還を求める。

Ｆ. 広報費として計上支出された合計額は、653,340円である。

● 区政報告（平成23年２月の区政報告以外については、按分なし）

４月区政報告郵送代、ラベル 81,315円

11月区政報告印刷代 162,225円

１月区政報告郵送代、区政報告印刷代 161,920円

２月区政報告印刷代（按分比90％） 151,200円

● 公式サイト機能追加・修正（按分比80％、80,000円）、ホームページプロバイダー更新（按分比

80％、14,400円）、ドメイン更新（按分比80％、2,280円）
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平成23年２月に発行した区政報告ニュース第11号は、ｄ議員の「約４年間、皆様のお声をもとに、

調査研究活動を行ない、杉並区への要望で実現した成果と、区民の皆様にために実現したい公約を

掲載させていただきました」の書き出しが始めにあり、議員任期の総まとめの形を取っている。当

該号については、その理由の明示はないが、その按分比を90％（他の号は、すべて按分なし）とさ

れている。又、当該号の構成は、約半分のスペースに、ｄ議員の挨拶と「３つのキーポイント」（区

民相談2000件）と題した施策の成果が記載され、他の半分には、「実績マップ」として、杉並区の

地図に、実績工事（カーブミラー、ガードレール、注意喚起看板、防犯用街路灯、補助手すり等の

設置、道路補修工事）が23枚の写真入りで紹介されている。それらの実績工事は、ｄ議員の標榜す

る「安全・安心のまちづくり」の成果の一環であろうと推測した。請求人は、それらの成果を含め

た政務調査活動の状況のまとめを、議員任期のけじめの時期に、区民に伝えることの意義・重要性

と共に、何を政務調査活動の対象とするかは、議員の自律性ある判断でなされるべきものと解して

いる。しかし、同年４月に改選を迎える時期に発行された第11号の政務調査の広報活動の位置づけ

について、何故按分比を90％としたかを含め、ｄ議員の明確な説明・情報開示を求める。その内容

に、合理性・妥当性がない場合は、当該号の印刷代として計上支出された151,200円の返還を求める。

Ｇ. 事務費として、以下の経費が計上されている。

● ＰＣ関連：インターネット接続（ＮＴＴコミュニケーションズ、按分比50％）36,410円、シマン

テック（按分比80％）6,384円、ソフトノートンセキュリティシマンテック（按分比80％）3,184

円

● 文具代（按分なし）4,408円、トナー･ラベル（按分比80％）7,008円、

ダイアリーリフィル代（按分なし）840円、スピーカー用電池・電池チェカー（按分なし）1,693

円

● 固定電話（按分比50％） 33,983円

● 携帯電話（ドコモ、按分比50％） 90,179円

１）インターネット接続料金のポイント制について

開示された領収書に、金券と同様の働きを持つポイントが、付与されることが明記されている

が、支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、この付与され

たポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、ｄ議員に、関連する情報の

説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額36,410円の返還を求める。

２）携帯電話について

平成21年度政調費の監査請求において、議長調査に対して、ｄ議員は、「使途基準細目通りで

あり、政務調査活動に必要。実態に合わせて1/2としている」と記している。請求人は、携帯電話

の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をより多く支えるものであ

り、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことから、請求人は、議長訓

令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべきでないと解しているこ

とを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントが、基本及びボーナスポイ

ントとして、付与されることが明記されているが、支出計上額には、その様なポイントが反映さ

れていない。従って、請求人は、この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべきで

あると解しており、ｄ議員に、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合

は、計上額90,179円の返還を求める。

３）固定電話について

固定電話の使用実態が明確でなく、自宅の固定電話を議員活動の一部に活用しているか等の情

報開示を求める。請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するもので



58

あり、議員の実生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなさ

れる必要が生じる場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。例え

ば、自宅を事務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無

関係に、支払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した

場合は、基本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、

政調費に計上すべきである。開示された領収書は、金額のみで電話会社から送付される資料が添

付されていない。請求人は、電話の基本料金、使用料金について、情報の開示を求めるが、その

内容に、合理性・妥当性がない場合は、固定電話料として計上された全額33,983円の返還を求め

る。

４）ダイアリーリフィルの経費を按分なしで計上しているが、ｄ議員の政務調査活動専用の手帳なの

だろうか。手帳は、いろいろな活動に用いられると考えるのが一般的であり、按分なしとした根

拠の説明を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額840円の返還を求める。

５）スピーカー用電池、電池チェカーの購入経費が按分なしで計上されているが、その用途・目的が

明示されていない。それらの情報開示を求めるが、その内容に、合理性・妥当性がない場合は、

計上額1,693円の返還を求める。

５. ｅ議員(Ｍ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入額 416,504円）

返還要求額 1,338,116円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１）自家用車の使用に基づく経費の計上額は以下の通りである。

月極駐車場代(按分比50％)：103,000円（8月分なし）

駐車場代：32,200円（79回、但し、11回分3,400円は、荻窪駅等における広報費として計上）

ガソリン代（50％按分）：47,106円（346リットル）

その他、駐輪場代 2,100円が計上されている。

ｉ）自動車を購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対人保障保険等への加入と

同じく、駐車場を有することが、私有であろうと、借用であろうと、法的に必須条件とされてい

る。従って、日常的に利用する駐車場の月極等の賃借経費は、政務調査費の取扱い規定（議長訓

令）に、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しないものとされている自動車

の維持管理に含まれるべきものである。

なお、平成21年度監査請求の監査結果書は、＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関す

る規定で該当しないとされている「自動車の維持管理(公租、車検、保険、修理) に関する経費」

と月極駐車場代を区分する根拠は明確ではない。対象部局の抗弁書は、「自動車本体の維持管理

に係る経費」か否か、を基準として説明しているが、例えば、「保険」を考えた場合、対人保障

保険が 「自動車本体の維持管理に係る経費｣に該当するとは思いにくい。考え方を整理し、按分

割合の設定根拠なども含めて具体的な説明がされることを望みたい＞としている。

請求人は、月極駐車場代は、政調費に該当しないと解し、全額 103,000円の返還を求める。

ⅱ）一般常識の観点からは、自動車の利用は、公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合
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理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政調費として計上することが認められるべきである。

更に、自動車を利用する場合は、使用する自動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走

行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から算出したガソリン料を計上する方法を採用すること

が、一般常識上からも、その使途をより明確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致してい

るといえる。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で346リットルであり、使用された自動車の

車種等が不明であるが、標準の燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、2,422kmとなる。

政務調査活動の内容が不明であるが、その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8

キロメーターに亘り横断する青梅街道か井之頭通りを、年間161回（週平均で約３回）の往復に相

当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査活動の走行距離の合理性・妥当性の

議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有していないが、自動車を政調活動に用いざ

るを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比で、ガソリン代を政調費に計上すべ

きでなく、上述のように、走行距離の記録等により、自動車使用の実態をより明確に情報開示す

ることが、公金である政調費の趣旨に合致していると主張しているのである。一般の公共の交通

手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されている同様、自動車の利用についても、駐車場

代、走行距離等の記録簿を提出すべきと解する。この様な走行距離の記録による経費請求は、一

般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行われていることを申し述べておく。従って、請求

人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自動車の利用実態の開示を求める。それに合理性･

妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全額47,106円、駐車場代として計上された全額

32,200円の返還を求める。

２）会派視察行

平成22年5月

堺市園芸福祉農園「堺市立フォレストガーデン」

大阪府柏原市「スタディ・アフター・スクール」

交通費・宿泊費 31,250円

平成22年8月

愛媛県庁 がん対策

高松市「ＮＰＯ法人わははネット」

交通費・宿泊費 76,978円

Ｅ. 資料購入費

１）読売新聞を毎月購入し、政調費に、47,100円が計上されている。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立

場を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があるこ

とは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金

で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資す

るであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞が、政

務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めるものである。

従って、請求人は、政務調査活動における読売新聞購読に、合理性・妥当性のある説明を求め

るが、それがない場合は、その購読料 47,100円の返還を求める。

２）所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一環

とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を購

読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部局
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の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があること

を、どう捉えるかの点に基づいている。上述の議員の実生活の議論と同様に、当該議員は、議員

の立場を獲得したと否とにかかわらず、多くは、政党員であることに変わらず、議員になること

により、政務調査活動として、当該機関誌の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認めら

れることではない。従って、請求人は、所属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきで

あると解し、公明新聞の購読料として計上した22,020円の返還を求める。

３）新聞以外の資料購入費として、以下の経費が計上されている。

書籍（デフレの正体、戦後世界経済史、日本は世界５位の農業大国)：3,278円

日本ファイナンシャル・プラナーズ雑誌(年会費として支払、按分比50％)：6,000円

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、議員の私的な所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧･貸出しだけでな

く、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用することが、

前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる｢会派・議

員の自主性・自律性の尊重を基本｣の議論の前に、明確にすべきことがあるということである。請

求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自主性・自

律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入する前

に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能で

あるが、その様な公的な図書室の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、区役

所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にまとめ

られており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書室の

議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運営さ

れているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、どの

様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議会事

務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、ｅ議員が、上述の議

員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、更に、

関係する政務調査活動が終了した後に、保管を含めて、それらをどの様に処理する計画であるか

の情報等の開示を求めるものである。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調査活

動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の二重、

三重の支出が、防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報費

広報費として以下の経費が計上されている。

区政報告制作費（25号、26号、27号 按分なし）：582,750円（194,250円ｘ3）

区政報告郵送費（按分なし）： 45,160円（25、26号のみ）

区政報告関連費計 627,910円

ＨＰ管理料（按分なし）： 378,000円（31,500円/月ｘ12ヶ月）

広報費合計額： 1,005,910円（政調費支出総額の 66.9％）

１）区政報告を、平成22年11月(25号)、平成23年１月(26号)及び３月(27号) に作成・配布し、按分な

しで、その経費を計上している。25号は、｢平成22年度の補正予算成立｣との題で、Ｍ会派の８名

の議員と田中区長との写真(1/8のスペース) が掲載され、Ｍ会派の要望で盛り込まれたとされる

案件が列挙され、更に、Ｍ会派が提案した緊急医療プラン作成のための体制整備が実現したこと、

Ｍ会派の提案かどうかは不明であるが、荻窪北口前広場の整備予定が1/4のスペースを使って紹介

されている。26号は、半分近くのスペースで、Ｍ会派の要望で３ワクチンの接種が全額助成され
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ることになったことを報じ、1/3のスペースで、平成22年の最近の実績として、29項目が列挙され

ている。27号は、｢平成23年度の予算が成立｣との題で、福祉・医療、教育、まちづくりの各分野

で、予算配分された項目が列挙されている。

これらの区政報告は、ｅ議員が、Ｍ会派の一員として、区の政策として実現するために活動し

た結果の報告と推定されるが、それらの活動が、ｅ議員あるいはＭ会派として、どの様な政務調

査活動を行った結果であるかを判断する具体的な情報を、請求人は有していない。従って、これ

らの区政報告の作成に要した経費は、政調費条例が「区政に関する調査研究に資するため必要な

経費」に該当すると推測するが、一方、これらの区政報告の果たす役割として、当該条例が禁止

する政党活動、後援会活動との関連を否定できるのだろうかとの疑念を持たざるを得ない。区政

を活性化するために、会派・党として活動する効果、その果たす役割の重要性を十分に認識した

上においても、また、ｅ議員の自律性のある判断を尊重するとしても、請求人は、上述の区政報

告の製作費等を按分なしで、政務調査活動として全額計上することは認められないとした。

従って、請求人は、ｅ議員に、按分なしとする根拠の明示を要請するが、それに合理性・妥当

性がなければ、計上された全額 627,910円の返還を求める

２）ＨＰ管理料を、経費として計上している。

平成22年度に、ＨＰ（公式ウェブサイト）掲載された記事は、以下の通りであった。

● 平成22年11月１日：「区立小・中学校の全普通教室にエアコン設置」と題したＭ会派の要求

が実現したことを伝える４行弱の記事

● 平成22年12月１日：「区議会・第４回定例会で一般質問｣と題し、財政運営など３点について

質問を行ったことを伝える６行の記事

● 平成23年２月１日：「〔ｅ〕メールマガジンをスタートします」と題した活動報告をメール

マガジンで配信するお知らせ(配信を受けるためには、メールアドレスの登録が必要である)、

なお、ＨＰの末尾に、コメントは受け付けていませんと述べられている。

● 平成23年３月26日：「東日本大震災への支援を」と題する支援要請の内容で、義援の受付窓

口として、杉並区、公明党、東京都の担当部署の紹介

● なお、平成22年度の４月から10月までの間は、ＨＰの更新記事はない。

ｅ議員は、上述の区政報告の経費と同様に、按分なしで、ＨＰ管理料の全額378,000円（31,500

円/月ｘ12ヶ月）を、政調費に計上している。更に、平成22年度の終わりに近い平成23年２月に、

活動報告をメールマガジンで配信する旨の宣告をし、その後、平成24年１月末の時点までに、Ｈ

Ｐが更新された記録がない。又、ＨＰの記載から、Twitterが、活用されている様子が伺えるが、

当該ＨＰとは、直接的な繋がりは見られない。この様なＨＰの使用実態から、その経費を、区政

に関する調査活動に資するとされる政調費に計上することに合理性・妥当性が認められるだろう

か。請求人は、ＨＰの経費計上の明確な根拠の開示を要請するが、それに、合理性・妥当性がな

い場合は、計上された全額 378,000円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

携帯電話、固定電話の経費を50％の按分比で、其々、年間合計37,657円、10,492円を計上

１）携帯電話について

平成21年度政調費の監査請求における議長調査に対して、ｅ議員は、「携帯電話の使用につい

ては、政務調査のために必要であり、使用実態に則し、按分率上限の1/2を計上しており、使途基

準に適合する」と記している。

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。
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携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントの付与が明記されているが、

支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、この付与されたポ

イント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、ｅ議員に、関連する情報の説明

を辱めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額37,657円の返還を求める。

２）自宅の一部を事務所として利用し、その自宅の固定電話の経費を按分比で、政調費に計上するこ

とについて

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実

生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じ

る場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。 例えば、自宅を事

務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払

が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本

料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計

上すべきである。

請求人は、政務調査活動に使用された通話料の情報の開示を求めるが、その内容に、合理性･

妥当性がない場合は、固定電話料として計上された全額10,492円の返還を求める。

Ｈ. 事務所費

平成21年度政調費収支報告書と同様に、＜自宅とその事務所部分＞と題して、家屋の外形図が

添付され、それの事務所部分に斜線が引かれ、面積按分が約1/5 と記載されている。この添付図

は、間取りの概要を示すものでもなく、具体的に、事務所がどの様に使用されているかなど、事

務所の実態を明示する資料となっていない。平成21年度政調費監査請求の監査結果書には、「面

積割合を示す図面は、区民への説明責任を果たすものでもあるので、より丁寧な図面を提出され

たい」されているが、ｅ議員は、この要請を、どの様に判断したのであろうか。請求人は、公金

である政調費への経費計上には、最低限の情報開示の責任があると解する。

この図に記載された按分比を基に、更に、電気・ガス・下水道料の経費の政調費への按分比を

1/2 とし、実際の請求額の1/10が計上され、その年間計上額は、電気代9,688円、ガス代11,214

円、下水道代11,729円である。

事務費の項で述べた様に、特に、自宅を事務所として使用している場合の水光熱費等の基本料

金・最低料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるものである。従って、政

務調査活動のために、自宅の水光熱を使用した場合は、基本料金を含まない、その使用量に応じ

た使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきである。

請求人は、政調費への按分比を1/2とした理由を含め、自宅を事務所として使用している実態の

合理性・妥当性のある情報の開示を求める。その様な開示がない場合は、電気・ガス・下水道代

の合計額32,631円の返還を求める。

６. ｆ議員(Ｍ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入額 605,099円)

返還要求額 346,610円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

調査研究・研修のための移動手段の経費が、以下のように計上されている。
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● ガソリン代（按分比50％） 39,500円（316リットル）

● 駐車場代27,300円（62回）、駐輪場代300円（3回）

● タクシー 710円（1回） 、公共交通機関（バス･鉄道） 3,540円（6回）

● 会派視察(8月9-10日：愛媛県庁) 交通費 64,510円

１）請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政

調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する自

動車の種類･所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から算

出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明確に

でき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。ｆ議員は、当該政調

費の議長の調査に対する回答として、「ガソリン代については、政務調査活動に必要であり、そ

の支出は使途基準・使途基準細目通りであり、1/2として計上している。又駐車場代についても、

政務調査に関する事柄で区内各地を移動、訪問も行っている。昼夜、休日を問わず、区民からの

区政に関する意見聴取、相談を行っており、自動車の利用は、必要である」と記している。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で316リットルであり、使用された車種は不

明であるが、例えば、その燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、2,212kmとなる。又、

その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道か

井之頭通りを、年間147回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査

活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有してい

ないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比

を適用したガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等により、

自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致していると

主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されてい

る同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべであり、と解する。

この様な走行距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行わ

れていることを申し述べておく。従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自

動車の利用実態の開示を求める。それに合理性･妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全

額 39,500円及び駐車場代 27,300円の返還を求める。

Ｂ. 研修費

● セミナー美徳のイノベーション 未来を経営する作法 受講料 5,000円

Ｅ. 資料購入費

● 新聞：読売年間購読 43,200円、公明新聞年間購読 22,020円

● 雑誌：中央公論８月号（900円）、週刊東洋経済（720円）、地方財務平22.9月－平23.8月（22,800

円）、クーリエジャポンVol.74（800円）

● 書籍：33,112円

１）読売新聞を定期的に購読し、政調費に、43,200円が経費として計上されている。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立

場を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があるこ

とは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金

で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資す

るであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞が、政
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務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めたものである。

従って、請求人は、政務調査活動における読売新聞購読に、合理性・妥当性のある説明を求め

るが、それがない場合は、その購読料 43,200円の返還を求める。

２）所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一環

とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を購

読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部局

の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があること

を、どう捉えるかの点に基づいている。当該議員は、議員の立場を獲得したと否とにかかわらず、

多くは、政党員であることに変わらず、議員になることにより、政務調査活動として、当該機関

誌の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認められることではない。従って、請求人は、

所属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、公明新聞の購読料として計

上した22,020円の返還を求める。

３）地方財務の年間(平22. 9月―平23.8月) 購読料として、22,800円を計上しているが、ｆ議員のそ

の時点での任期は、平成23年４月に予定されている区議会選挙までであり、それ以降は、議員の

任期外であり購読契約は認められない。従って、平成23年５月から８月までの４カ月分 7,600円

の返還を求める。なお、請求人が要請した平成21年度政調費の監査請求に対する監査結果書は、

「一般的な購読契約において、一年（12ヶ月）分を超えた契約を行い、そのすべてを政調費に計

上することは、政調費の返還を、年度を基準として行うこととしている政調費条例の趣旨から見

て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一年分を超える契約などを安易に認めることは年

度を基準として定められている内容との整合性を著しく損なうことになりかねず、全体として一

年を超えるものについては、その超えた部分については不適切と判断することが妥当である」と

し、更に「議員の任期は、議会の解散等がある場合は別にして、４年で任期満了することは明ら

かであるので、当該任期を越えての年間契約等に伴う支出を全額計上するのは適切でなく、計上

するとしても、契約日から議員任期満了までの月数に限定されるべきである」と述べている。

４) 雑誌、書籍の購入について

購入書籍：

ゼミナール日本経済入門、ゼミナール経済政策入門、新しい経済の教科書、これからの正義の話

をしよう、世界経済が回復するか･何故日本だけが取り残されるのか、、がん治療の前と後、新が

ん50人の勇気、死を忘れた日本人、がんの治癒の前と後、がんとどう向き合うか、がんの時代、

心のケア緩和治療、公共ファシリティマネジメント、最新ＥＭＡの基本と仕組みがよくわかる本、

介護保険論、認知行動療法、うつを治す、日本が破たんする日

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、議員の私的な所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧･貸出しだけでな

く、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用することが、

前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる「会派・

議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるということである。

請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自主性・

自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入する

前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能

であるが、その様な公的な図書館・室の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、

区役所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にま

とめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書

室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運
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営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、

どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議

会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、ｆ議員が、上述

の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、

更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含め、それらをどの様に処理する計画であ

るかの情報等の開示を求めるものである。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調

査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の

二重、三重の支出が防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報

● 区政報告発行のために計上した経費額合計 810,857円

2010年８月号区政報告印刷代、封筒詰め、郵送料 192,184円

2010年11月号区政報告用ラベル、郵送料、印刷代 221,955円

2011年２月号区政報告ラベル、印刷代、郵送料、印刷代追加分 396,718円

Ｇ. 事務費

● 携帯(按分比50％) 74,564円、Ｆａｘ・固定電話(按分比50％) 29,667円

● ＰＣ関連：インターネット接続(按分比50％) 19,998円、

パソコン･無線ルーター･プリンター一括(平成22年9月11日に購入、按分比80％) 99,184円

文具類(按分なし)、Ｆａｘインク代(按分なし)、コピー･印刷用紙(按分比80％)、プリンターイン

クトナー（按分比80％） 8,424円、

● メモ帳・サイドインリポーター（按分なし）1,730円、手帳（按分なし）945円、印紙代（按分な

し）500円

１）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントの付与が明記されているが、

支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、この付与されたポ

イント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、ｆ議員に、関連する情報の説明

を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額 75,464円の返還を求める。

２）固定電話について

固定電話の使用実態が明確でなく、自宅の固定電話を議員活動の一部に活用しているか等の情

報開示を求める。請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するもので

あり、議員の実生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなさ

れる必要が生じる場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。 例

えば、自宅を事務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは

無関係に、支払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用し

た場合は、基本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比

で、政調費に計上すべきである。開示された領収書は、金額のみで電話会社から送付される資料

が添付されていない。請求人は、電話の基本料金、使用料金について、情報の開示を求めるが、

その内容に、合理性・妥当性がない場合は、固定電話料として計上された全額29,667円の返還を

求める。

３）パソコン･無線ルーター･プリンターを、平成22年９月11日に一括購入し、按分比80％で、99,184
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円を政調費に計上しているが、所得税法上の耐用年数は、パソコンが４年、プリンターが５年で

ある。ｆ議員の購入時点での任期は、翌年の４月に予定されている区議会議員の選挙終了までで

あり、請求人は、計上された全額を公金である政調費に計上することは認められないと解する。

ただし、政務調査活動におけるパソコンの必要性を否定するのではないことを付記する。なお、

請求人が要請した平成21年度政調費の監査請求において、監査結果書には、「備品は事務用品と

異なり、その性格上、長期間にわたり使用されるのが一般的である。当該備品の所得税法上の耐

用年数期間が議員の任期を越えることを理由に、直ちに不適切な支出と見なされるものではない

としても、議員の任期を越えて使用できる備品を購入年度の政調費だけをもって賄うことが適切

かどうかは、議論の余地があるところである。備品の購入費の計上を、耐用年数に応じて分割す

るなど、減価償却の考え方に類似した方法をとることなども含め、早急に検討されることを期待

したい」と記されている。従って、請求人は、ｆ議員に、按分比を80％とした根拠を含め明確な

説明を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上された全額 99,184円の返還を求

める。

４) メモ帳・サイドインリポーターや手帳を按分なしで計上しているが、ｆ議員の政務調査活動専用

のメモ帳、手帳なのだろうか。それらは、いろいろな活動に用いられると考えるのが一般的であ

り、按分なしとした根拠の説明を求めるが、その内容に合理性･妥当性がない場合は、各々の計上

額 1,730円、945円の返還を求める。

７. ｇ議員（Ｍ会派）

政調費交付額 1,920,000円(戻入額249,314円)

返還要求額 469,643円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● タクシー代 234,930円(81回乗車)

● タクシー迎車代 5,100円（17回）

● 鉄道・バス 46,740円

● 有志視察（参加者 ｇ議員、ａ議員、ｘ議員、ｙ議員、ｓ議員）

視察先 大分県豊後高田市、福岡県八女市、佐賀県佐賀市

期日 平成22年４月11日－13日

目的 豊後高田市 コンセプトを持った商店再生及び町づくり事業について

八女市 議会基本条例

佐賀市 健康ひろげ隊事業について

計上経費 3,094円（現地交通費、他の経費は、前年度３月に計上)

● 会派視察行

期間 平成22年５月19-20日

視察先 大阪府堺市園芸福祉農園、柏原市

目的 園芸農園の持つ福祉的効用、スタディ・アフター・スクール

経費(交通・宿泊費) 29,100円

期間 平成22年8月9-11日
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視察先 愛媛県庁、高松市ＮＰＯ法人わははネット

目的 がん対策、子育て支援

経費(交通・宿泊費) 76,638円

● 単独視察

期間 平成22年８月16日

視察先 長岡市役所

目的 ノーマイカーデーについて

経費 22,380円

１）タクシーの利用について

日常の交通手段は公共交通機関の利用が原則であるが、毎年「膨大な区民からの意見聴取を時

間の合間を縫って行っている」と抗弁し、公共交通機関も常時連行されており、決して交通不便

な地域ではない。交通記録簿によると、区民意見聴取の為81回240,030円タクシーを利用している

が、その乗降場所を調査すると、タクシーの通行が多いにも拘らず、17回も迎車を使っている。

迎車を待つより、走っているタクシーを止める方が早い状態である。従って、300円ｘ17回=5,100

円の返還を求める。更に、その行き先が、杉並区外の笹塚に13回27,140円、山形県東京事務所(赤

坂見附380円は地下鉄)とされているが、それらも区民意見聴取とされている。請求人は、タクシ

ーを利用せざるを得なかった個々の理由の明示を要請するが、それに合理性・妥当性がない場合

は、タクシー利用料金234,930円の返還を求める。

Ｃ. 会議費

会議費は、総て理由が、区民意見聴取会議と記されているが、会場が不明である。方南町(自宅)、

四谷三丁目(公明党)、永福町（公明党会館)近辺の食品領収証が多く、例えば、４月23日四谷三丁

目ベローチェにて21：04に喫茶、同日方南町のファミリーマートで22：57に、ヨーグルト類10点

の買い物をしている。11月11日中村屋3,560円での６人の会議は、１人500円の単価を超えており、

サーティンでのアイスクリーム、大和屋、青柳和菓子屋の領収証があるのみで、会議が開催され

たか不明である。喫茶店、食品領収証の枚数は42枚あり、会議開催の妥当性がない場合は、93,769

円の返還を求める。

Ｄ. 資料作成費として、ＣＤ書込み費2,417円、プリント代3,028円を計上（詳細不明）

Ｅ. 資料購入費

● 新聞：日経新聞年間購読52,596円、公明新聞年間購読22,020円

● 雑誌：切り抜き情報誌13,800円、ガバナンス5,600円

● 書籍：次世代育成支援対策ハンドブック 10,300円、なくそう官製ワーキングプアー 1,500円、

その他 2,625円

１）公明新聞の購読について

所属政党の機関紙及び、政党活動関連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一

環とみなされ、政調費の支出として認められない。請求人の主張は、公金で所属政党の機関紙を

購読することは、それが、会派・議員の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部

局の表現を借用すれば、所属政党を経済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があるこ

とを、どう捉えるかの点に基づいている。議員の多くは、議員の立場を獲得したと否とにかかわ

らず、政党員であることに変わらず、議員になることにより、政務調査活動として、当該機関誌

の購読が公金で賄われることは、一般常識上も認められることではない。従って、請求人は、所

属政党機関誌の購読は、全額、個人資金で賄うべきであると解し、公明新聞の購読料として計上
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した22,020円の返還を求める。

Ｆ. 広報費

● ホームページ編集（按分比90％） 170,100円(6-10月、12月の６か月分を計上)

サーバー管理費（按分比90％） 37,800円 (４か月分)

モバイルホームページ作成（按分なし） 53,500円 (12月に計上)

● 区政報告・通信（按分なし） 合計459,050円を計上

8月計上 通信ハガキ編集料 20,000円

9月計上 区政報告No.30印刷代 108,045円

宛名シール印刷代 21,000円（事務費に計上）

12月計上 宛名シール印刷代 21,000円

封筒長２ＥＣカラー印刷代 25,200円（事務費に計上）

区政報告No.31印刷代 163,800円

通信企画デザイン料 25,000円

通信送付代 75,005円(事務費に計上)

１）ホームページについて

友美堂へ月当たり 28,350円ホームページ料と収支報告書には記載されているが、具体的作業内

容が不明であり、領収証に内訳を付記すべきである。情報の開示を求める。

２）区政報告について

８月27日ハガキデザイン料20,000円は、見本として提出されているハガキ通信を見ると、20,000

円の編集料を支払って作成したとは思えないので、精査の上、妥当性が認められない場合は、

20,000円の返還を求める(見本添付)。

9月13日ハガキ印刷代 108,045円、12月15日印刷代 163,800円の領収証に内訳を添付すること、単

価枚数が不明であり、高額領収証としては、不備である。

Ｇ. 事務費

● 携帯電話代（按分比50％） 43,824円(8月3,994円、他の10ヵ月は、月3,983円の

同額)

● インターネット通信費（按分比50％） 65,816円

● 切手、資料送付代（按分なし） 4,860円

● 文具類（按分なし） 3,449円

１）携帯電話について

平成21年度政調費の監査請求において、議長調査に対して、ｇ議員は、「政務調査活動に必要

であり、その支出は、使途基準に則り適正に計上している」と記している。請求人は、携帯電話

の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をより多く支えるものであ

り、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことから、請求人は、議長訓

令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべきでないと解しているこ

とを、まず、指摘したい。

携帯電話は、通常、通話量に応じて、金券と同様の働きを持つポイントが付与される。従って、

この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであり、関連する情報の説明を求め

るが、その情報開示がなされない場合は、計上額 43,824円の返還を求める。

２）文具類について

100％政務調査費とは認められず、個々について適正な按分根拠の明示を求める。

Ｈ. 人件費として、164,000円を計上

人件費については、雇用されている勤務者は、何処で事務補助をしているのかが不明である。

9月15-16日 20時間 20,000円 郵送事務手伝いは、No.31のハガキ発送と思われるが、10月30

‐31 10時間 10,000円資料送付事務手伝いは、収支報告書からは、資料作成も送付料金の痕跡
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が見当たらないので説明を要する。

12月15-16日 20時間 20,000円 郵送の事務手伝いは、No.31の通信発送と思われる。

No.30, No.31の通信は、領収書の金額（郵便料金も含む）から推察すると、40時間もかけての

送付事務は適正でなく、50,000円の返還を求める。

８. ｈ議員(Ｍ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入額 208,226円)

返還要求額 1,673,775円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１）自家用車の使用に基づく経費の計上額は以下の通りである。

月極駐車場代（按分比50％）：138,000円

駐車場代：12,400円（18回）

ガソリン代（50％按分）：18,610円（142リットル）

ｉ）自動車の購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対人保障保険等への加入と

同じく、駐車場を有することが、私有であろうと、借用であろうと、法的に必須条件とされてい

る。従って、日常的に利用する駐車場の月極等の貸借経費は、政務調査費の取扱い規定（議長訓

令）に、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しないものとされている自動車

の維持管理に含まれるべきものである。

なお、平成21年度監査請求の監査結果書は、＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関す

る規定で該当しないとされている「自動車の維持管理(公租、車検、保険、修理) に関する経費」

と月極駐車場代を区分する根拠は明確ではない。対象部局の抗弁書は、「自動車本体の維持管理

に係る経費」か否か、を基準として説明しているが、例えば、「保険」を考えた場合、対人保障

保険が、「自動車本体の維持管理に係る経費｣に該当するとは思いにくい。考え方を整理し、按分

割合の設定根拠なども含めて具体的な説明がされることを望みたい＞としている。

請求人は、月極駐車場代は、政調費に該当しないと解し、全額138,000円の返還を求める。

ⅱ) 請求人は、平成21年度政調費監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政

調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する自

動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から

算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明確

にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で142リットルであり、使用された自動車の

車種等が不明であるが、標準の燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、994kmとなる。

政務調査活動の内容が不明であるが、その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8 キ

ロメーターに亘り横断する青梅街道か井之頭通りを、年間66回の往復に相当する距離の活動であ

った計算になる。請求人は、政務調査活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのでは

なく、勿論そのための情報を有していないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単

に議長訓令の使途基準の上限の按分比で、ガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のよう
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に、走行距離の記録等により、自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である

政調費の趣旨に合致していると主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通

費記録簿の提出が要請されている同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録

簿を提出すべきと解する。従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自動車の

利用実態の開示を求める。それに合理性・妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全額

18,600円、駐車場代として計上された全額12,400円の返還を求める。

２）タクシーの利用について

平成22年５月に、｢区民意見聴取の為｣として、区役所あるいはその近郊から（阿佐ヶ谷南1丁目）

から、３回タクシーを使い、その料金合計額4,920円が計上されている。議長名で議員に配布され

ている政調費の手引書にも、日常の交通手段は、公共交通機関が原則とされており、特別に、公

共手段が使えない理由（事故、台風等による電車、地下鉄、バス等の交通手段が止まっているこ

と）がある場合は別として、一般社会常識上も公共交通機関で移動すべきである。

請求人は、タクシーを利用せざるを得なかった理由の明示を要請するが、それに合理性・妥当

性がない場合は、タクシー利用料金の全額4,920円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

１）読売新聞を毎月購入し、政調費に、47,100円が計上されている。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立

場を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があるこ

とは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金

で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資す

るであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞が、政

務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めるものである。

従って、請求人は、政務調査活動における読売新聞購読に、合理性・妥当性のある説明を求め

るが、それがない場合は、その購読料 47,100円の返還を求める。

２) 書籍・雑誌の購入費として、32,831円が経費計上されている。

書籍：ＮＰＯ法人のすべて、過払金回収マニュアル、社会心理学、自閉症の子どもたちの生活を

支える、そうだったのか発達障害、環境アセスメントとは何か、一歩先のクラウド戦略、

Twitter、Facebook の基本、Ustreamビジネス応用ハンドブック、ソーシャルネット経済圏、

日本ソーシャルメディアの未来、Facebook仕事便利帳、Facebook完全活用本、

雑誌：Mac Fan Special, Mac Fan (6,8月)、Mac people (9月、3月)

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、議員の私的な所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧･貸出しだけでな

く、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用することが、

前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる「会派･

議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるということである。

請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自主性・

自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入する

前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能

であるが、その様な公的な図書館・室の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、

区役所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にま

とめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書
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室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運

営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、

どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議

会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、ｈ議員が、上述

の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、

更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管を含め、それらをどの様に処理する計画であ

るかの情報等の開示を求めるものである。当然のことながら、ｈ議員の調査研究内容の開示を求

めているのではない。請求人は、このことによって、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍

等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、

防がれることを期待している。

Ｆ. 広報費

広報費として以下の経費が計上されている。

区政報告制作費（25号、26号、按分なし） 315,000円

区政報告郵送切手代（按分なし） 8,000円（80円切手100枚）

ＨＰ管理料（按分比90％） 340,200円（28,350円/月ｘ12ヶ月）

ＨＰリニューアル費（按分比90％） 189,000円

計上合計額： 852,200円（政調費支出総額の49.8％）

１） 区政報告として、平成22年秋に、vo1 25、平成23年１月に、vo1 26を作成し、按分なしで、合計

323,000円が政調費に計上されている。Vo1 25は、「区議会副議長就任」と「区長へ第２次補正予

算に関し要望」と題する報告記事及び区議会代表としての交流自治体訪問の写真２枚と議員本人

の経歴とお知らせが、各々、報告スペースの約40％と30％を占め、残り約30％に、ｈ議員の実績

報告と｢杉並まるごとWi-Fi化計画｣が記載されている。Vo1 26は、Ｂ４サイズ２ページで構成され

ており、1 ページ目に、「だれでも誇れる街すぎなみへ」と題し、実現した施策とそれに関連し

て実現を目指す施策が５つの分野に分けて記載され、約15％のスペースに、ｈ議員の経歴と写真

が掲載されている。２ページ目は、「ｈ地域実績マップ、いつでも現場主義！」と題され、123

の補修、修復、移設、取替、撤去等の工事のリストが明示され、杉並区の地図に、それらが実施

された場所の位置と一部の写真(19か所) が掲載されている。この２ページ目に掲載された工事一

覧は、ｈ議員が区民から受けた要望あるいは苦情に対して、区の関係部門に働きかけて実施され

た工事と推定した。その推定が正しいとの前提であるが、請求人は、その様な工事を否定するの

ではなく、区民として、ｈ議員の行動力を有難いと感じている。ただし、一方で、ｈ議員に問い

たいことであるが、それらが、政調費条例で交付される政務調査活動と、どの様な繋がりがある

のだろうか。区民が要望すること、困っていることに対応するのは、原則として、区の関係部門

の役割であり、責任でもあるが、ｈ議員が動かなければ、その様な区民の要望は、タイムリーに

実施されてこなかったのだろうか。もしそうであれば、区民として、ｈ議員に期待することは、

関係部門に直接働きかけ、その政治力によって解決するのではなく、区の組織として、区民の要

望を直接受け入れ、それに対応できるシステム・制度を構築することではないだろうか。請求人

は、ｈ議員が現場主義で汲み取る区民の要望・情報を基に、最終的に、区の組織を変革すること

を期待しており、それが、政務調査活動の一環をなすと解している。又、ｈ議員の現場主義だけ

であれば、結果として、議員の地盤強化の一面にも成り得、政調費条例が禁止する後援会活動と

の境界領域に入ってくるとも解している。一方、vol 25の区政報告についても、ｈ議員の日々の

活動を報告していることについては、特に異論はないが、そのすべてが、政務調査活動とし、按

分なしとしている根拠が明示されていない。このような観点から、vol 25,26 共に、ｈ議員が、

按分なしとして、当該区政報告の経費を全額政調費に計上する根拠の明示を要請する。それに、

合理性・妥当性がない場合は、計上された全額323,000円の返還を求める。
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２) ＨＰのリニューアル費と管理費を、按分比90％で、529,200円を計上している。

ＨＰでの新しいメッセージの送付は、平成22、23年に、それぞれ55、23回行われており、季節

の挨拶を含め、議員としての活動状況が適宜掲載されている。又、ＨＰと直接連携しないが、メ

ールマガジンによる区政報告、Twitterの活用など、インターネットによる情報発信が行われてい

る。ＨＰに掲載されているそれらの内容には、政務調査活動とは一線を面すべき他の活動、一般

区民、支持者への「宣伝」的要素を含むものが含まれていると解されるが、ｈ議員は、按分比を

90%として、政調費に費用計上している。しかし、何故按分比が90％としたのかの根拠を明示して

いないため、請求人は、その按分比の根拠を開示することを請求し、それに合理性・妥当性がな

い場合は、ＨＰ経費全額 529,200円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

１）事務費として、下記の経費370,523円が計上されている。

● Docomo携帯電話使用料（按分比50％） 129,423円

● JＣＯＭ電話・ＣＡＴＶ（按分比50％） 58,244円、

● インターネット接続（按分比50％） 43,464円、

● スマートホンWi-Fi接続料（按分比50％） 35,656円、

● クラウドサーバー使用料（按分比90％） 8,820円

● パソコン・インターネット等周辺機器類（按分90％） 71,230円

＜ＵＳＢケーブル、ＤＶＤドライブ,ウイルスソフト、ＳＤカードx２、バックアップソフト、

ＡＣアダプター、webキャメラ、ＳＤＨ力一ド、ＤＣケーブル、カメラケーブル、メディアケ

ース、ＤＶＤ,ＣＤ、Pocket Wi-Fi用バッテリー、メモリーリーダー、ＵＳＢメモリー、Office 

Mac＞

● コピー用紙、フォト用紙、プリンターインク、（90％按分） 17,072円

● その他事務用品（按分なし） 6,614円

＜ボールペンリフィル、ファイルボックス、クリアーファイル、バインダー、ノート、レポ

ート用紙、プリンター用紙、ファイル、ペン＞

ｉ）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活

をより多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。こ

のことから、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのま

ま適用すべきでないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の詳細な請求明細書が、添付資料の中に、見当たらないが、多くの携帯電話会社

は、通話料に応じて、金券と同様の働きを持つポイントを、特典として、付与している。請

求額と政調費への計上額から見て、支出計上額には、その様なポイントが反映されていない

と推測した。従って、請求人は、この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべ

きであると解しており、ｈ議員に、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がなされ

ない場合は、計上額129,423円の返還を求める。

ⅱ）ＪＣＯＭ 電話・ＣＡＴＶ について

ＪＣＯＭが提供する固定電話、ケーブルＴＶを利用していると推定されるが、その請求明

細書等の添付がなく、使用実態が明確でない。

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の

実生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要

が生じる場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。例えば、

自宅を事務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無

関係に、支払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用
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した場合は、基本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った

按分比で、政調費に計上すべきである。前述のように、開示された領収書は、金額のみで電

話会社から送付される資料が添付されていない。従って、ＪＣＯＭとの契約内容、請求明細

書等の情報の開示･説明を求めるが、その内容に、合理性・妥当性がない場合は、計上された

全額 58,244円の返還を求める。

ⅲ) 他の事務経費について 計上合計額182,856円

インターネット接続（按分比50％）、スマートホンWi-Fi接続料(按分比50％)、クラウドサー

バー使用料（按分比90％）、パソコン・インターネット等周辺機器類（按分90％）、コピー

用紙、フォト用紙、プリンターインク、（90％按分）、その他事務用品（按分なし）

この項の始めに記述した様に、上述の事務費への計上の按分比について、その根拠の説明を

要請するが、それに合理性･妥当性がない場合は、全額182,856円の返還を求める。

２）更に、下記の備品購入経費が、事務費として計上されている。

● パソコン(iMac) 一式購入（按分比80％） 214,080円

● デジタルカメラ一式購入（按分比80％） 15,952円

平成22年度までに、ｈ議員が、政調費に計上したパソコン、デジタルカメラの購入は、以下の

通りである。なお、所得税法が定める減価償却資産に係る耐用年数は、パソコンが４年、カメラ

が５年である。

パソコン購入経費

平成15年度 202,316円、平成16年度 55,300円、

平成17年度 359,908円、平成18年度 160,209円、

平成19年度 120,989円、平成22年度 231,953円

デジタルカメラ購入経費

平成15年度 136,290円、平成16年度 44,770円、

平成19年度 39,840円（按分比80％）、平成21年度 19,314円（按分比90％）

平成22年度 15,952円（按分比80％)

請求人は、平成21年度政調費監査請求において、「デジタルカメラの購入・使用目的が、明示

されていないため、政務調査研究活動との関係は不明であるが、カメラの耐用年数から見ても、

議員の任期年数を超えており、個人の資産の購入に該当し、全額の返還を求める」とした。ｈ議

員から、「故障したため, 政調活動に必要であることから購入した｣との応答があり、当該監査結

果書は、「議員が自律的に定めた按分を尊重する。なお、按分割合の根拠については、より明確

に説明されることが望ましい」として、請求人の指摘はあたらないとした。

今回の監査請求の対象である平成22年度のｈ議員の政調費収支報告書では、その購入目的につ

いて、「調査研究用として」との記載があるのみである。ｈ議員には、政調費が、区民の血税か

ら出されていることの認識があるのであろうか、憤りを越えて、議員としての責任のあり方に疑

義を抱かざるを得ない。

一方、パソコン一式を、平成23年度１月31日に購入しているが、領収書等添付用紙の備考欄に、

「５年間使用していたＰＣが故障し、使用不能となった為、政務調査に支障をきたすことからか

ら購入」との記載がある。請求人が入手できた情報の範囲では、ｈ議員は、平成15年から、ほぼ

毎年、新しいパソコンを購入してきた、と解される。

平成21年度政調費監査請求に対する監査結果書には、「備品は事務用品と異なり、その性格上、

長期間にわたり使用されるのが一般的である。当該備品の所得税法上の耐用年数期間が議員の任

期を越えることを理由に、直ちに不適切な支出と見なされるものではないとしても、議員の任期
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を越えて使用できる備品を購入年度の政調費だけをもって賄うことが適切かどうかは、議論の余

地があるところである。備品の購入費の計上を、耐用年数に応じて分割するなど、減価償却の考

え方に類似した方法をとることなども含め、早急に検討されることを期待したい」と述べられて

いる。

当該監査結果書が、公開されたのは、平成23年２月10日であるが、その時点では、ｈ議員は、

副議長の要職に在り、議長を補佐して、当該監査請求の関係人として、会派・議員の調査に携わ

り、上述の監査判断を理解する立場にあったと、請求人は解している。請求人は、政務調査活動

の内容、その政調費への計上は、会派・議員の自主性・自律性の基での判断であり、その内容に

立ち入る意図をもたないが、当該監査結果書が「購入理由が合理的に説明される限り」と指摘す

る様に、最低限の明確な情報開示の責任があると解しており、平成22年度のパソコン購入が、任

期の残りが、３か月未満の時点でなされたことについて、ｈ議員の責任ある説明を要請する。

請求人は、パソコン、デジカメの購入について、合理性・妥当性のある根拠が示されなければ、

それらの購入費全額230,032円の返還を求める。

９. Ｍ会派

政調費交付金 15,360,000円(戻入額 3,274,304円)

返還要求額 552,116円

所属議員８名の経費以外に、Ｍ会派として、下記の経費が政調費に計上されている。

控室お茶代７回（按分比80％） 86,389円

控室カラープリンターインク（按分比80％） 31,500円

教育新聞年間購読料２回（按分なし） 63,000円(31,500円ｘ2回)

（平成22年７月13日と平成23年３月31日）

会派区政報告折込料（平成22年４月14日、按分なし） 402,727円

請求人は、平成21年度政調費監査請求で、会議費（控室お茶代）、事務費（カラープリンターイ

ンク）の経費計上の按分比の根拠の開示を求めたが、それに対する区議会議長の調査において、

「ごくまれに政党関係者等の訪問があること、政務調査外の使用もあるとことから80％の計上と

した」と回答している。

一方、当該年度の監査結果書には、控え室のお茶代とプリンターインクについて「会派が自律

的に定めた按分を尊重する」としつつ、前者の按分比に対して「議員控室の本来の目的などを踏

まえ、より透明性の高い按分割合を検討されることを期待する」とし、後者の按分比に対しては

「按分割合の根拠については、より明確にされることが望ましい」と付言されている。

議員控室使用規程は、議長訓令として、昭和38年に発令され、平成４年に改正されているが、

その第２条に、控室の使用については杉並区役所庁内規則に拠るほか、本規程の定むるところに

よるとされている。又、その第３条には、控室の使用は議会開会中とし、必要があって議会休会

中使用する場合は事務局員職員の勤務時間内とするとされ、更に、その第２項に、特に必要があ

る場合は議長の承認を得て時間外にわたり使用することができる、と規程されている。

平成22年の政調費においても、控え室のお茶代とプリンターインクついて、ほぼ同様の経費を

計上している。請求人は、会派・議員の自律性を尊重する立場から、その控え室の使用実態につ

いて立ち入る意図からではなく、又、状況の変化と共に、控室の機能が変遷することはあり得る

と解するが、平成21年度政調費監査結果書の付言にもあるように、議員控室の本来の目的・機能

を、会派・議員が、どの様に捉えているかについて、Ｍ会派の明確な説明を求める。当該会派の

説明に、合理性・妥当性がない場合は、計上された事務費･電話費117,889円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費
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教育新聞年間購読料が、２度、政調費に計上されているが、領収書等添付用紙の備考欄には、

購読料の期間が明示されていない。又、２度目が、年度末の３月31日の計上となっている。

平成21年度政調費監査請求の監査結果書は、「一般的な購読契約において、一年（12ヶ月）分

を超えた契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を基準とし

て行うこととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一

年分を超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容との整合性を

著しく損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超えた部分につ

いては不適切と判断することが妥当である」としている。

従って、請求人は、平成23年３月31日に計上された教育新聞年間購読料31,500円の返還を求め

る。

Ｆ. 広報費

平成21年度政調費に区政報告討議資料の作成費が、平成22年３月に計上されているが、一方、

当該討議資料の折込料が、平成22年度の政調費に計上されたと解した。請求人は、平成21年度政

調費の監査請求において、「会派の定例報告会の討議資料は、政務調査活動というより、会派と

しての存在を主張し、宣伝するとみなされる」として、作成費を按分なしとした根拠の提示を求

めた。それに対して、Ｍ会派は、「重点テーマは政務調査の課題であり、予算要望の結果は調査

活動、議会質問における成果として区民に広く報告する必要があるもので、また、それを通じて

区民から意見聴取を行うこと」であり、100%の按分で問題ないと回答している。

当該討議資料は、「いのちプロジェクト始動!」の標語の基に、４つのアジェンダが掲げられ、

その達成のために、Ｍ会派に上る具体的提案が、平成22年度の予算に如何に盛り込まれたかを、

ほぼ3/4の紙面を使って説明する構成になっている。残りの紙面には、「いちばん近くで動く、働

く！」と題し、杉並区の地図に、８人の所属議員の拠点と顔写真が示され、末尾に、減税基本条

例が可決され、減税自治体構想がスタートしたことが伝えられている。

請求人は、会派･議員の活動は、選挙活動、政党活動、後援会活動等多岐に亘り、「区政の活性

化に寄与する活動」としての政務調査活動はその一部を成すものであると共に、他の活動との境

界には、一線を画し難い領域がありうると解している。例えば、当該討議資料についても、政党

としての自律性の基に行われる政務調査活動の内容に立ち入る意図はないが、杉並区の地図に、

所属議員の顔とその拠点を示す部分は、政務調査活動の観点からは、政務調査活動の一環である

区民の意見聴取であると説明出来ると共に、Ｍ会派及び各議員の地盤強化という後援会活動の表

れとも解することが出来る。

従って、請求人は、控室お茶代やプリンターインクの経費計上の按分比を80％とした根拠の説

明を求めたが、同様な観点から、当該討議資料の折込費の計上の按分を100％とした明確な説明を

要請する。それに、合理性・妥当性がない場合は、折込費全額 402,727円の返還を求める。

10. ｉ議員(Ｐ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし）

要返還額 1,462,738円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

3, 11 の大震災は日本人の生活を大きく変えた。被災者のために何かできないかと多くの人々

が動いた。大人だけでなく、子どもでさえ、貯金箱の中の小遣いを募金していた。こんな時こそ
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政治家の出番である。ｉ議員は駅頭で募金活動をしたと思われるが、なんと、政務調査費を使っ

て、3/17、3/18に「駅頭にて義援金募集のお手伝い」の名目で、２日間、計8,000円の人件費を支

出している。日本中が大混乱し、余震が続いてる中、政調費（税金）を使って募金活動をすると

は一般区民からしては想像できない行動である。1,000万円以上の議員の報酬があるにも関わらず、

この災害時にも税金をこのように使うのだろうか。

Ａ. 調査研究費

１）交通費はすべてタクシー代で、41,170円である。出発或いは到着地がすべて杉並区役所で、タク

シー使用理由はすべて区民相談である。政調費条例では、「区政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならない」と規定し、さらに「使途基準」で、調査研究費につ

いては「区の事務及び地方財政に関する調査研究並びに調査委託・分析に要する経費」と定めて

いる。議員が区民相談をすることは当然あるだろうが、上記の条例からすると区民相談は調査研

究費に該当しない。議長名で配布された政調費の手引書には日常の交通手段は公共交通機関が原

則となっているが、区民相談にすべてタクシーを使用する理由は何か、説明を求める。41,170円

の返還を求める。

２）10/29 (株)リアルタイム区政報告投函代、弟36号（収支報告書のママ、弟36号になっている）52,500

円について、按分なし

他の区政報告は広報費になっているが、この投函代は調査研究費で計上しているのはどうしてか、

説明を求める。10月26日の請求書には「御社広告投函作業」、10月29日の領収書には｢広告投函代

金として｣と書いてある。ｉ議員はクリーニング業を稼業としているので領収書、請求書からして、

稼業の広告投函である。52,500円の返還を求める。

３）1/31 コピー用紙 3,642円について。 按分がない。１枚残らずすべて政調費に使ったという証

明はない。按分を求める。その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は3,642円の返還を

求める。

４）3/31,岐阜市・名古屋市会派視察（58,104円）の謝礼品について。

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資するた

めに該当しない経費が挙げられているが、そのひとつが、交際費(慶弔費、せん別、病気見舞い、

新・忘年会費等) に関する費用である。個人の生活習慣として、訪問先に土産品等を持参するこ

とは一般に行われていることであるが、請求人は、当該議長訓令は、そのような一種のお礼の習

慣と、政務調査費との間に、明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。ど

のような根拠で、このお土産代を政調費で計上したのか明確な説明を求める。請求人は議長訓令

の禁止事項と解しているので、謝礼品代6,000円のうち、ｉ議員への割振り分1,000円の返還を求

める。

Ｆ. 公報費

１）区政報告36号について

9/28 区政報告企画印刷代第36号 アサヒ印刷 289,375円について。

内容は田中新区長の所信表明の内容説明や、ｉ議員の大きな写真５枚、すぎなみ公報で知らされ

たものなどで、ｉ議員が調査して、区民に新しく知らせる内容に乏しいのに按分をせずに全額を

計上しているが、経費全額は認められない。按分することを求める。その按分比に合理性・妥当

性のある説明がない場合は 289,375円の返還を求める。

２）区政報告37号について

11/28 区政報告企画印刷費弟37号(収支報告書のママ) 15/16の按分で316,504円「後援会活動の

新春成田山初詣」の記事があるので15/16 に按分したと思われる。裏面は「西武新宿線の鉄道連

続立体交差について」の記事で、電車の絵（中井駅～野方駅間）が「新春成田山初詣」の約３倍

の大きさで書かれている。この大きな電車の絵と杉並区政とは何ら関係ない。さらに西武鉄道（下
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井草駅で確認）によれば、立体交差の話はあるが具体的にはなっていないとの事で、区民に誤解

を招く記事を掲載する区政報告は問題である。他はｉ議員の議会での質問や写真で、何ら区政を

調査した新しい内容は見当たらない。以上の理由で「後援会活動の新春成田山初詣」以外の按分

15/16の記事をすべて認めることはできないので、按分の見直しを求める。その按分比に合理性・

妥当性のある説明がない場合は316,504円の返還を求める。

３) 2/8 区政報告折込代計 64,965円について

上記２）で書いたように区政報告の按分比に基づいて按分を求める。その按分に合理性・妥当

性のある説明がない場合は64,965円の返還を求める。

４）区政報告はがき代 15,000円について

はがきの内容は第４回杉並区議会定例会議事日程第六号の議案のみである。ｉ議員が書いたの

ははがきの上部に「新春、予算議会の傍聴をお待ちしています。」と、下部に「寒さ厳しい折、

お身体ご自愛ください。区議会議員、ｉ議員」のみ。これではただの挨拶文であり、区政報告で

はないので15,000円の返還を求める。

５) 3/15 区政報告印刷代弟38号（収支報告書のママ） 西武井荻商店街22,500円、3/17,区政報告第38 

号企画印刷代（有アサヒ印刷）299,250円合計321,750円について。

38号の印刷を3/15、3/17と2回に分け、印刷所を２ヶ所でするのはなぜか。政調費（税金）の支

出であるので当然経費を削減すべきである。区の広報で知らせている内容で、その脇に自身の写

真を載せ、自己ＰＲである。内容からして、また経費削減の必要から、按分もなく経費を全額計

上することは認められない。按分を求める。その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合

は321,750円の返還を求める。

６）3/17区政報告折込代 計69,300円について

上記５）の区政報告の按分比に基づいて支出すべきである。その按分比に合理性・妥当性のあ

る説明がない場合は69,300円の返還を求める。

７）3/18区政報告ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙ 「株リアルタイム」28,875円について

請求書は「御社広告投函作業」、領収書は「区政報告第38号ポスティング代金」となっていて、

請求書と領収書で仕事内容が異なる。Ａの２）でも書いたが稼業のクリーニング店の広告とも考

えられ、区政報告ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙代と断定できないので28,875円の返還を求める。

８）3/30区政報告38号印刷用紙、14,547円について

38号の内容は５)で指摘したとおりで按分を求める。議員としての任期はあと１ヶ月。その時に

Ｂ４紙を7,500枚、Ａ４紙を5,000枚、を按分無しで購入しているが、按分して返還すべきである。

その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は14,547円の返還を求める。

９） 3/14携帯拡声器を、非難誘導･広報（収支報告書のママ）のために按分は1/2で9,160円で購入し

た。この拡声器は避難誘導ではなく、非難誘導に使うのか。ｉ議員は４月で区議を辞めている。

わずか１ヶ月半しか、使用していない。この拡声器は区に返還するか、或いは9,160円の返還を求

める。

Ｇ. 事務費 50,000円について

１）収支報告書で、事務費は50,000円計上され、備考欄に「備品購入通信料等」と書いてある。が、

実際の支出は3/28の「調査研究補助費 〔ｉ－１〕」氏への支払いである。他の月は〔ｉ－１〕

氏への支払いは全て人件費である。この月だけ事務費になった理由を求める。その説明に合理性・

妥当性がない場合は50,000円の返還を求める。

Ｈ. 事務所費

1 ）電話代、57,847円について

21年度はわずか22.40㎡の事務所に３台電話があり、請求人の指摘で１台分の電話代を返還した。

区の使途基準細目で「電話については必要最小限の台数」と明記している。

22年度は２台になったが、わずか22.40㎡の事務所には１台で十分と思われるが、２台必要な理
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由は何か、説明を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は57,847円の返還を求める。

２）3/23,シャープ複写機、按分1/2で88,200円、

シャープ複写機トナ一代、按分1/2で21,525円合計109,725円について。

区議選は１カ月後の４月24日。議員としての任期はわずか１ヶ月しかない。この間、ほとんどの

議員は選挙活動に追われていた。購入した複写機を議員としてどのように利用するつもりであっ

たのか。ｉ議員は議長も監査委員も経験している。議員として任期満了の直前に政調費（税金）で

高額な複写機を買うことをどう思われるのか、見解を求める。使途基準で「購入から任期満了ま

での期間が、耐用年数に満たない備品の購入は、個人の資産形成と捉えられる可能性が高いこと

に留意してください」と明記している。複写機は所得税法で耐用年数を５年と定められている。

任期の残り１ヶ月の時に購入するとは、ｉ議員の責任ある説明を求める。請求人は全額109,725

円の返還を求める。なお、ｉ議員は、平成23年度は、議員の立場でなくなっており、議員として、

当該複写機を活用した期間は、１か月のみであった。

３）Ｐ会派事務用品費6,069円、電話通信費3,309円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｉ議員に対する返還

要請額は、計上額9,378円である。

Ｉ. 人件費について(下の例は、金額の書いてない日はすべて2,000円)

例8/9 熱中症相談・対応して報告 8/11夏期休暇に対する打ち合わせ

8/16 猛暑に対する電話相談お聞きし報告 8/17介護・特養入居相談報告

8/18 特養入居希望相談と入所金調査報告 8/31 熱中症電話相談対応報告

1/6 事務所整理・1月行事表作成･補助 2/15 保育所入所相談・状況報告

1/31 事務所整理、電話対応、報告 2/17 新年度、入学相談、内容報告

2/18,2/19 税務相談不動産売却相談書類作成補助各2,000円計4,000円

2/22 求職相談に対し内容資料、取り寄せ補助 3/3 ひな祭り行事調査

3/16,17 駅頭にて義援金募金のお手伝い、各4,000円計8,000円

議員として多様な区民のための仕事があることは認めるが、上記の例はすべて政務調査に該当

するのだろうか、疑問である。なかでも３月11日の大震災への義援金募金に政務調査費を使うと

は、一般市民との感覚とは大きく乖離している。3/16,17の義援金募金手伝い8,000円の返還を求

める。

11. ｊ議員(Ｐ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし)

要返還額 1,666,343円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

ｊ議員の政調費の総支出は2,048,391円だが、2月は470,925円、3月は593,175円で、2月3月の支

出は総支出の約52％を占める。4月～1月の間には広報費の支出は0であるが、2,3月で区政報告「ま

ちかど」を発行し、公報費のみで815,847円支出し、2,3月分の支出の約８０％を占めている。区

議選2ヶ月前に広報費に集中的に支出するのはいかがなものか。

Ａ. 調査研究費

ｊ議員の交通費は、視察以外では、公共の交通機関の支出は１円もなく、タクシー代、ガソリ
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ン代で占められている。さらに近場でも、公共交通機関が発達しているところに車で行き、駐車

料金は合計20,060円支出している。

１）駐車料金について。

議長名で配布された政調費の手引書には日常の交通手段は公共交通機関が原則となっている。

以下のように区政相談が多いので区内の移動は公共の交通機関を利用すべきである。交通の便の

よい東京医大の駐車料６回をはじめ、運賃よりもはるかに高い駐車料金を支出することは政調費

＝税金の支出からして、認められない。すべての駐車料金について合理的妥当性ある説明を求め

る。説明がない場合は合計20,060円の返還を求める。

4/12,福祉相談、東京医大病院840円、4/25,福祉相談、パラカ800円、4/28,区政相談、ﾕｱﾊ゚ｰ

ｷﾝｸ゙ 2,000円、5/14, 福祉相談、東京医大病院 630円、5/17,福祉相談、東京医大病院 420

円、5/20, 福祉相談、東京交通安全協会 300円、5/22, 区政相談ﾅﾋ゙ﾊ゚ ｸー400円、6/3, 福祉相

談ﾘﾊ゚ ｸー300円、6/6,福祉相談,荻窪3丁目ﾊ゚ ｸー500円、6/28, 福祉相談、東京医大病院 420

円、7/12, 区政相談NTTﾙ･ﾊ゚ﾙｸ400円、6/14,, 区政相談ﾊ゚ ｸーﾗﾎ゙富士見400円、7/29,区政相談

ﾅﾋ゙ﾊ゚ ｸー500円、7/30, 区政相談、ﾕｱﾊ゚ ｷーﾝｸ゙ 1,500円、8/7, 区政相談ｺｲﾝﾊ゚ ｸー200円、7/17, 区

政相談JPARK 700円、7/17,区政相談ｴﾌｴﾌﾋ゙ﾙ1,000円7/18,区政相談ｻﾓﾝﾁｮｳp300円、9/13,区政

相談東京医大病院630円、10/12, 区政相談、ﾕｱﾊ゚ ｷーﾝｸ゙300円、12/11,区政相談、ﾕｱﾊ゚ ｷーﾝｸ゙1,500

円、1/4 ,,区政相談、ﾕｱﾊ゚ ｷーﾝｸ゙ 900円、1/10, 区政相談ﾊ゚ ｸーｲｯﾄ400円、1/21,区政相談上荻

800円、2/4、区政相談ﾊ゚ ｸーｲｯﾄ荻窪1,000円、2/13,区政相談ﾊ゚ ｸー24、600円、2/28, 区政相談

東京医大病院420円、3/19,区政相談ＳＰﾊ゚ ｸー60 0円、3/24,区政相談どっとｱーﾙ700円、3/31,, 

区政相談ﾊ゚ ｸー24、600円、合計20,060円

２) タクシー代4月 13,990円、5月 8,250円、6月 22,560円、7月 9,690円、8月 17,090円（領収書は

15,030 円しかない）、9月 17,720円、10月 14,160円、11月 13,460円、12月 16,880円（領収書

は14,880円しかない） 1月 10,570円、2月 13,700円(領収書は7,700円しかない)、3月 7,700円(領

収書は13,700円ある) 合計165,770円について。

① 8月、12月分の領収書のない4,060円の返還を求める。

② 2月、3月の領収書と収支報告書との違いの説明を求める。

③ 議長名で配布された政調費の手引書には日常の交通手段は公共交通機関が原則となっているが、

ｊ議員の交通費はすべてタクシー代である。21年度政調費の住民監査請求の監査結果書P237で

ｊ議員は＜相談の内容によっては区民の要望によって動きますので、交通機関もその時の状況

により徒歩から航空機まで使用することになります＞ と答えている。区民の要望でどこまでも

ｊ議員が動くのはいいが、政調費への計上は『政調費の交付に関する条例第９条「区政に関す

る調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない」』のである。何故、ｊ議

員はタクシーだけを利用し、公共の交通機関を利用しないのか、説明を求める。合理的妥当性

ある説明がない場合はタクシー代合計165,770円の返還を求める。

３) ガソリン代按分 50％、10/6,2,126円、1/19,3,475円、2/9,3,188円、2/20,2,295円、3/10,3,689

円、合計14,773円について。

すべて按分50％で支出されているがその根拠の説明は一切ない。一般の公共交通手段の利用に

は、交通費記録簿の提出が要請されていると同様、自動車の利用でも記録簿を提出すべきである。

監査結果書Ｐ９で＜政務調査費の支出について具体的な説明がされることを望みたい＞と監査委

員の判断が記されているにも関わらず、説明もなく50％の按分で請求することは認められない。

公共の交通手段を利用している議員は電車の１区間でも明確に説明して支出している。ガソリン

についても説明を求める。按分割合の設定根拠について具体的な説明がない場合はガソリン代合

計14,773円の返還を求める。

４) 3/31,岐阜市･名古屋市会派視察58,104円の謝礼品について。

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する
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ために該当しない経費が挙げられているが、そのひとつが、交際費（慶弔費、せん別、病気見舞

い、新・忘年会費等）に関する費用である。個人の生活習慣として、訪問先に土産品等を持参す

ることは一般に行われていることであるが、請求人は、当該議長訓令は、そのような一種のお礼

の習慣と、政務調査費との間に、明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。

どのような根拠で、このお土産代を政調費で計上したのか明確な説明を求める。請求人は議長訓

令の禁止事項と解しているので、謝礼品代6,000円のうち、ｊ議員への割振り分1,000円の返還を

求める。

Ｆ. 広報費

１）まちかど35号について

2/2、35号新聞折込合計31,827円、･2/15制作費按分なし143,115円、･2/18,発送費按分なし合

計85,110円、2/25三つ折代金、按分なし5,250円総合計265,302円にについて。

まちかど35号は佼成病院の移転や、永福駅前ビルの認証保育所のオープンなど、区政に関す

ることが掲載されているが、同じ紙面に石原のぶてると握手している写真、討議資料として「ｊ

プロフィール」が掲載されている。「ｊプロフィール」を討議資料として掲載した目的は何か。

誰が、何のために討議する必要があるのか、説明を求める。この区政報告には議員自身のＰＲ

部分が多く、按分を求めるものである。按分なしで制作費や発送費など認められない。按分に

ついて合理的妥当性ある説明がない場合は総合計265,302円の返還を求める。

２）2/19,封筒印刷版代、按分なし109,725円について

この封筒の使用目的が不明である。しかし、区政報告で使用した場合は上記のように按分が

必要である。按分について合理的妥当性ある説明がない場合は109,725円の返還を求める。

３）3/14,政策チラシ折込料合計20,790円について

政策チラシに該当するちらしが提出されていない。提出されている自民党本部が3月8日に発

行した「自由民主」と書いたチラシのことだろうか。「いつまでも、安心して暮らせる杉並区

へ」とトップに書き、ｊ議員の顔写真が紙面の約 1/4 を占め、石原のぶてる、小宮あんり、早

坂よしひろの顔写真、「自民党は、実現します」と自民党の政策チラシである。自民党本部が

発行したチラシで政調費で禁止している政党活動の経費なので20,790円の返還を求める。

４）切手3/15, 80円×200=16,000円について

使用目的が不明なので説明を求める。合理的妥当性ある説明がない場合は16,000円の返還を

求める。

５）まちかど36号について

3/20 制作費按分なし164,535円、3/22 発送費按分なし合計237,200円、総合計401,735円につい

て。

紙面にはｊ議員のプロフィールや議員の写真が大きく掲載され、按分が必要である。按分に

ついて合理的妥当性ある説明がない場合は401,735円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

１）文具、4/16,按分なしﾊ゙ｲﾝﾀ゙ 他ー756円、5/7,印刷用紙按分なし3,617円、5/8,ﾃーﾌ他按分なし1,029

円、11/15,ﾚﾎ゚ ﾄー用紙按分なし472円、12/10,ＵＳＢﾌﾗｯｼｭ按分なし 1,760円、1/31,蛍光ペンﾉーﾄ

按分なし588円、3/30,ｸﾘｱﾎﾙﾀ゙ 按ー分なし 1,050円、3/30,印刷用紙按分なし5,512円、合計14,784

円について。文具等はすべて按分無しで計上している。ｊ議員が経営している永福駅前の不動産

業「〔ｊ－１〕」と事務所を共有している実態の中で、すべてを政調費支出と断言できるのか。

他の議員は按分している。按分無しの説明を求める。按分について合理的妥当性ある説明がない

場合は14,784円の返還を求める

２）7/17,ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑﾀｲﾏー按分なし、ﾎ゚ｲﾝﾄ分のﾏｲﾅｽもない 1,980円について。ﾌ゚ﾛｸ゙ﾗﾑﾀｲﾏーは議員として

どのように使用するのか、使用目的の説明を求める。ﾎ゚ｲﾝﾄ分のﾏｲﾅｽがないのはなぜか、ﾎ゚ｲﾝﾄ分

の返還を求める。合理的妥当性ある説明がない場合は1,980円の返還を求める
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３) 11/14,パソコン代金60％、66,024円について

ｊ議員の任期は４月までの５ヶ月しかないのに、60％の按分で購入した設定根拠の説明を求め

る。４月の区議選でめでたく当選したが、残りの任期がわずかな時にパソコンを購入するのはい

かがなものか。按分について合理的妥当性ある説明がない場合は66,024円の返還を求める。議員

としての任期はわずか５ヶ月しかない。ｊ議員は議長も監査委員も経験している。議員として任

期満了の直前に政調費（税金）で高額なパソコンを買うことをどう思われるのか、見解を求める。

使途基準で「購入から任期満了までの期間が、耐用年数に満たない備品の購入は、個人の資産形

成と捉えられる可能性が高いことに留意してください」と明記している。パソコンは所得税法で

耐用年数を４年と定められている。任期の残り５ヶ月の時に購入するとは、ｊ議員の責任ある説

明を求める。請求人が行った平成21年度政調費監査請求に対する監査結果書には、「備品は事務

用品と異なり、その性格上、長期間にわたり使用されるのが一般的である。当該備品の所得税法

上の耐用年数期間が議員の任期を越えることを理由に、直ちに不適切な支出と見なされるもので

はないとしても、議員の任期を越えて使用できる備品を購入年度の政調費だけをもって賄うこと

が適切かどうかは、議論の余地があるところである。備品の購入費の計上を、耐用年数に応じて

分割するなど、減価償却の考え方に類似した方法をとることなども含め、早急に検討されること

を期待したい。｣と記されている。

Ｈ. 事務所費

１) 〔ｊ－１〕へ事務所賃借料月26,695円×12ヶ月= 320,340円について

〔ｊ－１〕の社長ｊ氏とｊ議員が、つまり同一人物が契約書を交わし、議員自身に政調費か

ら事務所家賃が支払われている。収支報告書によれば、平成15年度、16年度は月 100,000円（政

調費の60％以上を自身の経営する店舗に家賃を払っていた）、その後、都議選に立候補して議

員でない時は〔ｊ－１〕の店舗であった。19年度は月50,000円、20年度から月26,695円と、事

務所賃借料は変化してきた。永福駅前の〔ｊ－１〕の店舗は同じままであり、同じ事務所であ

るにも関わらず、〔ｊ－１〕の社長で、議員であるｊ氏が、つまり同一人物が契約書を交わし、

事務所賃借料を決定するのはいかがなものか。事務所賃借料の按分について合理的妥当性ある

説明がない場合は320,340円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

１）臨時補助職員賃金4月 50,000円(内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚ 20,000円) 5月 44,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚24,000

円）、6月 50,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚16,000円）7月 50,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚24,000円）、8月 44,000

円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚24,000円）、9月 48,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚20,000円）、10月 50,000円（内新

聞ｽｸﾗｯﾌ゚ 20,000円）11月48,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚ 16,000円）、12月44,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚

16,000円）、1月 44,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚ 24,000円）、2月 48,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚ 16,000

円）、3月 50,000円（内新聞ｽｸﾗｯﾌ゚ 24,000円）、合計 570,000円について

570,000円のうち、244,000円を新聞のスクラップに費やしている。11/14にはパソコンを政調

費で購入し、資料整理には当然利用していると思われるのに、ＩＴ産業が発達している現在、

あえて新聞スクラップに多額の人件費を要する説明を求める。事務職員の勤務場所は議員の経

営する〔ｊ－１〕と推察され、勤務時間は一日4時間で勤務日数は月のうち約13日である。監査

結果書P238で＜毎日新聞と都政新報を事務所で、読売新聞を会社で購読＞ と書いているが年間

で244時間も新聞スクラップに費やすのだろうか。店舗と事務所兼用の勤務地なので勤務内容に

ついてより透明性ある説明を求める。合理的妥当性ある説明がない場合は、新聞スクラップ作

業に相当する人件費244,000円の返還を求める。

12. ｋ議員(Ｐ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入なし)
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要返還額 1,920,000円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● ガソリン代（按分比50％）36,129円（269リットル）

3-4リットル給油 28回 合計54リットル

10‐36リットル給油 21回 合計215リットル

● 駐車場代4,100円

● 会派視察費 58,104円

平成22年11月8‐10 日 岐阜市、名古屋市

１）請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性・妥当性のある理由がある場合にのみ、

政調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する

自動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費か

ら算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明

確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。ｋ議員は、当該

政調費の議長の調査に対する回答として、「使途基準に基づいて、適正な支出と考える」と記し

ている。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で269リットルであり、使用された車種（ガ

ソリンの給油パターンから、普通車とオートバイと推定）は不明であるが例えば、普通車（215

リットル給油）について、その燃費を、7km/lと仮定すると、その年間走行距離数は、1,505kmと

なる。又、その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約 7-8 キロメーターに亘り横断す

る青梅街道か井之頭通りを、年間100回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人

は、政務調査活動の走行距離の合理性･妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報

を有していないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、議長訓令の使途基準の上限の

按分比を、そのまま適用してガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離

の記録等により、自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨

に合致していると主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提

出が要請されている同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべ

であり、と解する。この様な走行距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に

使用した場合に行われていることを申し述べておく。

従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自動車の利用実態の開示を求める。

それに合理性・妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全額 36,129円及び駐車場代4,100

円の返還を求める。

Ｂ. 研修費

● 納税勉強会（杉並納税貯蓄組合連合会主催）参加費：4,000円

Ｅ. 資料購入費

● 新聞

定期購読：朝日 46,710円、東京 39,000円、公明 22,020円

不定期購読：赤旗日曜版 9,620円
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１) 朝日新聞と東京新聞を定期的に購読し、政調費に、その経費が計上されている。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、多くの議員の実生活は、議員の立

場を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があるこ

とは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金

で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資す

るであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞が、政

務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めたものである。

従って、請求人は、政務調査活動における朝日新聞及び東京新聞購読に、合理性・妥当性のあ

る説明を求めるが、それがない場合は、そのいずれかの購読料の返還を求める。通常生活におけ

る購読紙が、朝日新聞である場合は、その返還請求額は、46,710円である。

Ｆ. 広報費

● 平成23年3月に計上

区政報告号外（平成23年3月20日発行）（按分なし）

企画･デザイン･印刷費 357,000円

宛名出力、貼付、封入作業 134,997円（事務費として計上）

郵便代 511,085円（事務費として計上）

合計 1,003,082円

広報費の計上は、上述の区政報告号外のみである。それは、片面に、3.11震災の被災者へのお

見舞いで始まり、本会議で可決された区の平成23年度予算概要が述べられ、囲い記事で「小･中学

校入学･卒業おめでとうございます」の表題で新入生・卒業生数一覧が記載され、一方、他の片面

に、「新しい明日の杉並を築く」と題(副題‐健康と医療・介護の緊急推進プラン) して、種々の

施策のリストが掲載された構成となっている。請求人は、この号外が、ｋ議員が、一年間進めて

きた政務調査研究活動のまとめであるかどうかの議論に立ち入るのではなく、又、政務調査活動

の内容そのものは、ｋ議員の自律・自立的判断に依拠していると、解しているが、按分なしに、

全額を政調費に計上することに、疑念を持たざるを得ない。それは、翌月の区議会議員選挙を控

えた3月末に、100万円を超える公金を投入して｢号外｣の形で区政報告を区民に配布することにつ

いて、ｋ議員の自律性に疑問を抱くからである。従って、ｋ議員に、当該号外を按分なしで政調

費に計上した明確な根拠の説明とそれに関連した情報開示を求める。それらの内容に合理性・妥

当性が認められない場合は、計上全額1,003,082円の返還を求める。なお、請求人は、ｋ議員が、

区政報告を、政調費収支報告書に、資料として添付し提出したのは、4年の任期で、初めてであっ

たと解している。

Ｇ. 事務費

● インターネット接続・ケーブルＴＶ料：平成23年10月3日に訂正あり －年度末計上した按分なし

の185,724円から62,249円に減額、ただし、ＪＣＯＭの資料が添付されているが、減額の理由等の

詳細は不明である。

● 携帯電話(按分比50％) 68,003円

● 電子辞書(按分比80％) 20,303円、

文具(バインダー按分比80％、他は按分なし) 5,854円

１）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ
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り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される｢上限の按分比｣を、そのまま適用すべきで

ないと解していることを、まず、指摘したい。

請求明細書の添付がなく、詳細は不明であるが、金券と同様の働きを持つポイントの付与がな

されることが一般的であり、もし、ポイントが付与されている場合は、その付与されたポイント

相当額を差し引いて支出計上すべきであると解する。従って、ｋ議員に、関連する情報の説明を

求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額68,003円の返還を求める。

２）電子辞書は、消耗品ではなく、所得税法で定める耐用物品とされているかどうかは、不明である

が、長期に亘って使用され、使用可能な一種の備品と解すべきである。ｋ議員は、按分比80％ で、

政調費に計上しているが、請求人は、その按分比の根拠の情報の開示を要請する。その説明に、

合理性・妥当性がない場合は、計上額20,303円の返還を求める。

Ｈ. 事務所費

● 事務所の賃借料：322,784円（130,000 円/月ｘ45％ｘ50％＝29,344円/月ｘ11か月）

自宅（92.7m2、2世代同居）の一部を事務所として使用、事務所面積は、42m2

賃借料計上の按分比：22.5％(事務所面積比42/92.7＝45％の50％)

契約者、領収書宛名等が、家族名義である。

● 水光熱費（按分比45％ｘ50％＝22.5％)

ガス代28,916円、電気53,481円、水道24,852円

● 電話料（按分比50％）15,765円

１）2所帯同居の自宅の一部を事務所として利用し、事務所部分の面積比の50％を按分比として、自宅

賃借料が政調費に計上され、更に、水光熱費が、同じ按分比で計上されている。しかし、按分比

の根拠は明示されていない。また、次項の人件費の項で述べるが、雇用された臨時職員が、年間

100日以上に亘り、ほとんどの場合、1日に、6時間以上勤務しており、その勤務場所は、当該自宅

事務所と推定されるが、その勤務実態の情報の開示はされていない。

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、特に、自

宅を事務所として使用している場合の賃借料や水光熱費等の基本料金は、原則、議員の活動の有

無とは無関係に、支払が生じるものである。従って、議員の実生活に必要なもの等の一部を、公

金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じる場合は、その按分割合は、必要

最小限に限定されるべきであると解する。政調費は、ｋ議員本人に交付されているものであり、

事務所として利用されている自宅が2所帯である場合には、ｋ議員と同居する所帯との間に明確な

一線を引いた、更には、ｋ議員が行う多岐にわたる活動の中で、政務調査活動の明確な位置づけ

がなされた按分であるべきである。

この請求人の立場は、自宅を事務所として利用・活用を否定しているのではなく、明確な情報

開示、説明責任を果たすことを求めているものであり、 従って、ｋ議員に対して、自宅事務所の

利用実態の情報開示と共に、政調費への計上の按分比の根拠の明確な説明を要請する。その内容

に合理性・妥当性がない場合は、自宅事務所の賃借料322,784円の返還を求める。

更に、請求人は、政務調査活動のために、自宅の水光熱を使用した場合は、基本料金･最低料金

を含まない、その使用量に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべ

きであると解しており、按分比の根拠の説明を要請する。その内容に合理性、妥当性がない場合

は、計上された水光熱費107,249円の返還を求める。

２）電話代について

自宅事務所の電話代として、按分比50％で、政調費に計上しているが、上述した水光熱費と同

様に、自宅を事務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは

無関係に、支払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用し
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た場合は、基本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比

で、政調費に計上すべきである。開示された領収書は、金額のみで電話会社から送付される資料

が添付されていない。請求人は、電話の基本料金、使用料金について、情報の開示を求めるが、

その内容に、合理性・妥当性がない場合は、電話料として計上された全額 15,765円の返還を求め

る。

Ｉ．人件費

● 臨時職員として、同一人（〔ｋ－１〕）を、年間を通じて雇用し、月に7-9日、多くの場合6-8時

間/日の勤務に対して、1,000円/ 時間、50,000円/月ｘ12ヶ月＝600,000円を計上

政調費取扱いに関する議長訓令第４条４号に、「事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用

契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情

を証明する書類」を作成することが規定されている。

政務調査事務補助職員勤務報告書によると、当該臨時職員は、年間102日、その内93日は、１日

7-9 時間の勤務とされているが、主たる勤務場所が明示されていない。又、年間を通じて同一人

を雇用しているが、雇用契約書が取り交わされていない。請求人は、勤労者保護の点から、特に、

年間を通じて雇用する場合には、政調費に関する議長訓令に定めの有無と関係なく、雇用契約書

取り交わされるべきと解している。

従って、請求人は、ｋ議員に、臨時職員の勤務実態の明確な情報の開示を求める。その内容に、

合理性・妥当性がない場合は、計上額 600,000円の返還を求める。

13. ｌ議員（Ｐ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし）

返還要求額 1,920,000円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

平成23年4月に区議選があるため、政調費総支出2,384,655円の内、１、２、３月だけで区政報

告関係を中心に1,378,059円の支出があり、全体の約58％を占める。さらに選挙直前の３月に限っ

ていえば775,383円と集中的に支出している。事務費や人件費も計上しているが用紙の購入、ﾎ゚ｽ

ﾃｨﾝｸ゙など区政報告に関係する支出が殆どである。３月だけでも120時間分人を雇い、10万部以上

の区政報告が新聞折込、ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙、郵送されている。一般の区民から見れば当選するために「す

さまじい」という印象を受ける。政調費は条例で「区政に関する調査研究に資するために必要な

経費以外のものに充ててはならない」と規定している。選挙直前の区政報告関係に集中的に多額

の支出を充てることは、政調費は一体何のためにあるのか、根本的な論議が必要である。

さらに、Ｂ議員のように政調費の全額192万円を切手の購入に使用する議員が出て、切手購入が

問題となり、切手購入は年間10万円までに限定された。区議会事務局が使途基準細則のなかで「簡

単な換金可能な点に留意してください」とわざわざ明記するほど、議員の間で問題があったため

だろう。では切手はダメで、はがきは上限を設定しなくてよいのか。はがき購入について22年度

ｌ議員は議員のなかで最高額の600,000円購入している。切手の上限が10万円に設定されてから、

はがきを大量に購入する議員が増加した。切手同様、上限を設定すべきではないか。

Ａ. 調査研究費152,899円
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1 ）ガソリン代17,801円と駐車場料金、8,500円について。

ガソリン代は按分1/2で、4/28, 1,979円、5/10, 2,110円、5/25, 1,000円、6/21, 1,998円、10/1、

1,688円、1012, 1,405円、12/21, 1,911円、1/15, 2,050円、｣2/27, 1873円、3/31、1787円

合計17,801円である。

駐車料金は按分無しで7/15,pj渋谷2,000円、 8/12,三井のﾘﾊ゚ ｸー2,000円、10/20 ﾘﾊ゚ ｸー1,800円、

12/11 ﾊ゚ ｷーﾝｸ゙ﾒーﾀー手数料 300円 1/21,ＰＪ高円寺北600円、 1/26, ﾘﾊ゚ ｸー1,000円、3/28,ﾘﾊ゚ ｸー

800円 合計8,500円である。

ガソリンはすべて上限の按分 1/2で支出している。一般の公共交通手段の利用には、交通費記

録簿の提出が要請されていると同様、自動車の利用でも記録簿を提出すべきである。監査結果書

Ｐ９で＜政務調査費の支出について具体的な説明がされることを望みたい＞と監査委員の判断が

記されているにも関わらず、ｌ議員は説明もなく 1/2の按分で請求していることは認められない。

よって自動車の利用についての説明がない場合はガソリン代合計17,801円と駐車場料金8,500円

の返還を求める。

２）交通費（4月 12,600円）（5月 4,770円）（6月 4,640円）（7月 2,240円）（8月 6,380円）（9

月 9,040円）（10月 4,010円）（11月 6,040円）（12月 8,430円）（1月 2,910円）（2月 5,300

円）（3月 4720円）合計 71,080円

① 区民相談を目的として、区外で区民と相談しているのは27回、交通費計 21,910円支出してい

る。21年度の監査請求の監査結果書Ｐ35で監査委員は＜区外での政務調査活動については、透

明性を高めるため、より具体的に記載されることが望ましい＞と指摘しているにも関わらず、

22年度も何ら説明なく区外で「区民相談」と書いて支出している。 しかし以下の例が示すよう

に、政調費とは認められない支出がある。ｌ議員は監査委員の指摘を何故守らないのか。＜透

明性を高めるため、より具体的に記載＞がない場合は区外での区民相談に要した交通費計

21,910円の返還を求める。

例えば以下、草莽地方議員の会のＨＰによれば、

(ア) 4月17日、区民相談として交通費380円について。草莽地方議員の会会長ｌ議員はｍ議員

とともに｢外国人地方参政権に反対する国民大会｣に参加している。これは政調費で禁止

されている政党活動に関する経費なので380円の返還を求める。

(イ) 12月1日、資料研究として議員会館への交通費380円について。草莽地方議員の会会長ｌ

議員のことが『「民主党（菅）内閣」打倒宣言！12,1、「国会・首相官邸包囲」国民大

行進＆国民大集会を開催した。国会前の大行進には2,000名もの草莽の志士が、夕方の

ニッショーホールでの国民大集会には1,100名が参集した』とインターネットで書かれ

ている。これは政調費で禁止されている政党活動に関する経費なので380円の返還を求

める。

② タクシー代27回使用、合計36,090円、 議長名で配布された政調費の手引書には日常の交通

手段は公共交通機関が原則となっている。ｌ議員は8月のみ、交通簿記録簿に「咳喘息のため車

で送ってもらったり、タクシーで移動が多い」と書いてある。体調が悪い時は仕方がないが、

上記のように区民相談を区外で多く行うことと矛盾する。タクシー利用の妥当性の説明がない

場合は合計36,090円の返還を求める。

③ 12/30,Ｐ会派岐阜市・名古屋市会派視察 58,104円の謝礼品について。

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、そのひとつが、交際費（慶弔費、せん別、病気見

舞い、新・忘年会費等）に関する費用である。個人の生活習慣として、訪問先に土産品等を持

参することは一般に行われていることであるが、請求人は、当該議長訓令は、そのような一種

のお礼の習慣と、政務調査費との間に、明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解

している。どのような根拠で、このお土産代を政調費で計上したのか明確な説明を求める。請
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求人は議長訓令の禁止事項と解しているので、謝礼品代 6,000円のうち、ｌ議員への割振り分

1,000円の返還を求める。

Ｂ. 研修費 21,318円

１) 交通費（4月 3,710円）（5月 1,180円）（6月 320円）（7月 320円）（8月 700円）（10月 4,620

円）（11月1,140 円）（12月 1,640円） 合計 13,630円

計上している交通費に関して草莽地方議員の会のＨＰより、

① 4月12日砂防会館への交通費320円について。《『山田宏・杉並区長が立ち上げる「新党」に

賛同し草莽地方議員の会会長ｌ杉並区議（Ｐ会派）、と副会長二瓶文隆中央区議（自民党）

が離党する』という記者会見を開いた。》とｌ議員の活躍がインターネット上で大きく報道

されている。これは政調費の禁止されている政党活動に関する経費なので320円の返還を求め

る。

② 10月2日、交通費記録簿では、よよぎ青少年センターで教育問題研修のため、タクシー代3,140

円を支出しているが、10月2日のｌ議員の活躍はインターネット上で大きく報道されている。

草莽地方議員の会会長ｌ議員はこの日、『「民主党政権・糾弾！」国民集会を開催。渋谷で

2600名を越える有志が結集し、尖閣列島は日本固有の領土であると訴えデモ行進後、ハチ公

前で街宣伝活動を行っていた』。これは政調費の禁止されている政党活動に関する経費なの

で3,140円の返還を求める。

③ 4/28,九段会館 580円、4/30,日本青年館 2,330円、4/9,中野サンプラ 420円、6/6,荻窪タウ

ンセブン 320円、12/4,新東京会館 320円、合計 3,970円は使用目的を研修と書き使途が不明

である。上記の①、②のように、政調費では認められない経費を計上しているので、これら

についても説明がない場合は3,970円の返還を求める。

２）5/3,民間憲法臨調 1,000円、5/19,日本会議地方議員懇談会 1,000円、8/7,教育者研究会 2 ,000

円、8/27 日本会議首都圏地方議員懇談会研修〔ｌ－４〕 3,000円について。

ｌ議員は日本会議首都圏地方議員懇談会副会長であるように多方面で活躍している。という

ことはこれらの会の主催者側でなかろうか。その場合は区議の政調費から支出することは認め

られない。よって、研修費 7,000円の返還を求める。

３）駐車場料金、5/21（平河町）800円、5/26,（都庁）300円、について。研修目的が不明なので説

明を求める。その説明に妥当性がない場合は 1,100円の返還を求める。

Ｃ. 会議費5,000円

10/25,天祖神社区政報告会会場費按分無しで5,000円、

Ｄ. 資料作成費105,000円

１) 3/23, ＳＵＲＶＩＶＯＲ区政報告作成按分無しで105000円

春特別号震災被災地の視察報告である。印刷費は別途広報費で支出しているから作成費だけ

で、105,000円支出している。被災直後だけに税金はもっと被災地の人々のために使うべきでは

ないか。被災地の写真とｌ議員の感想で作成された区政報告は信じられないほど高額である。

平成15年度からｌ議員は政調費でデジカメを５台、ﾌ゚ﾘﾝﾀーを４台、パソコンは３台購入してい

る。これだけの機材を政調費で揃えたのだから、自分で作成できるはずである。何故外部に発

注し、按分もなく、また作成費が高額なのか、説明を求める。合理的、妥当な説明がない場合

は 105,000円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費 38,021円

１）産経新聞（4月 2,956円）（5月 2,950円）（7月 2,950円）（9月 2,950円）（10月 2,950円）

収支報告書によれば、４月分だけ、他の月と購読料が異なるのはなぜか、説明を求める。新

聞購読料計14756円について。一般的に各家庭は新聞を購読し、家族も含め新聞を読む実生活が

ある。議員だからといって新聞の購読費を按分もなく、すべて公金で賄うことが認められるの
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だろうか。新聞購読は政務調査活動に必要であることは認めるが、通常の生活感覚からして按

分もなくすべて政務調査活動とは認めがたい。よって按分比の明示を求める。その説明に合理

性・妥当性がない場合は新聞購読費14756円の返還を求める。

２) 書籍 5/3、「第３の道」1,197円、7/10、「文芸春秋」780円、10/4、「大計なき国家・日本の

末路－日本とドイツ」1,680円、1/15, 「なぜ韓国はパチンコを全廃できたか」798円、2/1、「マ

インドコントロール日本人を騙し続ける支配者の真実、」1,680円、「日本人が知っておくべき

領土問題の真実、国益を守る「国家の楯」1,680円、

３）6/2三つま修学院資料按分 1/2で2,500円、8/19,「史実を世界に発信する会、年間資料代」按分

50％5,000円、「而今の会年間資料代」按分50％2,500円、「日本政策研究センター年間資料代」

按分50％5,000円

以上の領収書はすべてゆうちょ銀行の払込利用明細票である。それぞれの会・施設の代表者、

所在地すら明記されていないので政調費=税金の支出の領収書として不備である。それぞれの

会・施設が政調費としての支出として合致するのか、検証の術もないので認められない。よっ

て計 15,000円の返還を求める。

４）7/30,杉並区歌ＣＤ450円、

Ｆ．広報費1,476,859円

１) はがき8/10、4000枚 200,000円、11/2、2,000枚 100,000円、1/19、4,000枚 200,000円、3/18、

2000枚 100,000円、合計はがき12,000枚 600,000円について。

① 8/10、はがき4000枚 200,000円について。「ありがとう通信、8月11日発行」は、杉並区役所

区議会事務局が発行したのかと錯覚した。書いてある内容は、「新区長に田中良氏決まる!」次

は「区議全員の会派と所属議員の名前」のみであ。このはがきのどの部分が区政報告であるの

か、ｌ議員に説明を求める。200,000円の返還を求める。

② 11/2,はがき2,000枚 100,000円について、「ありがとう通信、11月1日発行」の紙面の内容は、

「★北朝鮮人権侵害問題啓発週間について・・これまで区長はじめ職員もブルーバッチを着け

ていましたが、新区長になってからはバッチを付けていません。（原文のママ）★参議院選挙

について・・清き一票と呼び掛けておいて無効票の多さは残念でなりません」と書いている。

議員は政調費を使って、どうしてこのような事態になったのか、調査し、報告するのが区政報

告ではないか。全額の経費は認められないので按分を求める。その按分比に合理性・妥当性の

ある説明がない場合は100,000円の返還を求める。

③ 1/19,はがき4,000枚 200,000円について、「ありがとう通信、平成23年春号」迎春として着

物姿のｌ議員の「日本創新党を立ち上げた山田党首を精一杯応援した挨拶」「本年は私にとっ

て三期目の区議会選挙」「前区長が積み上げてきた条例や施策を拙速に廃止していいものでし

ょうか？」というｌ議員の意見が掲載されている。内容は政調費で禁じられている選挙活動の

経費に該当するので200,000円の返還を求める。

④ 3/18,はがき 2000枚100,0OO円について、領収書綴りに提出されているのは上記の３枚のみで

現物が見当たらないので認められない。もし、上記のはがきを増刷しているとしても上記の内

容では全額認められないので100,000円の返還を求める。

２）切手、1/25, 6500円(8900の内6500) について、切手の使用目的も按分比も不明である。使用目

的と按分比の合理的な説明がない場合は,切手代6500円の返還を求める。

３）郵送料は区政報告に使用したと思われるが、収支報告書には該当する区政報告の号数が明記さ

れていないのは問題である。政調費＝税金の支出であるのだから、すべて支出が明瞭でなけれ

ばならない。

① 郵送料1/25、702通、56,160円、1/26、591通 38,412円と371通24,115円郵送料合計 118,687

円に該当する区政報告が明記されてないので問題である。迎春として着物姿のｌ議員の写真が載

っている「ありがとう通信、平成23年春号」と思われるが、紙面の表面は、はがきの１）－③で
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書いた内容に加え、ｌ議員のプロフィールであり、政調費で禁じられている自己ＰＲの部分が多

い。裏面は「皆様と一緒に取り組んで実現して来た事！」と「新春区政報告会のお知らせ」であ

り按分を求める。その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は118,687円の返還を求める。

② 郵送料2/25、（50%）56442円と10107円と16997円の合計83,546円について。

これも該当する区政報告の号数が明記されていないので上記同様問題である。①で書いた別の「あ

りがとう通信、平成23年春号」のことだろうか。全く違う区政報告だが両方とも「ありがとう通

信、平成23年春号」である。子宮頸がんワクチンのことを採り上げた春号のことだろうか。そう

であるならば、区の方針の問題点を明らかにして、議会でもっと討議して区民に正しい意見を報

告して欲しい。しかし全額経費とは認められないので按分を求める。その按分比の説明に合理性･

妥当性がない場合は83,546円の返還を求める。

③ 郵送料すべて按分50％で、3/26、698通 26175円、3/27、414通、15525円、422通 18990円、410

通 15375円、381通 14287円、478通 17925円、3/28、158通と829通で43230円、534通と94通で41610

円、合計 193,117円について。

該当する区政報告の号数が明記されていないので上記同様問題である。郵送日から見て、Ｄ１）

春特別号震災被災地の視察報告と思われるが断定できない。どの区政報告のことか、また、郵送

費の50％按分の根拠の説明を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は郵送料合計193,117

円の返還を求める。

４）2/4,封筒（50％）52,500円について、封筒の使用目的が不明である。説明がない場合は52,500円

の返還を求める。

５) 3/2読売新聞折込 38850枚、按分不明 134,618円、3/4産経新聞折込 6150枚按分不明 21,313円、

3/31 産経折込 4300枚14900円、折込料合計 170,831円について。すべて新聞折込の区政報告の現

物が指定されておらず、その上按分比も不明である。よって全額 170,831円の返還を求める。

６) ＳＵＲＶＩＶＯＲ区政報告印刷3/7、20000部 42650円、3/9、5000部 14600円、3/23、20000部 43280

円と5000部25220円、按分無しで合計50,000部125,750円の印刷代である。これも印刷した区政報

告を明記せず、問題である。よって印刷代 125,750円の返還を求める。

以上、「ありがとう通信, 平成23年春号」が２種類あったり、また、新聞折込の区政報告が断定で

きない部分があった。政調費の支出は明確に判断できるようにすべきである。

Ｇ. 事務費 414,058円

１）電話代金按分は 1/2で（4月 4,649円）（5月 3,381円）（6月 3,555円）（7月 3,463円）（8

月 4,224円）（9月 3,536円）（10月 3,301円）（1/5, 3,364円）（2/7, 3323円）（3/7, 3419

円）について。

自宅で使用する固定電話代についていえば、基本料金は議員であろうとなかろうと支払いが

生じる。基本料を除いた使用実態にあった按分比で政調費に計上すべきである。従って、政務

調査活動に使用された通話料の情報開示を求めるが、その内容に、合理性・妥当性がない場合

は、固定電話料36,215円の返還を求める。

２）携帯按分は 1/2で（4月 4,309 円） （5月 4,309円）（6月 5,756円）（7月 11,408円）

（8月7,006円）（9月 4,309円）（10月 4,309円）（11月 3,309円）（12月 3,889円）

（1月 3,889円）（2月 3889円)

３) ＨＰ更新料按分1/2で（4/15、6,300円）（6/16、6,300円）（8/9、6,300円）（8/9、6,300円）

（8/9、6,300円）（10/20、6,300円）（10/20、6,300円）（11/2、ＨＰ、1,470円）（11/11、

ＨＰ、1,470円）（12/13、6,300円）（12/13、6,300円）（1/6、6,300円）（2/18、6,300円）

（3/15、6300円）とある。毎月きちんと払っていないので同じ日に何か月分も払っている。合

計で14回払っているのは認められない。収支報告書にはＨＰ更新料となっているが、領収書は

ＨＰ保守料となっている。過去のデータが消去されているのでｌ議員のＨＰを検証することは

困難である。一部残っているものは区政報告などペーパーでの発行と同じ内容を載せているの
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でダブって支出することになっている。監査結果書Ｐ17でＨＰについて＜紙媒体と異なってだ

隋時更新されるがゆえに客観的に適切な按分割合を算出することが困難なホームページの按分

割合の上限設定などについても、バナー広告の扱いと合わせて、速やかに議会内で検討される

ことを期待する＞と書かれているが議会内で検討しただろうか。ＨＰの実態を示し、按分割合

の根拠の説明を求める。14回の支払いは認められず、ＨＰの実態と按分割合の根拠の説明がな

い場合は合計 78,540円返還を求める。

４) 大塚商会hp代金は按分 1/2であるが、8/10は2940円を按分 1/2で 1,740円支出している。8/10

の実際の支出は 1470円なので差額 1740－1470＝270円の返還を求める。

５) ＮＴＴｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝｽ゙按分1/2で合計 12,270円

ＳＵＲＶＩＶＯＲデータ入力按分90％、7/30、27,000円、9/30、27,000円について、90％の按

分比の根拠を求める。その按分比の説明に合理性･妥当性がない場合は合計54,000円の返還を求

める。

６) 4/15、用紙ｲﾝｸペン（90％）11,340円、5/20,ﾌｧｲﾙｲﾝｸ（90％）8,640円、6/2,封筒按分なし270

円、8/2,按分なしﾉーﾄ138円、8/8,ｲﾝｸｼーﾙＡ４用紙（90％）20,295円、8/15ｲﾝｸ（90％）10,800

円、8/30ｲﾝｸＡ４ 用紙（90％）21,780円、9/9,按分なしペン147円、10/1ｲﾝｸﾗﾍ゙ﾙｼーﾙ（90％）23,400

円、10/15Ａ４用紙（90％）6,750円、10/20,ﾎ゙ ﾙーﾍ゚ﾝ按分なし2,360円、修正器按分なし331円、

10/21,ﾎ゙ ﾙーﾍ゚ﾝ按分なし105円、10/30ｲﾝｸ（90％）9,450円、11/15,封筒（90％）1,026円、はさ

み修正液按分なし850円、11/18文具品名? 按分なし462円、11/30Ａ４用紙（90％）7,082円、12/4,

ｲﾝｸ（90％）5,740円、12/14,Ａ４用紙ｲﾝｸﾌｧｲﾙﾎ゙ ﾙーﾍ゚ﾝ90％？18,000円、1/7,封筒（90％）945

円、1/27ﾎ゙ ﾙーﾍ゚ﾝ（90%）1,478円、1/30,ｲﾝｸ（90％）1257円、2/20,ｲﾝｸ（90％）16,470円、2/22

用紙（50％）11,000円、3/2,Ａ４用紙（50％）5,533円、Ａ４用紙（50％）4795円、3/8,用紙ｲ

ﾝｸ（90％）17811円、3/8封筒按分なし1050円以上合計209,305円について。

一括して領収書が出されているので、確定はできないがﾎﾞ ﾙーﾍ゚ﾝの購入が非常に多い。ｌ議員

は１年間に何本ﾎ゙ ﾙーﾍ゚ﾝを使うのだろうか。用紙は50％、ｲﾝｸは90％など矛盾があり、全体的に

90％按分比が多い。それぞれの按分比の設定根拠の説明を求める。合理的妥当な説明がない場

合は合計209,305円の返還を求める。

７) 事務費のなかに5/30（資料整理住所入力準備）30,000円が計上されている。これは人件費に該

当しないか。事務費に計上した説明を求める。住所入力は政務調査にはなじまないので、30,000

円の返還を求める。

I. 人件費 171,500円

１）8/30 区報発送準備ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙40,000円とあるが、８月ははがきの区政報告しか出していないので

認められない。また配布した現物も提出されていないので認められない。よって40,000円の返

還を求める。

２）10/20 ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙ 10,000円について。配布した現物が提出されていないので認められない。よっ

て 10,000円の返還を求める。

３）11/30発送準備30,000円について。区政報告を出したのは1/19のはがきと1/25の郵送である。い

つの区政報告の発送準備か不明であるので認められない。発送準備 30,000円の返還を求める。

４）12/20,発送準備40,000円について。区政報告を出したのは 1/19のはがきと 1/25の郵送である。

いつの政報告の発送準備か不明であるので認められない。発送準備 40,000円の返還を求める。

５）1/14, ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙1500枚、4,500円

６）1/30発送準備〔ｌ－１〕 15,000円、〔ｌ－２〕 15,000円、発送準備ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙〔ｌ－３〕 7000

円合計37,000円について。上記の区政報告の按分比に基づいて按分することを求める。その按分

比に基づかない場合は合計37,000円の返還を求める。

14. ｍ議員(Ｐ会派)
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政調費交付額 1,920,000円(戻入額 11,664円)

要返還額 1,698,112円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

調査研究のための移動手段・宿泊等の経費が、以下の様に、合計 89,242円計上されている。

● ガソリン代（按分比50％）7,778円（24回給油、合計41リットル）

● タクシー23,360円（18回乗車）

● 会派視察費58,104円（含む訪問施設への謝礼品‐参加議員６名 1,000円/人）

平成22年11月8-10日

岐阜市：地域防災の取組、都市型水害対策

名古屋市：議会改革の取組

１）車両の利用について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性・妥当性のある理由がある場合にのみ、

政調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する

自動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費か

ら算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明

確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で41リットルであり、使用された車種は不

明であるが、一回当たりの給油量が３リットル前後であり、例えば、軽車両とし、その燃費を、

20km/lと仮定すると、年間走行距離数は、820kmとなる。又、その活動がすべて杉並区で行われた

とすると、区を約7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道か井之頭通りを、年間55回の往復に相

当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査活動の走行距離の合理性・妥当性の

議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有していないが、自動車を政調活動に用いざ

るを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比で、ガソリン代を政調費に計上すべ

きでなく、上述のように、走行距離の記録等により、自動車使用の実態をより明確に情報開示す

ることが、公金である政調費の趣旨に合致していると主張しているのである。一般の公共の交通

手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されている同様、自動車の利用についても、駐車場

代、走行距離等の記録簿を提出すべであり、と解する。この様な走行距離の記録による経費請求

は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行われていることを申し述べておく。従って、

請求人は、車両の利用実態の開示を求める。それに合理性･妥当性のある根拠がない場合は、ガソ

リン代の全額 7,778円の返還を求める。

なお、計上された下記のガソリン代が、誤記載の可能性があり、確認を要請する。

給油額から推定される額の数倍の計上:5月10日 602円、8月30日 605円、11月27日 636円

二重計上：7月28日 204円を二回計上

２）視察について

ｍ議員は、平成21年度政調費監査請求において、議長調査に対して「議員の仕事は多種多様で

あり、それらをカバーするには多くの経験と知識が要求される。特に視察は、訪問先の方々から

生の歴史や状況を直接聞く事ができ、新聞やＴＶなどの一方的な情報でなく、自分の頭で考え判



92

断し、そして理解を深めることが可能となる。この事は区民からの相談やさまざまな見解を求め

られた時、間違いのない説明をする上で大変重要なことと認識している。なお、視察の経費に関

しては、杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の取扱いに関する規定に基づき処理して

いる。その際には議会事務局にも確認して頂き、問題ないと判断されたものだけを計上している。

よって適正であると判断する」と記している。

請求人は、政務調査活動は、会派・議員の判断の基に行われ、視察についても、その選択の内

容、その成否等は、会派・議員の自主性・自律性を尊重すべきものと解している。一方、公金を

使った活動の対象プロジェクトについて、視察の内容に加え、それが継続するかあるいは中断し

たかに係らず、視察後、どの様に展開しているかの情報開示がなされるべきであり、即ち、会派・

議員には、公金を使った活動については、結末を明確にする責任があると、解している。しかし、

ｍ議員は、平成22年度の会派視察行に参加しているが、その視察について、ホームページには、

その内容の記載を見出せず、ホームページ（広報費の項で詳細を検証）に付属した形で開かれて

いるブログに、平成22年11月13日に、「名古屋市視察 市民減税」と題して、感想が述べられて

いるのみである。一方、Ｐ会派として、当該視察の報告書が作成され、視察先４件について、会

派としての考察が述べられている。上述した平成21年度政調費監査請求における議長調査に対し

て、ｍ議員が、視察の目的について「頭で考え判断し、そして理解を深めることが可能となる｣

と明言している様に、公費を使った視察について、議員本人の見解を、ホームページやブログで、

区民に伝える責務がないのだろうか。請求人は、ｍ議員に、当該視察の結果として、どの様に区

政に反映すべきと判断したかについて、情報開示・説明を要請する。

３）会派視察費の謝礼品について

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、その一つが、交際費（慶弔費、せん別、病気見舞い、

新・忘年会費等）に関する経費である。

個人の生活慣習として、訪問先に土産品・謝礼品等を持参することは一般に行われていること

であるが、請求人は、当該議長訓令は、その様な一種のお礼の慣習と、政務調査活動との間に、

明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。

従って、どの様な根拠で、この謝礼品代を政調費に計上することとしたのかの明確な説明を求

める。 請求人は、謝礼品代の政調費への計上は、議長訓令の禁止事項であると解し、謝礼品代

6,000円の内、ｍ議員への割振り分1,000円の返還を要求する。

Ｂ. 研修費

● 日韓併合に関わる研修、子ども手当に関する各自治体申請状況など（日本会議首都圏地方議員懇

談会）：研修費 6,000円

Ｅ. 資料購入費として、合計42,488円が計上されている。

● 書籍：31,808円

今だから言える日本政治のタブー、犯罪は、世界の宗教と戦争講座、貧者を食らう国、国民の遺

書ー泣かずにほめて下さい、日本経済の活性化、一番じゃなきゃだめですか、それでもタバコ吸

いますか、新型インフルエンザ上陸！、自殺のサインを読み取る、無縁多死社会、生活保護一排

除しない社会、にっぽんの仕事型録、住宅地図（平成23年3月購入）

● 新聞 赤旗８か月購入:6,400円、

● その他：4,280円

雑誌 月刊Ｗｉｌｌ6月、なみすけ施策資料（8月）、なみすけ施策資料（9月）

１）書籍購入について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、議員の私的な所有となる書籍の購入につい
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ては、区役所４階に、議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧･貸出しだけでな

く、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用することが、

前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる｢会派･議

員の自主性・自律性の尊重を基本｣の議論の前に、明確にすべきことがあるということである。請

求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自主性･自律

性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入する前に、

一般区民が利用・活用する公的な図書館、議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能である

が、その様な公的な図書館・室の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、区役

所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にまとめ

られており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書室の

議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運営さ

れているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、どの

様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議会事

務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、ｍ議員が、上述の議

員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、更に、

関係する政務調査活動が終了した後に、保管を含めて、それらをどの様に処理する計画であるか

の情報等の開示を求めるものである。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調査活

動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の二重、

三重の支出が、防がれることを、期待している。

なお、ｍ議員は、住宅地図を、平成21年度政調費に計上し、その監査請求における議長調査に

対して｢区民相談などで区民の家を訪問する時に必要である｣と記している。平成22年度において

も、平成23年3月25日（出納簿の日付）に、住宅地図を購入し、按分なしで、11,079円を計上して

いる。請求人は、住宅地図の買い替えの必要性を否定する観点ではなく、市民感覚から、何故、

年度毎の買い替えが必要になるのか、更に、住宅地図のどの様な使い道から、按分割合を判断し

たのか等について明確な根拠の提示を求めたい。その内容に合理性・妥当性がない場合は、住宅

地図購入費11,079円の返還を求める。ｍ議員も既知のことであろうが、インターネット上で、杉

並区の最新の地図を詳細に検索することが可能であることを付記しておく。

Ｆ. 広報費として、合計935,976円を計上

● ＨＰメンテナンス（按分比75％） 7,875円ｘ11ヶ月＋8,599円（2月）＝95,224円

● 区政報告秋季号(按分なし)

印刷代 240,450円

郵送代（10月） 3,236通 195,152円

郵送代（12月） 193,928円

ポスティング（10/29‐11/5）31,500通 142,222円

合計 771,752円

● 街頭での区政報告用ハンドマイク＆スピーカー(按分比75％) 69,000円

広報活動は、議員の種々の活動の中で、最も重要なものの一つであると捉えられており、その

理由の一つとして、通常、４年の任期であるが、その度に、改選選挙が待ち構えており、議員の

活動状況を絶えず区民・選挙民に訴えていくことが、必要があるためと考えられる。多くの会派・

議員の政調費の使途も、広報費が主たる部分を占め、ｍ議員の場合も、平成22年度の政調費に計

上された使途に占める広報費の割合は49％となっている。広報活動には、選挙、後援会、政党・

政治活動のための広報と政務調査活動のそれとが混在し、それらの間に、明確な一線を引くこと

は、極めて難しいと推測され、従って、請求人は、政務調査活動単独の広報活動は、実際的には

あり得ないと解する。一方、議長訓令は、区政に関する活動を政務調査活動と定義し、それを支
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える政調費に、選挙、後援会、政党活動の経費を計上することを禁じている。

１）ＨＰメンテナンスに、95,224円を計上

ｍ議員のホームページ（平成24年3月29日時点）は、４つから構成されており、それらは、ブロ

グ、プロフィール、政策、議会活動となっている。政策の項には、ｍ議員の４つの政策が記載さ

れ、議会活動の項には、区議会定例議会、常任委員会、特別委員会、予算・決算特別委員会にお

けるｍ議員の質問とそれに対する答弁が、アーカイブの形で収録されている。このｍ議員の議会

活動は、区議会のホームページに収録されているものから、ｍ議員の質問のやり取りの分を取り

出して編集したと推測した。ｍ議員のホームページそのものは、最初に、ｍ議員の数行の挨拶が

載せられているが, それに続く、内容は、ブログのそれと同じものになっており、ホームページ

の形を取りながら、実質はブログで運営されている。但し、当該監査請求の対象とする平成22年

度政調費の時点におけるホームページが、実際、どの様に構成されていたかについては、ホーム

ページ自体のアーカイブが添付されていないために不明である。

一方、ｍ議員は、平成21年度政調費監査請求の議長調査で、「ＨＰについては、議会活動のペ

ージだけがＨＰの役割ではない。ブログを使用し区議会の報告や区のイベントなどを紹介してい

る。よって、3/4の支出は妥当である」と記している。この記述より、ｍ議員は、ブログもホーム

ページの一部であると捉えていると解され、従って、ＨＰメンテナンスの経費の中には、ブログ

の経費も含まれると推定した。ｍ議員の平成22年度のブログ発信の回数は、合計240回であるが、

政調費条例等で政調費交付の対象となる区政に資する調査研究に、どのブログが該当すると、ｍ

議員が判断し、按分比を75％とした根拠の情報開示、説明を要請する。請求人は、その按分比の

根拠に合理性、妥当性がない場合は、計上された経費 95,224円の返還を求める。

なお、請求人は、ホームページとブログの違いを議論しているのではなく、又、ホームページ

やブログ読む者・区民へのインパクトの大きさは、プラス・マイナスの両面共に、一般的には、

掲載数ではなく、その内容、写真、表現方法等に、より多く依存すると解することが妥当である

ことを付記する。

２) 区政報告

ｍ議員は、平成21年度政調費の監査請求における議長調査に対して、「（区政報告の）写真掲

載についてだが、区民の視点に立てば、読みやすさ・見やすさを重視した構成にするのは当然の

ことである。昨今、日本経済新聞ですら、写真を多く掲載する時代である。新聞の構成方法と社

会の流れを、よく考慮していただきたい」と記している。

平成22年度秋季号の区政レポートは、Ｐ１に、ｍ議員の決算区議会における意見開陳の概要が

議場での写真と共に掲載され、平成21年度の決算値と新区長の所信表明の説明が加えられている。

Ｐ２では、「杉並区の安心できるご長寿社会の実現を！」と題するｍ議員の議会での質疑応答内

容が、ｍ議員と彼女の祖父との写真が添えられて、掲載され、更に、子ども手当の実施及びＪＲ

高円寺駅前整備についての質疑応答、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件における意見提出書が議

会で可決されたことと高円寺阿波踊りの開催が、ｍ議員の着物姿の写真と共に報告されている。

広報費の項の始めに述べた様に、請求人は、広報活動の多くは、その性質上、会派・議員の「宣

伝」的要素を含み、区政の活性化に結び付くべき政務調査活動の広報にも、結果として、会派・

議員の種々の活動が混在すると捉えている。従って、ｍ議員が、区政報告の経費を按分なしで政

調費に計上した根拠の説明を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額771,752 

円の返還を求める。

３) 街頭での区政報告用ハンドマイク＆スピーカーの購入費として69,000円を計上

上述の様に、広報活動の多くは、その性質上、会派・議員の「宣伝」的要素を含み、特に、不

特定多数を相手とする街頭での広報活動を政務調査活動として位置づけることには、多くの疑義

が生ずるとすべきである。ｍ議員は、街頭での広報活動に用いるハンドマイク等を、按分比75％

で、公金である政調費に計上しているが、請求人は、その按分比の明確な根拠の提示を要請する。



95

その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額69,000円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

● 携帯電話（按分比50％） 明細書添付なし：84,171円

● 固定電話（按分比50％） 明細書添付なし：26,230円

● インターネットプロバイダー（按分比50％）：25,982円

● 備品 ファイル整理棚（按分比75％） 平成23年3月に購入、設置場所の明記なし：22,500円

● 文房具類、ＰＣ, プリンター関連品（按分比75％、一部按分なし）：93,149円

● 会派事務費分担分（按分比50％）：9,378円

１）携帯電話について

ｍ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して「仕事用携帯電話の他に、私

用携帯電話を持っている。プライベートや政務の電話は、私用電話で受けっている。なので、計

上してある携帯電話は100%仕事でしか使用しない」と記している。請求人は、携帯電話の使用そ

のものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をより多く支えるものであり、そう

解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことから、請求人は、議長訓令の使途

基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべきでないと解していることを、ま

ず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書の添付がなく、詳細は不明であるが、金券と同様の働きを持つポイント

の付与がなされることが一般的であり、もし、ポイントが付与されている場合は、その付与され

たポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解する。従って、ｍ議員に、関連する情

報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額84,171円の返還を求める。

２）事務所用固定電話について

請求明細書の添付がなく、使用実態は不明である。自宅事務所の電話代と推定したが、自宅を

事務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支

払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基

本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に

計上すべきである。電話の基本料金、使用料金について、情報の開示を求めるが、その内容に、

合理性・妥当性がない場合は、電話料として計上された全額26,230円の返還を求める。

３）備品購入について

ｍ議員は、区議会議員選挙を控えた任期終了直前の平成23年3月に、ファイル整理棚を購入し、

政調費に計上している。整理棚は、所得税法で定める耐用物品となるかどうかは不明であるが、

一般常識からは、消耗品ではなく、長期に亘って使用され、使用可能な一種の備品と解すべきで

ある。ｍ議員は、按分比75％で、政調費に計上しているが、請求人は、その按分比の根拠の情報

の開示を要請する。その説明に、合理性・妥当性がない場合は、計上額22,500円の返還を求める。

なお、平成21年度政調費監査請求に対する監査結果書には、｢備品は事務用品と異なり、その性格

上、長期間にわたり使用されるのが一般的である。当該備品の所得税法上の耐用年数期間が議員

の任期を越えることを理由に、直ちに不適切な支出と見なされるものではないとしても、議員の

任期を越えて使用できる備品を購入年度の政調費だけをもって賄うことが適切かどうかは、議論

の余地があるところである。備品の購入費の計上を、耐用年数に応じて分割するなど、減価償却

の考え方に類似した方法をとることなども含め、早急に検討されることを期待したい｣と述べられ

ていることを、念のために追記する。

４) 会派事務費分担について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｍ議員に対する返還要

請額は、9,378円である。

Ｉ. 人件費
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● 補助職員２名を、年間を通じて雇用(月3‐7日)50,000円/月ｘ12ヶ月＝600,000円

雇用契約書なし、勤務場所の明示なし

政調費取扱いに関する議長訓令第4条4号に、「事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用契

約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情を

証明する書類」を作成することが規定されている。

ｍ議員は、２名の補助職員を、年間を通じて、毎月3‐7日間雇用しているが、雇用契約書が取

り交わされていない。請求人は、勤労者保護の点から、特に、年間を通じて雇用する場合には、

政調費に関する議長訓令に定めの有無と関係なく、雇用契約書取り交わされるべきと解している。

又、勤務の場所がどこであるか等の勤務の実情を示す書面の添付がなく、勤務実態について、情

報の開示を求める。その内容に、合理性・妥当性がない場合は、計上額 600,000円の返還を求め

る。

15. ｎ議員(Ｑ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入額809,539円、含む誤記更正額52,500円)

返還要求額 830,160円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ｅ. 資料購入費 126,370円について。

１）「地方行政キーワード」5/21に2,500円、11/19 に2,500円、

「早分かり公会計の手引き」（第一法規） 7/29 に3,760円、12/15に3,180円

２）新聞購読料、4/8 公明年間 22,020円、7/30 日本教育8～3月 21,000円、赤旗 800×12= 9,600円、

朝日 3925×10=39,250円、7/1 聖教新聞7～6月分、1,880円×12=22,560円、合計 114,430円につ

いて。

一般的に各家庭は新聞を購読し、家族も含め新聞を読む実生活がある。議員だからといって新

聞の購読費を按分もなく、すべて公金で賄うことが認められるのだろうか。新聞購読は政務調査

活動に必要であることは認めるが、通常の生活感覚からして按分もなくすべて政務調査活動とは

認めがたい。よって按分比の明示を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は新聞購読費

114,430円の返還を求める。

Ｆ. 広報費 712,433円

１）ＨＰﾃ゙ｻ゙ｲﾝ保守料として 1/2の按分で毎月8,662円×12ヶ月＝103,944円支出している。収支報告

書にも領収書綴りにもＨＰの内容を検証する証拠物を提出しないまま、ＨＰの経費のみを記載し

て支出として認めるのはいかがなものか。ＨＰの機能を活用して政務調査活動を進めていること

と思われるが、ＨＰの内容、その使用･更新頻度を検証して政調費の支出として妥当かどうか厳密

に検証する必要がある。この検証作業は一体誰がやっているのか。少なくとも議員自身が検証す

るためにＨＰを印刷して提出すべきである。今まで四居誠監査委員はＨＰに実際接し、監査した

のか、以下の記述内容からして疑問を持つ。

22年度であるが、ｎ議員のＨＰを24年3月3日に検証した。ＨＰは・トップページ・プロフィー

ル・活動報告・議会報告・フォトギャラリーの５部門になっている。トップページは22年度に限

れば6/28,12/22に議会報告を更新したお知らせ。国政最新ニュースが掲載されているが24年3月3

日は自民党谷垣総裁の東北視察予定を掲載。国政最新ニュースとあるが自民党の動向が多い。ま
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さにこれは政党活動と判断される。（最新ニュースを22年度に遡って検証するのはとても困難で

ある）

プロフィールにはｎ議員の所属委員会が掲載してある。最終に書いてあるのは監査委員である。

ｎ議員が監査委員についていたのは20年度である。21年度の5月には交替しているので、この部分

は、21年5月以降は更新していないことになると同時に、区民は現在、ｎ議員が監査委員と誤解し、

ＨＰが事実と異なることを報道していることになる。

活動報告に8枚の写真を掲載し、7枚目の写真は交流という題で前杉並区長山田宏氏とのツーショ

ットである。山田氏と交流が続いているのはいいだろうがあまりにも資料が古すぎないか。

議会報告は22年度分は6/9,6/17,9/16,10/1のみである。毎月ＨＰ料金を計上しているのにこれ以

後の議会の報告はない。

フォトギャラリーは一番最新の写真で21年１月12日で22年度分は掲載なし。

税金を納める区民の眼から見れば、このようなＨＰに税金を投入することは認められない。1/2

に按分しているからいいというものではない。内容で吟味するのである。よって103,944円の返還

を求める。

２) 8/9 区政報告ポスター、按分80％ 140,000 円(平成23年11月18日に、按分比を50％に、誤記更正

し87,500円の計上に変更されている)、7/25按分50％訂正ｼーﾙ34,125円について

Ａ３の２倍の大きさの用紙に、実物大よりも大きい区議の顔、約10ｃｍ大の文字で書かれた議

員の名前、「Ｒ会派 始動。区政報告会 平成22年10月16日午後１時～ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口」と

書かれた赤いとても目立つポスターである。大きな顔写真と区政報告会のお知らせだけのポスタ

ーであるにも関わらず、政調費決算時に、ｎ議員（広報費80％,140,000円）ｏ議員（資料作成費

80％,140,000円）、ｐ議員（広報費80％ ,140,000円）、ｑ議員(資料購入費80％,140,000円)、ｒ

議員(広報費80％,140,000円)、ｓ議員(広報費50％,87,500円)、ｔ議員(資料作成費50％,87,500

円) と議員によって支出科目も、按分比も異なったまま、会派全員でポスターの経費として、合

計875,000円が計上されていた。平成23年11月に、ｎ、ｏ、ｐ、ｑ, ｒの各議員が、按分比を、50％

とし、各議員の経費を87,500円に、誤記更正手続きを行っている。但し、計上科目の変更はなく、

各議員間で異なったままである。

このポスターは政調費の交付を規定した条例、施行規則等の理念に沿い、政調費活動の一環を

なしていると判断して支出したのか説明を求める。会派７人の議員の実物大より大きい顔写真が

真っ赤なポスターで区内に3,500枚も掲示された時、「区民の多くが異様だ」「選挙が近いからだ」

と感想を持ったことをご存知か。このポスターが会派７人でポスター代だけでも875,000円税金か

ら支出されたことがわかっていれば、区民から抗議の声が上がっただろうと想像される。７人の

議員からこのポスターに基づいて区政報告をやったという写真、録音、区民の反応、ＨＰ記載な

ど客観的証拠書類は何ら提出されていない。ｓ議員が今年度（22年度）の主な成果事例のなかで、

わずか約80文字で感想を書いているのみで、写真すら貼付されていない。会派７人でこの感想の

みで報告会をやったというならば、ｓ議員の１文字は約１万円に相当する。７人の会派議員は全

員、議長、監査委員経験者ではないか。もっと誠意ある対応を求める。さらにｎ議員は、会場を

○○ビル３Ｆに変更し、訂正用シールの34,125円を支出している。ｎ議員は自身のＨＰにも区政

報告にもこのポスターに掲示された報告会の記載はない。合理性・妥当性ある当該経費の計上根

拠となる証拠書類の提出がされなければ、87,500円と34,125円の返還を求める。

３) 10/4 の区政報告郵送代は区政報告の現物が無く、郵送内容が不明である。説明がなければ4,000

円の返還を求める。(22年度の区政報告｢絆｣の発行は３月)

４) 区政報告「絆」について

3/7 印刷代を1/2 の按分で38,050枚印刷して232,575円支出。内容は表面、絆通信の題字、議員

の写真、プロフィール、野菜スープのレシピで上半分、下半分は「日本の政界で将来大物かと目

される小泉進次郎氏と」の説明で小泉進次郎氏とツーショットの写真を始め19枚の写真が紙面の
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約9 割を占める。裏面はｎ議員の質問・要望・ダイジェストと称して、平成15年から22年までの

議会での質問回数と内容が紙面約1/3、後の2/3 は議員の写真が10枚掲載されている。約30枚もの

議員の顔写真が掲載された区政報告は他の議員にはない。按分1/2だからといって自己ＰＲ中心の

区政報告は認められるものではない。よって、按分比の見直しを求める。その按分比に妥当性が

ない場合には、232,575円の返還を求める。

５) 2/11 区政報告作成代、1/2 の按分71,347円、封筒印刷22,942円 3/1,郵送代 8,000円

総合計102,289円について

上記の「絆」通信の按分比に基づいて、見直しを求める。その按分比に妥当性がない場合は、

経費102,289円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

１) インターネット接続料 1/2の按分で月2,520円×9ヶ月（4、5、6、7、8、10、11、1、2、）＝22,680

円、12月分は5,092円と高いのはなぜか、説明を求める。説明がない場合は5,092円の返還を求め

る。

２) 携帯料金は1/2の按分で合計83,895円

３) ファックス料金 1/2の按分で11か月分合計13,711円

４) 用紙代、11/19 Ｂ４用紙5,000枚、Ａ４用紙5,000枚は按分がなく、使途の説明がない。按分と使

途の説明を求める。説明がない場合は11,255円の返還を求める。

５) 会派事務費(電話料通信費、事務用品等) 2,506円、｢Ｒ会派｣会派事務費電話料通信代2,262円、事

務用品代4,774円、事業仕分け講師代3,750円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｎ議員に対する返還

要請額は、計上額9,542円である。

Ｉ. 人件費

１) １月分、1/19,区民相談（不動産の件）950円×5= 4,750円、1/29 区民相談（本人同行）4,750円

について

これは区民の個人的相談ではないか。政調費から支出する説明を求める。その説明に合理性・

妥当性がない場合は人件費計9,500円の返還を求める。

２) ポスティング代 57,000円について

Ｆ４）に書いたように、区政報告「絆」の経費は按分比の見直しを求めた。按分比の見直しが

ない場合には、ポスティング代に要した費用２月25時間分、３月35時間分、合計950円×60＝57,000

円の返還を求める。

３) 3/31,自民会派補助員分担金22,691円、Ｒ会派補助員分担金36,217円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｎ議員に対する返還

要請額は、計上額 58,908円である。

16. ｏ議員(Ｑ会派 Ｒ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入額362,347円、含む誤記更正額68,180円)

要返還額 1,278,068円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費として、合計240,300円を計上（計上されている資料代1,512円を除く）

● タクシー代 212,390円
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● 会派視察費 27,910円

視察先 神奈川県開成町

期日 平成22年8月16日

目的 通年議会

計上経費 交通費 3,280円

視察先 京都府議会、奈良市役所

期日 平成22年8月30日～31日

目的 事業仕分け

計上経費 宿泊・交通費 24,630円

１）タクシー代について

ｏ議員は、平成21年度政調費監査請求において、議長調査に対して「離婚相談の場合では、調

停で家裁に行く他に、福祉事務所への生活保護、医療保護の申請、子どもの保育園入所問題等、

離婚以外に多くの問題を伴います。こうした親子三人での移動にはタクシーが欠かせません。ま

た、21年度の抗弁書にもある通り、糖尿病による症状の一つに右足のしびれがありタクシーは必

要です」と記している。

区議会議長・事務局が、会派･議員配布する「政調費の支出に関する事務処理について」の冊子

に、留意事項として「公共交通機関の利用が原則」と書いてあるにもかかわらずタクシーの利用

が多い。しかもすでにこのようなことを指摘されている前年度より26,460円も多いということは

議員としての資質を疑う。絶対認めがたいことである。使途内容で著しく疑問におもわれること

を以下に列記するが、要返還額は 59,540円である。

● タクシー利用回数96回のうち25回は出張先が区役所で、計上額は 45,180円である。区役所で開催

される議会や委員会出席のための交通費用弁償は、現在は、平成18年の条例改正により認められ

ていない。従って、議員の責務である議会や委員会への出席のために、区役所に足を運んだ場合

は、その交通費の支給はされないと解すべきである。しかし、議会、委員会開催日に、区役所で、

政務調査活動を行った場合は、公金である政調費から、区役所への交通費が" 支給" されると、

解すべきなのだろうか。当然のことながら、この問いは、議会･委員会出席と政務調査活動の軽重

を論じているのではないし、ｏ議員の政務調査活動に疑問を呈しているのでもない。請求人は、

一般常識上からも、議会・委員会開催日に、政務調査活動の有無と無関係に、区役所への交通費

の政調費への計上を認めるべきでないと解する。従って、25回の区役所の往復と議会・委員会出

席との関係について、明確な説明を求めるが、議会・委員会の開催日が重なっている場合は、当

該日の区役所へのタクシー代の返還を求める。

● 5月4月8日 出張先図書館 内容調査（1,070円） 6月30日出張先図書館 内容政務調査（1,520 

円）とかかれているが、どんな調査の仕事をしたのか全く不明である。税金を使っている以上も

っと具体的に仕事の内容を記すべきである。計2,590円要返還。

● 5月25日△△園は議員自身の保育園なので、タクシー使用はおかしい。1,340円返還を求める。● 5

月4日出張先が南三鷹 内容が〔ｏ－１〕氏の相談とあるが、個人の相談と思われても仕方がない。

2,690円、3,860円合計6,550円の返還を求める。

● 7月6、7日 高井戸東小は議員宅から近いのでタクシーを使うのか? 2,140円の返還を求める。

● 6月19日出張先 〔ｏ－２〕 内容 職員採用について 政務調査の仕事で「職員採用について」

はおかしいのではないか？ 『事務局を通じて本人に問い合わせ要求した。本人が訂正するという

返事だったが（12月9日議会事務局〔ｏ－４〕さん談）、未だに訂正なし）しかも場所が新宿→歌

舞伎町 なんの調査か？』2,870円＋1,160円の合計4,030円の返還を求める。

● 4月14日、7月20日、26日、10月5日、25日、12月3日,22日1月25日、3月22日、出張先 登記所 内

容 謄本調査は政調費としてはなじまない。それぞれ1,070円6,190円（1,520円＋4,670円）2,600、
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3,040円（1,430＋1,610）円 2,320円（800＋1,520円）3,310円（1,250＋1,790）1,340円、2,590

円（1,250＋1,340円）合計22,460円の返還を求める。

● 交通費記録簿によると、4月21日 出張先 中野区 出張内容 保育入所 3,750円とある。 出

張先の中野区も問題だが、添付されている領収書は2,600円になっている。訂正を求める。

● 8月3日 出張先 勤福会館 内容 団体との懇談となっているが、なんの調査かがわからないの

で返還を要する。1,160円、1,430円合計2,590円の返還を求める。

● 8月27日 出張先 税務署 内容 固定資産税とあるが内容が政調費に値しない。1,790円の返還

を求める。

● 8月28日 出張先 自衛隊 内容 隊員募集 とあるが、杉並区の政調費で隊員募集はおかしいの

ではないか。1,340円、3,950円合計5,290円の返還を求める。

● 9月6日 出張先 四谷弁護士事務所 内容 建築問題とあるが、四谷の弁護士事務所に行く必要

性があるのか？ 4,220円要返還。

● 1月17日 出張先 Ｊホーム 内容 建築相談とあるがＪホームは個人的な建築会社と思われる

ので、政調費を使えるのか？ 1,070円の返還を求める。

● 2月4日出張先 第三建設 内容 都市計画とあるが、これも個人的会社か？ しかも場所が中野。

4,670円の返還を求める。

● 2月3日出張先 東京電力 内容 電柱移設とあるが、政調費の必要なし。800円の返還を求める。

Ｄ. 資料作成費

資料作成費として計上されているが、請求人は、広報用の資料と解した。

● 5月28日 区政報告作成費（按分なし）191,000円

● 8月18日 区政報告作成費（按分比50％）87,500円（平成22年11月18日に誤記更正）

１）平成22年5月発行の「未来の扉」は所属会派の７人で発行している。当ｏ議員をはじめとしてｒ、

ｐ、ｓ、ｔ、ｑ議員らは按分していないで全額計上しているが、唯一ｎ議員だけは按分している。

同じ会派で当然同じ目的で発行したのだと思われるがこのような違いがあるのはおかしいと思わ

れる。実物をみてみるとスペースの半分を使い、減税基金条例のアンケート結果とそれをベース

にした条例の一部修正と4項目の付帯決議等をつけて成立したことを報告している。残りの半分に、

「平成22年度から杉並区のくらしをさらに充実させます」と題で、種々の予算措置の具体例を挙

げ、中央のスペースに描かれた杉並区の地図に、主な予算対象場所の写真と７名の会派議員の顔

写真をその拠点と思われる場所に配置した構成になっている。

請求人は、前者のアンケートに係る報告は、政調活動と推認するが、後者の内容は、会派の地

盤強化活動と政調活動結果の広報活動とが混在していると解し、ｏ議員の自律性に基づいた按分

を要求する。その根拠に合理性･妥当性がない場合は、経費全額191,000円の返還を求める。

２) 10/16（土）区政報告会ポスター作成費を、平成22年8月3日に支払い、按分比80％で、140,000円

を政調費に計上していたが、同年11月18日に、按分比を50％に、誤記更正し87,500円の計上に変

更されている。

当該ポスターは、Ａ３の２倍のサイズのカラー印刷版で、その紙面の70％弱に、ｏ議員の上半

身の写真と大文字でｏ議員の名前が印刷され、下部に「Ｒ会派始動。区政報告会 時:平成22 年

10月16日（土）午後1時～ 所:ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口 掲示責任者 〔ｔ－１〕 東京都杉並区高

円寺南○-○-○ 印刷所 坂井製印株式会社東京都杉並区阿佐谷南1-16-9」との印刷がある。

これと同じ構成のポスターの作成費が、ｎ議員、ｐ議員、ｑ議員、ｒ議員、ｓ議員、ｔ議員か

ら、政調費に計上されている。ｓ、ｔ両議員は、決算時に、按分比50％で計上していたが、他の

議員は、ｏ議員と同じ様に、平成22年11月18 日に、収支報告書の誤記更正が行われ、按分比が、

80％から50％に変更されている。

平成6, 16, 18年度と３度、議会議長を務め、その他の議会の要職を経験し、議会の指導的役割
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にあったｏ議員に、問いたい、「このポスターが、政調費の交付を規定した条例、施行規則等の

理念に沿い、政務調査活動の一環をなしている」と, 判断しているのかと。平成22年10月16日の

区政報告会がどの様なものであったかについて、請求人が調査した限りにおいて、どこにも見出

し得なかった。７名の議員で、政策を請け負ったＫＥＩ工房（ポスターによると、印刷は、坂井

製印株式会社であるが）に、合計875,000円を支払っており、血税を支払っている区民感覚から言

えば、極めて重要な活動であると推測するが、どこに、どの資料に、その区政報告会の内容が記

載・報告されているか、情報の開示を要請する。従って、請求人は、ｏ議員より、合理性・妥当

性のある当該経費の計上根拠が明示されなければ、経費全額 87,500円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

● 朝日新聞 47,100円、毎日新聞 39,710円、赤旗 44,400円、杉並新聞 3,600円

ｏ議員は、平成21年度政調費監査請求において、議長調査に対して「毎日新聞と朝日新聞とで

は、それぞれ記事が異なっており、質問の際の資料として新聞は欠かせません」と記している。

なお、ｏ議員が、４年間の任期中に、本会議で質問を行ったのは、請求人の調査では、２回であ

る。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、議員の多くにとって、議員の立場

を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があること

は少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金で

賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資する

であろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞等が、政

務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めたものである。

しかもｏ議員は毎日、朝日、赤旗、杉並新聞を購読し、この４紙を政務調査費に計上している。

これだけの新聞購読が政務調査活動として必要である合理性・妥当性のある説明を求めるが、そ

れがない場合は、通常、一般紙とされる朝日新聞あるいは毎日新聞のどちらかの購読料の返還を

求める。それに、朝日新聞が該当するとした場合は、要返還額は、47,100円である。

Ｇ. 事務費

● 固定電話料(按分なし) 12,128円

● 事務用品(按分なし)：ボールペン3,460円、ホッチキス・用紙2,634円、スタンプ1,130円

● 手帳(按分なし) 1,197円

● 切手(按分なし) 5,000円

● 会派事務費(按分比50％)13,292円(Ｑ会派 2,506円、Ｒ会派10,786円)

１）固定電話について

請求人は、ｏ議員が賃借した事務所の固定電話の経費を、政調費に計上したと解したが、それ

が、按分なしで計上されている。多年にわたり議員の活動を行うと共に、議長を含め議会の運営

に携わった経験を持つｏ議員も、十分理解している様に、議員の活動は、政党・後援会活動を含

め多岐にわたる政治活動であり、政務調査活動は、その一部にすぎない。従って、請求人は、ｏ

議員に、固定電話の経費を按分なしとした明確な根拠の説明を求めるが、その内容に合理性・妥

当性がない場合は、計上額12,128円の返還を求める。

２) 手帳の購入について

手帳を按分なしで計上しているが、ｏ議員の政務調査活動専用の手帳なのだろうか。それらは、

種々の活動に用いられると考えるのが一般的であり、按分なしとした根拠の説明を求めるが、そ

の内容に合理性・妥当性がない場合は、その計上額1,197円の返還を求める。
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３）事務用品の購入について

4月14日 ボールペン 1,575円 419円 8月8日 ボールペン 1,466円

ボールペンだけで3,460円もつかうのは多すぎるのではないか？ 按分もされていない。ホッチキ

ス、用紙 2,634円 3月28日 スタンプ 1,130円などの文房具は政調費ではない。按分もされて

いない。合計7,224円が要返還である。

４）切手購入について

5月20日郵便切手4,000円（80円50枚） 12月27日郵便切手1,000円（50円20枚）は使途不明。計

5,000円の返還を求める。

５）会派事務費について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｏ議員に対する返還

要請額は、計上額 9,542円である。

Ｈ. 事務所費として、252,000円が計上されている。

高井戸東△-△-△ の住所にある建屋を、事務所として賃借しており、21,00O×12ヶ月計252,000 

円を支出計上している。一方、事務所補助職員の勤務地が、当該事務所に加え、区議自身の経営

する△△園（高井戸□-□-□、議会事務局発行の「ぎかいのしおり」の議員紹介欄の住所と同一

である）と二つが記載されているが、事務所としての使用実態の情報開示がなく明確でない。事

務所については賃貸契約書を提出するだけでなく、使用実態を明確に説明する書類を提出すべき

である。使用実態が不明なので252,000円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

● 補助職員賃金 546,929円（平成23年12月22日に誤記更正）

● 会派人件費 Ｑ会派人件費 22,691円、Ｒ会派人件費 36、217円

１）〔ｏ－３〕氏に支払われた546,929円について、上述のように、勤務地が、貸借している事務所と

ｏ区議の経営する△△園と両方になっている。又、事務所に勤務する当該補助職員が議員自身の

経営する△△園にも勤務している。毎月の就労時間明細と共に、勤務報告書が、資料として添付

されているが、当該職員が、二か所の事務所で、どの様に、勤務しているかが不明であり、特に、

△△園での勤務において、政務調査活動の補助職務ともう一つの職務、即ち、△△園の職員とし

ての職務との間に、どの様に一線を設けて勤務しているか等の勤務の実態について、情報の開示

がなく不明である。請求人は、政務調査費は税金支出であり、議員個人の私的な活動との公私混

同を明確な形で避ける手立てがなされるべきであると解し、ｏ議員に、勤務実態の情報開示を求

めるが、その内容に合理性･妥当性がない場合は、計上額 546,929円の返還を求める。

２) 会派分担金として計上されている人件費について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｏ議員に対する返還

要請額は、計上額58,908円である。

17. ｐ議員(Ｑ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入額なし)

要返還額 1,920,000円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。
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ｐ区議は19年4月初当選。23年6月区議選出の監査委員に選出された。

19年度の政調費の使途の内訳は、視察などの調査研究費に66,172円、研修費に2,960円、ＨＰ代の

広報費225,317円、封筒などの事務費29,143円、人件費に26,153円で、合計349,745円の支出であ

り、1,410,255円を返還した。

ところが、20年度以降、カラープリンター・パソコンなどの経費に政調費の約４分の１を支出

し、その使い道を証明するプリント類は１枚として提出していない。そのため使途、按分比の根

拠が不明であるにも関わらず、20年、21年共に当時の四居誠監査委員は適切な支出と認めてきた。

カラープリンター・パソコンなどの経費の按分比は、20年度は90％、21年度は75％、22年度は

90％とｐ議員は収支報告書に書くだけで、使用実態の説明もなく、証拠書類の提出もないまま、

変化している。当時の四居誠監査委員が｢議員が自律的に定めた按分を尊重｣し、20,21年度と認め

てきたので、22年度は按分比設定根拠の説明のないまま、引き上げた。以下、詳細を書く。

20年度は以下の経費はすべて90％の按分である。カラープリンターを184,747円で購入し、さら

に保守料として137,680円支出した。ＰＣのリース料などを含め、ＰＣ・ｶﾗ ﾌー゚ﾘﾝﾀー類に444,710

円を支出し、政調費の約1/4を使った。このカラープリンターによる印刷物は1枚も提出していな

い。（自身の区政報告は印刷業者に発注し、費用を政調費から支出しているのでカラープリンタ

ーを区政報告のために使用したことを証明する根拠はない。21、22年度も同様である）

21年度は以下の経費はすべて75％の按分である。ＰＣ･ｶﾗーﾌ゚ﾘﾝﾀー類の支出は394,943円である。

前年同様印刷物は１枚も提出がなく、使途・按分比を説明する根拠は不明のままである。甲の住

民監査請求に対し、ｐ議員は「監査委員の指示に従います」と抗弁している。

21年度の監査請求の監査結果書（以下監査結果書） P5 按分比について四居監査委員は＜最近

の判例では、按分割合の設定にあたり、個人的使用が可能なものは、個人的使用を２分の１、政

務調査以外の議員活動分を４分の１、政務調査分を４分の１として按分割合を認定するものが増

える傾向にあることなど、流動的な要素も多い。したがって、こうした動向なども参考に、設定

根拠等の明示なども含めて、不断に見直しを進めることを期待したい＞ と明記したにもかかわら

ず、監査結果書のP39では＜議員が自律的に定めた按分を尊重し＞適切な支出と認めた。さらに＜

なお、按分割合の根拠について、より明確に説明されることが望ましい＞ と書いている。四居誠

監査委員がしょっちゅう矛盾した判断を下しているので、議員には監査委員の意見は届かず、設

定根拠を明示しないまま、ｐ議員は、22年度は90%に引き上げた。

22年度は以下の経費はすべて90％の按分に引き上げ、ＰＣ・ｶﾗーﾌ゚ﾘﾝﾀー類の支出は、467,427円に

増加した。

23年4月の区議選でｐ議員は見事当選した。さらにその力量が買われ、何期もやっている区議を

差し置いて６月から監査委員に抜擢された。

区のＨＰには、監査委員の仕事は「区の事務事業が法令に従って正しく執行されているか、区

民の福祉増進のため最小の経費で最大の効果を挙げているかなど、行財政全般にわたってチェッ

クすることが監査委員の仕事です」と書いてある。ｐ議員には議員の報酬約 1,060万円、政務調

査費年額 192万円（月額16万円）、監査委員の報酬年額 180万円（月額15万円）が税金から支払

われている。

ｐ議員はＰＣ・ｶﾗ ﾌー゚ﾘﾝﾀー類の支出については３年間、ＨＰ経費については４年間、何ら按分比

の説明もなく、証拠書類の提出もないまま、自身の要求だけを押し通してきた。明確な説明根拠

を提示しないｐ議員を区議会では賛成多数で監査委員に選出した。自身の按分比の根拠を説明し

ないｐ議員に「区民の福祉増進のため最小の経費で最大の効果を挙げているかなど、行財政全般

にわたってチェックする」監査委員の仕事を任せるのは区民として大きな不安を持つ。ｐ議員が

監査委員になった今、自身の按分比をどのように説明するのか。設定根拠の提示を今年度こそ、

厳しく求める。

Ａ. 調査研究費
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１）ガソリン代50％按分計39,739円について

ガソリン代については領収書の提出だけで、使用実態の説明がないので認められない。すべて

按分1/2で支出されているがその根拠の説明は一切ない。一般の公共交通手段の利用には、交通費

記録簿の提出が要請されていると同様、自動車の利用でも記録簿を提出すべきである。監査結果

書Ｐ９で＜政務調査費の支出について具体的な説明がされることを望みたい＞と監査委員の判断

が記されているにも関わらず、22年度もｐ議員は説明もなく1/2 の按分で請求していることは認

められない。よって自動車の利用についての説明がない場合はガソリン代合計39,739円の返還を

求める。

監査結果書Ｐ９で＜政調費の支出について透明性の向上が強く求められている中、按分割合の

設定根拠について具体的な説明がされることを望みたい＞ とあるように、前年よりもよくするこ

とが議員としての義務である。

２) 11/16 区政報告案内 はがき印刷代 112,720円について

他のはがき代は広報費になっているが、112,720円は調査研究費になっているのはなぜか。説明

を求める

領収書には圧着葉書 800枚、ハガキ印刷 220枚とある。

圧着葉書の内容は山田前区長から田中新区長への変化が書いてあり、「トップダウンからゼロベ

ースそしてボトムアップへ田中区政のギアチェンジが本格的に進んでおります。変わり行く区政

のなかで・・」と書いているが、山田区政にも田中区政にも賛成しているｐ議員の政治スタンス

はどこにあるのか。そして、この圧着葉書の目的は10月23日の久我山稲荷神社での自身の区政報

告会のお知らせであり、最後の行は「何卒、ご参集賜りますようお願い申し上げます」と書いた

はがきで、自身の久我山稲荷神社での区政報告会のお知らせが目的のはがきである。

「10月23日の久我山稲荷神社での区政報告会のお知らせ」はすでに9/14にも24,850円を使って連

絡済であり、ＨＰの10月8日の「○○さんの一言」でも23日の区政報告会のお知らせを書いている。

しつこいほど自身の区政報告会については念押しをしている。

220枚のハガキ印刷のほうは

「さて先日来、皆様方のお住まいの一角をお借りして私が所属いたします、新会派「Ｒ会派」の

ポスターを掲示させていただきました。お蔭様で, 地域の要所で目立つ、絶好の位置に掲示をさ

せて頂き、地域に住まわれる多くの方々にポスターを見て頂けたと嬉しく思っております。」と

書いている。このポスターは8/5に計上した会派、区政報告会ポスターのことである。この文面か

らしてポスターの目的は会派として目立ち、絶好の位置に掲示することであった。これは政調費

で禁止している政党活動に関する経費に該当するので認められない。以上の理由ではがき印刷代

112,720円の返還を求める。

３）京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上について

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、そのひとつが、交際費（慶弔費、せん別、病気見舞

い、新・忘年会費等）に関する費用である。個人の生活習慣として、訪問先に土産品等を持参す

ることは一般に行われていることであるが、請求人は、当該議長訓令は、そのような一種のお礼

の習慣と、政務調査費との間に、明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。

どのような根拠で、このお土産代を政調費で計上したのか明確な説明を求める。請求人は議長訓

令の禁止事項と解しているので、全額3,360円のうち、ｐ議員への割振り分305円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費 116,135円

１）公明新聞５月から11か月分、20,185円、読売3,925円×11ヶ月＝43,175円

毎日 3,925円×11ヶ月= 43,175円・赤旗日曜版 800円×12ヶ月＝9,600円の購読料の合計 116,135

円について

ｐ議員の購読している新聞は、区民の多くが読んでいる新聞で、４紙を政調費（税金）で購読
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する新聞ではない。調査に必要な資料という名目で購入したと思われるが、４紙の購読料を政調

費で払っている議員はいない。４年間の任期中に本会議で質問したのはたった２回のみであり、

どこで生かされたか、不明である。一般的に各家庭は新聞を購読し、家族も含め新聞を読む実生

活がある。議員だからといって新聞の購読費を按分もなく、すべて公金で賄うことが認められる

のだろうか。新聞購読は政務調査活動に必要であることは認めるが、通常の生活感覚からして按

分もなくすべて政務調査活動とは認めがたい。よって按分比の明示を求める。その説明に合理性・

妥当性がない場合は新聞購読費 116,135円の返還を求める。

Ｆ. 広報費

１）4/8郵送料 100,360円について

第１回定例議会の報告とｐ議員の予算特別委員会での質問事項を書いてあるだけで、何ら区政

について調査した内容が見られない。区政報告には「国民は確り足元を見て生きているのに、政

治家は足元を見ても何もない浮き草になってしまう可能性がある」と書いてあるが、ｐ議員自身

はいかがであろうか。この内容で按分がなく、全経費を計上するのはなぜか、説明を求める。そ

の説明に合理性・妥当性がない場合は郵送料 100,360円の返還を求める。

２) 5/6 郵送代 18,785円について

何を郵送したのか不明なため、支出根拠が明確ではないので郵送代18,785円の返還を求める。

３) 5/25 区政報告500枚印刷代、版下作成費 29,550円（按分なし）

「日々挑戦」ｐ議員の区政報告であるが、持論と現状を伝えているだけである。そのなかで「住

み慣れた地域の行政に納得した納税が必要です。納税の恩恵をしっかりと実現できる地域社会こ

そが生き甲斐を増大させると思います」と書いてあり、請求人も同感である。しかし、この文に

は同感であるが、ｐ議員の政調費の支出はこの文と対比していかがなものか。区民の立場から見

ると、確り納税しているのに、議員のなかにはいい加減な政調費の使い方をする議員がいる。区

民のなかの一体誰が納税の恩恵を受けているのか、疑問を持つ。按分もなく全経費を政調費とし

て認められない。按分をし、その根拠の説明を求める。合理的な妥当性のある説明がない場合は

29,550円の返還を求める。

４) 5/28 Ｑ会派 区政報告新聞折込一式191,000円について

22年5月発行の「未来の扉」は所属会派の７人で発行している。ｎ議員以外のｏ・ｒ・ｐ・ｓ・

ｔ・ｑ議員は按分せず、全額計上している。同じ会派で同じ目的で発行したと思うがこの違い

は何か。請求人の意見としてはスペースの半分は減税基金条例のアンケート結果で政調活動と

して推認できるが、裏面は会派7人の活動拠点と思われる地域に顔写真を掲載し、『皆様のご支

持を頂いて杉並区議会議員を拝命したその瞬間から、私たちは区民の皆様方に代わって、訴え

る「口」であり、みはる「目」、聞き逃さぬ「耳」、正す「手」、走り回る「足」です』とあ

り、会派の地盤強化を狙った紙面と解される。読んでいて、区民の｢口｣｢目｣｢耳｣｢手｣｢足｣とな

ると訴えている様は会派ＰＲの区政報告である。会派の地盤強化活動と政調活動結果の広報活

動とが混在しているのでｐ議員の自律性に基づいた按分比を求める。その根拠に合理性・妥当

性がない場合は経費全額 191,000円の返還を求める。

５）7/17印刷代 144,870円について

《区政報告 日々挑戦》のはがき。内容は選挙結果の報告。「参議院選では・・・。区長選にお

いては、日毎に輝きを増していた千葉候補の奮闘及ばず、残念な結果となりました。・・区議会

補選においては、28歳ｕ候補が・・・。早いもので、わたしも来年の4月には任期改選を迎えます。・・・

何卒、宜しくお願い申し上げます。」といったはがきで、政務調査費で禁止されている選挙活動

に関する経費に該当するので、144,870円の返還を求める。

６）7/17 スタンプ代（按分なし）7,581円

スタンプには「杉並区議会議員 ｐ、日本再生は石原候補なくして在り得ません。何卒、皆さ



106

まの一票をお寄せ下さい。」とだけ書いてあって、選挙用のスタンプである。

ｐ議員は政調費をどう考えているのか。ここまで露骨に選挙のために支出をする議員はわずか

しかいない。選挙活動と混同している。即刻スタンプ代（按分なし）7,581円の返還を求める。

スタンプの購入費は事務費と広報費で分けて計上されているが、このスタンプは石原候補のこと

を広めるために広報費に計上したのか、説明を求める。

７）9/30 はがき代 497通、24,850円について

5月22日の区政報告会出席のお礼のはがきである。お礼以外に書いてあることは「今後も、皆様

のご声援を区議会活動の糧として、《日々挑戦》の思いを胸に刻み、地域の安心をしっかり築き、

穏やかな区民生活を目指してまいります」と書いている。「穏やかな区民生活を目指してまいり

ます」の主語は誰なのか、疑問である。このはがきの内容では政調費の使途基準には合致しない

ので、はがき代497通、24,850円の返還を求める。

８) 12/27,区政報告送料1,662通、113,385円について

区政報告は持論を述べただけで、何ら調査の後は見受けられない。文中には「皆様から頂いた、

杉並区議会議員の議席は, 早くも４年目を迎えております。・・引き続き、ｐに地域皆様のご

理解とご指示を賜りますようお願い申し上げます。日々、寒さも増しております。ご自愛くだ

さいますようお願い申し上げます。」と書かれ、これは政調費で禁止されている選挙活動に該

当するので113,385円の返還を求める。文中に書かれたご自愛はｐ議員にお願い申し上げられる

ものだろうか、疑問である。

９) 1/11,区政報告、・封筒・リーフレット印刷代119,518円について

区政報告は上記の８）と同じである。リーフレットにいたっては、表は自由民主党と書き、ｐ

議員が衆議院議員石原伸晃と満面の笑顔で握手している写真、裏面は自身の写真と名前である。

これは政調費で禁止されている選挙活動に該当するので119,518円の返還を求める。

１０) 3/24,区政報告・はがき印刷代 122,825円

はがきの内容は「来る、四月には統一地方選挙が行われます。再び勝利を目指し邁進して参る

所在です。此の度は, 下記の日時に区政報告会を行います。･･何卒ご参集賜りますようお願い

申し上げます」と書いてある。これは政調費で禁止されている選挙活動に該当するので、122,825

円の返還を求める。

１１）8/5,会派、区政報告会ポスター作成10分の８の按分, 140,000円（平成23年11月18日に、按分比

を50％に、誤記更正し87,500円の計上に変更されている）について

Ａ3の2倍の大きさの用紙に、実物大よりも大きい議員の顔、約10ｃｍ大の文字で書かれた議員

の名前、「Ｒ会派 始動。区政報告会 平成22年10月16日午後１時～ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口」と書

かれた赤いとても目立つポスターである。

区選管によれば、平成23年４月に選挙があるので、任期満了の６ヶ月前、つまり22年10月31日以

後、ポスターを掲示することが禁止されている。同様のポスターを、ｏ議員（54,64,66 代議長）、

ｑ議員（61,70代議長） ｒ議員（61,67代議長）、ｓ議員（65,69代議長）、ｔ議員（71代議長）、

ｎ議員（2008年度議員選出監査委員）、ｐ議員（2011年度議員選出監査委員）が作成し、すべて

掲示責任者は現議長ｔ区議の配偶者〔ｔ－１〕氏である。

区選管によれば、区議選の時、区公営ポスター掲示場は523ケ所、ポスターの大きさは、42cm

×30cmである。今回の政務調査費を使って区内に貼り出されたポスターは、大きさは選挙時の２

倍、７議員で枚数は７倍の3,500枚である。赤く目立つポスターが区内あちこちに貼られていた。

区民の多くは選挙が近いからと意識しただろうが、政調費つまり税金でこのポスターが貼られて

いるとは思いもしなかった。

大きな顔写真と区政報告会のお知らせだけのポスターであるにも関わらず、ｎ議員（広報費

80％,140,000円）ｏ議員（資料作成費80％,140,000円）、ｐ議員（広報費80％ ,140,000円）、ｑ

議員（資料購入費80％,140,000円）、ｒ議員（広報費80％,140,000円）、ｓ議員（広報費50％,87,500
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円）、ｔ議員（資料作成費50％,87,500円）と、議員によって支出科目も、按分比も異なったまま、

会派全員でポスターの経費として、合計875,000円が計上されていた。平成23年11月に、ｎ、ｏ、

ｐ、ｑ, ｒの各議員が、按分比を、50％とし、各議員の経費を87,500円に、誤記更正手続きを行

っている。但し、計上科目の変更はなく、各議員間で異なったままである。

Ａの２）で書いたように、ｐ議員はポスターの掲示について次のようにはがきに書いて協力者

に礼状を出している。『さて先日来、皆様方のお住まいの一角をお借りして私が所属いたします、

新会派｢Ｒ会派｣のポスターを掲示させていただきました。お蔭様で地域の要所で目立つ、絶好の

位置に掲示をさせて頂き、地域に住まわれる多くの方々にポスターを見て頂けたと嬉しく思って

おります。』

これは、政調費で禁止している政党活動に関する経費に該当するので認められない。10月16日

阿佐ヶ谷駅前での写真、録音、区民の反応など区政報告を実施した証拠書類の提出を求める。７

人の議員は区政報告の発行やＨＰを利用しているが、区政報告やＨＰに区政報告会の記載はない。

ポスター作成費用の領収書では区政報告会の実施証拠にはならない。以上の理由からポスター代

87,500円の返還を求める。

ｐ議員は自身のＨＰで「○○さんの一言」で日常の雑感をよく書いている。区政報告会のあっ

た10月16日については以下のように記載している。議員自身の結婚記念日とまで書きながら、14

万円の政調費を支出して阿佐ヶ谷駅前で予定していた区政報告会については、一文字として書い

てない。ｐ議員は久我山駅前での区政報告は号外版で細かく書いているのに、何故７人の議員が

多額の政調費（税金）を使って真っ赤なポスターを杉並区内に張り巡らして宣伝した区政報告会

のことをＨＰに書かなかったのか、説明を求める。

＜ｐ議員のＨＰより＞

2010年10月17日 福祉会館まつり、すぎなみ舞祭

昨日、１６日・土曜日、高井戸東４丁目にある、社会福祉協議会・福祉会館まつりの開会式に出席

いたしました。

毎年お伺いしておりますが、今年は、保健福祉委員会の委員長の立場で開会式に臨み、少し緊張を

致しました。

区長と区議会議長のご挨拶に、精神障害者の方達への手当てについて、支給検討に向けた言葉があ

りました。

私も、委員会に以前より請願されている手当ての事を、確り所管と情報交換を行い、委員会で議論

を進めて参りたいと強く思っております。

開会式の後、障害者の皆さんが作られた作品を見させて頂きました。

バザーの会場もあり、手づくりのビーズで作られたポケットティシュ入れを購入しました。

素晴らしい出来栄えで、帰宅して妻に手渡したら本当に驚いておりました。

因みに１６日は、私たち夫婦に取りまして、３３回目の結婚記念日です。

とにかく、様々な作品を見て思う事は、障害を持たれた方々の感性の素晴らしさです。

社会でその感性が役立つよう、議会と行政はもっと努力をせねばならないと思うところです。

本日、17日・日曜日は、第三回すぎなみ舞祭が開催され、開会式に出席いたしました。

今年は、会場を上井草運動場から杉十小学校と蚕糸の森公園に移して行われました。

出場チームも毎回増えており盛り上がりが感じられます。

今年も茨城や千葉など他県のチームや他区のクラブチームも参加し交流の場も広がっているように

見えました。

出場チ- ムの子供達が、他チームが演技している時に手拍子をし応援する姿がとても気持ちよく感

じられました。

本当にダンスが大好きと言う感じが身体から湧き出ていて好感が持てます。
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アップテンポの曲の間にハワイアンの曲が流れ、ほっとしたりもしました。

実行委員の方が、舞祭の会場を固定せず、何箇所かでローテーション出来ればと話されておりまし

た。

良い試みと思いました。

私が住む久我山にある、ＮＨＫグランドも会場に使用出来たら良いと思うところです。

子供達の、しなやかな身体の動きと、若いお父さんやお母さん達が一生懸命子供達の面倒を見てい

る姿はいいですね。

３４号 自分探し

号外版

駅頭・区政報告 掲載

久我山駅・駅頭で朝のご挨拶を続けさせて頂いております。

杉並区議会議員 ｐ です。

平成１８年１２月４日、初めて久我山駅南口に立ち、５年が経ちます。この地に暮らす大勢の皆

様に、朝、お勤めや学校にお出かけの途中、ほんの僅かな間ですが、お声掛け出来る事を嬉しく

思っております。

「おはようございます」の繰り返しですが、続けさせて頂いております。

ほんの僅かな間に、私の前を通り過ぎられる皆様にお伝え出来る言葉は、「おはようございます」

の一言に尽きます。

その一言に、地域の安心と安全そして健康を込めて、今後もご挨拶を続けさせて頂ければと願っ

ております。

私、 ｐ は久我山に生まれ、育ち、暮らし続けて５９年を迎えようとしております。

そして、私が終に帰るところは久我山の土です。

歳を重ねる中で、久我山の変化を見つめて参りました。

地域で暮らし続けてきた私の思いと、地域で暮らされる皆様の声が反映される杉並区政を目指し

て、区議会活動に邁進して参ります。

この度は、私の思いを少しでもお伝えする事が出来ればと、街頭で配る区政報告第１号を作成致

しました。

お読み頂ければ幸いです… 続きは「○○さんの瓦版」をクリックください！

１２)ＨＰ管理料、10分の９按分、計315,000円について

按分の根拠が不明である。上記の記載例のように日常の雑感が細かに書かれている。区民とし

て知りたいのは、議員として区政にどう取り組んでいるか、議員にしか見えない情報開示等であ

る。ｐ議員の結婚記念日など私的なものには何ら関心はない。315,000円を365日で割ると一日あ

たり約860円になる。ちょうど新書版の値段である。個人の負担でＨＰを開設するならいざ知らず、

税金であるという感覚を持って欲しい。90％を政調費で支出する根拠は何か、説明を求める。そ

の按分比に正当な根拠となる説明がない場合は315,000円の返還を求める。

Ｇ. 事務費について

１）パソコン接続料58,968円、パソコンリース料151,956円（平成23年6月22日に誤記更正がなされ、

7,035円削減されている）、カラープリンター保守料139,476円、ソフトリース料73,704円、無線

ラン料36,288円、以上合計460,392円。以上の按分比はすべて90%である。

按分比の説明が一切ない。パソコンもカラープリンターも購入できる価格である。実際に20年

度はカラープリンターを、184,747円で購入し、さらに保守料として137,680円支出した。20年度

に購入した高額なカラープリンターについて、20,21,22年度は使用説明は一切なく、証拠書類の

提出もない。区政報告はすべて印刷代を支出しているので、カラープリンター等の使用目的は何
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か、説明を求める。使途不明の支出は認められないので、証拠書類の提出と按分比の説明を求め

る。証拠書類の提出と、使用目的、按分比の正当な説明がない場合は460,392円の返還を求める。

現在、監査委員であるｐ議員はまず、自身の政調費から範を示すべきである。

２）携帯電話料金50,462円について

毎月携帯電話２台分の領収書が添付してある。そして、高額のほうの領収書で政務調査費を支

出している。何故、高額のほうが政調費なのか、説明もなく、根拠もないので認めることはでき

ない。50,462円の返還を求める。

３）スタンプ代 計16,716円について

Ｆの６）で書いた文面「杉並区議会議員 ｐ、日本再生は石原候補なくして在り得ません。何

卒、皆さまの一票をお寄せ下さい。」のスタンプ代（按分なし）は広報費で計上したが、以下の

文面のスタンプ代は事務費で計上した。事務費と広報費の違いは何か、説明を求める。

6/14 スタンプ１ヶ、5,775円

「皆様のお力をお寄せ下さい。杉並区議会議員 ｐ」横書き

6/28 スタンプ２ヶ、10,941円、

「皆様のお力をお寄せ下さい。杉並区議会議員 ｐ」縦書き

上記のスタンプは内容からして選挙用である。選挙活動への支出は禁止されているので16,716円

の返還を求める。

４）5/17,はがき印刷代、16,330円について

はがきの内容は、5月22日の久我山稲荷神社での区政報告会のお知らせのみであり、政務調査と

は何ら関係ない。16,330円の返還を求める。

５) 会派事務費・電話費の分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｐ議員に対する返還

要請額は、計上額9,542円である。

Ｉ. 人件費

１）会派人件費、Ｑ会派人件費22,691円、Ｒ会派人件費36,217円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｐ議員に対する返還

要請額は、計上額58,908円である。

18. ｑ議員（Ｑ会派）

政調費交付額 1,920,000 円（戻入額79,254、含む誤記更正額 52,500円残額）

要返還額 1,397,808 円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示･説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使途

に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１）月極駐車場代、毎月11,500円×12ヶ月＝138,000円について

自動車を購入するためには、法的に私有であろうと、借用であろうと駐車場を有することが必

須条件である。ｑ議員は駐車場を借用していると思われるが、契約書の提出がなく、駐車場の所

在地さえ、明らかにしていない。証拠書類として提出されているのは、「領収証」の冊子のみで

あり、政調費＝税金支出の領収書としては不備である。21年度の監査請求の監査結果書（以下監

査結果書）P10で＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関する規定で該当しないとされて

いる「自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費」と月極駐車場代を区分する
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根拠は明確ではない＞と書いてあるように、政調費からの支出を監査委員でさえ、明確に認めて

いない。さらに下記の２）で書いたがガソリンの支出は８月以後３月までの８ヶ月間でわずか354

円である。これは車が殆ど政務調査として利用されていないことを証明している。以上の理由か

ら請求人は月極駐車場代138,000 円の返還を求める。

２）ガソリン代4/3、349 円、4/8、1,203 円、4/9、603 円、5/16、1,708 円、6/20、570円、6/28、

2,614 円、7/31、419 円、12/11、354 円、ガソリン代合計7,820 円について

すべて按分 1/2 で支出されているがその根拠の説明は一切ない。一般の公共交通手段の利用に

は、交通費記録簿の提出が要請されていると同様、自動車の利用でも記録簿を提出すべきである。

監査結果書Ｐ９で＜政務調査費の支出について具体的な説明がされることを望みたい＞と監査委

員の判断が記されているにも関わらず、22年度もｑ議員は説明もなく1/2の按分で請求しているこ

とは認められない。よって自動車の利用についての説明がない場合はガソリン代合計7,820円の返

還を求める。

３）10/28 の朝日新聞購読料10 月分は調査研究費になっている。他の月は資料購入費である。この月

だけ目的が異なるのはなぜか、説明を求める。合理的、妥当な説明がない場合は3,925円の返還を

求める。

Ｂ．研修費

１）11/30 の特区議長会都要望に係る意見交換会出席負担金10,000 円について

この研修は議長としての出席負担金なので、政務調査費以外から負担すべきである。議長の意

見交換会出席負担金10,000円の返還を求める。

Ｃ. 会議費

１）茶菓代、亀井堂の500円の袋詰め菓子、合計33,000円について

5/22（民生委員意見聴取）3,000円、6/6（学童保育に関する意見聴取）3,000円、6/17（医療問

題に関する意見聴取)3,000円、6/19（保護司活動意見聴取）4,000円、6/24（スポーツ振興意見聴

取）3,000円、6/27（ママさんバレー振興意見聴取）5,000円、8/1（育成会活動意見聴取）3,000 円、

9/2（介護問題意見聴取）3,000円、11/12（民謡ボランテイア）3,000円、12/10（いきいきクラブ

打ち合わせ） 3,000円、合計33,000円ｑ議員は区民の意見聴取の際、亀井堂から500円の袋詰め菓

子を会議参加者人数分購入している。何時間会議をしているかわからないが、常識から考えて、

会議中に500円の菓子を食べきることはなかなか大変なことで持ち帰っているだろう。亀井堂の

500円の袋詰め菓子は、15個の小袋に分けられ瓦せんべいが20数枚入っている。ｑ議員はよく亀井

堂でお菓子を買うのであろうか。500 円の袋詰め菓子は商品として置いてないので「ｑ先生が買

う500円の袋詰め菓子を下さい」と言ったら、亀井堂の店員が作ってくれた。監査結果書P13＜ 会

議における茶菓代であるが、使途基準細則で、1人あたり500円という限度額を設け、・・ただし、

会議参加者に対するみやげ物の購入費まで認める趣旨でないことは言うまでもない＞と監査委員

の判断が書いてある。他の議員と比較し、毎回500円の限度額を支出するので会議費が高い。会議

参加者にｑ議員は｢この茶菓代は税金から支出している｣と説明しているだろうか。税金の使途を

区民に明確に説明すべきである。よって袋詰め菓子代合計33,000円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

１） 8/18に区政報告会ポスター500部、按分80％140,000円(平成23年11月18日に、按分比を50％に、

誤記更正し87,500 円の計上に変更されている)と振込み手数料336円について

Ａ３の２倍の大きさの用紙に、実物大よりも大きい議員の顔写真、約10ｃｍ大の文字で書かれ

た議員の名前、「Ｒ会派 始動。区政報告会 平成22年10月16日午後1時～J R 阿佐ヶ谷駅南口」

と書かれた赤いとても目立つポスターである。区政報告会のお知らせと顔写真を大きく載せたポ

スターで資料購入費とは何を意味するのか、説明を求める。

区選管によれば、平成23年4月に選挙があるので、任期満了の６ヶ月前、つまり22年10月31日以後、

ポスターを掲示することが禁止されている。選挙を意識してか、期限ぎりぎりまで議員の顔を大
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きくアップしたポスターが区内に貼られていた。ｑ(61,70代議長)議員と同様のポスターを、ｏ

(54,64,66代議長)、ｒ(61,67代議長)、ｓ(65,69代議長)、ｔ(71代議長)、ｎ(2008年度議員選出監

査委員)、ｐ(2011年度議員選出監査委員) 議員が作成し、すべて掲示責任者は現議長ｔ議員の配

偶者〔ｔ－１〕氏であった。

区選管によれば、区議選の時、区公営ポスター掲示場は523ケ所、ポスターの大きさは、42cｍ

×30cｍである。今回の政務調査費を使って区内に貼り出されたポスターは、選挙時と比較して大

きさは2倍、枚数は７人で７倍の3,500 枚である。赤く目立つポスターが区内あちこちに貼られ、

区民の多くは選挙が近いからと意識したが、政調費つまり税金でこのポスターが貼られていると

は思いもしなかった。

作成者全員議長・監査委員経験者で政調費条例を熟知しているはずである。「杉並区議会の会派

及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例（平成14年3月23日条例第26号）」を制定したと

きの議長はｑ議員である。

区政報告会のお知らせと議員の大きな顔写真のポスターであるにも関わらず、ｑ議員（資料購

入費80％, 140,000円）、ｎ議員(広報費80％, 140,000円)、ｏ議員(資料作成費80％, 140,000円)、

ｐ議員(広報費80％, 140,000円)、ｒ議員(広報費80％,140,000円)、ｓ議員(広報費50％,87,500

円)、ｔ議員(資料作成費50％,87,500円) と、議員によって支出科目も、按分比も異なったまま、

会派全員でポスターの経費として、合計875,000円が計上されていた。平成23年11月に、ｎ、ｏ、

ｐ、ｑ, ｒの各議員が、按分比を、50％とし、各議員の経費を87,500円に、誤記更正手続きを行

っている。但し、計上科目の変更はなく、各議員間で異なったままである。

ポスターの「Ｒ会派 始動」とはこの時、「Ｒ会派」という会派で活動していたので、これは

政調費で禁止している政党活動にあたる。10月16日阿佐ヶ谷駅前での写真、録音、区民の反応な

ど区政報告を実施した証拠書類の提出を求める。７人の議員は区政報告の発行やＨＰを利用して

いるが、区政報告やＨＰに区政報告会の記載はない。ポスター作成費用の領収書では区政報告会

の実施証拠にはならない。以上の理由からポスター代87,500円と振込み手数料336円の返還を求め

る。

２) 読売新聞購読各月 3,925円×５（４月５月６月１月２月）＝19,625円

朝日新聞購読各月 3,925円×５（７月８月９月11月12月）＝19,625円

聖教新聞各月1,880円×２（４月５月）＝3,760円

赤旗新聞各月800円×５（６月７月８月９月11月）＝4,000円

以上合計47,010円

一般的に各家庭は新聞を購読し、家族も含め新聞を読む実生活がある。議員だからといって新

聞の購読費を按分もなく、すべて公金で賄うことが認められるのだろうか。新聞購読は政務調査

活動に必要であることは認めるが、通常の生活感覚からして按分もなくすべて政務調査活動とは

認めがたい。よって按分比の明示を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は新聞購読費

47,010円の返還を求める。

Ｆ. 広報費

１）5/28、区政報告作成費191,000円

22年5月発行の「未来の扉」は所属会派の７人で発行している。ｎ議員以外のｏ・ｒ・ｐ・ｓ・

ｔ・ｑ議員は按分せず、全額計上している。同じ会派で同じ目的で発行したと思うがこの違いは

何か。スペースの半分は減税基金条例のアンケート結果で政調活動として推認できるが、裏面は

会派7人の活動拠点と思われる地域に顔写真を掲載し、会派の地盤強化を狙った紙面と解され、ｎ

議員は按分したと思われる。同じ会派で同じ目的で発行したと思うがこの按分の違いは何か。請

求人から見れば、スペースの半分は減税基金条例のアンケート結果で政調活動として推認できる

が、裏面は会派7人の活動拠点と思われる地域に顔写真を掲載し、『皆様のご支持を頂いて杉並

区議会議員を拝命したその瞬間から、私たちは区民の皆様方に代わって、訴える「口」であり、
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みはる「目」、聞き逃さぬ「耳」、正す「手」、走り回る「足」です』とあり、会派の地盤強化

を狙った紙面と解される。読んでいて、区民の「口」「目」「耳」「手」「足｣となると訴えてい

る様は会派ＰＲの区政報告である。会派の地盤強化活動と政調活動結果の広報活動とが混在して

いるのでｑ議員の自律性に基づいた按分比を求める。その根拠に合理性・妥当性がない場合は経

費全額191,000円の返還を求める。

２ ) 8/1,区政報告８月号2,000部、220,000円

ｑ議員の区政報告は他の議員と比較し、作成費が１枚あたり110円と非常に高い。監査結果書P39

で＜今後は、政務調査費が公金であることを踏まえて、複数の印刷会社から見積もりを取るなど、

経費削減に努められたい＞と指摘されているにも関わらず、毎年のごとく、1枚100円以上の高額

な作成費を計上している。議長経験者として監査委員の指摘をどう受け止めているのか問いたい。

紙面の表面は第70代議長就任の挨拶、裏面はｑ議員の95年からの想い出の4枚のスナップショット、

議員履歴が多く、区政調査に該当する部分はわずかである。ｑ議員にとって想い出の４枚のスナ

ップショットや議員履歴は意味があるだろうが、ｑ議員の17年前の若い時の写真を公金220,000

円も使って区民に知らせる理由は何か、或いは17年前の写真が区政に関する調査研究に必要なの

か、説明を求める。そして、区政報告のトップには「子供たちの未来に愛ある区政を! !」と書

きながら、按分はなく、経費全額を公金から支出するのは矛盾していないか。紙面の多くはｑ議

員のＰＲであるので、ｑ議員の自律性に基づいた按分比を求める。その根拠に合理性･妥当性がな

い場合は経費全額220,000円の返還を求める。

３) 3/7,区政報告１月分2,000部 200,000円について

上記２）でも書いたが1月号も作成費が1枚あたり 100円と非常に高い。監査結果書P39で＜今後

は、政務調査費が公金であることを踏まえて、複数の印刷会社から見積もりを取るなど、経費削

減に努められたい＞と指摘されているにも関わらず、毎年、毎回、高額な作成費を計上している。

８月号と比較した場合、少なくはなっているが田中区長、△△親方との写真、自身の顔写真、議

員履歴など、自己ＰＲの部分が多くある。区政報告のトップには８月号と同様「子供たちの未来

に愛ある区政を! !」と書きながら、按分はなく、経費全額を公金から支出している。ｑ議員の自

律性に基づいた按分比を求める。その根拠に合理性・妥当性がない場合は経費全額200,000円の返

還を求める。

４) 2/10,区政報告ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙封筒2,000枚、18,900円について。

この封筒は３）の区政報告に使用されたと思われるので、３）同様按分比を求める。その根拠

に合理性・妥当性がない場合は経費全額18,900円の返還を求める。

５) 区政報告作成費、ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙代人件費（区政報告に関連して）

７月分区政報告作成のために25時間×800円＝ 20,000円、8月分区政報告ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙に 50時間×

800円＝40,000円、12月分区政報告作成の為資料準備28時間×800円＝22,400円、１月分区政報告

ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙43時間×800円＝34,400円、２月分区政報告ﾎ゚ｽﾃｨﾝｸ゙28時間×800円＝22,400円、合計

139,200円について広報費(上記の２)、３)の按分比に基づいて按分することを求める。按分しな

い場合は全額139,200円の返還を求める。

ｑ議員はＨＰで、私の政策理念として「政治屋は次の選挙の事しか考えない。政治家は向う5 年、

10年の将来像を考え行動する。そんな政治家になりたい」と述べている。ｑ議員の区政報告作成

費が高額なことは何度も監査委員に指摘されている。未来ある子供たちのためにも、税金の使い

方を考え、将来像を考えられる政治家に邁進することを希望する。

Ｇ. 事務費

１）事務所費の欄にも書いたが、ｑ議員の自宅は、店舗、事務所、○○ゆかりサロンと多様に利用さ

れている。しかし、下記の電話代、Ｊ－ＣＯＭ、ドコモ、ＮＴＴｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝの按分はすべて1/2 に

なっている。実態に則した按分比の見直しを求める。例えば固定電話代は自宅を事務所にしてい

るので基本料金は、原則、議員活動の有無とは関係なく支払いは生ずるものである。従って政務
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調査活動のために自宅の固定電話を使用した場合、基本料金を含まない、その使用回数に応じた

使用料のみを使用実態にあった按分比で政調費に計上すべきである。実態に則した按分比の合理

的な説明がない場合は電話代合計29,229円、Ｊ－ＣＯＭ合計28,754円、ドコモ合計27,742円、Ｎ

ＴＴｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝ合計 46,976円、総合計132,701円の返還を求める

・電話代、按分1/2 で合計 29,229円

・Ｊ-ＣＯＭ、按分1/2で合計 28,754円

・ドコモ、按分1/2で合計 27,742円

・ＮＴＴｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝ, 按分1/2で、5/31 (2か月分) 7,822円、6/30、3,955円、8/2、3,911円、8/3 1、

3,911円、9/30、3,911円、11/1、3,911円、11/30、3,911円、1/4、3,911円、1/31、3,911円、

2/28、3,911円、3/31、3,911円、合計46,976円、

２) ＮＴＴｺﾐｭﾆｹーｼｮﾝは毎月3,911円なのに6/30だけ収支報告書は3,955円支出している。何故6/30だけ

高いのか説明を求める。説明がない場合はその差額44円の返還を求める。

３）5/19、ＦＡＸ修理、按分は 1/2 で、4,252円について。ｑ議員の自宅は、店舗、事務所、○○ゆ

かりサロンと多様に利用しているのに、1/2 に按分した根拠は何か。合理性・妥当性のある説明

がない場合は4,252円の返還を求める。

４) 切手6/23、1,000円、6/29、2,400円、7/9、切手はがきセット２シート、2,000円、7/20、切手は

がきセット１シート1,000円、8/10切手,はがきセット２シート3,000円、8/25、80円、合計切手は

がき代9,480円について

収支報告書には通常使用と書いてあるが、通常使用とは何か。また、事務費で使用する場合、

何故切手はがきセットをシートで買うのか。明確な使用目的の説明を求める。合理性・妥当性の

ある説明がない場合は合計9,480円の返還を求める。

５) 電気代、8/26、1,817円について。電気代は毎月事務所費で計上しているのに、8月だけ事務費で

計上したのはなぜか、説明を求める。合理性・妥当性のある説明がない場合は1,817円の返還を求

める。

６) 水道代、3/4、672円について。水道代は毎月事務所費で計上しているのに、3月だけ事務費で計上

したのはなぜか、説明を求める。合理性・妥当性のある説明がない場合は672円の返還を求める。

７) 会派事務費分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｑ議員に対する返還

要請額は、計上額9,542円である。

Ｈ. 事務所費

事務所使用の補足資料として建物の面積･間取り図が提出されている。１階部分は半分が〔ｑ－

１〕店の店舗部分、半分が事務所使用部分となっている。しかし、インターネットでは事務所部

分は「○○ゆかりのサロン」として紹介されている。また杉並広報でもこのサロンを利用したイ

ベントが紹介され、平成19年から参加費を集め、講師を招き、イベントが行われている。この１

階部分は店舗なのか、サロンなのか、事務所なのか、使用実態の説明を求める。

１) すべて按分は1/10でガス代8,895円、電気代19,200円、水道料4,006円について。

自宅、店舗、○○サロンを兼ねた事務所でのガス代、電気代、水道料を、按分して政調費から計

上しているが、自宅も兼ねているので基本料金は議員でなくても当然払うものである。議員が使

用するからといって、基本料金を政調費＝税金で払う理由はない。使用量に応じた使用料のみを、

使用実態に則した按分比で計上すべきである。事務所部分の按分は妥当なのか、説明を求める。

合理的な説明がない場合はガス代8,895円、電気代19,200円、水道代4,006円の返還を求める。

２) ８月の賃金、8/24、49,600円について。8月分は事務所代で計上したのは何故か（他の月の賃金は

人件費）。説明を求める。合理的な説明がない場合は49,600円の返還を求める。

３) 事務所蛍光灯3本取替え按分1/2で2,000円について。事務所は上記に書いたように多様に利用され

ている。この按分は妥当なのか、説明を求める。合理的な妥当性のある説明がない場合は2,000
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円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

１) 会派人件費分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｑ議員に対する返還

要請額は、計上額58,908円である。

19. ｒ議員(Ｑ会派)

政調費交付額 1,920,00円(戻入額なし)

返還要求額 1,280,631円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１) ガソリン代として、50％に按分した額合計13,759円が計上されている。

請求人が行った平成21年度政調費の監査請求の主張について、ｒ議員は, 議長の調査に対する

回答として「通常は徒歩･自転車利用であり, 公共の交通機関の利用の場合はスイカで、車両使用

が必要な時のみ自分の車（日産キューブ車）を使用しており、年額10,761円は妥当と考える。指

摘の自動車利用で、目的地との走行距離記録とその推定燃費やその使途を計上明確にすべきと述

べているが、タクシー会社ならともかく、これも恣意的且つ短絡的要求と考える」と述べている。

請求人の主張は、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、公共の交通機関等の利用が難し

く、自動車利用の合理性・妥当性のある理由がある場合にのみ、政調費として計上することが認

められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する自動車の種類・所有者等を明示

し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から算出したガソリン料を計上す

る方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明確にでき、公金である政調費支

出の趣旨に合致しているといえる｣とするものであった。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で103リットルであり、例えば、使用された日

産キューブの標準の燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、721kmとなる。又、その活

動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道か井之頭

通りを、年間48回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査活動の

走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有していないが、

自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比を適用し

たガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等により、自動車使

用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致していると主張して

いるのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されている同様、

自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべきと解する。この様な走行

距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行われており、請

求人は、ｒ議員が主張する様な恣意的且つ短絡的要求とは、解していないことを申し述べておく。

従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、自動車の利用実態の開示を求める。

それに合理性・妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の全額13,759円の返還を求める。

２) 複数有志視察行が、下記の様に、２回実施され、その経費が政調費に計上されている。

● 視察先 神奈川県開成町

期日 平成22年8月16日
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参加者 ｒ議員、ｏ議員、Ｅ議員、ｘ議員、ｓ議員、Ｄ議員、ｔ議員、Ａ議員、ｕ議員

目的 通年議会

計上経費 3,596円

● 視察先 京都府議会、奈良市役所

期日 平成22年8月30日～31日

参加者 ｒ議員、ｏ議員、ｑ議員、Ｅ議員、ｘ議員、ｓ議員、Ｄ議員、ｔ議員、ｐ議員、Ａ

議員、ｕ議員

目的 事業仕分け

計上経費 視察先議会事務局へのお土産代 305円（3,360円を11名に割振り）

宿泊･交通費 38,677円

ｉ）京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資

するために該当しない経費が挙げられているが、その一つが、交際費（慶弔費、せん別、病

気見舞い、新・忘年会費等）に関する経費である。

個人の生活慣習として、訪問先に土産品等を持参することは一般に行われていることである

が、請求人は、当該議長訓令は、その様な一種のお礼の慣習と、政務調査活動との間に、明

確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。ｒ議員が、最初に議長に就任

した平成12年度に政調費の条例が制定され、更に、２度目に議長に就任する直前の平成19 年

３月に、最初の議長訓令が出されており、議会の要職にあった立場から、それらの制定の背

景等を充分に理解していると解していたが、どの様な根拠で、このお土産代を政調費に計上

することとしたのかの明確な説明を求める。 請求人は、お土産代の政調費への計上は、議

長訓令の禁止事項であると解し、全額3,360円、その内、ｒ議員への割振り分305円の返還を

要求する。

ⅱ）二つの視察報告書の代表所感には、視察の結果として、目的とした現地の状況を把握し、今

後、区の施策として取り組む検討を行う場合の参考になったとことが、述べられている。

請求人は、政務調査活動は、会派・議員の判断の基に行われ、その自主性・自律性を尊重

すべきものと解しているが、一方、公金を使った活動の対象プロジェクトについて、それが

継続するかあるいは中断したかに係らず、視察後、どの様に展開しているかの情報開示がな

されるべきであると解している。ｒ議員が発行するウィ、サーブ75号(平成22年9月) に、杉

並版の｢事業仕分け｣の段階的実施を報告しているが、76号(平成23年3月の最終号) やホーム

ページ(Ｑ会派ｒ議員) には、当該視察報告やその進展状況について、それ以上の記載はない。

請求人は、政務調査活動の対象とした当該視察の選択の内容、その成否を問題としているの

ではなく、会派・議員には、公金を使った活動については、結末を明確にする責任があると、

解している。

Ｅ. 資料購入費

下記の雑誌、新聞、書籍の購入経費が計上されている。

● 文芸春秋(平成22年4月号から平成23年3月号まで) 9,440円

● 都政新報(平成22年11月から平成23年4月) 9,600円

● 日経ヴェリタス(年間購読、平成22年6月支払) 23,400円

● 書籍 5,243円

＜知らないと恥をかく世界の大問題、世界を知る力、国家の命運、無縁国家、壊れゆく国＞

１) 請求人が行った平成21年度政調費の監査請求の主張について、ｒ議員は, 議長の調査に対する回

答として「請求人は、月刊誌文芸春秋を日常読んでのご指摘なのか? その内容は多岐にわたり、

政治･経済･文化･歴史等に関し多くの示唆を与える内容と理解し購読している。領収書に一部ペー
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ジを付してその題目を明示しているが、500ページに及ぶ毎回の内容は議員調査活動の一助となっ

ている。9,160円の返還請求は不当である」と述べている。

請求人は、どの様な資料を選択するかどうかは、議員の自律性ある判断領域であり、その是非、

すなわち、文芸春秋の内容・価値を問題にしているのではない。請求人の主張は、政務調査研究

活動とは無関係に、通常の生活を営む上で、日々、新聞、週刊誌、月刊誌等を購入することは、

一般的な慣習であり、議員の実生活と、議員としての活動との間に明確な区分けを設けるべきで

あるとの考えに基づく。例えば、議員の実生活は、当選した日も続いており、多くは、その実生

活の基本に変化があることは少ないと推測されるが、当選した月から、購読していた雑誌等が、

按分で何であれ、その購読費を公金で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該

雑誌等の購読が、政務調査活動に資するであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感

覚から、政調費に計上した雑誌等の購入経緯を明示すること求めたものである。

従って、文藝春秋の購入経緯について、その情報明示を求めるが、それに、合理性･妥当性がな

い場合は、購入経費9,440円の返還を求める。

２) 請求人が行った平成21年度政調費の都政新報購読費返還について、ｒ議員は, 議長の調査に対す

る回答として「政務調査費支出入事務処理はすべて、現金主義を基本としているので、ご指摘は

無知から生じたものであり、よく勉強されたい。複式簿記に基づく会計であれば、繰越明許費、

継続費で計上処理するが、その項目もない、10,850円の返還請求は問題外である」と述べている。

ｒ議員は、政務費条例、施行規則を理解しているのだろうか、杉並区の施行されている法令上、

｢現金主義｣をとるとの明示はされていない。請求人は、政調費条例第3、4条は、各自1日に在籍す

る議員に対して、政調費を交付するとし、その政調費は、区の会計年度毎の予算で計上されてお

り、前年度及び次年度に実施される会派・議員の活動を対象としていないと解している。従って、

政調費として計上される経費は、当該年度内（4月1日から翌年の3月末日まで）に実施された活動

を対象とし、かつ、当該年度内に、実際に支出された費用のみとする考えを、原則として、政調

費の検証基準とする, いわゆる政調費支出を年度内とする発生主義をとる。又、請求人の平成21

年度政調費監査請求に対する監査結果書は、｢一般的な購読契約において、一年(12ヶ月)分を超え

た契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を基準として行う

こととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一年分を

超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容との整合性を著しく

損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超えた部分については

不適切と判断することが妥当である｣とし、更に｢議員の任期は、議会の解散等がある場合は別に

して、４年で任期満了することは明らかであるので、当該任期を越えての年間契約等に伴う支出

を全額計上するのは適切でなく、計上するとしても、契約日から議員任期満了までの月数に限定

されるべきである｣と述べている。

平成22年度政調費に、都政新報の購読を、次年度の４月までの購入費を計上しており、発生主

義を厳密に適用すれば、１か月分の購読費の返還が必要であるが、その返還の有無は、ｒ議員の

良識ある自律判断に拠ることとした。

３) 日経ヴェリタスは、週刊投資金融情報専門紙とされているが、この週刊紙購読により、その情報

が、区政の活性化のための政務調査活動に、いかに活用できるかについて、その購入根拠の明確

な説明を求める。血税を納めている区民の一人である請求人として、それに、妥当性が見出せな

い場合は、全額23,400円の返還を求める。

４) 請求人が行った平成21年度政調費の書籍購読費返還について、ｒ議員は, 議長の調査に対する回

答として「請求人は、議会図書及び区の図書館の利用が前提で、購入前に確認の必要性を述べて

いるが、あまりに一方的な議論である。書店で閲覧・購入し議員活動に必要に応じていつでもど

こでも活用することが出来ることで所有する意義がある。4,765円の２冊の題名からも内容は推し

て知るべきである」と述べている。
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ｒ議員は、書店で購入しようとする書籍のお金がどこから出ているかを、理解していないのだ

ろうか、意識していないのだろうか、正に｢傲慢の極み｣ではないだろうか、議員の自律性に基づ

く判断で、勝手に使っていいと誤解していると解さざるを得ない。請求人の主張の出発点は、監

査結果書の判断に、繰り返えされる「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、

明確にすべきことがあるということである。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のため

に、どの様な書籍を選択するかの、自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示し

ているのではなく、その様な書籍を購入する前に、一般区民が利用･活用する公的な図書館、議員

にとっては、更に議会図書室の活用も可能であるが、その様な公的な図書館･室の利用の位置づけ

を明確にすることにある。議会図書室は、区役所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の

管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形になっているが、請

求人の知り得た情報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、極めて限られたものとなって

いる。又、年間２００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・

議員の意向･希望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実

態の詳細は不明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。

従って、請求人は、ｒ議員が、上述の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍

等の資料を購入することにしたか、更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含めて、

それらをどの様に処分する計画であるかの情報等の開示を求めるものである。当然のことながら、

ｒ議員の調査研究内容の開示を求めているのではない。請求人は、このことによって、会派･議員

が、政務調査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用によ

り、公金の二重、三重の支出が、防がれることを期待している。

Ｆ. 広報費

区政報告に関する経費が広報費、人件費として、総額1,599,010円が、下記の通り、計上されて

いる。

● ウィ、サーブ74号(平成22年6月発行) 郵送代(1,122通) 74,535円

ポスティング代 15,000円

封入・発送人件費 10,000円

● ウィ、サーブ75号（平成22年9月発行）郵送代(1,105通) 73,290円

ポスティング代 15,000円

封入・発送人件費 10,000円

● ウィ、サーブ76号（平成23年3月発行）郵送代(4,906通) 338,270円

発送封筒代(追加1,000枚) 12,600円

封入・発送人件費 49,000円

● 議会報告葉書代5,000通（平成22年6月） 250,000円

議会報告葉書印刷代 52,815円

議会報告葉書シール貼り人件費 20,000円

葉書代200 枚 10,000円

● 区議会報告葉書代5,000枚（平成23年1月） 250,000円

区議会報告葉書印刷代 52,500円

区議会報告葉書シール貼り人件費 20,000円

● 10/16（土）区政報告会ポスター作成費500枚（按分比80％） 140,000円

ポスター両面テープ裏貼り人件費 15,000円

● 会派区政報告ポスター「未来の扉」作成費（平成22年5月） 191,000円

１) ウィ、サーブと題した活動報告書が、平成22年６月、９月及び翌年３月に発行され、各々、1,122

通、1,105通、4,905通が、郵送され、杉並区議会報告と題した葉書が、平成22年6月、平成23年1
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月に、各々5,200通、5,000通が送られている。それらの費用計上は、すべて、按分なしである

ウィ、サーブ74号（平成22年６月）の記載内容は、「５月臨時議会を開催、山田宏区長が辞任し

ました」、「第５期議会改革部会長として、改革を強力に進めました－各委員会の行政視察、議

会基本条例について」、「区長不在の中で、６月定例区議会を開催」となっており、末尾の1/8

のスペースに、「今年も杉並区本庁舎に緑のカーテンが育っています（写真つき）」と「７月11

日（日）は、区長及び区議会議員補欠選挙の投票日です」の説明及びお知らせが記載されている。

ウィ、サーブ75号（平成22年９月）は、９月定例区議会における田中新区長の施政方針とその重

点課題とされる4項目の概要の紹介（スペースの半分以上）とその中でｒ議員が気になる２点につ

いての説明等から構成されている。

最終号とされる76号（平成23年3月）は、3.11震災関連のことが、冒頭に報告され、大部分は、平

成23年度予算特別委員会、本会議でのｒ議員の質問、意見陳述の概要が記載されている。

一方, 区議会報告と題された葉書の平成22年６月に出されたものは、６月の定例区議会で議決

された議案の紹介で、そのほとんどが、上述のウィ、サーブ74号に記載されていることが箇条書

きになっている。又、平成23年１月の葉書は、新年の挨拶と平成22年秋の議会で討議された議案

のこと（ウィ、サーブ75号に記載あり）が言及され、議会の真価が問われる時を迎えていると結

語している。

請求人は、平成23年１月の葉書は、政務調査における区民からの意見聴取や広報活動ではなく、

時候挨拶であり、その関連経費の全額322,500円の返還を求める。

また、平成22年６月の葉書は、ウィ、サーブ74号の一部を箇条書き記載しただけの議会報告であ

り、請求人は、政調費条例がいう｢調査活動｣に該当するか疑義があり、関連経費の返還を求める。

ただし、当該ウィ、サーブと葉書の郵送数が、各々、約1,000通と5,000通と異なっており、それ

らの発送目的が異なり、又、葉書の受取人の中に、ウィ、サーブの受取人がいるとも推定した。

従って、ｒ議員に、明確な情報開示を要請し、それに合理性･妥当性がない場合は、平成22年６月

の葉書に関連する経費332,815円の返還を求める。

２）10/16（土）区政報告会ポスター作成費を、平成22年８月３日に支払い、按分比80％で、140,000

円を政調費に計上したが、翌年の平成23年11月18日に、按分比を50％に、誤記更正し87,500円の

計上に変更されている。なお、誤記更正前の収支報告書の領収書等添付用紙の備考欄に、「不特

定多数の方々に知らせるものであるが、後援してくれる方々にも及ぶため20％減じた」との記載

があり、これは、当初、按分比を80％にした根拠の明示と解した。更に、当該添付用紙に、「補

足資料」のタイトルの用紙に、「区政報告会ポスター 10/16（土）迄有効」との記載がされてい

る。又、当該ポスターについて、両面テープ裏貼り人件費として、按分なしで、15,000円が計上

されているが、現時点まで按分比の変更はされていない。

当該ポスターは、Ａ３の２倍のサイズのカラー印刷版で、その紙面の70％弱に、ｒ議員の上半

身の写真と大文字でｒ議員の名前が印刷され、下部に「Ｒ会派始動。区政報告会 時：成22年10

月16日（土）午後１時～ 所：ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口 掲示責任者 〔ｔ－１〕 東京都杉並区高

円寺南○-○-○ 印刷所 坂井製印株式会社 東京都杉並区阿佐谷南1‐16‐9」との印刷がある。

これと同じ構成のポスターが、ｎ議員、ｐ議員、ｏ議員、ｑ議員、ｓ議員、ｔ議員から、政調費

に計上されている。ｓ、ｔ両議員は、決算時に、按分比50％で計上していたが、他の議員は、ｒ

議員と同じ様に、平成22年11月18日に、収支報告書の誤記更正が行われ、按分比が、80％から50％

に変更されている。平成12年度と19年度の２度、議会議長を務め、その他の議会の要職を経験し、

議会の指導的役割にあったｒ議員に、問いたい、「このポスターが、政調費の交付を規定した条

例、施行規則等の理念に沿い、政務調査活動の一環をなしている」と, 判断しているのかと。ｒ

議員が、平成22年９月に発行したウィ、サーブ75号には、この区政報告会の件の記載はなされて

いないし、平成22年10月16日の区政報告会がどの様なものであったかについて、請求人が調査し

た限りにおいて、どこにも見出し得なかった。７名の議員で、政策を請け負ったＫＥＩ工房(ポス
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ターによると、印刷は、坂井製印株式会社であるが) に、合計875,000円を支払っており、血税を

支払っている区民感覚から言えば、極めて重要な活動であると推測するが、どこに、どの資料に、

その区政報告会の内容が記載･報告されているか、情報の開示を要請する。従って、請求人は、ｒ

議員より、合理性･妥当性のある当該経費の計上根拠が明示されなければ、関連経費全額102,500

円の返還を求める。なお、ポスター作成費の領収証に、「区政報告会ポスター 10/16 (土)迄有

効」と大きな字で手書きされたものが、補足資料として添付されているが、この意味が不明であ

り、補足資料として添付した理由も含め明確な説明を求める。

３）請求人が行った平成21年度政調費の監査請求において、会派の「未来への扉」と題された区政報

告の作成代の返還を求めたが。これに対して、ｒ議員は, 議長の調査に対する回答として、「新

しい試みとして所属会派全員が一丸となって区政報告書を兼ね、当時、本区として主要課題であ

った減税基金条例に関する問題について広く区民の声を聞くために、６大新聞に折り込みでアン

ケート調査を行った。(中略) 従って、政党活動との指摘は余りに一面的で悪意ある偏見によるも

のと考える」と述べている。今回の監査請求の対象でないため、このｒ議員の回答に意見を述べ

ることは、適切でないが、一言だけ述べれば、ｒ議員が言う減税自治体構想のアンケートと称す

るＡ３サイズのポスター「未来の扉」は、その約10％に、アンケート内容が記載されているのみ

で、他の大部分のスペースは、会派が、2009年より良い杉並の為、頑張りました そして2010年

さらにがんばりますとの表題の基に、７名の所属議員の顔写真と短いメッセージで構成されてい

た」ために、政務調査研究活動ではなく、大部分が政党活動の一環であると解し、経費の返還を

求めたものである。

一方、平成22年度の５月発行の「未来の扉」は、スペースの半分を使い、減税基金条例のアン

ケート結果とそれをベースにした条例の一部修正と４項目の付帯決議等をつけて成立したことを

報告している。残りの半分に、「平成22年度から杉並区のくらしをさらに充実させます」と題で、

種々の予算措置の具体例を挙げ、中央のスペースに描かれた杉並区の地図に、主な予算対象場所

の写真と７名の会派議員の顔写真をその拠点と思われる場所に配置した構成になっている。請求

人は、前者のアンケートに係る報告は、政調活動と推認するが、後者の内容は、会派の地盤強化

活動と政調活動結果の広報活動とが、混在していると解する。従って、ｒ議員に、当該ポスター

の経費の政調費計上の按分比の根拠の説明を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、

経費全額191,000円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

以下の経費が、事務費として計上されている。

● ＮＴＴ電話代（按分比25％） 17,506円

● ＮＴＴＦａｘ専用（按分比50％） 11,348円

● インターネット接続料（按分比50％） 65,377円

● ドコモ携帯電話（按分比50％） 20,778円

● 電話工事代（按分比25％） 735円

● 事務所パソコン・プリンター（耐用年数の６か月分、按分なし） 21,010円

● 会派事務費分担分（按分比50％） 13,292円

１）パソコン、プリンターを按分なしとして経費計上しているが、請求人は、それの機器は、汎用品

であり、政務調査活動に限定した使用とすることはできないと解する。従って、按分なしとする

明確な根拠の提示を要請するが、それに、合理性・妥当性がない場合は、経常経費21,010円の返

還を求める。

２）ＮＴＴ電話代、ＮＴＴＦａｘ専用、電話工事代について

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実

生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じ
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る場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。自宅を事務所として

使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるも

のである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料金を含ま

ない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきで

ある。例えば、平成22年５月の明細書によると、通話料は742円と推測される。ｒ議員に、Ｆａｘ

通信を含めた通話料金についての情報の開示を求めるが、その内容に、合理性・妥当性がない場

合は、ＮＴＴへの電話料として支出計上された全額28,854円の返還を求める。又、電話工事代は、

同様の理由で、政調費に計上すべき経費と解すべきでなく、全額735円の返還を求める。

３）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される｢上限の按分比｣を、そのまま適用すべきで

ないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントの付与が明記されているが、

支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、この付与されたポ

イント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、ｒ議員に、関連する情報の説明

を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額20,778円の返還を求める。

４）会派事務費分担について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｒ議員に対する返還

要請額は、計上額9,542円である。

Ｈ．事務所費

以下の水光熱費が、按分比23.9％で、事務所費として合計145,085円が計上されている。

● ガス代 32,263円

● 事務所電灯費 30,880円

● 事務所電力（エアコン）費 36,887円

● 水道費 45,055円

１） 〔ｒ－１〕が区分所有する建物の一階部分の約66平方メートルを事務所として利用しているが、

「電気・ガス・水道料の按分根拠」と題した手書きの添付資料より、当該事務所の２階部分が、

議員の自宅として使用されていることが推測できる。しかし、議員名義で請求されたエアコン･

電灯･ガス･水道代の23.9％が事務所費として按分され、政調費に計上されている。この按分比の

根拠として、事務所の占める面積割合が適用されているが、一般の生活における電気・ガス・水

道の使用と事務所におけるそれらの使用との間には、一般常識上からも、基本的違いがあるとい

える。 従って、このように、公私混同の疑義が生じうる経費についての按分を明確にするため

に、事務所の実態についての情報開示を求めるが、それに、合理性･妥当性がない場合は、電気・

電灯・ガス・水道代の全額145,085円の返還を求める。なお、東京ガス、東京電力、水道局からの

情報によると、４人家族の標準の年間経費は、各々、65,000円、90,000円、60,000円で、合計215,000

円とされているが、それに比し、計上されている額は、23.9%の按分比から計算すると、年間600,000

円を超えており、一般常識上、異常に高い水光熱費であり、水道、電気、ガスの使用実態につい

て、明確な情報の開示を求める。

Ｉ. 人件費

１）計上された人件費は、区政報告書等に係る業務であるため、その政調費への計上については、広

報費の項で検証し、返還請求を行った。

２) 会派人件費分担について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｒ議員に対する返還
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要請額は、計上額58,908円である。

20. ｓ議員(Ｑ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし）

返還要求額 1,724,967円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示･説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使途

に計上された政調費の全額の返還を求めた。

21年度の監査請求の監査結果書（以下監査結果書) P259で、請求人の行動に対し、ｓ議員は＜

請求人は、この請求を行うことによって、税金の無駄を排除している正義のヒーロー気取りであ

るようだが、私からしてみれば、この過大な権利行使の方が、余程税金の無駄遣いになっている

のではないかと強く感じるものである。＞ と、述べている。＜税金の無駄を排除している正義の

ヒーロー気取り＞とは、請求人には何を意味するのか不明である。また、＜私からしてみれば、

この過大な権利行使の方が、余程税金の無駄遣いになっているのではないかと強く感じるもので

ある。＞ とｓ議員は住民監査請求の方がを余程税金の無駄遣いと指摘しているが、請求人の目的

は税金の無駄遣いのチェックなので、住民監査請求についてどんな税金の無駄遣いがあるのか具

体的に指摘して欲しい。

しかし、住民監査請求をすることで19年度以降、区長の返還命令や、議員の訂正などで約1,500 

万円（使い切れず残った金額も合計すると約4,000万円）以上の政調費が返還されている事実があ

る。ｓ議員自身も住民監査請求によって訂正し、返還している。私たちは、区民が一生懸命働い

て納めた税金が無駄に使われてはいけない、税金は区民の生活を支えるために使われなければい

けないという思いで、税金の支出を厳しくチェックしているだけである。杉並区の財政、約1,500 

億円の予算、決算を審議することが議員の大切な仕事である。政調費192万円の支出を見ることで、

議員の税金に対する姿勢が自ずと明らかになっていることは事実である。

更に、ｓ議員は監査結果書P259で＜議員性悪説に基づいた邪推から憶測に基づいた請求、きつ

い表現を用いるならば、言いがかりが数多く含まれている点も極めて遺憾であると考えます＞と、

述べているが、私たちは議員性悪説に立ったことはなく、ただ、淡々と議員の政調費の使い方を

チェックしているだけである。議員の政調費の使い方をみると、冷蔵庫を買う、車の車検代に使

う、自宅の庭に車を置き、駐車場代を自分に払う、自身の経営する店舗に家賃として月10万円払

う、切手を政調費全額192万円購入する、妻に人件費を払う、一筆書きのような自宅の見取り図を

出すだけで自宅を事務所に使用するとして自分に家賃を払う、毎年のようにパソコンやデジカメ

などを購入、使途不明なのにスイカ購入の領収書だけで正当な支出と認めるなど、例をあげれば

枚挙に遑がないほど、そして、区民感覚からすれば信じられないような支出が多数あった。これ

らはすべて杉並区議会議員の政調費の使い方である。

政調費の収支報告書の提出期限は毎年、４月30日であるにも関わらず、その後の訂正は、期限

を切ることなく、だらだらと続いている。議員がこんなことをしていて、決算の審議ができるの

か。ｓ議員自身、15年度の収支報告書を18年７月14日に訂正している事実がある。

21年度政調費に限定して言えば、４月30日以後、請求人が住民監査請求するまでの期間に、約

132万円を誤記訂正などで返還し、さらに監査期間中に監査結果P56に書いてあるとおり、約198

万円が議員によって自主返還された。どうして請求人が動くことで約300万円の返還があるのか、

不思議である。住民監査請求の動きがあると、ｓ議員自身20、21年と2年間城西新聞への掲載料を

それぞれ20,000円、18,000円と自主返還した。自主返還する金額を何故計上するのか。
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４回の住民監査請求をするなかで、議員自身で今までの政調費の使い方に問題があるとして、

切手購入は年間10万円まで、生計を一にする親族の雇用を全面禁止、政治資金パーティへの参加

経費は禁止、スイカ・パスモチャージ料は計上禁止など政調費の使途基準が改善している。

しかし、22年度も残念ながら、議員任期が後1ヶ月しかない３月末に高額なコピー機の購入や、

3,11の大震災募金の人件費に政調費を使うなど一般の市民感覚からは理解できない支出をする議

員がいる。

調査に費やす多くの時間、膨大なコピーの量、話し合うための集会所の使用料など、請求人は

すべて自分の持ち出しでやっている。

議会のリーダー的存在であるｓ議員の働きかけで、区民が住民監査請求をしなくても、議員の

政調費の収支報告書が完璧であり、区民の誰が見ても議員全員が適切な支出と納得のいく政調費

の使い方ができないか。いつになったら住民監査請求をしなくてもいいようになるのかと願って

いる次第である。

Ａ, 調査研究費 合計83,716円

１）区役所への交通費43,500円について

出張先を区役所として、西荻窪駅～南阿佐ヶ谷駅間の往復料金を毎回ＪＲと東京メトロを使用

し、１回当り580円を支出している。

ＪＲ西荻窪から阿佐ヶ谷駅を利用すれば、１回当たり300円で往復できる。何故、わざわざ

荻窪で乗り換え、階段を多く上り下りし、電車の待ち合わせの時間も浪費して、1番高い交通

費を税金で支出するのか説明を求める。民間会社では通勤費は最短で最も安い経費しか認め

ず、経費削減に努めている。区民から見ればｓ議員は若く、阿佐ヶ谷駅から区役所まで歩く

ことは困難とは思えず、むしろ颯爽として歩行できるのに、何故一番費用のかかる交通費を

請求するのだろうか、説明を求める。

西荻窪駅～南阿佐ヶ谷駅間をＪＲと東京メトロを使用している回数は合計75回あるので、580 

×75=43,500円を税金から支出している。

（6月 6回、7月 5回、8月 4回、9月 13回、10月 11回、11月 9回、12月 8回、1月 4回、2月 6回、

3月 9回）

ＪＲのみを使用すれば300×75＝22,500円である。

よって43,500－22,500＝21,000円の税金の節約ができるので、21,000円の返還を求める。

２）京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上について

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、そのひとつが、交際費(慶弔費、せん別、病気見舞い、

新・忘年会費等) に関する費用である。個人の生活習慣として、訪問先に土産品等を持参するこ

とは一般に行われていることであるが、請求人は、当該議長訓令は、そのような一種のお礼の習

慣と、政務調査費との間に、明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。ど

のような根拠で、このお土産代を政調費で計上したのか明確な説明を求める。請求人は議長訓令

の禁止事項と解しているので、全額3,360円のうち、ｓ議員への割振り分305円の返還を求める。

Ｂ. 研修費 合計24,700円

１）1/10に支出した２月21日、西荻センターでの区政報告会会場費 按分50％ 24,700円については、

Ｆ. 広報費の部分に記述。

Ｅ. 資料購入費 合計106,522円

１）新聞購読料合計103,620円について。(赤旗 2,900×12＝34,800円、東京 2,800×12=33,600円、杉

並新報 3600円、都政新報半年分 9600円、公明新聞 22020円) 一般的に各家庭は新聞を購読し、

家族も含め新聞を読む実生活がある。議員だからといって新聞の購読費を按分もなく、すべて公

金で賄うことが認められるのだろうか。新聞購読は政務調査活動に必要であることは認めるが、

通常の生活感覚からして按分もなくすべて政務調査活動とは認めがたい。よって按分比の明示を
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求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は新聞購読費103,620円の返還を求める。

２）書籍購入5,702円「老後に本当はいくら必要なのか、760円」「地域の近未来図等1,480円」「東洋

経済657円」「杉並区２、1,365円」「デフレの正体等1,440円」

Ｆ．広報費 合計 1,161,156円

１）5/28会派区政報告作成費 按分なし191,000円

会派７人で作成した「未来への扉、皆様の声を受けて減税基金条例を制定! ! 」の会派区政報

告である。山田区長から田中区長に代わったとたんに減税自治体構想は廃止の方向に向かってい

る。「皆様の声を受けて」と書いてあるが区民から聞いた声をどう生かすのか、説明を求める。

所属会派７人で発行しているが、1/2に按分したｎ議員以外のｏ･ｒ･ｐ･ｓ･ｔ･ｑ議員は按分せず、

全額計上している。同じ会派で同じ目的で発行したと思うがこの按分の違いは何か。甲の意見と

してはスペースの半分は減税基金条例のアンケート結果で政調活動として推認できるが、裏面は

会派７人の活動拠点と思われる地域に顔写真を掲載し、『皆様のご支持を頂いて杉並区議会議員

を拝命したその瞬間から、私たちは区民の皆様方に代わって、訴える「口」であり、みはる「目」、

聞き逃さぬ「耳」、正す「手」、走り回る「足」です』とあり、会派の地盤強化を狙った紙面と

解される。読んでいて、区民の｢口｣｢目｣｢耳｣｢手｣｢足｣となると訴えている様は会派ＰＲの区政報

告である。会派の地盤強化活動と政調活動結果の広報活動とが混在しているのでｓ議員の自律性

に基づいた按分比を求める。その根拠に合理性・妥当性がない場合は経費全額 191,000円の返還

を求める。

２) はがき代6/8、135,000円、6/9、150,000円、合計ハガキ5700枚 285,000円と6/9、区政報告用ラベ

ル9,909円について

２度目の議長職を無事に終えると、書いたはがきの挨拶文である。他の内容は山田区長が突如辞

職して区長選実施のお知らせであるが、このはがきを出す前に、区民は新聞と杉並広報ですでに

知っている内容である。挨拶文だけで、はがき代285,000円とラベル代9,909円を政調費から支出

するとは区民の意識とずいぶんと乖離している。区民が一生懸命働いて納めた税金である。はが

き5,700枚の代金合計285,000円とラベル代9,909円の返還を求める。

３）6/15の区政報告印刷代 80,850円について

上記２）に書いた挨拶文の印刷代であり、按分もなく、印刷代をすべて支出している。２）に

書いた理由で80,850円の返還を求める。

４）8/13会派区政報告ポスター代（50％） 87,500円について

Ａ３の２倍の大きさの用紙に、実物大よりも大きい区議の顔、約10cm大の文字で書かれた議員

の名前、「Ｒ会派 始動。区政報告会 平成22年10月16日午後1時～ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口」と書か

れた赤いとても目立つポスターである。大きな顔写真と区政報告会のお知らせだけのポスターで

あるにも関わらず、ｎ議員（広報費80％,140,000円）ｏ議員（資料作成費80％,140,000円）、ｐ

議員（広報費80％,140,000円）、ｑ議員（資料購入費80％,140,000円）、ｒ議員（広報費80％,140,000

円）、ｓ議員(広報費50％,87,500円)、ｔ議員（資料作成費50％,87,500円）と議員によって支出

科目も、按分比も異なり、 会派全員でポスターだけで政調費から合計875,000円支出している。

同じ目的で、同じポスターの形式で作成しているのに、科目・按分比の違いは何か、一般区民に

は理解できないので、説明を求める。

ｐ議員のＡ２）で書いたが、Ｒ会派の経理責任者であるｐ議員はポスターの掲示について次の

ようにはがきに書き、協力者に礼状を出した。「さて先日来、皆様方のお住まいの一角をお借り

して私が所属いたします、新会派｢Ｒ会派｣のポスターを掲示させていただきました。お蔭様で、

地域の要所で目立つ、絶好の位置に掲示をさせて頂き、地域に住まわれる多くの方々にポスター

を見て頂けたと嬉しく思っております。」
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会派経理責任者の礼状が、会派として、目立ち、絶好の位置にポスターの掲示協力への礼状で、

政調費で禁止している政党活動に関する経費に該当するので認められない。また、ポスターは７

人全員の領収書綴りに貼付されているが、阿佐ヶ谷駅前での区政報告会を実施したことを証明す

る書類は一切提出されていない。区政報告会実施を証明する写真、録音、聞いていた区民の意見

などの書類が添付されない限り、認められない。

ｓ議員のＨＰはこまめに更新されているが、10月16日区政報告会直後の18日の「今日のひとこ

と、よく喋る その３」の文頭に「10月に入り、朝の街頭区政報告会を行っています」と書き、

約800文字を使って西荻窪駅での自身の区政報告会の様子を細々と書いている。しかし、ポスター

代だけでも合計875,000円を支出した阿佐ヶ谷駅前の区政報告会の記述は１文字として記述はな

い。７ 名のうち、ＨＰ代を政調費で支出しているのはｓ･ｎ･ｐ議員の３人であるが、３人ともＨ

Ｐでは書いてない。ｐ議員にいたっては、区政報告会のあった10月16日は自身の結婚記念日とま

で書きながら、阿佐ヶ谷駅前での区政報告会については、一文字として記述はない。

ｓ議員は、今年度(22年度)の主な成果事例のなかで、｢10月16日にポスター…｣と区政報告会の

ことを書いているがわずか約80文字の記述で、ＨＰに書いた自身の西荻窪駅前の街頭区政報告の

10分の１の扱いである。７人の議員全員でわずか80文字だけの記述である。議員全員で875,000 円

を支出したのだから、ｓ議員の１文字は１万円に相当する。区政報告会の写真、録音、演説内容

すら添付せず、ポスターだけでも875,000円を支出するような政調費＝税金の支出は区民の感覚か

らは認められない。ｓ議員は区政報告も何度も出しているのに、阿佐ヶ谷駅前の区政報告会の様

子は書いてない。区政報告会実施の写真、録音等の客観的証拠の提示を求める。提示がないので

ポスター代87,500円の返還を求める。

2010年10月18日

「よく喋る その３」

10月に入り、朝の街頭区政報告を行っています。

ペースとしては週２回、西荻窪駅の南口、北口でそれぞれ１回ずつ行っていま

す。

時間は７時20分くらいから8時40分くらい間です。

話す内容としては、決算特別委員会での自分の質問の報告や今定例会である程

度明らかになった新区政の方針についてなどが主です。

秘書をやっていましたので、マイクを持って話すこと自体はそんなに抵抗はあ

りませんでしたが、最初(初出馬) の頃は正直言えば政策の幅も狭く、新聞な

どから拾った内容をどうにかアレンジしながら話していましたが、内容的には

５つもあれば良いほうで、名前と経歴、そしてその５つを話してまた元に戻る

といった感じでした。

ただこれも10年以上経つとそれなりに成長するもので、今では一つの話から次

から次へと話題も膨らみ、繋がっていくようになります。

また一つの話題についても、それに関する色んなデータや数字を盛り込めた

り、また現職ですと議会でのその件についての質疑の内容の話も出来たりする

ので、それなりに時間をかけて喋ることが出来るようになったのではないかと

思います。

今日のひとコマ
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朝街頭は皆さんも通勤等でお忙しいので立ち止まっては聞いていただくこと

はありませんが、有難いことにお知り合いの方から軽く一礼、車のクラクショ

ンを鳴らしてらして合図、手を挙げてなどなど多くの励ましをいただくのは本

当に有難い限りです。やる気度が大幅ＵＰします。

そういう皆さんの思いを無にすることなきよう、自分なりには手振り身振りも

加えながら、気合を入れて、熱を込めて演説をさせていただいています。

商店街等近隣の方にはご迷惑な点はあるかもしれませんが、何卒政治活動、区

政報告という事でご理解のほど宜しくお願いします。

杉並区議会議員 ｓ

５) 1/10,区政報告会ハガキ代50％25,000円、

このハガキは区政報告会の出欠確認のはがきであって、何ら政務調査には関係がない。また、

これと関連した区政報告会の６）封筒の按分は12,5％で同じ区政報告会でも按分比が異なってい

る。よって25,000円の返還を求める。

６）1/10 区政報告会案内用封筒代12,5％、19,375円 これは下記の７）と関連した封筒で、按分12,5％

の設定根拠の説明を求める。この説明に合理的、妥当性のある説明がない場合 は19,375円の返

還を求める。

７）区政報告会案内十報告郵送代すべて按分は12,5％、 1/20、1,920円＋6,719円＋5,443円、1/26、

22,956円、合計37,038円

封入物は「平成23年2月21日午後７時～、西荻地域区民センターで、会費1,000円、ゲスト石原

のぶてる自民党幹事長、丸川珠代参議院議員、早川よしひろ都議会議員を招き、ｓ区政報告会」

のお知らせである。領収書に封入物から按分して12.5％とメモ書きがある。ということはｓ議員

がこの会での出番は12.5％で他は自民党の２人の国会議員と都議が87.5％と解される。ｓ議員の

占める割合はわずかで、政調費で禁じられている政党活動に該当する。この封入物の按分12.5％

の設定根拠の説明を求める。この説明に合理的、妥当性ある説明がない場合は37,038円の返還を

求める。

８）1/26、区政報告チラシ作成代50％120,750円について

このチラシの１面は『区民満足主義、「未来に誇れるすぎなみ」宣言、杉並区議会議員（３期）

前区議会議長（最年少）43歳、ｓ、石原のぶてる元秘書、と書き、全面にｓ議員の顔写真、最下

段に区政報告・後援会入会のご案内』である。他のページは「ｓのプロフィール･スタイル」、「ｓ

の約束」として「実現、ｓの『３期日の主な活動』報告」「提言、ｓの『未来に誇れる杉並』プ

ラン」、最終ページは

「がんばれ！ｓ」石原のぶてる、参議院議員丸川珠代、都議早川よしひろ、ｓ後援会長、友人の

５人の写真と挨拶文であり、これは政調費で禁止されている選挙活動に関する経費に該当する。

ｓ議員は50％に按分しているが、全面ｓ議員のＰＲのためのチラシであり、これは｢政務調査費の

交付に関する条例、９条(区政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはな

らない)｣に反するので、全額120,750円の返還を求める。

９) 研修費で1/10に支出した2月21日、西荻センターでの区政報告会会場費 按分50％ 24,700円につ

いて

上記の７)、８)で書いたが、この区政報告会のお知らせ郵送分は、ｓ議員自身が書いているよ

うに按分は12.5％である。ということは議員自身、この報告会の12.5％分が政務調査費に該当す

ると判断したのだろうが、｢平成23年2月21日午後７時～、西荻地域区民センターで、会費1,000 円、
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ゲスト石原のぶてる自民党幹事長、丸川珠代参議院議員、早川よしひろ都議会議員を招き、ｓ区

政報告会｣が開かれたのである。どのような根拠でお知らせを12.5％にしたのかは説明がなければ

不明であるが、会費までとって、たくさんの自民党議員を集めて開かれた区政報告会は政調費で

禁止されている政党活動に該当するので認められない。さらにｓ議員が案内物を12.5％と設定し

ている区政報告会に、何故会場費使用料は50％の按分を適用するのか、説明を求める。合理的、

妥当性のある説明がない場合は全額24,700円の返還を求める。

１０) 1/11,ＨＰリニューアル代70％、283,773円について

ｓ議員のＨＰはよく更新されているが、何故按分を70％に設定したのか説明を求める。監査結

果書Ｐ17で＜紙媒体と異なって随時更新されるがゆえに客観的に適切な按分割合を算出すること

が困難なホームページ＞と記述されている。例えば、更新回数、内容などを印刷して提示するな

ど客観的な資料を提出して按分割合の根拠を説明すべきである。何ら資料を示さず、議員の申告

だけで70％と認められない。合理的、妥当性ある説明がない場合は全額283,773円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

１）コピーﾘーｽ代按分50％毎月5,932円×12ヶ月=71,184円、この按分比は妥当なのか、説明を求める。

２) 携帯電話按分50％、合計76,574円、この按分比は妥当なのか、説明を求める。

３) ネットＣＡＴＶ通信料按分50％、合計44,040円、この按分比は妥当なのか、説明を求める。

４) 5/7,名簿ソフト購入(33％) 1,479円、按分比の設定根拠の説明を求める。

５) 切手、一般通信用5/13、8,000円、11/10、8,000円、合計16,000円について。一般通信用ではわか

らないので、明確な説明を求める。説明に合理性、妥当性がない場合は16,000円の返還を求める。

６) 文具等、10/2,ﾘﾝｸ゙ﾌｧｲﾙ等50％、5,250円,10/25,Ａ４用紙50％4,365円,12/6, 50％,附箋等499円、

12/11,蛍光ペン等50％,441円,12/18,ｽﾀﾝﾌ゚代50％,1,417円,12/21,Ａ３,Ａ４用紙50％,10,326

円,12/25,ＵＳＢ等50％,12,215円,1/28,クリアファイル50％,2,494円,3/7,Ａ３,Ａ４用紙

50％,4,795円,

７) 10/27,封筒作成70％25,725円について。按分比の説明を求める。説明に合理性、妥当性がない場

合は25,725円の返還を求める。

８) 3/31,自民議員倶楽部事務用品代1,388円、電話料通信代1,118円

Ｒ会派電話料通信代2,262円、事務用品代4,774円、事業仕分け講師代3,750円

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｓ議員に対する返還

要請額は、計上額9,542円である。

Ｈ. 事務所費

１）ｓ議員は自宅の一部を事務所として使用している。添付資料に部屋面積の1/3 を利用し、その1/2 

を政務調査活動として16.6％の按分で以下のa～d を計上している。事務所として使用する部分の

按分比の算出に部屋面積を採用したとしているが、事務所が自宅という生活の場であり、光熱水

費などｓ議員の生活を支えるという本来的な性質から見ても、その算出根拠の妥当性に疑問が生

ずる。

a 電気代合計15,551円、b 電話代合計8,168円、c ガス代合計3,725円、d 水道代合計3,528円

例えば固定電話代についていえば、基本料金は議員であろうとなかろうと支払いが生じる。ｓ

議員のダイヤル使用料は、4月 200円、5月 200円、6月 234円 7月 200円、8月 208円といった具

合で最高の2月でも463円である。基本料を除いた使用実態に基づいて算出すべきである。ガス代

についても最大でも月10㎥未満でこの使用量は来客に関係なく、ｓ議員自身の生活維持のために

必要な量である。水道代についても水道局によれば基本料金は3,633円ということだから、来客に

関係なく、ｓ議員の計上請求額は、基本料金内である。よって計上する根拠の説明を求めたい。

妥当性ある算定根拠の説明がない場合は、電気代15,551円、電話代8,168円、ガス代3,725円、水

道代3,528円の合計30,972円の返還を求める。

ｓ議員は監査結果書P259で政調費は＜公金である点、より透明性を確保する点や不正の防止と
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いった部分はもとより理解するものでありますが、政務調査活動の自由の侵害という考えから申

すならば、よくよく考察すべき点であることも申し添えたいと思います。是非とも、監査委員に

おかれましては、その職務に責任と誇りを持ちながら、安易な大衆迎合的な考えに陥ることなく、

また、議員の活動実態を正確に把握した上で、適切なご判断をされますことを、心からお願い申

し上げる次第であります。＞と、述べている。ｓ議員は自身の｢今年度(22年度)の主な成果事例｣

のなかで｢事務所や控室には 多数の乗客があり 区民広聴 意識調査に役立った。｣と、記述し

ているが、固定電話の使用回数、光熱水費の使用料は、ｓ議員自身の生活を支えるための基本料

金であり、ｓ議員の活動実態を正確に把握したので、返還を求めるのである。議員という理由だ

けで、基本料金まで公金で支払わなければいけないという根拠は何か、説明を求める。

２) 事務所賃料毎月24,500円×12ヶ月294,000円について

ｓ議員の自宅のＤＫ(台所) 部分を事務所として使用し(３分の１)、そのうち２分の１を政務調

査活動として使用し、賃料の３分の1×２分の1=６分の１（16.66％）を政調費に計上している。

請求人が行った平成21年度の政調費監査請求における議長調査に対して、ｓ議員は、＜入り口

に近い、お茶を出すのに便利、自身が一人暮らしで全く自炊を行わない点から最適な場所＞（監

査結果書P258）と答えている。一般の区民の感覚からは、ｓ議員は、賃貸している自宅の空きス

ペースを、事務所に活用し、自宅賃料をそのスペースに応じて按分し、政調費に計上している、

と解される。その様な理解が正しいとすると、請求人は、自宅をいかに活用するか等の私的な領

域に立ち入る意図からではなく、ｓ議員に、賃貸した自宅の空きスペースを活用し、賃貸料の６

分の１を公金である政調費に計上する明確な根拠・説明を求める。その内容に、合理性、妥当性

のない場合は294,000円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

１）補助職員時給1,000円、すべて10時～16時の５時間勤務、４月 10,000円（土曜２回）、５月（日

曜２回、土１回）15,000円、６月（12土、16水、17木18金）20,000円、７月（土２回）10,000円、

８月（土２回）10,000 円（8/7,選挙事務行政補助作業等5,000円）９月（土２回、日１回）15,000

円、10月（日３回）15,000円11月（木１回日１回）10,000円、12月（日２回、土１回）15,000円、

合計120,000円

21年度より人件費は半減したが、前年同様、土・日を中心に議員の自宅の一部である事務所で

業務を行う勤務形態となっている。

２) 3/31,自民会派補助員分担金22,691円、Ｒ会派補助員分担金36,217円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｓ議員に対する返還

要請額は、計上額58,908円である。

21. ｔ議員(Ｑ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入なし)

要返還 1,920,000円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１）8/13会派視察京都奈良 36,620円、京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上について

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、そのひとつが、交際費(慶弔費、せん別、病気見舞い、
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新・忘年会費等) に関する費用である。個人の生活習慣として、訪問先に土産品等を持参するこ

とは一般に行われていることであるが、請求人は、当該議長訓令は、そのような一種のお礼の習

慣と、政務調査費との間に、明確な一線を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。ど

のような根拠で、このお土産代を政調費で計上したのか明確な説明を求める。請求人は議長訓令

の禁止事項と解しているので、全額3,360円のうち、ｔ議員への割振り分305円の返還を求める。

２）月極駐車場代 1/2按分 月 10,000円×10ヶ月＝100,000円

ｔ議員は21年度の監査請求の監査結果書P259で＜月極駐車場代について「自動車の保管場所の

確保等に関する法律」の第１条を例示して自動車の「保管場所の確保は法の趣旨に沿って義務で

あり、道路使用についての適切な扱いについて定められた法律であることから、不適切な政調費

の支出とする根拠は見出せないものである＞と述べた。議員であろうとなかろうと自動車を持っ

ていれば保管場所を確保することは当然であり、同法は政調費の支出を認めたものではない。監

査結果書P10は＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関する規定で該当しないとされてい

る「自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費」と月極駐車場代を区分する根

拠は明確ではない＞と監査委員は述べた。政調費からの支出を監査委員でさえ、明確に認められ

ないのであるから請求人は月極駐車場代100,000円の返還を求める。

３）ガソリン代すべて 1/2の按分、4/1, 2,000円, 5/3, 1,886円, 6/6, 1,000円, 6/30, 1,488円,

7/21, 1,000円, 8/4, 1,500円, 9/4, 1,500円, 10/10, 1,000円, 11/2, 1,850円,

11/30, 1,500円, 12/28, 1,636円, 1/18, 1,488円, 合計 17,848円

すべて上限の按分1/2で支出しているが、公共の交通手段を利用している議員は電車の１区間で

も明確に説明して支出している。一般の公共交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請さ

れていると同様、自動車の利用でも記録簿を提出すべきである。

ｔ議員は21年度の監査請求の監査結果書P259で＜ガソリン代は1/2ずつ適性に按分し計上して

いる＞と書いたが、説明がなければ適正かどうか判断できない。21年度の監査請求の監査結果書

Ｐ９で＜按分割合の上限設定については、平成20年度から「実態に則し」という説明だけで、そ

れまでの４分の１から２分の１に引き上げられたところであり、「平成22年６月監査結果」でも、

＜判例の動向なども踏まえて慎重な検討を望む、としたところである。今回の監査においても、

２分の１上限を直ちに不適切とするものではないが、政務調査費の支出について透明性の向上が

強く求められている中、按分割合の設定根拠について具体的な説明がされることを望みたい＞と

監査委員は説明を求めている。また、ｔ議員は監査結果書P259で＜請求人は昨年度も同様の指摘

をしているが、監査からの結果を熟読し請求されるように望むものである＞と述べているが、ｔ

議員こそ監査結果を熟読しているだろうか。毎年毎年、使用説明もなく、按分割合の上限を適用

する根拠の説明をすべきである。議会で予算、決算など税金について審議する議員が自身の政調

費について毎年明確な説明がないので請求人はやむなく住民監査請求を続けている。議員自身が

監査結果を熟読していれば住民監査請求は必要ではない。政調費は区民が一生懸命働いて納めた

税金から支出するので、１円であっても無駄に使ってはいけないという気持ちで区政の調査に使

うべきである。よって、按分割合の設定根拠について具体的な説明がない場合はガソリン代合計

17,848円の返還を求める。

４）駐車場料金、すべて按分なし、4/20、1,200円、 6/1、1,000円、 7/20、800円、 8/20、450円、

9/20、1,700円、 9/26、 800円、 10/8 (高円寺南地域猫区政相談 10:37-16:30)1,800円、 10/24、

1,200円、 11/7（代々木公園駅前ドッグラン利用状況調 11:55-17:10）4,200円、 12/11、2,000

円、合計15,150円

車を使用しての調査であろうが、10/8、11/7以外は大体２時間前後の調査である。10/8（高円

寺南地域猫区政相談10:37-16:30）1,800円、11/7 (代々木公園駅前ドッグラン利用状況調 11:55

‐17:10) 4,200円の調査は長時間にわたる調査で高額である。監査結果書P259でｔ議員は＜日頃

の調査活動としてエコロジー等の観点から自転車等も利用しており、車の利用は移動上困難と判
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断した場合のみと心掛けていることも付記しておく＞とはっきり述べている。ｔ議員は高円寺在

住なのに、10/8の高円寺南地域猫区政相談に車で行き、６時間も駐車場代を払わなければいけな

い理由は説明がなければ不明である。11/7の代々木公園駅前は電車で行けば往復400円以内でいけ

る範囲なのに4,200円という高額な駐車場代の支出は説明がなければ不明である。10/8、11/7 の

明確な調査目的、状況の説明を求める。説明がない場合は、1,800円と4,200円の返還を求める。

Ｄ. 資料作成費

１) 5/28 新しい扉区政報告作成費 191,000円

収支報告書に「新しい扉区政報告作成費」とあるが、新しい扉区政報告の現物はないので認め

られない。22年５月所属会派の７人で発行した「未来の扉」のことだろうか。区民の感覚からす

れば、191,000円の税金を使い、区政報告の名前を間違えるとは信じられない。区民から見れば

191,000円は１ヶ月分の給料に相当するほどの高額である。同じ会派で同じ目的で発行したと思う

が、ｎ議員以外のｏ･ｒ･ｐ･ｓ･ｔ･ｑ議員は按分せず、全額計上している。この違いは何か。紙面

は減税基金条例を大きく取り上げ、区民の多くが減税を望んでいること＝税金の無駄遣いをなく

すということである。請求人の意見としてはスペースの半分は減税基金条例のアンケート結果で

政調活動として推認できるが、裏面は会派７人の活動拠点と思われる地域に顔写真を掲載し、『皆

様のご支持を頂いて杉並区議会議員を拝命したその瞬間から、私たちは区民の皆様方に代わって、

訴える「口」であり、みはる「目」、聞き逃さぬ「耳」、正す「手」、走り回る「足」です』と

あり、会派の地盤強化を狙った紙面と解される。読んでいて、区民の｢口｣｢目｣｢耳｣｢手｣｢足｣とな

ると訴えている様は会派ＰＲの区政報告である。会派の地盤強化活動と政調活動結果の広報活動

とが混在しているのでｔ議員の自律性に基づいた按分比を求める。その根拠に合理性・妥当性が

ない場合は経費全額191,000円の返還を求める。

２）8/9 区政報告会ポスター作成費1/2按分、87,500円

A3の２倍の大きさの用紙に、実物大よりも大きい議員の顔、約10ｃｍ大の文字で書かれた議員

の名前、「Ｒ会派 始動。区政報告会 平成22年10月16日午後１時～ＪＲ阿佐ヶ谷駅南口｣と書かれ

た赤いとても目立つポスターである。大きな顔写真と区政報告会のお知らせだけのポスターであ

るにも関わらず、ｎ議員(広報費80％,140,000円) ｏ議員(資料作成費80％,140,000円)、ｐ議員(広

報費80％, 140,000円)、ｑ議員(資料購入費80％, 140,000円)、ｒ議員(広報費80％, 140,000円)、

ｓ議員(広報費50％, 87,500円)、ｔ議員(資料作成費50％, 87,500円)と議員によって支出科目が

異なり、会派全員で政調費から合計875,000円支出している。同じ目的で行動しているのにこの科

目の違いは何か。ｔ議員は自身の実物大よりも大きな顔写真のポスターを資料作成費とした説明

を求める。区民としては、議員の顔、区政報告会の日時のお知らせだけではなく、区政について

調査した資料が欲しいのである。

また、全員のポスターの掲示責任者がｔ議員の配偶者の〔ｔ－１〕氏（住所はｔ議員の事務所

高円寺南○-○-○）ということは政調費の使用にも関わらず、議員が責任者でなく、〔ｔ－１〕

氏がどのような立場で責任を取るのか説明を求める。

区選管によれば、選挙の時、区公営ポスター掲示場は523ケ所、ポスターの大きさは、42cm×30 cm 

である。今回の政務調査費を使って区内に貼り出されたポスターは、大きさは選挙時の２倍、枚

数は７倍の3,500枚である。

会派７人の議員の実物大より大きい顔写真が真っ赤なポスターで区内に3,500枚も掲示された

時、「区民の多くが異様だ」「選挙が近いからだ」と感想を持ったことをご存知か。このポスタ

ーが会派７人でポスター代だけでも875,000円税金から支出されたことがわかっていれば、区民か

ら抗議の声が上がっただろうと想像される。７人の議員からこのポスターに基づいて区政報告を

やったという写真、録音、区民の反応、ＨＰ記載など客観的な証拠となる書類等は何ら提出され

ていない。ｔ議員の発行した区政報告にも書かれていない。ポスターを貼っても区政報告にはな

らない。ｔ議員が阿佐ヶ谷駅前での区政報告会の写真、録音、状況説明を提示したとしても政調
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費に該当するか、問題のある支出である。会派７人でｓ議員が今年度（22年度）の主な成果事例

のなかで、わずか約80文字で感想を書いているのみで、写真すら貼付されていない。会派７人で

この感想のみで報告会をやったというならば、ｓ議員の１文字は約１万円に相当する。７人の会

派議員は全員、議長、監査委員経験者ではないか。もっと誠意ある対応を求める。

ｐ議員のＡ２）で書いたように、当時、Ｒ会派の経理責任者であったｐ議員はポスターの掲示

について次のようにはがきに礼状を書いて協力者に出した。「さて先日来、皆様方のお住まいの

一角をお借りして私が所属いたします、新会派「Ｒ会派」のポスターを掲示させていただきまし

た。お蔭様で、地域の要所で目立つ、絶好の位置に掲示をさせて頂き, 地域に住まわれる多くの

方々にポスターを見て頂けたと嬉しく思っております。」

これはまさに、区政報告会参加への礼状でなく、会派として目立ち、絶好の位置にポスターを掲

示したことの協力に対する礼状で、政調費で禁止している政党活動に関する経費に該当する。会

派全員で同じ目的で行動したのだから、ポスターの目的はなんだったのか、説明を求める。

以上のことからこのポスター代は政調費に該当しないので87,500円の返還を求める。

３）区政報告31号について。按分なしで 9/2、区政報告用封筒42,375円、9/17、作成費120,960円、合

計163,335円について

31号の紙面の1/4 は挨拶とプロフィールである。このプロフィールを要約した記述が33号にも

あり、33号ではｔ議員は按分して計上しており、31号と矛盾している。何故31号のプロフィール

は全額政調費に該当するのか説明を求める。プロフィールは議員自身のＰＲで政調費とは認めら

れないので按分を求める。按分比について妥当・合理的な説明がない場合は全額163,335円の返還

を求める。

４）区政報告33号について。7/8の按分で12/15に封筒代35,555円、12/22作成費、38,587円、合計74,142 

円について。

33号が按分7/8で計上している説明を求める。ｔ議員は紙面の1/8の部分に石原のぶてると自身

の写真を並べ、５ヶ月も先の５月10日の自民党演説会のお知らせを載せ、さらに｢石原のぶてる代

議士とのツーショット政党ポスターが完成しました。・・皆様のご自宅の壁や塀、お店など目立

つところに貼って頂ければ幸甚です｣と政党ポスターの掲示をお願いしている。ｔ議員が犬を抱い

た写真を載せ、31号に載せたプロフィールの要約が掲載されている。紙面の7/8は「区議会のホー

ムページより動画」で見られると書きながら、定例会でのｔ議員の質問と区側の答弁のみが記載

された区政報告である。紙面に占める面積割合ではなく、この33号は目前に迫った区議選に向け、

石原のぶてるとのアッピールが強い紙面であり、按分比の変更を求める。按分比について妥当・

合理的な説明がない場合は全額74,142円の返還を求める。

５）3/2, 区政報告用封筒1/2の按分,19,320円について

この封筒が使用されたと思われる区政報告は提出されていないので認められない。もしｔ議員

が提出している石原のぶてると握手をした写真を掲げ、自身のＰＲだけのパンフレットをもって

区政報告としているならばなおさらのことである。パンフレットの問題点はＦ④で指摘した。封

筒分19,320円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

１）読売新聞月3,720円×11ヶ月＝40,920円について

一般的に各家庭は新聞を購読し、家族も含め新聞を読む実生活がある。議員だからといって新

聞の購読費を按分もなく、すべて公金で賄うことが認められるのだろうか。新聞購読は政務調査

活動に必要であることは認めるが、通常の生活感覚からして按分もなくすべて政務調査活動とは

認めがたい。よって按分比の明示を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は新聞購読費

40,920円の返還を求める。

Ｆ. 広報費

１）6/14,区政報告29号発送代、按分なしで14,446円と60,780円合計75,226円について
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区政報告29号は紙面の半分は（表面全面）はｔ議員自身の「医療問題特別委員長就任の挨拶」

と山田区長の辞任のお知らせで、全経費を政調費で計上することは認められない。按分を求める。

按分比について妥当・合理的な説明がない場合は全額75,226円の返還を求める。

２）9/10 区政報告31号郵送代,按分なし91,200円と50,034円と305,590円合計446,824円について

資料作成費の欄でも書いたように31号の紙面すべてを政調費の支出とは認められない。31号の

紙面に基づいた按分を求める。按分比について妥当・合理的な説明がない場合は全額446,824円の

返還を求める。

３）区政報告33号郵送代はすべて按分7/8で、12/23に175,700円、12/26に,52,780円と18,228円、

合計246,708円について

資料作成費の欄でも書いたように33号の紙面すべてを政調費の支出とは認められない。33号の

紙面に基づいた按分を求める。按分比について妥当・合理的な説明がない場合は全額246,708円の

返還を求める。

４） 区政報告郵送代按分は1/2で、2/14に163,707円、2/15に56,045円と39,857円合計259,609円につ

いて

郵送される区政報告が提出されていないし、作成費も計上されていない。もしｔ議員が提出し

ている石原のぶてると握手をした写真を掲げ、自身のＰＲだけのパンフレットをもって区政報告

としているならばなおさらのことである。パンフレットの内容は《表紙はｔ議員の名前と写真、

自民党公認、ブレない信念、自身の名前の頭文字をとって、なんでも、おこない、やりぬきます！

が強調され書かれている。裏面は石原のぶてると握手をした写真を掲げ、石原のぶてるの「私も

応援しています！」の挨拶文（ｔ君は、２期目としては異例の速さで予算委員長や議運委員長な

どの要職を歴任し、今や自民党の若きエースと呼ばれる存在となりました。・・） その下にプロ

フィールを載せ、家族の紹介、妻〔ｔ－１〕(石原のぶてる代議士ご夫妻にご媒酌を賜り結婚)と

続く。間のページは、区政相談もなんでもおこないやりぬきます！、地域活動もなんでもおこな

いやりぬきます！、｢ﾌ゙ﾚ｣ない信念、確かな実績、３期目の公約、》等々、ｔ議員のＰＲのオンパ

レードである。区議選を目前に控え、税金である政調費を使ってＰＲ用のパンフレットの郵送代

に当てることは、政調費で禁止されている選挙活動に関する経費に該当する。ｔ議員自身、郵送

費は計上しているが、パンフレット作成費は計上していない。よって郵送代合計259,609円の返還

を求める。

Ｇ. 事務費

１）固定電話按分はすべて1/2の按分で合計11,090円

２) 携帯電話代按分はすべて1/2の按分で、合計105,729円で他の議員に比べ高い。(4月10,091円) (5 

月 11,159円) (6月 12,846円) (7月,19,041円)(8月, 9,307円)(9月, 5,795円)(10月, 9,123円)

(11月, 3,720円)(12月, 7,751円)(1月, 8,338円)(2月, 8,558円)

３）切手・はがき購入、4/19 切手2,560円、5/25 はがき切手3,350円、7/13 はがき75枚3,750円、7/30 

はがき70枚3,500円、8/1切手640円、8/24はがき80枚4,000円、11/19 往復はがき8,000円、1/11 往

復はがき6,500円、1/24 往復はがき500円、2/19切手1,350円、3/8 切手4,960円、 合計39,110円

政調費は税金なので使用目的が明確でない支出は認められない。切手、はがきの使用目的の説

明がない場合は全額39,110円の返還を求める。

４） ﾌ゚ﾘﾝﾀーｲﾝｸ代 4/25は按分2/3で2,644円、7/30は按分2/3で3,002円、9/3は按分2/3で2,418円、1/9 

は按分2/3で6,078円、インク代はすべて按分2/3で合計14,142円支出している。按分比の説明を求

める。按分比について妥当・合理的な説明がない場合は全額14,142円の返還を求める。

５）タックシール代 5/23按分なし1,740円、9/2、按分なし15,360円、12/17、按分は7/8で13,440円、

2/26 按分なし1,737円、合計32,277円

タックシールは区政報告の郵送に使用したと思われるが、それぞれの区政報告の按分に則して

支出すべきである。妥当、合理性ある按分比の説明の無い場合は全額32,277円の返還を求める。
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６）コピー用紙 6/16、按分なし8,730円、9/29、按分なし3,400円、12/9、按分なし1,600円、1/25 封

筒コピー用紙按分なし、210円、2/12、按分なし1,515円、2/25 按分なし1,100円、3/7 按分なし

6,468円、以上コピー用紙類はすべて按分無しで合計23,023円を支出。上記の４）ではインク代を

按分2/3で計上しながら、用紙のみ按分無しは矛盾しないのか。合理的な説明を求める。説明の無

い場合は全額23,023円の返還を求める。

７）会派分担金会派事務費（電話料通信費、事務用品等）2,506円、「Ｒ会派」会派事務費電話料通

信代2,262円、事務用品代4,774円、事業仕分け講師代3,750円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｔ議員に対する返還

要請額は、計上額9,542円である。

Ｈ. 事務所費

１）事務所賃借料1/2の按分で月25,000円×12ヶ月＝300,000円

「政務調査費の交付に関する条例」で第11条「議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、

報告書、出納簿及び領収書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができる」と明記

している。事務所の契約書が提出されるだけでは利用実態が不明であり、議長はどのように調査

ができるのか。平成23年１月13日小泉やすお議長は「政務調査費に係る調査について(回答)」（監

査結果書P225）で＜区議会では使途基準で事務所費への支出を認め、賃借料を計上する場合には

透明性の確保と説明責任に重きを置き、事務所の用件を具備することを示す書類の提出を規定に

より義務付けている。＞と明記した。当時の小泉議長が明記したことは現議長藤本議長に託され

ているはずである。契約書だけでなく、＜透明性の確保と説明責任に重きを置く＞書類の提出を

求める。「事務所賃貸借契約書」を提出するのみで事務所費を政調費と認めることは税金を納め

る区民としては納得できない。＜透明性の確保と説明責任に重きを置く＞書類の提出が無い場合

は事務所賃借料300,000円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

１）補助職員賃金 （7月 22,400円）（9月 27,200円）（10月 24,000円）（12月 16,000円）

２) 3/31,自民会派補助員分担金22,691円、Ｒ会派補助員分担金36,217円について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｔ議員に対する返還

要請額は、計上額58,908円である。

22. ｕ議員（Ｑ会派）

政調費交付額 1,280,000円(戻入なし)

要返還 291,312円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情報

が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開示・

説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使途に計

上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● 交通費

タクシー 12,640円（14回乗車）

公共交通機関 6,402円

● 会派視察

視察先 神奈川県開成町

期日 平成22年8月16日

目的 通年議会
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計上経費 交通費3,596円

視察先 京都府議会、奈良市役所

期日 平成22年8月30日～31日

目的 事業仕分け

計上経費 宿泊・交通費 36,620円

１）タクシー乗車について

日常の交通費は、公共交通機関の利用が原則である。乗降場所を調査すると、近距離の利用と

なっているが、何故この様な短区間のタクシーを利用するのか。使用理由は、総て行先 区民宅. 

理由 区民相談、意見聴取と記載されていて、具体的な内容は不明である。よって、12,640円の

返還を求める。

Ｂ. 研修費

● 議員力検定2010夏講座 4,320円

● ＴＫＣ経営革新セミナー2010および一緑会 3,500円

● 自民党区議連協全議員研修会 5,380円

2/10自民党区議連協全議員研修会5,000円に参加しているが、自己の属するＰ会派主催の研修会

への参加は、政務調査の為の研修とは認められず、交通費380円を含む5,380円の返還を求める。

Ｄ. 資料作成費（広報費として計上されている1/13ポスティング、3/25ポスティング合計188,317円及

び資料購入費として計上されている1/13封筒代を含めて、検証した）

● 12/2 区政レポート 10,000枚（按分なし） 121,800円

● 3/16 区政レポート 30,000枚（按分なし） 183,750円

領収書には、宛名印字. 封入. 発送費として、但書に記載されているが、個々の金額が不明の

為、明細書の添付が必要である。

● 1/13 宛名印字. 封入, 発送費1,212枚（按分なし） 132,986円

封筒6,212枚（按分なし） 51,274円

ポスティング7,600枚（按分なし） 46,284円

● 3/25 宛名印刷. 封入. 発送費1,641枚（按分なし） 174,356円

ポスィング25,050枚（按分なし) 142,033円

以上、上記２つの日付の４枚の領収証は、12/2, 3/16の区政レポートと関係がありそうな日付、

枚数であるが、既に、同じ但書が記載されている２枚の領収書（12/2, 3/16の区政レポート分）

と、重複していると思われる。区政レポート見本は、２枚提出されている。検証の上、重複であ

れば、正確な金額、内容を説明し、不適合な金額の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

収支報告書には、資料購入費合計額が、324,081円となっているが、その中に、事務用品代188,79 

1円が含まれており、実際の資料購入費は、135,290円である。

● 新聞購読：

読売新聞 31,400円（8月から8ヵ月分）、しんぶん赤旗 6,400円（9月から8ヵ月分、12月分が重複）、

杉並新報１年分3,600円（8月から翌年の7月）

● 書籍購入費合計97,490円：

議員力検定マスター問題集2,000円、議員力のススメ1,500円、まちづくり協議会読本1,800円、も
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う一度読む山川政治経済他５点8,295円、政策立案者のための条例づくり入門2,100円、地方議員

アイサツ例文集3,570円、市町村議会の常識「しらなかった」ではすまされない1,680円、地方議

員のための予算・決算書読本3,465円、東京23区ランキング青版仕事に役立つデータ編1,260円、

東京23区ランキング赤版意外な区の横顔編1,260円、地方議会議員ハンドブック1,799円、地方議

会その現実と「改革の」方向2,625円、ここから始める地方議会改革2,625円、電子マネーのすべ

てがわかる1,470円、地域通貨ルネサンス2,940円、昭和30年代の中野・杉並1,995円、これでいい

のか東京都杉並区1,365円、ネット選挙革命1,260円、20代で人生の年収の９割は決まる1,365円、

20代でやっておきたいこと1,260円、ハローワーク３倍まる得活用術1,470円、労働法の基本がわ

かる1,680円、転職・退職・再就職完全ガイド1,365円、無縁社会1,400円、もう一度読む山川世界

史1,575円、若者労働力の構造と雇用問題2,310円、世代間格差ってなんだ756円、ゼンリン東京都

地図Ａ41.5杉並区14,700円(8/7購入)、電子地図23,000円(2/11購入)

１）新聞購読について

読売新聞を定期的に購読し、政調費に、31,400円が計上されている。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、議員の多くにとって、当選の有無

とは関係なく、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があることは少ないと推測さ

れるが、当選した日から、当該新聞を、按分で何であれ、その購読費を公金で賄うことが認めら

れるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資するであろうことを否

定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞が、政務調査活動を含め議

員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示すること求めたもの

である。従って、請求人は、政務調査活動における読売新聞購読に、合理性・妥当性のある説明

を求めるが、それがない場合は、その購読料31,400円の返還を求める。

２）杉並新報年間購読について

請求人の平成21年度政調費監査請求に対する監査結果書は、「一般的な購読契約において、一

年(12ヶ月)分を超えた契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年

度を基準として行うこととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取る

としても、一年分を超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容

との整合性を著しく損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超

えた部分については不適切と判断することが妥当である」とし、更に「議員の任期は、議会の解

散等がある場合は別にして、４年で任期満了することは明らかであるので、当該任期を越えての

年間契約等に伴う支出を全額計上するのは適切でなく、計上するとしても、契約日から議員任期

満了までの月数に限定されるべきである」と述べている。

従って、請求人は、議員任期を越える平成23年５月から８月までの４カ月分1,200円の返還を求

める。

３）しんぶん赤旗12月分が、重複して計上されており、800円の返還を求める。

４）書籍購入について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、議員の私的な所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、議員用として備えられている図書の施設（議員には、閲覧･貸出しだけでな

く、新規図書の購入申請ができる）及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用すること

が、前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる「会

派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるということで

ある。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自

主性･自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入
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する前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、議員にとっては、更に議会図書室の活用も

可能であるが、その様な公的な図書室の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、

区役所の議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にま

とめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書

室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運

営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、

どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議

会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、ｕ議員が、上述

の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することをこしたか、

更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管を含めて、それらをどの様に処理する計画で

あるかの情報の開示を求めるものである。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調

査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の

二重、三重の支出が、防がれることを、期待している。

なお、11/15地方議会あいさつ例文集は、政務調査の為の資料とは云えず、3,570円の返還を求

める。又、ｕ議員は、平成22年８月に、ゼンリン東京都地図Ａ41.5杉並区(14,700円)を購入し、

更に、平成23年２月に、電子地図(23,000円)を購入している。電子地図の購入は、議員任期が終

了する２か月前であるが、当該地図の購入について、その理由を含め情報の開示を求めるが、そ

の内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額23,000円の返還を求める。ｕ議員も既知のことで

あろうが、インターネット上で、杉並区の最新の地図を詳細に検索することが可能であることを

付記しておく。

Ｆ. 広報費

資料作成の項で、併せて検証した。

Ｇ. 事務費

● 携帯電話（按分比50％） 43,772円

● ＰＣ、ウイルスバスター、ＰＣバッグ（按分比80％） 123,692円

（資料購入費として計上されている）

● 事務用品（按分なし） （資料購入費として計上されている）

11/29 ノート400円、11/30 スタンプ台2,100円、12/8 ファイル、ガムテープ2,300円、

12/20 ラベル５冊5,000円、1/13 単一電池11個1,155円、2/24 ガムテープ1,000円、

3/6 ノート５冊480円、3/20 クリアブック360円、3/24 インクリボン1,030円

● 収納箱（按分なし）1,450円

● Ｒ会派事務費分担分(電話代、事務用品等) 7,036円

１）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話は、通常、通話量に応じて、電話会社より、金券と同様の働きを持つポイントが付与

される。従って、この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであり、関連する

情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額43,772円の返還を求める。

２）ＰＣの購入について

パソコン一式を、平成23年度２月に購入し、按分比80％で、政調費に計上している。請求人が

行った平成21年度政調費監査請求に対する監査結果書には、「備品は事務用品と異なり、その性

格上、長期間にわたり使用されるのが一般的である。当該備品の所得税法上の耐用年数期間が議

員の任期を越えることを理由に、直ちに不適切な支出と見なされるものではないとしても、議員
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の任期を越えて使用できる備品を購入年度の政調費だけをもって賄うことが適切かどうかは、議

論の余地があるところである。備品の購入費の計上を、耐用年数に応じて分割するなど、減価償

却の考え方に類似した方法をとることなども含め、早急に検討されることを期待したい。」と記

されている。

請求人は、政務調査活動の内容、その政調費への計上は、会派・議員の自主性・自律性の基で

の判断であり、その内容に立ち入る意図をもたないが、最低限の明確な情報開示の責任があると

解している。パソコンの耐用年数は、所得税法上４年とされるが、ｕ議員が当該パソコンを購入

したのは、平成23年２月であり、議員任期の残りが、２ヵ月の時点でなされている。ｕ議員に、

その購入経費の公金である政調費への計上を按分比80％で行っているが、その明確な根拠と責任

ある説明を要請する。その内容に合理性・妥当性がない場合は、パソコン及びその関連品の購入

費123,692円の返還を求める。

３）事務用品の購入について

事務用品の購入経費を按分なしで、政調費に計上しているが、その根拠の明確な説明を要請し、

ｕ議員の自律性・自立性ある判断に基づく按分による計上額の返還を求める。又、平成23年１月

に購入した単一電池の使途の開示を求めるが、それに、碁理性がない場合は、計上額1,155円の返

還を求める。更に、11月に、収納箱を購入し、按分なしで、政調費に計上している。収納箱は、

通常、消耗品ではなく、備品の一つであり、政務調査活動だけでなく、他の活動にも有用と捉え

るべきであるが、按分比なしとして、政調費に計上した根拠の説明を求めるが、それに合理性・

妥当性がない場合は、計上額1,450円の返還を求める。

４）会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｕ議員に対する返還要

請額は、計上額7,036円である。

Ｉ. 人件費

● Ｒ会派補助事務員賃金分担分 36,217円

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｕ議員に対する返還

要請額は、計上額36,217円である。

23．ｖ議員（Ｓ会派）

政調交付額 1,920,000円（戻入なし）

返還要求額 1,887,479円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

21年度の住民監査請求の監査結果書（P265）で、ｖ議員は次のように抗弁をした。＜自分たち

は何の調査もせず、領収書の情報だけで、想像を膨らませ指摘するのは大変失礼であり、ただの

言いがかりと判断する。このやり方は、非常に卑怯であり、住民監査請求の悪用とも言える。・・・

監査委員の皆様におかれましては、指摘内容が本当に社会通念上、通用する内容かも含め監査い

ただきますようお願い申し上げます。＞

請求人の調査が徹底してなかったことをｖ議員に指摘され、請求人はｖ議員の自宅を確かめた。

自宅には立派な駐車場もあり、月極駐車場代金を政調費で支払う必要もなかったにもかかわらず、

ｖ議員は４年間に渡り、月極駐車場代金を政調費＝税金で支出していた。

20年度では５月19日～21日に行われたＳ会派議員（ｖ、ｙ、ｘ、Ａ、〔Ｓ－１〕）の青森六ヶ
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所村視察に対する甲の指摘に対して、20年度の監査結果書Ｐ203で＜この視察については東京電力

から施設見学のお誘いがあり、会派として参加したものである。・・経費については主催者であ

る東京電力と協議を行い宿泊費や現地で要した交通費などを考慮して負担したものである＞と述

べている。後でわかったことであるがｖ議員は現職の〔ｖ－１〕○○支社のお客様係りであり、

〔ｖ－１〕社員として接待旅行を杉並区議に供与したことではないか。さらに立派な視察報告書

の９割は「青森県の原子力行政」や「むつ市のＨＰ」などの丸写しであることが区内在住のジャ

ーナリスト〔ｖ－２〕氏の調査で判明した。徹底的に調べない限り、ｖ議員の政調費の使い方に

は疑問が多い。ｖ議員が言った｢非常に卑怯｣と言う言葉は一体誰に向かって言う言葉か。当時の

四居誠監査委員はｖ議員の言い分をすべて認め、請求人の指摘をすべて否定し、正当な支出と認

めてきた。ｖ議員が＜監査委員の皆様におかれましては、指摘内容が本当に社会通念上、適用す

る内容かも含め監査いただきますようお願い申し上げます。＞と述べた言葉を監査委員は徹底的

に調査し、監査することを望む。

Ａ. 調査研究費 95,710円について

１）月極駐車場代 50％按分で月7,500円×12ヶ月＝90,000円

「自動車保管場所（車庫）賃貸借契約書」は契約期間が平成18年10月１日から19年９月30日と

なっていて、契約書には「ただし、当事者協議のうえ契約の更新をすることができるものとしま

す」と書いてあるが、更新した書類は提出されていない。よって、この契約書は失効していて、

22年度政調費に該当しない。また、契約書では自宅近くの「練馬区関町南○-○-○」を駐車場と

しているが自宅には駐車場がある。監査結果書Ｐ265で「車は２台保有しており、私的に利用する

際は別の１台の車を使用している」と述べているが、ｖ議員が何台もの車を所有するのは自由で

あるが２台車が在るので１台分の駐車場料金を区民の税金負担に要求することは認められない。

90,000円の返還を求める。

２）ガソリン代合計5,710円について

8/5, 2,000円, 10/5, 1,800円, 1/5, 1,910円を50％の按分で購入している。

ガソリン代については領収書の提出だけで、使用実態の説明がないので認められない。ｖ議員は

21年度の住民監査請求の際、上記に書いたように「自分たちは何の調査もせず、領収書の情報だ

けで、想像を膨らませ指摘するのは大変失礼であり」と抗弁した。税金で購入したガソリン代に

対し、使途説明をしないことこそ問題である。他の議員は電車の１区間の切符代でも使用目的を

明らかにしている。これは税金の支出であるので当然のことである。一般の公共交通手段の利用

には、交通費記録簿の提出が要請されていると同様、自動車の利用でも記録簿を提出すべきであ

る。使途不明のガソリン代は認められないので、説明がない場合は5,710円の返還を求める。大体、

自宅に駐車場がありながら、駐車場代に税金から90,000円を支出し、ガソリン代が年間5,710円と

いうことは本当に政務調査のために必要な車なのか、説明を求める。

Ｅ．資料購入代 39,250円について

１）収支報告書によれば、4/5産経新聞購読費２月分 3,925円は２月分ということは22年度分に該当し

ないので認められない。また、産経新聞購読料は１ヶ月2,950円であり、不当な支出である。3925

円の返還を求める。

２）朝日新聞購読料3,925円×9ヶ月＝35,325円について。(3/7の支払いは事務所費で計上しているの

で事務所費の欄参照)

一般的に各家庭は新聞を購読し、家族も含め新聞を読む実生活がある。議員だからといって新

聞の購読費を按分もなく、すべて公金で賄うことが認められるのだろうか。新聞購読は政務調査

活動に必要であることは認めるが、通常の生活感覚からして按分もなくすべて政務調査活動とは

認めがたい。よって按分比の明示を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は新聞購読費

35,325円の返還を求める。

Ｆ. 広報費 1,153,125円(政調費の約58％)
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１) 区議会レポート７号印刷代99,400円について

印刷代は按分無しで4/20に２回に分け、5,000枚 24,000円、30,000枚 75,400円を,滋賀県守山

市のＫＫウエーブに支払っている。

レポートの内容は｢2～3月に開かれた議会｣でのｖ議員の質疑応答の要旨で、全面＜Ｑｖ議員の

質問、Ａ杉並区の答弁＞のみの掲載である。冒頭は｢どうぞご支援賜りますようお願い申し上げま

す｣から始まり、区政報告の部分もあるが、区民＝選挙民への議員本人のＰＲ宣伝活動の性格が強

い。それを按分もなく100％区民の税金で支出することは認められない。按分を求める。その按分

比に合理性・妥当性のある説明がない場合は合計99,400円の返還を求める。

２) 区議会レポート７号発送、郵送代について

4/28に武蔵野コーポレーションに4,509通の発送委託に、42,262円。同日郵送代235,974円、総合

計278,236円について

郵送代は1989通99,450円、1643通82,150円、877通54,374円合計235,974円をすべて小切手で払

っているが、政調費は銀行口座に振り込まれているのに、小切手で払う理由は何か、説明を求め

る。レポート７号の印刷代について按分比を求めたのと同様、4,509通の発送代、郵送代にも按分

を求める。その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は総合計278,236円の返還を求める。

３) 6/30のポステイング代 94,500円について

収支報告書には区議会レポート６号ポスティング代とあるが６号は実物が提出されていないの

で認められない。領収書は７号ポスティング代(30,000枚) となっているので、仮に領収書が正し

いとして７号と認めても、１）に書いたように按分比を求める。その按分比に合理性・妥当性の

ある説明がない場合は94,500円の返還を求める。

４）12/9の区議会レポート８号制作印刷代 300,615円について

「安心、安全、活力あふれる杉並区に挑戦！」と冒頭に書いたレポート８号はｖ議員の決算特別

委員会での発言のみである。文末は「取り組んでいきます」「積極的に行います」「進めていき

ます」などでまとめられ、自身の意見をまとめたに過ぎない。１）と同様、区民＝選挙民への議

員本人のＰＲ宣伝活動の性格が強い。それを按分無しで、政務調査研究に100％該当するとは認め

られない。按分を求める。その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は印刷代300,615

円の返還を求める。

５）区議会レポート８号の発送代54,840円、郵送代231,034円、総合計285,874円について

11/24の発送委託代、武蔵野コーポレーションに54,840円、郵送代1,956通97,800円、1,602通

80,100円、857通53,134円の経費は４）に書いたようにレポートの按分比に基づくべきである。そ

の按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は発送、郵送代総合計285,874円の返還を求める。

６）12/6の区議会レポート８号のポスティング代94,500円について

レポートが４）で書いたように按分無しで、政務調査研究に100％該当するとは認められないの

で、30,000枚の配布代に按分を求める。。その按分比に合理性・妥当性のある説明がない場合は

94,500円の返還を求める。

以上、広報費には合計1,153,125円が使われ、政調費の約58％を占めている。

Ｇ. 事務費

１）固定電話代 50％按分で、年間計20,068円について

この固定電話は自宅にあるのか、事務所にあるのか。例えば自宅にあるとすれば、基本料金は、

原則、議員活動の有無とは関係なく支払いは生ずるものである。従って政務調査活動のために自

宅の固定電話を使用した場合、基本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを使用実

態にあった按分比で政調費に計上すべきである。自宅ではなく、事務所にあるとすれば、下記の

Ｈ事務所費の欄に書いたが、事務所の使用実態の説明がなく、水道料金は１年間で９㎥の使用量

で事務所として利用されている形跡は非常に少ない。事務所使用実態の説明を求める。その説明

に合理性・妥当性がない場合は固定電話代20,068円の返還を求める。
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２）インターネット接続料50％按分、24,564円

３）携帯電話79,532円

４）会派分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｖ議員に対する返還

要請額は、計上された事務費・電話費7,036円、人件費36,217円である。

Ｈ．事務所費 合計536,073円

１）事務所を西荻南○-○-○ △△△号室18,38㎡を月85,000円で借り、50％按分で年間510,000円を政

調費＝税金で払っている。事務所の契約書は提出されているが、実際に使用している実態の説明

は何らない。政調費の使途基準では事務所費は「調査研究に必要な事務所の設置、管理に要する

費用」とあるが、契約書が提出されているだけでは使用実態が不明である。現在、現職の〔ｖ－

１〕社員であるにもかかわらず、区議選出の監査委員になったｖ議員は監査をする時、使用実態

が不明でも契約書だけで税金の支出を認めるのか。税金を納める区民からすれば、使用実態の不

明な支出は当然認められない。説明を求める。

事務所家賃だけでなく、電気代、水道代も政調費で支出している。例えば２ヶ月毎の水道使用

量を領収書から列記すると、４～５月１㎥、６～７月１㎥、８～９月０㎥、10～11月１㎥、12～

１月２㎥、２～３月４㎥で、年間合計９㎥の使用であり、この領収書からして事務所使用は非常

に少ないということを物語っている。ｖ議員の言うように「領収書の情報だけで、想像を膨らま

せ指摘するのは大変失礼である」ので使用実態の説明を求める。水道料金は使用量に関わらず基

本料金は払わなければならないので、50％の按分で8,946円を政調費＝税金で払っている。

室内にはどんなものが置いてあるか請求人は把握していないが、インターネット接続など電気

関係は設置しているだけで電気代はかかるので、年間50％按分で13,202円を政調費＝税金で払っ

ている。2007年初当選した時、政調費で購入したオフィス家具(58,000円) パソコン(101,650円)、

プリンター(24,650円) 電話機などはまだ置いてあるのだろうか。

ｖ議員は2007年４月に初めて立候補した時、読売新聞の立候補者経歴に元〔ｖ－３〕会社員と

掲載されていた。2011年４月の区議選の立候補者経歴に朝日新聞のみ〔ｖ－１〕社員、毎日・読

売・産経・東京新聞の４紙に元〔ｖ－１〕社員と掲載した。新聞の経歴でもこれだけ異なること

を記載するのだから、事務所の使用実態もきちんと説明してもらわなければわからないので、事

務所費は認められない。前文にも書いたが、ｖ議員は甲の住民監査請求に対し、｢自分たちは何の

調査もせず、領収書の情報だけで、想像を膨らませ指摘するのは大変失礼であり、ただの言いが

かりと判断する。このやり方は、非常に卑怯であり、住民監査請求の悪用とも言える｣と答えた。

しかし、領収書は使用状況を証明する。水道料金の領収書が使用量が殆ど無いことを示している

ように、事務所の使用実態をどのように解釈すればいいのだろうか、ｖ議員からの説明を求める。

使用実態の説明に合理性・妥当性のある説明がない場合は事務所の家賃510,000円、水道料金8,946

円、電気代13,202円の返還を求める。

３) 3/7の朝日新聞購読費１月分3,925円を事務所費で計上している。他の月は資料購入費なのに何故

この月は事務所費か、説明を求める。その説明に合理性・妥当性がない場合は新聞代3,925円の返

還を求める。

24．ｗ議員（Ｓ会派）

政調費交付額 1,920,000円(戻入なし)

返還要求額 581,544円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使
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途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ．調査研究費

● タクシー使用料金 96,010円（69回）

● 自転車駐輪場 5,700円（57回）

● 公共交通機関 利用なし

１）交通費について

タクシー使用料金69回96,010円 出張先は個人宅、喫茶店、59回が区民意見聴取、２回は区役

所－永田町(高速料金を含む13,010円のところ1,310円と誤記)、吉祥寺往復と記入されており、公

共交通機関の利用が可能範囲内であり、タクシーを利用する必要性が認められない。

自転車駐輪場利用も57回あり、総て区民意見調査となっている。後述するが、人件費でも142

時間区民意見聴取・調査と記入されているが、何を調査しているのか資料が全く無く公共交通機

関の利用が１回もなく、タクシーのみの利用は正当な支出とは認められず、94,050円の返還を求

める。

Ｂ．研修費

法政大学生活協同組合で、以下の図書を購入しているが、資料購入費としてではなく、研修費

に組み入れてあるのは、法政大学で学ぶ教科書代としての計上ではないか。だとすると、政務調

査ではなく、自己研修の為であるから、6,803円の返還を求める。

7/5 西洋経済史 2,362円、8/6 経済原論 2,835円、10/6 Economics and Human Nature 1,606円

Ｃ. 会議費

● 喫茶店利用 8,062円(13回)

一般社会通念では、狭く多くの人が近くに座っている喫茶店で、調査研究の為の会議は、とて

も出来ないが、議員達は、何故か議会事務局の応接室を使わず、喫茶店での利用が多い。区民意

見聴取になっているが、全部「〃」「〃」の記号のみで、内容が全く不明であり、区民と記入し

ているが、中野地区の喫茶店の利用もあり、不透明であり、8,062円の返還を求める。(3/31コー

ヒー館400円科目会議費を含む)

Ｄ．資料作成費

● データ作成費 3,150円

● コピー代 12,960円

コピー代として、2/19. 2,000円、2/21. 8,000円、2/23. 2,960円＝12,960円を計上しているが、

既に、プリンター等機器類を数多く、政調費で購入しており、余りにも安易にコピー代として使

用している。

Ｅ．資料購入費

● 書籍費合計74,462円：

経済会議714円、若者のための政治マニュアル450円、現代政治学・政策展開を研究1,804円、日経

ビジネス・建築基準法3,820円、戦後世界経済史自由と平等の視点から987円、初めての経済学上

下1,742円、近代日本政治史2,520円、現代政治学1,890円、民法総則・物件1,890円、現代の経済

政策3,045円、ゼミナール民法入門3,360円、ブルータス630円、福祉国家の発展と地方政府3,665

円、杉並区の歴史・地域の歴史研究300円、日本経営史756円、コーポレートファイナンス上下10,500 

円、財務会計講義4,200円、ベーシック監査論3,990円、ゼミナール現代会計入門3,675円、概説日

本経済史2,625円, 図解社会経済学資本主義とはどのような社会システム化3,150円、基本民法

2,940円、民法判例百選2,199円、告白650円、思索紀行・お家さん3,360円

● 新聞、雑誌：日経新聞年間購読52,596円、朝日新聞130円、アエラ380円、プレジデント･ＴＨＥ21.
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1,240円、新聞新社会4,560円、女の新聞5,040円

購入書籍の告白、思索紀行･お家さんは、政務調査の資料とはいい難く、4,010円の返還を求める。

Ｆ．広報費として、合計768,160円を計上

● ７月計上 区政報告特別郵便 420円

８月計上 区政報告ハガキ50円 5,300枚(按分なし) 265,000円

２月計上 区政報告特別郵便65円 4,052枚(按分比70％) 184,365円

３月計上 3/10 切手80円 250枚（按分なし） 20,000円

3/10 ハガキ 5,200枚（按分なし） 260,000円

3/11 封筒代（按分なし） 18,375円

3/31 ハガキ400枚（按分なし） 20,000円

１）８月計上について

区政報告作成費ハガキ50円ｘ5,300枚＝265,000円について、証拠書として提出されているもの

は、ハガキ２枚、Ａ４版コピー１枚のみで、発行号数、年月が不記載の為、どれに該当するのか

不明であり、又、宛名シールの購入等、多量のハガキに宛名を書いた痕跡がない。明確な説明を

求める。

２) 2-3月計上について

広報費としての証拠品は、ハガキ２枚、引退挨拶文１枚のみで、発行年月、号が未記入の為ど

れが該当するのか不明であるから本人の説明を要する、内容から推察すれば、2/24. 65円ｘ4,052 

枚＝263,380円が按分されて184,365円、3/10. 50円ｘ5,200枚＝260,000円が、該当可能かも知れ

ないが、該当しなければ要返還である。

４月～３月の期間で、何故２月末と3/31の間に、広報が集中するのか、不自然である。本人は、

引退を決めており、3/10に、80円切手ｘ250枚＝20,000円、50円ハガキｘ5,200枚＝260,000円、3/31

に、50 円ハガキｘ400枚＝20,000円は、使途不明であり、又、多量のハガキに、あて名を書いた

痕跡がなく、合計300,000円の返還を求める。

Ｇ．事務費

● 携帯電話（按分比50％) 81,143円

● 事務所への郵送費（本、雑貨、備品、印刷機） 3,580円

● 棚付テーブル（平成22年７月22日) (按分比80％) 16,640円

● 書棚（平成22年７月22日）（按分比80％） 41,520円

● コピー費50枚 500円

● ノート892円、地図1,680円、のり1,994円、切手50円（資料作成費に計上）

● ボールペン100円、インク3,256円、紙9,175円、ノート474円（資料購入費に計上）

● 3/10 インク5,470円（広報費に計上）

● 会派事務費分担（按分比50％） 10,786円（内、事務費・電話料7,036円）

１）携帯電話について

平成21年度政調費の監査請求において、議長調査に対して、ｗ議員は、「携帯電話の使用料金に

ついては政治活動や私的活動と明確に分けるために定められた基準で按分をしている」と記して

いる。請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活

をより多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このこ

とから、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用す

べきでないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話は、通常、通話量に応じて、電話会社によって異なる可能性があるが、金券と同様の働
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きを持つポイントが付与される。従って、この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上

すべきであり、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額81,143

円の返還を求める。

２）郵送費について

4/13 本、雑貨、備品、印刷機を、区役所議会控室から、自宅に郵送している。個人の利便の為

の送料であり、政務調査費とは関係ない。送料3,580円の返還を求める。又、ｗ議員は、印刷関連

機器を、平成18年３月（印字機372,000円）、６月（印字機335,154円）、９月（リソグラフ機95,550

円）に購入しているが、どの機器を、自宅に郵送したかについて、情報の開示を求める。

３）備品購入について

7/22 棚付テーブル・書棚58,160円は、備品であり、任期が一年未満しかなく、耐用年数を大幅

に超過しており認めることは出来ない。58,160円の返還を求める。

４）コピー代について

資料作成費の項でも述べたが、4/28 コピー 50枚＝500円は、コピー機等を政調費で購入してい

るが活用されていない、支出はよく考えた上で行って欲しい。よって、500円の返還を求める。

５）会派事務費分担については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｗ議員に対する返

還要請額は、計上額7,036円である。

Ｈ．事務所費として、223,929円計上

● 事務所賃料(按分比1/6) 及び振込手数料 215,200円

● ガス代(按分比1/6) 8,729円

部屋の自筆による見取り図が提出されているが、契約書もなく、根拠に乏しい按分であり、光熱

費も何故「ガス」だけなのか説明を要する。個人生活と居住と補助職員が、どこでどの様に事務補

助しているのか不明である。事務所経費の検討を要する。

Ｉ．人件費として、507,600円を計上

先ず、雇用契約書の写しが提出されていない。

賃金が１時間当たり1,300円の根拠は何か。高額すぎるので改善を求める。

勤務内容は、区民意見聴取76時間、区民意見調査66時間、地域通貨資料集め15時間、区政報告の

作成５時間、産業行政調査23時間、定例会用資料作成32時間、区政報告資料集め39時間、区民ア

ンケート調査20時間、区民意見取りまとめ36時間が、主な業務内容になっているが、どうやって

何を調査したのか痕跡、資料が全くない。職員を雇用している一部議員に共通していることだが、

人件費の使用が明解でない。一考を要する。

5/4 1時間 1,300円、5/17 1時間1,300円、6/7 1時間1,300円、6/13 1時間1,300円＝4時間の

休憩時間に、賃金を支払っている。又、6/10 4時間5,200円、3/30 6時間7,800円の両日は、勤

務内容不記載の為勤務実態がないと判断した。

従って、合計18,200円の返還を求める。

＜その他＞

参考までに、ｗ議員の特筆している事項を述べておく。それは、耐用年数を全く無視し、備品を

購入していることである。

例えば、平成16年度 パソコン、17年度 パソコン、印字機、18年度 印字機、リソグラフ機、Ｆ

ＡＸ, 20年度 携帯電話、録音機、パソコン、21年度 プリンター、棚３台、22年度 棚付テーブ

ル、書棚

甲としては、備品購入について、再三政務調査費の目的外使用として注意を喚起

してきたが、監査委員としての職務を果たさず、議員本人の自覚は基より、税金の無駄使いを、今

日まで黙認してきた事実と責任は大きいと思う。何らかの判断と行動を切に願っている。
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25. ｘ議員（Ｓ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入額 560,112円）

返還要求額 888,961円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ．調査研究費

１) 調査研究のための移動手段の経費が、以下のように計上されている。

● ガソリン代（按分比50％） 18,656円(125リットル)

● 駐車場代２回 1,650円

（ビックサイト・水道博物館視察、区政相談-泉４丁目）

● 駐輪場代（荻窪駅南口、荻窪駅周辺まちづくり調査）400円

● タクシー２回 1,510円

（区役所-荻窪保健センター、区政相談-区役所-和田１丁目）

● 公共交通機関 7,660円

一般常識の観点からは、自動車の利用は、公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合

理性･妥当性のある理由がある場合にのみ、政調費として計上することが認められるべきである。

更に、自動車を利用する場合は、使用する自動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走

行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から算出したガソリン料を計上する方法を採用すること

が、一般常識上からも、その使途をより明確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致してい

るといえる。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で125リットルであり、例えば、使用された

車両の標準の燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、875kmとなる。又、その活動がす

べて杉並区で行われたとすると、区を約7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道か井之頭通りを、

年間58回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調査活動の走行距離

の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有していないが、自動車

を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分比を適用したガソ

リン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等により、自動車使用の実

態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致していると主張しているの

である。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されている同様、自動車

の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべきと解する。この様な走行距離の

記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した場合に行われている。

従って、請求人は、自動車の利用実態の開示を求め、それに合理性･妥当性のある根拠がない場合

は、ガソリン代の全額 18,656円及び駐車場代 1,650円の返還を求める。

２）複数有志視察行に、３回参加し、その経費41,265円が政調費に計上されている。

● 視察先 大分県豊後高田市、福岡県八女市、佐賀県佐賀市

期日 平成22年4月11日－13日

参加者 ｘ議員、ａ議員、ｇ議員、ｙ議員、ｓ議員

目的 豊後高田市 コンセプトを持った商店再生及び町づくり事業について

八女市 議会基本条例
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佐賀市 健康ひろげ隊事業について

計上経費 3,094円（現地交通費、他の経費は、前年度３月に計上）

● 視察先 神奈川県開成町

期日 平成22年８月16日

参加者 ｘ議員、ｏ議員、Ｅ議員、ｒ議員、ｓ議員、Ｄ議員、

ｔ議員、Ａ議員、ｕ議員

目的 通年議会

計上経費 3,596円

● 視察先 京都府議会、

期日 平成22年８月30日～31日

参加者 ｘ議員、ｏ議員、ｑ議員、Ｅ議員、ｒ議員、ｓ議員、

Ｄ議員、ｔ議員、ｐ議員、Ａ議員、ｕ議員

目的 事業仕分け等

計上経費 宿泊・交通費 34,575円

ｘ議員が発行する区政調査・報告レポートの平成22年夏号に高田市、八女市、佐賀市への視察内

容、今後の取り組みが報告され、同年秋号、平成23年冬号に、京都府での事業仕分けの視察及び試

行的事業仕分けの実施と文教委員会としての行政視察の内容が報告されている。請求人は、政務調

査活動は、会派・議員の判断の基に行われ、その自主性・自律性を尊重すべきと解し、視察の選択

の内容、その成否を問題としてきていない。しかし、一方、公金を使った活動の対象プロジェクト

については、それを継続するかあるいは中断したかに係らず、視察後、どの様に展開しているかの

情報開示が、区民に対してなされるべきであると解しており、ｘ議員には、継続して、政務調査の

対象としたプロジェクトの状況報告を要請したい。

Ｂ. 研修費

● 議会改革任に関する学習会講師（地方自治総合研究所）料として、2,222円を計上

Ｅ. 資料購入費

● 朝日新聞６か月購読23,55O円、読売新聞６か月購読23,55O円。赤旗新聞購読１か月 800円

Ｆ. 広報費

下記の経費が、広報費として総額 756,178円が計上されている。

● 区政報告平成22年夏号印刷・折代・ポスティング（按分比90％） 151,200円

● 区政報告平成22年秋号印刷・折代・ポスティング（按分比90％） 163,800円

● 区政報告平成23年冬号印刷・折代・ポスティング（按分比90％） 138,600円

● 区政報告平成23年予算号印刷・折代・ポスティング（按分比90％） 138,600円

● 区政報告年間郵送代（按分比80％） 77,470円

● 封筒印刷・区政報告案内印刷（按分比80％） 85,008円

● 区政報告会会場費（平成23年２月） 1,500円

広報活動は、議員の種々の活動の中で、最も重要なものの一つであり、その背景には、一般的に４

年の任期で改選選挙が待ち構えているためと考えられる。政調費の使途も、広報費が主たる部分を占

め、ｘ議員の場合でも、平成22年度の政調費に計上された使途に占める広報費の割合は55％強となっ

ている。従って、広報活動は、政務調査活動の広報と選挙、後援会、政党・政治活動のそれとの間に、

明確な一線を引くことは、極めて難しい作業であり、政務調査活動単独の広報活動は、実際的にはあ

り得ないと解する。議長訓令は、区政に関する活動を政務調査活動と定義しており、選挙、後援会、
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政党活動は含まれない。

ｘ議員は、広報活動の一環として、平成22年度においては、区政報告を夏号（８月）、秋号（10月）、

冬号（平成23年１月）を発行し、年度末の３月に「平成23年予算号」を発行している。

１）夏号は、前半が、ｘ議員がＲ会派の幹事長就任、杉並区・ウィロビー市友好都市提携20周年記念

式典開催、臨時区議会開催、議会定例会開催の記事で構成され、後半が、ｘ議員の大分県豊後高

田市、福岡県八女市、佐賀県佐賀市視察報告と、区政アンケートからなっている。前半部分は、

ｘ議員の政務調査活動とどの様に結びついているのか不明であり、明確な説明を求める。

２）秋号は、平成22年度定例区議会報告と題され、1/3の紙面に、平成21年度の区の決算内容が掲げら

れて、次に、1/2の紙面を用い、主な事業結果(9事業)の概要が紹介されている。残りが、会派及

び行政視察報告と区政調査アンケートからなっている。９事業の概要は、ほとんどが、事業の説

明であり、ｘ議員の政務調査活動との関係は、不明であり、明確な説明を求める。

３）冬号は、前半が、ｘ議員の所属する会派が賛成し、可決した平成22年度の補正予算の主な事業の

説明と平成23年度の予算編成について、区長に提出された５項目の要望及びそれまでに実現した

要望等の内容の説明が記載され、後半に、当該会派による事業仕分けの実施内容、ｘ議員の決算

員会での質問と文教委員会報告からなっている。

所属する会派としての政務調査活動の一端と解した。

４) 平成23年予算報告号は、予算の概要が報告され、末尾に４問の区政アンケートが記載されている。

予算計上された15件の事業等の概要が述べられているが、秋号の決算の概要説明と同様、ｘ議員・

所属会派の実施してきた政務調査活動との関連性が不明であり、明確な説明を求める。

ｘ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「区政に関する報告以外の

記載はないと思っておりますが、強いて上げればプロフィール箇所が区政報告以外と思われます

ので90％計上したものであります(前後略)」と記している。請求人は、区の決算や予算の概要説

明は、区政報告そのものであることを否定しているのではなく、その様な区政報告内容に、ｘ議

員あるいは所属する会派の政務調査活動の結果が、どの様な形で反映されているかについて、情

報開示と明確な説明求めているものである。従って、区政報告夏号、秋号、平成23年予算報告号

について、より明確な説明を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上された各々

の支出額151,200円、163,800円、138,600円の返還を求める。

Ｇ. 事務費として、以下の経費が計上されている。

● 携帯電話（按分比50％） 44,759円

● 固定電話・Ｆａｘ代（按分比50％） 20,020円

● インターネット接続料(按分比50％) 28,965円

● その他 13,212円

按分比は、多くは80％、一部按分なし、又、購入日により、80％が50％、90％）

（メモリーカード、ハードディスク、インクカートリッジ、インクリボン、ラベルタック、クリ

アファイル、ボールペン、Ｆａｘ用紙、ＯＡティシュ、インデックス、マッキー、クリップ、修

正液）

● 会派経費分担分(事業仕分け講師代を除き按分比50％、含む人件費) 47,003円

１) 携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話（ドコモ）の請求明細書が添付されていないため、使用実態は明確でないが、通常、
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通話量に応じて、金券と同様の働きを持つポイントが付与される。従って、この付与されたポイ

ント相当額を差し引いて支出計上すべきであり、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示

がなされない場合は、計上額44,759円の返還を求める。

２) 自宅の一部を事務所として利用し、その自宅の固定電話の経費を按分比で、政調費に計上するこ

とについて

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実

生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じ

る場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。自宅を事務所として

使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるも

のである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料金を含ま

ない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきで

ある。ｘ議員が示している固定電話料計算方式によると、固定電話の基本料金、通話料金の合計

額に、50％の按分比をかけて算出した額が政調費に計上されている。それは、基本料金を除いた

通話料金のみを政調費の対象とするべきとする請求人の主張と異なっており、ｘ議員に、固定電

話の費用計上について、上述の計算方式採用の根拠の説明を求めるが、その内容に、合理性・妥

当性がない場合は、固定電話料として計上された全額20,020円の返還を求める。

３）会派分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｘ議員に対する返還

要請額は、計上された事務費・電話費、人件費 43,253円（講師代3,750円を除く）である。

Ｈ. 事務所費

自宅の一部を事務所として使用し、その水光熱費を按分して、事務所費として33,423円（ガス

代10,363円、電気代12,651円、水道代8,786円）が計上されている。 添付資料に、按分比の計算

根拠が記載され、事務所と使用している部屋面積を自宅の部屋総面積で除して、事務所と使用部

分の按分比を17％とし、更に、その50％を、政調費へ計上する按分比としている。事務所として

使用する部分の按分比の算出に、部屋面積を採用した明確な根拠が明示されていないが、事務所

が自宅という生活の場の中にあり、水光熱費がその生活を支えるという本来的な性質からもみて

も、その算出根拠の妥当性に疑問が生じる。議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく

継続するものであり、議員の実生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支

出・購入がなされる必要が生じる場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきである。

特に、自宅を事務所として使用している場合の水光熱費等の基本料金は、原則、議員の活動の有

無とは無関係に、支払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の水光熱を使

用した場合は、基本料金を含まない、その使用量に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分

比で、政調費に計上すべきである。又、議員活動は、多岐に亘り、政務調査研究活動はその一部

を構成するのみであり、その按分比を50％とする明確な情報開示がなされるべきである。請求人

は、より明確な説明を求めるが、それに合理性・妥当性がない場合は、計上された全額33,423円

の返還を求める。

Ｉ．人件費

臨時職員として、議員と同姓の者を雇用し、総額273,600円が計上されている。

平成21年度政調費の監査請求における議長調査に対して、ｘ議員は。「２名に支払った人件費は

親族でありますが、生計を一にする親族ではありません」と記している。議長訓令による使徒細

目基準には、「議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことができない」とし、更に、「政

調活動のみを補助する職員の賃金は、議員一人当たり月額50,000円を上限として勤務実績に応じ

た額とする」と規定されている。

請求人の主張は、公金の交付である政調費の使途は、公明・公正な基準に基づいて決められる

べきという基点に立ったものであり、政調活動における人件費の支出も、議長訓令が求める「勤
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務実績に応じた額とする」ためには、雇用者であり、管理者でもある議員が、公明・公正な基準

で、雇用人の勤務実績の判定を行うことが前提なっていると解する。又、議長訓令が、生計を一

にする親族の雇用を禁じているのは、勤務実績の公明・公正な判定を担保することに加え、結果

として、支払われた賃金が、雇用人である議員自体の生活を支えることを避けることが、より基

本的理由と解している。請求人は、議員と生計を一にしない親族の雇用を否定しているのではな

く、親族であろうとなかろうと、雇用者となる議員が、雇用者を正当に評価しているかどうかを

明確にすべきと主張しているのである。従って、ｘ議員に、雇用した親族の勤務実績を、どの様

に評価したかについて、情報を開示し、その内容の説明を求める。

それに、合理性・妥当性がない場合は、計上された人件費273,600円の返還を求める。

26. ｙ議員（Ｓ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入額 なし）

返還要求額 1,482,114円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１) 自家用車の使用に基づく経費の計上額は以下の通りである。

月極駐車場代（按分比50％）：120,000円

駐車場代：1,100円(2回)

ガソリン代（按分比50％）：37,512円（260リットル）

ｉ）自動車の購入するためには、車両税を支払い、法定の車検を受け、対人保障保険等への加入と

同じく、駐車場を有することが、私有であろうと、借用であろうと、法的に必須条件とされてい

る。従って、日常的に利用する駐車場の月極等の賃借経費は、政務調査費の取扱い規定（議長訓

令）に、区政に関する調査研究に資するために必要な経費に該当しないものとされている自動車

の維持管理に含まれるべきものである。

なお、平成21年度監査請求の監査結果書は、＜請求人も指摘するように、政調費の取扱いに関

する規定で該当しないとされている「自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経

費」と月極駐車場代を区分する根拠は明確ではない。対象部局の抗弁書は、「自動車本体の維持

管理に係る経費」か否か、を基準として説明しているが、例えば、「保険」を考えた場合、対人

保障保険が、「自動車本体の維持管理に係る経費」に該当するとは思いにくい。考え方を整理し、

按分割合の設定根拠なども含めて具体的な説明がされることを望みたい＞としている。

請求人は、月極駐車場代は、政調費に該当しないと解し、全額120,000円の返還を求める。

ⅱ) 一般常識の観点からは、自動車の利用は、公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合

理性・妥当性のある理由がある場合にのみ、政調費として計上することが認められるべきである。

更に、自動車を利用する場合は、使用する自動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走

行距離を記録し、当該自動車の推定燃費から算出したガソリン料を計上する方法を採用すること

が、一般常識上からも、その使途をより明確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致してい

るといえる。

今回、計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で260リットルであり、使用された自動車の

車種等が不明であるが、標準の燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、1,820kmとなる。

政務調査活動の内容が不明であるが、 その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約7-8
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キロメーターに亘り横断する青梅街道か井之頭通りを、年間121回の往復に相当する距離の活動で

あった計算になる。請求人は、政務調査活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているので

はなく、勿論そのための情報を有していないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、

単に議長訓令の使途基準の上限の按分比を適用したガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上

述のように、走行距離の記録等により、自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公

金である政調費の趣旨に合致していると主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用に

は、交通費記録簿の提出が要請されている同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離

等の記録簿を提出すべきと解する。従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と同様に、

自動車の利用実態の開示を求める。それに合理性･妥当性のある根拠がない場合は、ガソリン代の

全額37,512円、駐車場代として計上された全額1,100円の返還を求める。

２）タクシーの利用：

平成21年政調費監査請求で、タクシー経費5,630円の返還を求めたが、ｙ議員は、議長の調査に

対する回答として「タクシーの利用については、時間的にどうしても間に合わない時以外は利用

していません」と述べている。

平成22年度のタクシー利用回数は、５回で、総額6,880円が計上されている。４回が、区内にお

ける区民相談、ヒアリングとされ、１回は、児童養護施設に関する勉強会出席のため高井戸区民

センターから都庁まで、タクシーを利用し、3,050円の経費が計上されている。

請求人は、議長名で議員に配布されている政調費の手引書にも、日常の交通手段は、公共交通

機関が原則とされており、特別に、公共手段が使えない理由（事故、台風等による電車、地下鉄、

バス等の交通手段が止まっていること）がある場合は別として、一般社会常識上も公共交通機関

で移動すべきであると解している。

３) 複数有志での視察行

下記の視察について、宿泊・交通費を、前年度の３月に請求がなされ、現地での交通費3,094

円のみが、平成22年度政調費に計上されている。

期日 平成22年4月11日～13日

参加者 ｙ議員、ａ議員、ｇ議員、ｘ議員、ｓ議員

視察先 豊後高田市、八女市、佐賀市

目的 豊後高田市 コンセプトを持った商店再生及び町づくり事業について

八女市 議会基本条例

佐賀市 健康広げ隊事業について

Ｂ. 研修費

１）「女性のための政治スクール16期」年間受講料（5月15日より平成22年3月19日まで10回）として、

50％の按分で35,000円が計上されている。

平成21年度にも同じ講習会の15期の年間受講料が計上され、ｙ議員は、議長の調査に対する回

答として「さまざまな知見から見聞を広め、政策力を高めることは、議員にとって大変重要な活

動である」と主張している。

Ｃ．会議費

１）平成23年２月に、高円寺北区民集会所で、有害ごみの勉強会を開き、その会場代として、4,030

円が計上されている。 又、平成22年12月に、ＮＰＯ法人いのちの学校が主催する障碍者理解の

勉強会に参加し、「1/4の奇跡」の上映費として、6,000円が計上されている。

Ｅ. 資料購入費

以下の資料購入の経費総額123,996円が、計上されている。

毎日新聞12ヶ月47,100円、日経新聞12ヶ月52,596円、赤旗新聞12ヶ月9,600円、ぎょうせい（ガバ

ナンス22年4月－23年3月）9,600円、杉並新報(22年8月－23年7月) 3,600円

書籍 なくそう！官製ワーキングプアー1,500円
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１）少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費として

支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に明

確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、おおくの議員の実生活は、議員の立

場を獲得したと否とにかかわらず、家族も含め当該新聞を読む等の実生活の基本に変化があるこ

とは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞が、按分で何であれ、その購読費を公金

で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞の購読が、政務調査活動に資す

るであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上した新聞が、政

務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればその按分比を、明示

すること求めたものである。

従って、請求人は、購読する新聞の実態について、合理性・妥当性のある説明を求めるが、そ

れがない場合は、その毎日新聞の購読料47,100円の返還を求める。

２）平成22年8月に計上している杉並新報年間購読契約は、議員任期を越えた平成23年7月までの購読

料となっている。

平成21年度政調費監査請求の監査結果書は、「一般的な購読契約において、一年（12ヶ月）分

を超えた契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を基準とし

て行うこととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一

年分を超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容との整合性を

著しく損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超えた部分につ

いては不適切と判断することが妥当である｣としている。

従って、請求人は、平成23年4月以降は、政調費交付年度外であり4ヶ月分に相当する1,200円の

返還を求める。

Ｆ. 広報費として以下の経費総額1,057,153円が計上されている。

● ホームページ運営管理費11ヵ月分（按分比80％） 176,000円

● 区政報告No.5（平成22年3月発行）

宛名ラベル区政報告発送用 1,050円

ポスティング（２名の人件費） 44,674円

ポスティング、メール便 284,103円

● 区政報告No.6 (2011年冬号)

郵送用封筒代(5,000枚) 63,822円

新聞折り込み代 70,298円

区内メール便発送費（3,343通） 157,956円

封入作業費 33,500円

制作印刷費 226,800円

宛名ラベル100シートｘ2 6,930円

１）ホームページは、「ＨＯＭＥ」、「ＰＲＯＦＩＬＥ」, 「ＧＩＫＡＩ」、「ＲＥＰＯＲＴ｣、「Ｂ

ＬＯＧ｣から構成さているが、｢ＢＬＯＧ｣を除き、平成19年が最後に、更新がされていない。「Ｂ

ＬＯＧ｣は、「ｙ日記」と題し、区政の活動や日頃感じた事等をお知らせしいきますとし、周１回

程度のペースで日記が加えられている。ホームページの形を取っているが、実質的にはブログで

あり、この管理・運営に、按分比80％で、毎月16,000円を、公費である政調費に計上している。

ブログは、簡便な情報発信手段として、広く使われており、ホームページと異なり、立ち上げは

別としても、ほとんどの場合、個人が費用をかけずに運営されている。又、ブログの日記の内容

も、ｙ議員の個人的な思いや感想が綴られており、按分比を80％とする根拠がどの様な判断でな

されているのか不明である。更に、ホームページの管理・運営費が、法人ではなく、個人に支払
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われており、人件費とみなし得る形になっている。

従って、請求人は、ホームページの管理・運営実態、その按分比の根拠について、明確な情報

開示を要請する。その内容に、合理性・妥当性がない場合は, ホームページ運営管理費176,000

円の返還を求める。

２）区政報告No.５については、平成22年３月28日に、その経費として、按分なしで、合計455,700円

（デザイン･印刷費364,000円、封筒（6,000枚）･デザイン費78,500円、配送費9,000円、宛名ラベ

ル代4,200円）を、平成22年度政調費に計上している。この区政報告の経費について、請求人が、

平成21年度政調費の監査請求で、按分比の根拠の説明を求めた。ｙ議員は、当該監査請求に関す

る議長の調査に対して「区政報告作成および配布については、事務局に見ていただき、100％区政

報告として計上可能と判断をいただきました。また、議会だよりや議会のホームページでは、十

分に伝えきれない方や、アクセスできない方に対して、区政の情報を効果的に届け、また、一議

員としての考え方を伝えていくことは大変重要な議員の活動であると考えます」と回答している。

ｙ議員は、当該区政報告No.５のポスティング、メール便の経費328,777円を、平成22年度の政

調費の経費として計上している。ｙ議員が、上述の議長調査で示した「議会だよりや議会のホー

ムページでは、十分に伝えきれない方や、アクセスできない方に対して、区政の情報を効果的に

届け、また、一議員としての考え方を伝えていくことは大変重要な議員の活動である」との考え

を、請求人は否定するのではなく、請求人の主張は、当該区政報告の内容が、按分なしで、すべ

てが、政務調査研究に該当するとは、解しえないという点である。従って、按分比の根拠につい

て、ｙ議員に再度説明を求めるが、それに、合理性・妥当性が認められない場合は、計上全額の

329,827円の返還を求める。

なお、平成21年政調費の監査請求で返還を求めた広報キャラクターデザイン料について、当該

監査結果書は、「直接、政務調査活動にあたるものとはみなしにくいが、一概に不適切とまでは

言えない。なお、議員の自律的に定めた按分を尊重するところであるが、今後は按分割合の根拠

をより明確にされることが望ましい」と述べていることを付記する。

３）区政報告No.６の広報のための配布手段として、メール便以外に、朝日、毎日、説売の新聞への折

り込み（2万枚以上）を行い、その経費70,298円を、公費である政調費に計上している。平成22

年度の３月に発行した区政報告No.５の場合は、ポスティング、メール便による配布のみであり、

関連の領収証に記載された配布枚数は、５千枚以下である。広報の手段をどう選び、何枚配布す

るかは、当然のことながら、ｙ議員の自律性ある判断によるものであり、請求人は、その判断を

尊重し、詳細に立ち入ることを差し控えるが、一般区民感覚から、No5とNo.6で、どうしてこのよ

うに配布手段・枚数が異なるのか、素朴な疑問を持たざるを得ない。新聞への折り込みは、他の

広報手段に比しても、より不特定多数を対象にしていると解され、ｙ議員に、区政報告No.6の配

布について明確な情報開示を要請する。その内容に、合理性・妥当性がない場合は、新聞折り込

み経費70,298円の返還を求める。更に、議長訓令では、選挙運動、政党活動等の経費の政調費の

計上は禁止されており、区政報告No.6が、政務調査活動を主たる目的としない場合は、上述の新

聞折込代を含め関連経費全額559,306円の返還を求める。

Ｇ．事務費として以下の経費206,960円が計上されている。

● 自宅事務所電話代（按分比50％） 10,684円

● 携帯電話（按分比50％） 43,885円

● インターネット接続ＫＤＤＩ (按分比80％) 52,320円

● モバイル通信接続料ＮＴＴドコモ（按分比80％） 43,741円

● プロバイダーＮＴＴコミュニケーションズ（按分比80％） 8,064円

● セキュリティソフト、プリンターインク（按分比80％） 6,990円

● データサルベージ費（按分比80％） 25,200円

● カラーコピー用紙、切手、郵送費 5,290円
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● 電子辞書（按分比80％） 23,832円

● 会派事務費（按分比50％） 10,786円

平成21年度政調費監査請求の監査結果書は、請求人の返還要求に対して、随所の判断で、｢議員が自

律的に定めた按分を尊重する。なお、按分割合の根拠については、より明確に説明されることが望ま

しい｣としている。請求人は、公金である政調費によるいかなる支出についても、その透明性を確保す

るために、会派・議員は、区民に対して、情報を開示し、説明をする責任を負っていると解する。ｙ

議員も、議会の多くの要職を歴任し、会派・議員活動の多様性を理解されている様に、請求人も、政

務調査活動は、多くの日々の政治活動の一部を成すものであり、一つの活動が、過半数をなす場合は、

特例的であると解している。

１）自宅事務所電話代

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、議員の実

生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じ

る場合は、その按分割合は、必要最小限に限定されるべきであると解する。自宅を事務所として

使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるも

のである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料金を含ま

ない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきで

ある。請求人は、通話料に基づいた経費計上を求めるが、その内容に、合理性・妥当性がない場

合は、固定電話料として計上された全額10,684円の返還を求める。

２）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の

働きを持つポイントの付与が明記されているが、支出計上額には、その様なポイントが反映され

ていない。従って、請求人は、この付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであ

ると解しており、ｙ議員に、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、

計上額43,885円の返還を求める。

３）モバイル通信接続料ＮＴＴドコモ

添付された請求明細書によると、パケットの使用量により、金券の働きを持つポイントの付与

が明記されているが、支出計上額にそのポイントが反映されていない。従って、請求人は、この

付与されたポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、ｙ議員に、関連す

る情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額43,741円の返還を求める。

４) 電子辞書

電子辞書は、所得税法で定める耐用物品とされているかは不明であるが、消耗品ではなく、長

期に亘って使用され、使用可能な一種の備品と解すべきである。ｙ議員は、按分比80％で、政調

費に計上しているが、請求人は、その按分比の根拠の情報の開示を要請する。その説明に、合理

性・妥当性がない場合は、計上額23,832円の返還を求める。

５）会派分担事務費について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。ｙ議員に対する返還

要請額は、計上された事務費・電話費、人件費の合計43,253円（講師代3,750円を除く）である。

Ｉ. 人件費として以下の経費が計上されている。

● 補助職員の雇用(平成22年5月から平成23年3月まで) 309,000円

● 会派人件費(按分比50％) 36,217円
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１）臨時補助職員として、平成22年4月を除き、毎月１名を雇用しているが、同一人を９か月間連続し

て雇用している。月の勤務日数は、3, 4, 5, 6、10日が、１回ずつ、9日が４回となっている。臨

時であるが、同一人を長期に亘って雇用しており、社会通念からも、雇用契約を結ぶべきと解す

る。又、補助職員の勤務内容や業務の管理等は、議員の自律的判断によるものであるが、当該職

員の勤務場所など勤務実態について、自宅を事務所として使用していると推測されるが、ある範

囲内で、情報を開示することを求める。

２）議長訓令では、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助する職員の賃金は、議員一人当た

り月額50,000円が上限とされている。

ｙ議員は、ホームぺージ運営・管理(按分比80％) やポスティングの業務に補助職員を雇い、賃金

を支払っているが、下記の様に月額が50,000円を超える月がある。

平成22年４月（ホームページ管理、ポスティング） 60,674円

平成22年11月（ホームページ管理、補助職員） 55,000円

平成22年12月（ホームぺ- ジ管理、補助職員） 58,000円

平成23年１月（ホームページ管理、補助職員） 62,000円

平成23年２月（ホームページ管理、補助職員） 59,000円

平成23年３月（データサルベージ、ホームページ管理、補助職員） 86,200円

請求人は、ホームページ管理、ポスティング等を、個人ではなく企業に依頼した場合との違いに

問題ありとするが、議長訓令に従って、50,000円を超える賃金合計額44,674円の返還を求める。

３）会派分担人件費について

事務費の項で、併せ記載した。

27. ｚ議員（Ｓ会派）

政調費交付額 1,920,000円(戻入額259,773円)

返還要求額 1,660,227円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

平成21年度同様、22年度も広報費のみの計上である。

Ｆ. 広報費

１) 5/25政治レポート(4月) 印刷・封筒・封入・配布代967,750円について

21年度同様、ビジョンプランニングの領収書が添付されている。平成22年12月、請求人はこの

会社の所在地（杉並区荻窪○-○-○）にビジョンプランニングを確認することができなかった。

このことを住民監査請求で指摘したところ、ｚ議員は21年度の監査請求の監査結果書(以下監査結

果書)Ｐ271で＜事務所に印刷機を１台、持っている個人経営で、21年当時の所在地は立ち退きに

なり、他市に、プレハブの仮事務所があります＞と答えている。

22年度の5/25のビジョンプランニングから発行された領収書は会社所在地が武蔵村山市中央○

-○-○と記載されている。21年度同様、領収書には会社の所在地のみが記され、会社代表者・電

話番号は書かれていない。21年度は5/29に968,100円、10/27に983,808円、22年度は967,750円を

税金からビジョンプランニングに支払われているが、領収書としては不備である。ｚ議員は19年

度に区議選出の監査委員をしている。プレハブで仕事をし、他市に引越しをし、会社代表者・電

話番号すらわからない会社への公金の支払いを認めるのか。請求人の指摘はプレハブであろうと、
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確かな会社であるならば何ら問題はない。90万円以上の支出に会社代表者・電話番号すら明かさ

ない会社への税金の支払いは問題である。この領収書は、領収書としての条件を備えていないの

で認められないので、967,750円の返還を求める。

２）政治レポートの内容について

レポートの内容は区の広報で知りえると請求人は判断するが、監査結果書Ｐ271で、ｚ議員は＜

区民からの要望で「５年位の時系列にしてほしい」などのご意見をもとに、加工・編集をしてい

ます＞と書いている。

レポートは４月、11月、２月の３回発行している。時系列にしたとき、区の一般会計の金額に違

いがあると、レポートの信頼性が疑われる。

例えば、例１）一般会計の収入、支出の欄を見ると、レポートを発行した時点では19年度、20年

度ともに決算は終わっていて額は確定しているのに、4月ﾚﾎ゚ ﾄーと11月・2月ﾚﾎ゚ ﾄーで異なるのはな

ぜか、説明を求める。これは請求人がレポートを比較して読み、わかったことである。区民の立

場からすれば、わざわざｚ議員のレポートをゆっくりと比較して読んでいる時間などない。これ

は細かい間違いではなく、杉並区全体の収入・支出である。政務調査費（税金）を全部使って発

行されたレポートは、当然、正確でなければならない。

一般会計収入

19年度 20年度

4月ﾚﾎ゚ ﾄー 1513億円 1510億円

11月ﾚﾎ゚ ﾄー 1512億円 1507億円

2月ﾚﾎ゚ ﾄー 1512億円 1507億円

一般会計支出

19年度 20年度

4月ﾚﾎ゚ ﾄー 1513億円 1510億円

11月ﾚﾎ゚ ﾄー 1512億円 1507億円

2月ﾚﾎ゚ ﾄー 1512億円 1507億円

例2)11月レポート、2月レポートの22年度、23年度の一般会計の支出を比較する。この時点では

22年度は予算の執行中、23年度は予算が議会で決まった頃である。そのため、レポートには予

算という語をつけるべきなのに、書いてない。予算なのか、決算後なのか混乱する。

例3) 22年度の支出について比較すると, 11月レポートでは1,516億円, ２月レポートでは1,541

億円と書いてある。この25億円の差は何か。説明がない。区民にとっては、25億円は想像もで

きないほどの大金である。しかし、レポートの発行月によって支出が変わっている。区民とし

てはどうしてこのようなことが起きるのか、説明が欲しいのである。

ｚ議員は＜区民からの要望で「５年位の時系列にしてほしい」などのご意見をもとに、加工・

編集をしています＞としているが、上記例のようをこしポートによって一番主となる区の収

入・支出の金額の違いがあるのは何故か。明確な説明がないので、区民はレポートを読んで混

乱するだけである。区民の誰が読んでも正確でわかりやすいレポートの発行を望むところであ

る。よって、レポートにかかった費用全額1,660,227円の返還を求める。

28．Ａ議員（Ｓ会派）

政調費交付額 1,920,000円(戻入なし)

要返還額 965,553円
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請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ．調査研究費

● 有志視察行

平成22年８月16日 神奈川県開成町 通年議会 3,280円

平成22年８月30-31日 38,982円

京都府議会 議会による事業仕分け

奈良市議会 行政指導による事業仕分け

１）京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、その一つが、交際費（慶弔費、せん別、病気見舞い、

新・忘年会費等）に関する経費である。

個人の生活慣習として、訪問先に土産品等を持参することは一般に行われていることであるが、

請求人は、当該議長訓令は、その様な一種のお礼の慣習と、政務調査活動との間に、明確な一線

を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。Ａ議員が、どの様な根拠で、このお土産代

を政調費に計上することとしたのかの明確な説明を求める。請求人は、お土産代の政調費への計

上は、議長訓令の禁止事項であると解し、全額3,360円、その内、Ａ議員への割振り分305円の返

還を要求する。

Ｂ. 研修費として、以下の研修経費が合計27,222円計上されているが、その研修内容が、どの様な形

で政務調査活動に反映されているかは、情報開示がなく不明である。

● 勉強会 保育園を増やせはなぜ間違いか

● ＰＨＰ公共経営フォーラム 地域再生にマニフェストをこう使え

● 地方自治経営学会研究大会、

● 日本自治創造学会参加

● 議会改革講習会講師謝礼金 参加者均等割り

Ｅ. 資料購入費

● 年間購読 赤旗・赤旗日曜版、日本教育新聞

● 日経グローカル88,200円、月刊ガバナンス9,600 円、議員ＮＡＶＩ 25,200円

● 議長・委員長必携3,400円

● ゼンリン住宅地図杉並区、ゼンリンデジタウン杉並区(平成23年１月購入) 41,150円

Ａ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して「住宅地図については、持ち

歩きして書き込むための地図と、パソコン上で加工編集し、資料を作成するためのデジタル地図

として購入し、規定に基づき計上した」と記している。

平成22年度においても、同様の地図を２種購入し、按分なしで、政調費に計上している。請求

人は、住宅地図の買い替えの必要性を否定する観点ではなく、市民感覚から、何故、年度毎の買

い替えが必要になるのか、更に、住宅地図のどの様な使い道から、按分割合を判断したのか等に

ついて明確な根拠の提示を求める。その内容に合理性・妥当性がない場合は、住宅地図等の購入

費41,150円の返還を求める。

なお、Ａ議員も既知のことであろうが、インターネット上で、杉並区の最新の地図を詳細に検

索することが可能であることを付記しておく。



155

Ｆ. 広報費（平成23年1, 2, 3月に計上）

● 区政レポート（按分なし）

第10号デザイン制作費、印刷費 246,750円

ポスティング 163,590円（平成23年1月配布）

郵送料 8,000円

第11号デザイン制作費、印刷費 396,750円

封筒印刷費 30,870円

ポスティング 279,300円(平成23年10日までに配布)

第12号議員活動最終報告号

デザイン制作費、印刷費 601,545円

ポスティング 279,300円(平施23年3月23日までに配布)

合計 2,006,1O5円

第10号は、平成23年１月に、「軒並み」（領収証に記載された表現）に配布され、Ｐ１に、区

長所信表明に対する代表質問と杉並版「事業仕分け」の概要説に加え、決算審査のインターネッ

ト中継開始のお知らせが掲載され、Ｐ２には、その半分スペースに、政策提言、その後と題して、

地下鉄南阿佐ヶ谷駅周辺の自転車・バイク放置問題の進捗状況の報告と電子地域通貨検討開始を

伝える記事が載り、残り半分は、区民が、自分の名前、住所、メールアドレス等と意見・要望を

書込み、ＦＡＸで送付するスペースとなっている。

第11号は、平成23年3月に、「軒並み」配布され、Ｐ１に、議会版「事業仕分け」を実施しまし

たとの題で、その概要が述べられ、議会基本条例について、都政新報の記事が転載されている。

Ｐ２は、その半分のスペースに、「議会改革最前線」と題した議会運営委員会の設置の報告と「区

政との連携で新たな取り組みがスタートしました」として、５つの施策が紹介され、残りの半分

は、第10号と同じく、区民の意見・要望を書き込むスペースになっている。

第12号は、議会・議員活動最終号として、４面からなり、平成23年3月に「軒並み」配布されて

いる。１面が、挨拶と４年間の主な実績、２, ３面が、政策提言ダイジェスト、４面が今後の政

策課題と４年間の主な議会質問と役職が羅列された構成である。

Ａ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して「区政レポートに記載されて

いる記事は、調査研究を行った上で、区の見解を質したものであり、これらを区民に広報するこ

とで、ご意見・ご要望を頂き、政策提言に磨きをかけることにつながる。また、規定第二条に定

める支出制限にも該当しない」と記している。

Ａ議員が主張する様に、区政報告の記事は、調査研究の成果に基づいているとして、議員の自

律ある判断を尊重し、その内容に立ち入らないが、各号に同一の内容が繰り返し述べられている

点に加え、年度の最後の３か月の間に、区政報告を３号発行し、それらの経費として、交付され

る政調費総額を超える額の支出していることに、疑念を持たざるを得ない。３か月の間に、区政

報告を３件、特に、期末の３月には、ほとんど同一時期に、第11号に続いて、纏めの第12号を発

行する理由は何であったのであろうか。請求人が持つ疑問は、区政報告１件、あるいは２件に纏

めて発行し、区民に成果を伝える方策がなかったのだろうか、ということである。そうすること

により、印刷や配布のためのポスティング費用等に、余分の公金の支出を防ぐ感覚を、Ａ議員は

持たなかったのだろうか。

従って、請求人は、区政レポートの発行経費の按分比をなしとしたことを含め、第11号か外12

号を纏めることが不可能であった根拠の説明を求める。 その内容に、合理性・妥当性がない場

合は、第12号の発行費880,845円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

● ノートパソコン（按分比25％） 28,401円（７月購入、詳細情報なし）
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● 会派分担金（按分比50％） 10,786円（含む事業仕分け講師代按分なし3,750円）

１）会派分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。Ａ議員に対する返還

要請額は、計上された事務費・電話費、人件費の合計43,253円（講師代3,750円を除く）である。

Ｉ. 人件費

● 会派分担金（按分比50％） 36,217円

事務費の項で、併せ記載した。

29. Ｂ議員(Ｓ会派)

政調費交付額 1,920,000円（戻入額1,698,750円）

要返還額 221,250円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

１. 総括的な収支状況について

１. 収支状況

22年度のＢ議員の政務調査費の総括的な収支状況は次の通りである。

(1) 収入 年度合計 1,920,000円

内訳 21～22年４月、７月、10月、１月 (各月10日) の３ヶ月毎に、３ヶ月分の政務調査費

を受領 480,000円×４回＝1,920,000円

(2) 支出 年度合計 221,250円

内訳22年４月12日 支出科目 研修費 110,625円

９月22日 支出科目 研修費 110,625円

合計 221,250円

①上記2件の支出は、各々法政大学大学院創造研究科学費半期分として納入した442,500円の1/4 

である110,625円を政務調査費の研修費として支出に計上し、合計額221,250円である。(学費等

納入済額証明書の添付あり)

② その他の支出計上はない。

(3) 残額 1,698,750円

２. 上記の支出状況の問題点

21年度と同じく22年度の政務調査費の支出が上記の法政大学大学院の学費の１件のみで、その他

調査研究費・資料作成費等の支出は全くないというのは、まったく異例且つ異常な支出報告であ

るが、その点は前年度においても問題点を具体的に指摘した通りであり、繰り返しての記述は 省

略する。

Ⅱ. 上記支出報告に対する総括的意見（結論）

(1) Ｂ議員は学費の政務調査費による支出について「先端政策を学び区政に還元するためと主張して

いるが、しかし昨年４月の区議会議員の改選に際しては立候補せず、自ら議員の職を退いている。

落選したのであればともかくも、自ら立候補をしないのでは、「区政への還元」などはある筈が

ない。元からその考えはなかったのである。
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区民の税金である政務調査費で以て議員の個人的資格取得のための学費を負担する理由は全くな

い。

(2) Ｂ議員は21年度および22年度の政務調査費の受領分を全額区に返還すべきであり、区はＢ議員に

返還請求をするべきである。

Ⅲ. 政務調査費からのＢ議員の学費支出は下記の点からして認められないものである。

１. Ｂ議員の大学院学費の政務調査費としての支出請求は、例外的に認められる事例に該当しない。

したがって、下記に述べる通り違法である。

(1) Ｂ議員の大学院入学は個人的目的のためである。

① Ｂ議員は、大学院通学は「先端政策を学び区政に還元するため」としているが、しかし21年度に

おいても22年度においても、区議会で質問・発言をされた実績がない。

そのＢ議員による「区政への還元」はあり得る筈がない。

② Ｂ議員の大学院通学は経緯からすると次の通りであり、元々個人の学歴・資格の取得と学識向上

の目的で自身の単独決定によって大学院に入学したのであって、大学院修士課程および博士課程

１学年度までの、少なくとも３年間は自費で在学の後、21年度の収支報告にて大学院博士後期課

程２学年目の学費を政務調査費に支出請求したものである。

イ. 15年 杉並区区議に当選

ロ. 18年４月以前から20年３月までに最低２年間 大学院修士課程に通学、修士号取得

ハ. 20年４月 大学院博士課程に進学 学費を政務調査費としての支出請求はない。

ニ. 22年４月 大学院博士課程 ２学年度(21年４月～22年３月)の学費を初めて政務調査費の研修

費として支出請求。（監査請求後 半額を返還）

ホ. 23年４月 大学院博士課程３学年度(22年４月～23年３月) の学費の1/4を政務調査費 の研修

費として支出請求。

③ では、21年度から、これまでと違い「区政に資する」学習・研究内容に変わったのかというと、

そうではない。21年度の学習・研究内容は区政と直接の関係があるものではない。政務調査費

収支報告に添付された研究・発表は単なる学習レポートである。

この点については昨年度に詳細記述し指摘した通りである。

④ Ｂ議員にとって21年度から変更があった点は、客観的事実としては、大学院の学習・研究内容で

はなく、20年度までの郵便切手の大量購入による支出請求が監査請求を受けて２年続けて全額

返還せざるを得なくなり、その手段が使えなくなったことである。

(2) 東京地裁・東京高裁の判例からしてＢ議員の事例は違法である

東京地裁および東京高裁が、練馬区議会議員の政務調査費からの学費支出による大学院通学を違

法とは言えないとして区の支出を認めたのは、議員が任意に自己決定して通学する各種学校の

学費を政務調査費から支出することを、無条件に認めたのではない。

次のことを前提の要件として認めたものである。Ｂ議員の場合はそのいずれにも該当しない。

したがって、Ｂ議員の場合は違法であると判断すべきである。

―東京地裁・高裁の関係部分の判断の要点― （認められるための要件）

① 練馬区N議員の明治大学公共政策大学院での勉学は、当大学院の設立の趣旨と教育内容から

みて地方自治法の制定の趣旨･目的に合致しており、違法とは言えず、適法である。

② N議員の通学は、Nの所属会派が同会派所属議員を会派として大学院に派遣したものであり、

同大学院の教育内容は区政に役立つものである故、区政に関係のない個人の資格の取得が目

的であると言うことはできない。

(3) Ｂ議員の通学先大学院は、その設置目的が「地方分権化」における地方公務員並びに地方議員の
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政策立案能力と法務能力の向上の目的には適合しない。

① 地方自治法の制定の趣旨・目的において要請されているのは、実務・実利的な高度の専門的

知識と処理能力の向上である。「地方分権化」に対応した知識と能力の向上を目的とするな

らば、その趣旨と目的で設立された専門職大学院である公共政策大学院（東京大学公共政策

大学院、一橋大学国際・公共政策大学院、明治大学公共政策大学院など）に通学して学ぶの

が基本である。

② Ｂ議員が通学する法政大学大学院政策創造研究科は、主として社会人を対象としたいわゆる

「独立大学院」であり、同大学院博士後期課程の在学期間は３～６年であるが、同研究科の

ホームページによれば、社会人の修士課程（博士前期課程）修了者への博士号の取得・授与

を目的として設置されたものである。

(4) 大学院への通学の所属会派の決定・承認はなく、所属会派からの派遣ではない。

Ｂ議員の大学院への通学は、上記に記述した通り、数年以前に議員自身の資格取得または学識・

能力の向上の個人的目的のために自身が決定して就学し、以来継続していることであるが、21年

度の大学院博士後期課程での政務調査費による研究・発表もＢ議員単独の自己決定で行われたも

のである。所属会派の要請、派遣委託、または承認によって行われたものではない。また、事前

に区議会、区議会議長の承認または派遣委託を受けたものではない。

(5) Ｂ議員の前年度の抗弁は 論旨不明で抗弁・説明になっていない。

① 前年度の指摘に対するＢ議員の抗弁は次の通りであるが、この抗弁は問題の論点から全く外れ

たものであり、文中の各文節の意味も相互に整合せず、論旨不明である。

『１. 支出について、練馬区では議員が会派の派遣にて大学院に通学したために認められている

との指摘がありますが、杉並区においては、政務調査費は会派、或いは個人のいずれかへの支給

が条例にて定められています。また、以前所属の会派であるＳ会派では個人への支給となってい

ました。従いまして、支給先は異なるものの区政に寄与するために広く知見を得るための支出と

いう点は同じであると考えます。』

② 東京高裁は、練馬区の政務調査費が会派に支給されていることからN議員の公共政策大学院通学

が会派による派遣であると認定し、また地裁の判断を支持して通学する大学院の教育内容は区

政に役立つものであると認定した。その上で、会派による派遣であるから「区政に関係のない

個人の資格の取得が目的であると言うことはできない。」と認定したものである。

東京高裁が、練馬区の事例に対して、そのように認定して違法ではないとの判断を下した以上

は、 会派による派遣ではなく、社会人の修士課程修了者への博士号の取得・授与を目的として

設置された独立大学院への通学は、個人の資格の取得が目的であり、裁判所が違法とは言えな

いとする要件に反している故に違法である。

従って、Ｂ議員に対して、研修費として計上した221,250円の返還を求める。

30. Ｎ会派

政調費交付額 11,520,000円(戻入額4,291,468円、但し、平成23年6月23日に誤記更正された

84円を含む)

要返還額 595,864円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費



159

● 出張代ＪＲ･バス２名 2,320円

● 調査費土地登記簿閲覧久我山 1,500円、大気汚染測定カプセル100本分10,000円

Ｃ，会議費として、合計37,100円を計上

● 会場費、区政報告会、コーヒー代商工会連合会との懇談13名、コーヒー代建設業協会との懇談11

名、コーヒー代私立保育園連盟との懇談12名、区政報告会会場費(〔Ｎ－４〕)、区政報告会会場

費(〔Ｎ－１〕)、区政報告会会場費(〔Ｎ－１〕)、施設使用料区政報告会(〔Ｎ－２〕)、施設使

用料区政報告会(〔Ｎ－３〕)、区政懇談会会場費(〔Ｎ－３〕)

Ｅ. 資料購入費

● 赤旗、赤旗日曜版、民主青年新聞、われら高校生、女性の広場、東京民報、赤旗縮刷版74,480円

● 毎日 4月 47,100円、経済11,760円、都政新報2010.4-2011.3 18,600円、杉並新報21年度3,600

円、新婦人しんぶん4,800円、婦民新聞2010.4-2011.3 6,000円、全国革新懇ニュース1,800円、

日本教育新聞23,625円

● 月刊民商3,600円、月刊保育情報7,200円、月刊みんなのねがい6,600円、いつでも元気2011,1-3 

1,140円、食べ物通信2010.4-2010.5 7,020円、東京の保育情報2010.5-2011.4 4,120円、環境ア

セス2010年分1,120円

● 奇跡の団地阿佐ヶ谷住宅、国保はどこへ向かうのか、国保はどこへ向かうのか、知的障害者教育

の開拓者セガン、子どもと家族にやさしい社会フィンランド、自治体法務サービス、脱こどもの

貧困、クレスコ、日本の民主教育、憲法の知恵袋、憲法がめざす幸せの条件、小中一貫教育を検

証する、小中一貫教育を検証する、新自由主義教育改革、杉並区住宅地図１冊分、沖縄から、マ

レーシア、横浜研究会１, ２、開かれた歴史教育の会、東京の歴史教科書、誰かボクに食べもの

ちょうだい

１）赤旗、赤旗日曜版、赤旗縮刷版等の購入について

平成21年度監査請求における議長調査に対して、会派は、「赤旗日刊紙・日曜版・縮刷版、女

性の広場は、日本共産党中央委員会の発行で、所属政党の出版物であるが、調査研究の資料とし

て必要なものであり、政党・後援会活動の一環ではありません」と記している。

請求人の主張は、公金で所属政党の発行する機関紙等を購読することは、それが、会派・議員

の政務調査活動に資するかどうかの議論の以前に、対象部局の表現を借用すれば、所属政党を経

済的に支援し、政党の方針や政策を学習する側面があることを、どう捉えるかの点に基づいてい

る。会派所属議員は、議員の立場を獲得したと否とかかわらず、多くは、政党員であることに変

わらず、議員になることにより、政務調査活動として、当該機関誌の購読が公金で賄われること

は、一般常識上も認められることではない。この観点から、所属政党の機関紙及び、政党活動関

連の新聞等の購読は、社会常識上、政党・後援会活動の一環とみなされ、政調費の支出として認

められないとした。請求人は、所属政党機関誌の購読は、全額、会派・議員の資金で賄うべきで

あると解し、赤旗等の購読料として計上した74,480円の返還を求める。

２）書籍等の購入について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、会派・議員の所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、会派・議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧・貸出しだ

けでなく、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用する

ことが、前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、も監査結果書の判断に、繰り返えされ

る「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるという

ことである。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するか

の、自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書
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籍を購入する前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、会派・議員にとっては、更に議会

図書室の活用も可能であるが、その様な公的な図書室・館の利用の位置づけを明確にすることに

ある。議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。

蔵書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た

情報の範囲では、当該図書館の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間

２００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・

希望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は

不明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、

請求人は、会派が、上述の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を

購入することにしたか、更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含めて、それらを

どの様に処理する計画であるかの情報等の開示を求めるものである。このことによって、請求人

は、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効

率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報費として、合計4,415,949円を計上

● ハンドマイク用乾電池（〔Ｎ－１〕、〔Ｎ－６〕、〔Ｎ－２〕）（按分比80％）25,384円

● ＨＰ更新料（区議６名、区議団）（按分比50％） 220,710円

● 区議団、区民アンケート（8月、9月、10月、11月、12月、1月）

アンケート印刷代（按分なし） 1,165,920円

郵送費（按分なし） 371,960円

● 区議団ニュース(按分なし)

区議団ニュースＮｏ３１４ (10-11月)

イラスト使用料 1,105円

新聞折込代 354,375円

折込印刷代 1,128,120円

区政報告（1月）ハガキ361枚 18,050円

区議団ニュース新年号、振り込み手数料 1,130,325円

１）ハンドマイク用乾電池について

平成21年度監査請求における議長調査に対して、会派は、街頭で使うのぼり旗について「減税

自治体構想アンケートののぼり旗は、減税自治体構想に対する区民の意識調査を駅頭・街頭で行

う際に使用するために必要だったものですが、政調費分は10分の８に按分し、10分の２は返還し

ます」と記している。

広報活動の多くは、その性質上、会派・議員の「宣伝」的要素を含み、特に、不特定多数を相

手とする駅頭・街頭での広報活動を政務調査活動として位置づけることには、多くの疑義が生ず

るとすべきである。会派は、街頭での広報活動に用いるハンドマイク用の乾電池を、按分比80％

で、公金である政調費に計上しているが、請求人は、その按分比の明確な根拠の提示を要請する。

その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額25,384円の返還を求める。

Ｇ. 事務費として、合計1,312,922円を計上

● 電話代ＮＴＴ東日本（按分比50％）242円、電話代ＮＴＴコミュニケーション（按分比50％）37,395 

円、インターネットウイルス対策（按分比80％）4,305円

● 資料郵送代（按分なし）4,620円、コピー代(按分80％) 31,532円

● 事務用品（按分比80％）ファイル、区議団アンケートファイル、封筒、クリップ、ホッチキス針、

インクボトル、オフィス用紙、ファックス用紙、クラフトテープ、ＵＳＢメモリー

● 印刷関係（按分80％）

印刷機ドラム等修理、印刷機(エディシス) マスター、エディシス･ファックスロール、コピー用
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紙、プリンターインク、プリンタートナー、コピーキット･トナー、ＲＩＳＯイン、リソグラフSD5680 

(平成23年1月に購入620,000円ｘ80％＝496,000円)

１）リソグラフの購入について

リソグラフは、所得税法で定める耐用年数は５年の備品と解される。平成21年度政調費監査請

求に対する監査結果書には、「備品は事務用品と異なり、その性格上、長期間にわたり使用され

るのが一般的である。当該備品の所得税法上の耐用年数期間が議員の任期を越えることを理由に、

直ちに不適切な支出と見なされるものではないとしても、議員の任期を越えて使用できる備品を

購入年度の政調費だけをもって賄うことが適切かどうかは、議論の余地があるところである。備

品の購入費の計上を、耐用年数に応じて分割するなど、減価償却の考え方に類似した方法をとる

ことなども含め、早急に検討されることを期待したい」と述べられている。

請求人は、政務調査活動の内容、その政調費への計上は、会派の自主性・自律性の基での判断

であり、その内容に立ち入る意図をもたないが、当該監査結果書が「購入理由が合理的に説明さ

れる限り」と指摘する様に、最低限の明確な情報開示の責任があると解する。当該リソグラフは、

平成23年1月に購入されており、所属議員全員の任期の残りが、３か月未満の時点でなされたこと

をこついて、会派の責任ある説明を要請する。請求人は、リソグラフの購入について、合理性・

妥当性のある根拠が示されなければ、それらの購入費全額496,000円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

● アルバイト代 1,173,900円

政調費取扱いに関する議長訓令第４条４号に、「事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用

契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情

を証明する書類」を作成することが規定されている。

会派は、３名の補助職員、特に２名については、ほぼ年間を通して、雇用しているが、請求人

は、雇用人の権利保護の点から、議長訓令の規定する雇用契約書を締結すべきと解しており、雇

用契約書の有無及び勤務実態について、情報の開示を求める。

31. Ｃ議員(Ｔ会派)

政調費交付額 1,440,000円（戻入額275,310円)

返還要求額 542,383円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ｃ．会議費

● コピー代 730円

Ｅ. 資料購入費 として、33,048円を計上

● 自治体ユニーク先進事例（文化と教育２、福祉・自立支援６)、民主党代議士の作られ方、市民教

育とは何か、乳幼児とその家族への支援、権利擁護と成年後見、老後に本当にいくら必要か、就

労支援サービス、この街には住んではいけない、杉並区地図２冊、はじめての成年後見、

Ｆ. 広報費

● 区政報告

８月に経費計上した報告（按分比50％)



162

作成料 132,300円

10月に経費計上した報告（按分なし）

作成費（データ、デザイン、折代） 488,250円

配布、発送作業（人件費に計上） 21,000円

合計 641,550円

１）８月に経費計上した報告について

この報告は、Ａ３以上の大きさのポスター形式をとり、紙面の20％強に、横書きで「Ｃ」と表

示し、その下に、Ｃ議員の大きな顔写真を配置（紙面の40％弱）し、残りの紙面40％弱が、区政

レポート関連の構成となっているが、区政レポートの部分も、1/3 が、「かベ新聞発信中 Ｃ区

政レポート Ｒ会派」の表題が占め、区政に関することは、全紙面の 25％前後である。その区政

に関することは、「今回は私の議会における質問及び提案の一部をご紹介させていただきます」

の題で、３つの件の概要が記載されている。更に、この紙面の末尾に、「街頭演説：平成23年５

月１日ｐｍ6：30～ＪＲ阿佐ヶ谷駅前 弁士 Ｃ」と記されている。Ｃ議員は、この紙面を、区政

報告とし、その作成料の50％を公金が交付される政調費に計上している。

広報活動の多くは、その性質上、会派・議員の「宣伝」的要素を含み、特に、不特定多数を相

手とするポスターを用いた広報活動を政務調査活動として位置づけることには、多くの疑義が生

ずるとすべきである。請求人は、Ｃ議員に、当該ポスターが、政務調査活動の一環である明確な

根拠の提示を要請する。その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額132,300円の返還を求め

る。

Ｇ. 事務費

● 携帯電話（按分比 50％）57,154円

● インターネット（按分比 50％）17,712円

● 事務用品（按分比 50％）インクカートリッジ、電卓、ポメラ、両面テープ 26,617円

● 事務用品（按分なし）ボールペン、マジック 630円

１）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントの付与が明記されているが、

支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、この付与されたポ

イント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、Ｃ議員に、関連する情報の説明

を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額57,154円の返還を求める。

Ｈ．事務所費

● 電話（按分比50％） 16,152円

● 事務所家賃（按分比50％ｘ80％ｘ50％） 307,864円

● ガス835円、電気23,453円、水道4,625円（按分比50％ｘ80％ｘ50％）

１）請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、特に、自宅

を事務所として使用している場合の賃借料や水光熱費等の基本料金は、原則、議員の活動の有無

とは無関係に、支払が生じるものであると解する。従って、議員の実生活に必要なもの等の一部

を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じる場合は、その按分割合は、

必要最小限に限定されるべきである。更に、Ｃ議員が行う多岐にわたる活動の中で、政務調査活
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動の明確な位置づけがなされた按分であるべきである。

この請求人の立場は、自宅を事務所として利用・活用を否定しているのではなく、明確な情報

開示、説明責任を果たすことを求めているものであり、従って、Ｃ議員に対して、自宅事務所の

利用実態の情報開示と共に、政調費への計上の按分比の根拠の明確な説明を要請する。その内容

に合理性・妥当性がない場合は、自宅事務所の賃借料307,864円の返還を求める。

更に、請求人は、政務調査活動のために、自宅の水光熱を使用した場合は、その使用実態の情

報を開示し、政調費に計上する按分比の根拠の説明を要請する。その内容に合理性、妥当性がな

い場合は、計上された水光熱費 28,913円の返還を求める。

２) 自宅事務所の電話代として、按分比50％で、政調費に計上しているが、上述した水光熱費と同様

に、自宅を事務所として使用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無

関係に、支払が生じるものである。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した

場合は、基本料金を含まない、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、

政調費に計上すべきである。電話の使用料金に基づいた電話計上額ついて、情報の開示を求める

が、その内容に、合理性・妥当性がない場合は、電話料として計上された全額16,152円の返還を

求める。

Ｉ. 人件費

● 補助職員１名を、９月に、５日間雇用し、25,000円を計上（区政報告の配布、発送作業に雇用し

た職員を除く）

32．Ｄ議員（Ｔ会派）

交付政務調査費 1,920,000円（戻入額 25,071円）

返還要求額 331,355円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● 交通費

ＪＲ, 私鉄、地下鉄、バス 168,470円（出張回数・日 251回、内区役所が 191回）

タクシー乗車5,000円（４回利用、内２回は区役所から自宅3,490円）

● 有志視察行

平成22年８月16日 神奈川県開成町 通年議会 3,936円

平成22年８月30‐31日 39,322円

京都府議会 議会による事業仕分け

奈良市議会 行政指導による事業仕分け

● 駐車場代（アグリフード展見学会 東京ビッグ） 1,500円

１）区役所への交通費について

自宅から区役所への往復の交通費が、タクシー乗車も含め、政調費として計上されている。Ｄ

議員は、平成21年度政調費の監査請求における議長調査に対して「区役所へ調査のために来庁し

た際の交通費である。費用弁償廃止に伴い計上しているものであり、費用弁償廃止の趣旨に反す

るとは考えていない」と記している。

区役所で開催される議会や委員会出席のための交通費用弁償は、現在は、平成18年の条例改正

により認められていない。従って、議員の責務である議会や委員会への出席のために、区役所に
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足を運んだ場合は、その交通費の支給はされないと解すべきである。一方、Ｄ議員が主張する様

に、議会、委員会開催日においても、区役所で、政務調査活動を行った場合は、公金である政調

費から、区役所への交通費が"支給"されると、解すべきなのだろうか。当然のことながら、この

問いは、議会・委員会出席と政務調査活動の軽重を論じているのではないし、Ｄ議員の政務調査

活動に疑問を呈しているのでもない。請求人は、一般常識上からも、議会・委員会開催日に、政

務調査活動の有無と無関係に、区役所への交通費の政調費への計上を認めるべきでないと解する。

従って、Ｄ議員が、調査のために議会に足を運んだ当日の議会・委員会開催及び出席との関係に

ついて、明確な説明を求めるが、議会・委員会の開催日が重なっている場合は、当該日の区役所

往復費の全額164,260円（191回往復）返還を求める。

２）京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、その一つが、交際費（慶弔費、せん別、病気見舞い、

新・忘年会費等）に関する経費である。

個人の生活慣習として、訪問先に土産品等を持参することは一般に行われていることであるが、

請求人は、当該議長訓令は、その様な一種のお礼の慣習と、政務調査活動との間に、明確な一線

を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。Ｄ議員が、どの様な根拠で、このお土産代

を政調費に計上することとしたのかの明確な説明を求める。請求人は、お土産代の政調費への計

上は、議長訓令の禁止事項であると解し、全額3,360円、その内、Ｄ議員への割振り分305円の返

還を要求する。

Ｂ．研修費として、合計 7,722円を計上

● 荻窪間税会年会費（按分比50％）、債権管理条例勉強会講師代、議会改革に関する学習会講師代

Ｃ. 会議費

● 区政に関する意見交換会会場費 27,300円（６回開催）

Ｄ. 資料作成費

● 封筒・用紙・タックシール（按分比80％） 38,253円、

カラー用紙代（按分比80％） 712円

Ｅ. 資料購入費

● 新聞：日経（宅配４月4,383円、宅配/Ｗｅｂ5-1月 5,383円/月） 52,830円、杉並新報４月－３月

3,680円、都政新報(H23.3-4) 3,360円

● 雑誌：文春750円、Will, 1,560円、日本再生（5月－4月) 3,580円、学士会会報６月－５月(按分

比50%) 2,000円、、ガバナンス５月－４月 9,600円、議員ＮＡＶＩ ５月－４月(年会費) 25,200

円、地方議会人４月－３月 7,920円、明日への選択年間購読平成11月－10月 7,000円、致知年間

購読８月－７月 10,000円、日経情報ストラテジー年間購読８月－７月 14,800円

● 書籍購入 168,297円

成年後見制度が支える老後の安心、特定非営利活動法人ガイドブック、

分かち合いの経済学、経済学の歴史、東京都保健医療計画、コミュニティ・ビジネスのすべて、ウ

エットな資本主義、眠れぬ夜の精神科、議会改革白書2010年版、マネジメント、第３の道、日本の

議、日本人へ リーダー篇、幕末維新に学ぶ現在、明日のリーダーのために、伝える力、これから

正義の話をしよう、日本人へ国家と歴史篇、民の見えざる手、地域再生の罠、美学入門、政権交代

の経済学、日本の医療制度、地域再生の新戦略、道路管理の知識、L e a d e r s o f J a p a n、

地方自治小六法平成23年版、大学、成功するコミュニティバス、中庸、改正道路運送法の解説,公共

ファシリティマネジメント, ザ・ベロシティ, 自治体職員のための政策法務入門１－５, 2030年超

高齢社会、単身急増社会の衝撃, これでいいのか東京都杉並区、これで納得！福祉のお金, 無縁社

会、社会貢献でメシを食う, ゼロからはじめる社会起業, 社会起業家の教科書, 国民の福祉の動向, 

生命の方程式, デフレの正体, 日本の論点2011、競争と公平感, 無縁社会の正体、東京都を経営す
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る、世界史、日本史、政治経済, 大辞林、診療点数早見表、予算の見方、つくり方, 人ロ減少時代

の大都市経済、社労士、行政書士, 地方議会改革の実像、住んで得する街ランキング50、自治体法

務検定公式テキスト, 杉並区（Ａ４）, 自治体職員必携, 分かりやすい法律・条例の書き方、自治

体職員のためのトラブル解決事例集, Ｍ８，ＴＳＵＮＡＭＩ,原発クライシス、東京大洪水、国会議

員に立候補する, 東京をどうするか、日本経済を救う税金の話をはじめよう,

１）議員任期を越えた雑誌購入について

Ｄ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して「雑誌等においては、年間購

読は一般的である。政務調査費の支出については、現金主義が採用されており、複数年ではなく

１年単位の年間購読は、その対象期間が年度をまたいでいても支出日で計上することは適切であ

ると考える」と記している。

Ｄ議員は、平成22年度の政調費による書籍購入についても、年度をまたいで支出計上をしてい

るが、次年度の平成23年４月に、議員任期が終了し改選の選挙が予定されていたが、年度をまた

ぐ購入が適切と判断したのであろうか。

平成21年度政調費の監査結果書には、「政調費条例は、政調費収支報告書等の提出や政調費の

返還について、年度を基準に行うことを定めている。しかし、一部の自治体の同条例に定められ

ているような、区政に関する調査権研究に資する、という政調費の目的に関して「当該年度の」

という限定を設けていない」こと、更に、「受益と支払いが同一年度内に完結すべきであること

を求める明示の規定がある場合は別として、当区のように特段の定めがない場合には、社会慣習

などに即して柔軟に対応することを直ちに否定することは出来ない」とし、続いて、「なお、例

えば（中略）、一般的な購読契約において、一年（12ヶ月)分を超えた契約を行い、そのすべてを

政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を基準として行うこととしている政調費条例の

趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一年分を超える契約などを安易に認め

ることは年度を基準として定められている内容との整合性を著しく損なうことになりかねず、全

体として一年を超えるものについては、その超えた部分については不適切と判断することが妥当

である」とし、更に「議員の任期は、議会の解散等がある場合は別にして、４年で任期満了する

ことは明らかであるので、当該任期を越えての年間契約等に伴う支出を全額計上するのは適切で

なく、計上するとしても、契約日から議員任期満了までの月数に限定されるべきである」と説く。

従って、Ｄ議員に対して、年度を越えた購入を行い、政調費に計上した雑誌の購入経費の返還

を求める。即ち、明日への選択年間購読平成22年11月－10月 7,000円、致知年間購読8月－7月

10,000円、日経情報ストラテジー年間購読8月－7月 14,800円の内、平成23年４月以降の支出額

11,749円の返還を求める。

なお、請求人は、政調費条例第３、４条は、各月１日に在籍する議員に対して、政調費を交付

するとし、その政調費は、区の会計年度毎の予算で計上されており、前年度及び次年度に実施さ

れる会派・議員の活動を対象としていないと解している。 従って、政調費として計上される経

費は、当該年度内（４月１日から翌年の３月末日まで）に実施された活動を対象とし、かつ、当

該年度内に、実際に支出された費用のみとする考えを、原則として、政調費の検証基準とする。

いわゆる政調費支出を年度内とする発生主義をとる。又、請求人は、受益と支払いの関係も含め

社会慣習を否定し、社会的実態を考慮せずにすべてを否定すること請求をしていないし、するこ

とも意図していない。

２）書籍購入について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、会派・議員の所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、会派・議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧・貸出しだ

けでなく、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用する

ことが、前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる

「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるというこ
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とである。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、

自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な書籍を

購入する前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、会派・議員にとっては、更に議会図書

室の活用も可能であるが、その様な公的な図書館・室の利用の位置づけを明確にすることにある。

議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。 蔵

書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情

報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２

００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希

望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不

明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請

求人は、Ｄ議員が、上述の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を

購入することにしたか、更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管を含めて、それらを

どの様に処理する計画であるかの情報等の開示を求めるものである。 このことによって、請求

人は、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の

効率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、防がれることを、期待している。

なお、Ｄ議員は、書籍を購入した書店、例えば啓文堂の領収書に、金券と同様の働きを持つポ

イントの付与が明記されているが、支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従

って、請求人は、この付与されたポイント相当額差し引いて支出計上すべきであると解しており、

Ｄ議員に、関連する情報の開示と説明を求めると共に、ポイント相当額の返還を求める。

Ｆ. 広報

● 区政報告

Vo1.28 (平成22年夏号) 郵送代 102,051円

Vo1.29 (平成22年秋号) 要約版印刷代 13,120円

要約版郵送代 365,110円

Vo1.30 (平成23年初春号) 郵送代（按分比2/3） 279,914円

合計 760,195円

Ｇ. 事務費

● 固定電話（按分比50％） 26,620円

● 携帯電話（按分比50％） 56,961円、携帯電話簡易充電器（按分比50％) 320円

● ＰＣ保証料（按分比80％）9,600円、インターネット接続料（按分比50％) 27,768円、

ドメイン利用料（按分比80％）1,440 円、ＨＰホスティングサービス 4,000円、

ＰＣソフト ウイルスバスター（按分比80％）3,780 円、ＰＣマウス（按分比80％）1,281円

● 郵送費 3,360円、切手 20,400円

● 事務用品 55,138円

（按分比50％） ：ＣＤ, セロテープ、ボールペン、便箋、単３電池、ファイル、

インデックスシール、ポストイット、ノート、シャーペン、Ｆａｘインク

（按分比80％） ：インク、リソグラフインク、ＣＤ・ＣＤケース、用紙、封筒、ラベル

● 会派事務費分担分（Ｔ会派、平成22年７月まで）（按分比 3,497円 50％）、

会派事務費分担分（Ｒ会派、平成22年８月以降) （按分比50％) 10,786円

１）固定電話について

自宅事務所の電話代として、按分比50％で、政調費に計上しているが、自宅を事務所として使

用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるもの

である。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料金を含まな

い、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきであ
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る。電話の使用料金に基づいた電話計上額について、情報の開示を求めるが、その内容に、合理

性・妥当性がない場合は、電話料として計上された全額26,620円の返還を求める。

２) 携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書によると、金券と同様の働きを持つポイントの付与が明記されているが、

支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、この付与されたポ

イント相当額を差し引いて支出計上すべきであると解しており、Ｄ議員に、関連する情報の説明

を求めるが、その情報開示がなされない場合は、計上額56,961円の返還を求める。

３) 会派分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。Ｄ議員に対する返還

要請額は、計上された事務費・電話費、人件費の合計46,750円（講師代3,750円を除く）である。

Ｈ. 事務所費（按分比10％）

● 電気 9,646円、ガス 6,820円、水道 8,244円

● 事務所費 192,000円

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、特に、自

宅を事務所として使用している場合の賃借料や水光熱費等の基本料金は、原則、議員の活動の有

無とは無関係に、支払が生じるものであると解する。従って、議員の実生活に必要なもの等の一

部を、公金である政調費に計上して、支出・購入がなされる必要が生じる場合は、その按分割合

は、必要最小限に限定されるべきである。更に、Ｄ議員が行う多岐にわたる活動の中で、政務調

査活動の明確な位置づけがなされた按分であるべきである。この請求人の立場は、自宅を事務所

として利用・活用を否定しているのではなく、明確な情報開示、説明責任を果たすことを求めて

いるものである。従って、請求人は、政務調査活動のために、自宅の水光熱を使用した場合は、

その使用実態の情報を開示し、政調費に計上する按分比の根拠の説明を要請する。その内容に合

理性、妥当性がない場合は、計上された水光熱費24,710円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

● 会派人件費分担分（Ｒ会派、平成22年８月以降) (按分比50％) 36,217円

事務費の項に、、併せて記載した。

33. Ｅ議員（Ｔ会派）

交付額 1,920,000円（戻入なし）

返還要求額 598,834円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● 自動車使用

ガソリン代（按分比 50％） 49,349円（373リットル）、駐車場代 4,000円、

高速通行料金 1,200円
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● タクシー41,770円

24回乗車、その内、個人宅訪問が、19回で、備考欄に、境界、ＩＴ, 住宅問題、介護、難病、

精神疾患、入院費、健康問題、区民意見聴取と記されている。その他は、司法書士事務所(借金苦) 

３回、西荻窪区民センター、済美学校となっている。

● 交通費（ＪＲ・丸の内線） 87,480円

出張回数154回、その内４月から翌年１月19日までの151回は、すべて、自宅と区役所の往復

● 視察行

平成22年８月16日 神奈川県開成町 通年議会 3,596円

平成22年８月30-31日 38,722円

京都府議会 議会による事業仕分け

奈良市議会 行政指導による事業仕分け

平成22年８月20日 名古屋視察（説明資料なし） 交通費 22,490円

平成22年11月9‐10日（視察内容の説明資料なし）

中之条国民宿舎宿泊料 8,500円、関越通行料 6,000円

１) 自動車の利用について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、「一般常識の観点からは、自動車の利用は、

公共の交通機関等の利用が難しく、自動車利用の合理性・妥当性のある理由がある場合にのみ、

政調費として計上することが認められるべきである。更に、自動車を利用する場合は、使用する

自動車の種類・所有者等を明示し、目的地との間の走行距離を記録し、当該自動車の推定燃費か

ら算出したガソリン料を計上する方法を採用することが、一般常識上からも、その使途をより明

確にでき、公金である政調費支出の趣旨に合致しているといえる」と主張した。Ｅ議員は、当該

政調費の議長の調査に対する回答として、「ガソリン代については、基準に基づいて計上した。

４回の駐車は料金1,000円については、区民意見を聴取するため時間決め駐車場を利用したもの。

さもないと駐車違反に処せられてしまう」と記している。

今回の計上されたガソリンの使用量は、按分比50％で373リットルであり、使用された車種は不

明であるが、例えば、その燃費を、7km/lと仮定すると、年間走行距離数は、2,611km となる。又、

その活動がすべて杉並区で行われたとすると、区を約 7-8キロメーターに亘り横断する青梅街道

か井之頭通りを、年間174回の往復に相当する距離の活動であった計算になる。請求人は、政務調

査活動の走行距離の合理性・妥当性の議論をしているのではなく、勿論そのための情報を有して

いないが、自動車を政調活動に用いざるを得ない場合は、単に議長訓令の使途基準の上限の按分

比で、使用したガソリン代を政調費に計上すべきでなく、上述のように、走行距離の記録等によ

り、自動車使用の実態をより明確に情報開示することが、公金である政調費の趣旨に合致してい

ると主張しているのである。一般の公共の交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が義務付け

られている同様、自動車の利用についても、駐車場代、走行距離等の記録簿を提出すべであり、

と解する。この様な走行距離の記録による経費請求は、一般の企業で自家用車を出張に使用した

場合に行われていることを申し述べておく。従って、請求人は、平成21年度の政調費監査請求と

同様に、自動車の利用実態の開示を求める。それに合理性・妥当性のある根拠がない場合は、ガ

ソリン代の全額49,349円、高速通行料代1,200円及び駐車場代4,000円の返還を求める。なお、駐

車場の利用について、請求人は、違法駐車の議論をしているのではないことを追記する。

２) 区役所の往復交通費について

自宅から区役所への往復の交通費が、政調費として計上されている。

区役所で開催される議会や委員会出席のための交通費用弁償は、現在は、平成18年の条例改正に

より認められていない。従って、議員の責務である議会や委員会への出席のために、区役所に足

を運んだ場合は、その交通費の支給はされないと解すべきである。一方、議会、委員会開催日に

おいても、区役所で、政務調査活動を行った場合は、公金である政調費から、区役所への交通費
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が支給されると、解すべきなのだろうか。

当然のことながら、この問いは、議会・委員会出席と政務調査活動の軽重を論じているのではな

いし、Ｅ議員の政務調査活動に疑問を呈しているのでもない。請求人は、一般常識上からも、議

会・委員会開催日に、政務調査活動の有無と無関係に、区役所への交通費の政調費への計上を認

めるべきでないと解する。従って、Ｅ議員が、政務調査のために議会に足を運んだ当日の議会・

委員会開催及び出席との関係について、明確な説明を求めるが、議会・委員会の開催日が重なっ

ている場合は、当該日の区役所往復費の全額87,580円（151回往復）返還を求める。

３) 京都府議会事務局へのお土産代の政調費への計上

政調費の取扱いに関する議長訓令第２条に、支出基準として、区政に関する調査研究に資する

ために該当しない経費が挙げられているが、その一つが、交際費（慶弔費、せん別、病気見舞い、

新・忘年会費等）に関する経費である。

個人の生活慣習として、訪問先に土産品等を持参することは一般に行われていることであるが、

請求人は、当該議長訓令は、その様な一種のお礼の慣習と、政務調査活動との間に、明確な一線

を画する趣旨で、禁止事項を設定したと解している。Ｅ議員が、どの様な根拠で、このお土産代

を政調費に計上することとしたのかの明確な説明を求める。 請求人は、お土産代の政調費への

計上は、議長訓令の禁止事項であると解し、全額3,360円、その内、Ｅ議員への割振り分305円の

返還を要求する。

４）名古屋視察について

視察内容についての情報開示がなし。議長・区議会事務局が、会派・議員に配布する「政調費

の支出に関する事務処理について」と題したガイドブックに、日帰り視察の報告書の記載がない

が、請求人は、公金である政調費に計上する視察は、日帰りであろうと宿泊を伴うものであろう

と、その内容について、会派・議員は情報を開示する責務があると解する。従って、Ｅ議員に、

関連情報の開示を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額22,490円の返還を

求める。

５）中之条国民宿舎宿泊について

視察内容についての情報開示がなし。その目的等について、情報の開示を要請するが、その内

容に合理性・妥当性がない場合は、計上額14,500円の返還を求める。

Ｂ．研修費

● 研修会 152,500円

金融円滑化法の内容、金融円滑法と借金処理、金融円滑法の実例、ウェルナー研修会参加費、金

融円滑化法マニュアル、借金はどうなるか、全国地方議員交流会参加費、最近実例報告、サービ

サー活用術、弁護士活用法、債権管理レクチャー、地域通貨、講演会入場料、元モロッコ大使講

演

● 勉強会会場費 25,800円、勉強会講師料（4回分） 35,000円、案内状郵送費 24,345円

Ｃ．会議費

● 区民意見聴取喫茶 34回 10,170円

Ｄ．資料作成費

● コピー代 2,520円

Ｅ．資料購入費

● 新聞

年間購読：朝日 47,100円、公明 22,020円、杉並新報 3,600円、赤旗日曜版 9,600円、

不定期購読 5,640円：日刊ゲンダイ、夕刊フジ、東京、毎日、読売、産経、日経

● 雑誌

年間購読：月刊日本の進路（2011. 1‐12) 4,000円、

不定期購読 8,090円：週刊朝日、サンデー毎日、ＡＥＲＡ、週刊ポスト、雑誌フォーラム、週刊
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ダイアモンド、中央公論、季刊労働党秋号、東洋経済

● 書籍 44,375円

こころの医療宅配便、うつ病、これからの正義を、宇宙、科学で解らない、国民健康保険、王朝、

日本人の正体、日本の大問題、日本人とは何か、戦争する国、平和する国、脱世界同時不況、古

代日本史、街場のメディア論、ニュートン、発達障害、テレビの大罪、デフレの正体、地域経済、

電子マネー、変えよう都政、ガラパゴス化する日本、日本人になった祖先たち、世界経済を破滅

させる嘘、世界、差額ベッド、世界同時不況、科学の謎、陸軍良識派

１) 新聞の購読について

Ｅ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して「毎月の朝日新聞の購読料に

ついて 基礎的な資料と考えている」と記している。

少なくとも１紙の新聞購読は、通常の生活を維持する上で、一般的なことであり、政調費とし

て支出することは認められない。請求人の主張は、議員の実生活と、議員としての活動との間に

明確な区分けを設けるべきであるとの考えに基づく。例えば、議員の実生活は、当選した日も続

いており、新聞等の配達も継続し、多くは、家族も含め当該新聞等を読む等の実生活の基本に変

化があることは少ないと推測されるが、当選した日から、当該新聞等が、按分で何であれ、その

購読費を公金で賄うことが認められるべきなのだろうか。請求人は、当該新聞等の購読が、政務

調査活動に資するであろうことを否定しているのではなく、通常の生活感覚から、政調費に計上

した新聞等が、政務調査活動を含め議員の政治活動に資するものであることを、必要であればそ

の按分比を、明示すること求めたものである。従って、請求人は、購読する新聞の実態について、

合理性・妥当性のある説明を求めるが、それがない場合は、その朝日新聞の購読料47,100円の返

還を求める。

２) 議員任期を越える年間購読契約について

Ｅ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して「月刊日本の進路と日本の進

路議員版について年間購読契約のため、しかたがないと思う」と記している。

Ｅ議員は、平成22年度の政調費による書籍購入についても、年度をまたいで支出計上をしてい

るが、次年度の平成23年４月に、議員任期が終了し改選の選挙が予定されていたが、年度をまた

ぐ購入が適切と判断したのであろうか。平成21年度と同じく「しかたがない」と、公金の私的使

途もしかたがないと、判断したのだろうか。平成21年度政調費の監査結果書には、「政調費条例

は、政調費収支報告書等の提出や政調費の返還について、年度を基準に行うことを定めている。

しかし、一部の自治体の同条例に定められているような、区政に関する調査権研究に資する、と

いう政調費の目的に関して「当該年度の」という限定を設けていない」こと、更に、「受益と支

払いが同一年度内に完結すべきであることを求める明示の規定がある場合は別として、当区のよ

うに特段の定めがない場合には、社会慣習などに即して柔軟に対応することを直ちに否定するこ

とは出来ない」とし、続いて、「なお、例えば（中略）、一般的な購読契約において、一年（12

ヶ月）分を超えた契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を

基準として行うこととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとし

ても、一年分を超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容との

整合性を著しく損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超えた

部分については不適切と判断することが妥当である」とし、更に「議員の任期は、議会の解散等

がある場合は別にして、４年で任期満了することは明らかであるので、当該任期を越えての年間

契約等に伴う支出を全額計上するのは適切でなく、計上するとしても、契約日から議員任期満了

までの月数に限定されるべきである」と説く。

従って、Ｅ議員に対して、年度を越えた購入を行い、政調費に計上した月刊日本の進路（2011. 1

‐12）4,000円の内、平成23年４月以降の支出額3,000円の返還を求める。

３) 書籍の購入について
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請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、会派・議員の所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、会派・議員用として備えられている図書の施設（議員には、閲覧・貸出し

だけでなく、新規図書の購入申請ができる）及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用

することが、前提であると述べた。これに対して、Ｅ議員は、議長調査で、「図書館の本をおお

いに利用しています。必ず、図書館で本の有無を確認してから購入というのは、ちょっと無理で

はないでしょうか。なぜ、個々の本を購入したかに関しては、大半は題名から分かると思います

が、分かりにくい題名もあるので、説明しておきます」と記している。請求人の主張の出発点は、

監査結果書の判断に、繰り返えされる「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前

に、明確にすべきことがあるということである。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動の

ために、どの様な書籍を選択するかの、自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を

示しているのではなく、その様な書籍を購入する前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、

会派・議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能であるが、その様な公的な図書館・室の利

用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近接して設置

され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形

になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、極めて限

られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の

購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られてい

るか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が

購入されていると解した。従って、請求人は、Ｅ議員が、上述の議員図書室の利用について、ど

の様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、更に、関係する政務調査活動が終

了した後に、保管も含め、それらをどの様に処理する計画であるかの情報等の開示を求めるもの

である。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍等の入手にお

いて、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、防がれるこ

とを、期待している。

Ｆ. 広報費（人件費として計上されている、ポスティング、あて名書き等を含む）

● ＨＰ維持管理（８月）・更新料（９、12月）（按分比80％） 99,792円

● レポートが、次記の日付で発行されている。

平成22年４月19日、 ５月吉日、 ６月18日、 ７月12日、 ７月13日、 ８月吉日、 ９月22日、 ９

月23日（２回）、10月９日（２回）、11月６日、平成23年１月吉日、 ３月２日

レポート印刷費（按分なし） 合計額182,525円

５月吉日号84,525円、８月吉日号（3万枚） 98,000円

封筒印刷（按分比90％）

７月に計上（1万枚） 63,000円

宛名書き人件費（按分なし）合計額31,774円

４月（1,551枚）9,306円、６月（200枚）1,200円、８月（1,000枚）7,000円、

９月 3,582円、12月 4,278円、１月 6,408円

ポスティング人件費（按分なし） 合計額272,400円

４月19日号 24,000円、５月吉日号 21,000円、６月18日号 15,000円、７月12日、13日号 24,000

円、８月吉日号 54,000円、９月22, 23, 23日号 24,000円、10月９日号 24,000円、11月６日

号 18,000円、27,000円、１月吉日 8,900円、３月２日号 32,500円(あて名書き、封筒詰め作

業を含む)

チラシ折人件費（按分なし） 合計額 2,000円

５月 1,000円、７月 1,000円、

郵送費（按分なし） 合計額 106,100円

４月 11,755円、７月 4,000円、10月 12,700円、12月 77,645円
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事務費に計上した郵送費（目的の明示がないが、広報関係も含まれると推定した)

合計 127,025円

１）按分比について

Ｅ議員は、平成21年度政調費監査請求において、議長調査に対して「レポート関係は、自書の

宣伝スペースを按分した。ホームページ、自書の宣伝スペース割合を10％として按分した」と記

している。平成22年度政調費については、ホームページ関係の按分比は80％、レポート関係は、

封筒の印刷分を90％とした以外は、按分なしとされている。請求人は、Ｅ議員に、按分の根拠の

明示を要請する。

ホームページの按分比について

Ｅ議員のホームページは、ホーム、プロフィール、活動報告(ブログ)、出版物、短編読み物・

芸術で構成され、ブログが区政活動報告の場となっている。平成22年度政調費の対象となる期間

に、ブログからの発信は10回あり、例えば、平成22年５月の報告は、５月５日は、子供の日。｢Ａ

ＲＭＳ ＤＯＷＮ！｣の署名活動にご協力ください、社会保障の基礎知識、商店街装飾灯のＬＥＤ

化の３件、平成23年３月の報告は、社会保障と国家財政のメモ、電子地域通貨の２件である。こ

の様なホームページの構成から、政調費への計上按分比を決めたのか、その根拠の開示を求める。

その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額99,792円の返還を求める。

２）５月吉日号について

当該号の内容は、失業率が上昇- - - の書き出しで、「杉並区の雇用対策は、寒い」、「杉並

区の失業者・半失業者は１万人か」、「新自由主義は、自由主義にあらず」,「個人的に、どうす

るか」と題で、Ｅ議員の考えが述べられている。一方、前号４月19日号は、「杉並区の雇用対策

は、寒い！」の書きだしで始まりで、杉並区の雇用予算が記載され、「失業率が上昇しているの

に- -‐」、「個人的にどうするか」と、Ｅ議員の考察が記載されている。請求人は、上記２つの

レポートは、内容の上では、ほぼ同じものであると読めるが、それらのポスティングの人件費と

して合計45,000円を計上している。Ｅ議員に、４月19日号と５月吉日号の各々のポスティング費

用を政調費に計上した根拠の説明を求める。その内容に合理性・妥当性がない場合は、後者の号

のポスティング代21,000円の返還を求める。請求人は、４月や５月のレポートを発行すべきかど

うかの議論をしているのではなく、又、区政レポートを発行するかどうかは、議員の自律ある判

断に基づくものであり、その領域に立ち入る意図から、返還を求めているのではなく、公金であ

る政調費の二重の計上をなくすことを意図していることを、念のため付記する。

３) ８月吉日号について

当該号の内容は、１ページ目が、大文字での「激署お見舞い申し上げます」との書き出しで、

「田中新区長、新区政を語る」の題で、Ｅ議員主催の「お金と福祉の勉強会」において、区長が

話したことが、区長、Ｅ議員の写真と共に掲載され、「参議院選挙の感想] として、Ｅ議員の感

想が記載されている。２ページ目には、「精神疾患対策は保健行政の最優先課題です」として、

Ｅ議員の議会での一般質問の要約が載せられ、残りの1/3 のスペースに、「融資の話」と題する

３つの融資話が紹介されている。この中の、精神疾患対策は、６月18号で、２ページに亘って既

に報告されている内容である。請求人は、５月吉日号で述べたと同様に、Ｅ議員のレポートの内

容を問うているのではなく、両号のポスティング費用を按分なしに、そのまま計上していること

に、疑問を持ち、Ｅ議員のその根拠の説明を求める。その内容に合理性・妥当性がない場合は、

後者のポスティング費54,000円の返還を求める。

Ｇ．事務費

● 携帯電話（按分比50％）10,304円（4‐7月のみ計上、４か月間同一額 2,576円）

● 固定電話（按分比50％）20,961円（4‐12月の未計上）

● 事務用品としての計上合計 71,243円

（按分比80％）：モジュラーコンセント修理、パソコンパーツ、パソコン関連パーツ、
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プリンターインク

（按分比50％） 充電器、Ｆａｘ消耗品

（按分比90％） 理想用紙

（按分なし） ボールペン、ファイル、のり、両面テープ、マーカー、ホッチキス針、紙袋

● 会派事務費（按分比50％）10,786円

１）携帯電話について

請求人は、携帯電話の使用そのものが、議員の政調活動以外の政治活動や議員の私的生活をよ

り多く支えるものであり、そう解することが、一般常識上も合理性・妥当性を持つ。このことか

ら、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上限の按分比」を、そのまま適用すべき

でないと解していることを、まず、指摘したい。携帯電話の請求明細書の明細が不明であるが、

当該年度の4‐7月の４カ月分のみが、政調費へ計上され、毎月、同額がとなっている。携帯電話

の使用については、通常、金券と同様の働きを持つポイントの付与が付与されるが、支出計上額

には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、Ｅ議員に、携帯電話の使用実

態について、情報開示を求めると共に、付与されたと推定されるポイント相当額を差し引いて支

出計上すべきである。Ｅ議員に、関連する情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場

合は、計上額10,304円の返還を求める。

２) 自宅事務所の固定電話について

自宅事務所の電話代として、按分比50％で、政調費に計上しているが、自宅を事務所として使

用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるもの

である。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料金を含まな

い、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきであ

る。電話の使用料金に基づいた電話計上額について、情報の開示を求めるが、その内容に、合理

性・妥当性がない場合は、電話料として計上された全額20,961円の返還を求める。

３) 会派分担金について

会派分担金については、会派全体の項に、請求人の検証内容を記述した。Ｅ議員に対する返還

要請額は、計上された事務費・電話費、人件費の合計43,253円（講師代3,750円を除く）である。

Ｈ．事務所費

● 事務所費（按分比1/18と推測） 120,000円

Ｅ議員は、平成21年度政調費監査請求において、議長調査に対して「政務調査費として計上で

きるが、計上していないものは他にもあります。事務所に関して、過去計上しなかった理由は、

家賃の振込帳のコピー、あるいは家の間取り図面を提出するのが、プライバシーをさらすような

感じで、気分的に嫌だったにすぎません」と記している。なお、当該監査請求で、請求人が、事

務所費の按分の根拠の説明を求めたが、Ｅ議員から情報開示はなされなかった。

請求人は、議員の実生活は、議員としての活動と直接関係なく継続するものであり、特に、自

宅を事務所として使用している場合の賃借料は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が

生じるものであると解する。従って、議員の実生活に必要なもの等の一部を、公金である政調費

に計上して、支出・購入がなされる必要が生じた場合は、その按分割合は、必要最小限に限定さ

れるべきである。更に、Ｅ議員が行う多岐にわたる活動の中で、政務調査活動の明確な位置づけ

がなされた按分であるべきである。この請求人の立場は、自宅を事務所として利用・活用を否定

しているのではなく、明確な情報開示、説明責任を果たすことを求めているものであり、従って、

Ｅ議員に対して、自宅事務所の利用実態の情報開示と共に、政調費への計上の按分比の根拠の明

確な説明を要請する。その内容に合理性・妥当性がない場合は、自宅事務所の賃借料120,000円の

返還を求める。

Ｉ．人件費
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● 資料入手のため、書類整理作業、事務作業： 43,000円

● 会派人件費（按分比50％） 36,217円

会派人件費分担については、事務費の項に、併せ記載した。

34. Ｏ会派

政調費交付額 3,840,000円（戻入なし）

返還要求額 1,743,770円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費として、合計73,706円を計上

● 都市農業バスツアー参加費、地域主権に関する連続学習会参加費、プラスチック懇談会集会参加

費、学習会講師料、水都東京を創る会シンポジューム参加費、ケアラー連盟発足集会資料代、商

店街とweb戦略 トークサロン参加費、教科書レポート2010、福祉のまち戸塚を訪ねてみよう参加

費、新しい協働を考えるシンポジューム、住民ディレクターの開始と運営トークサロン、教育委

員会資料コピー、講師料 中野コンポスト連絡会、講演会会場費、オンブズ資料代、子どもの権

利条例東京市民フォーラム参加費、講師料 中野コンポスト連絡会、資料代 江戸川子どもおん

ぶず、政治はこれからどこへいくのか フォーラム参加費、議会改革に関する学習会講師料、2010 

年度ケアラー支援フォーラム参加費、移送サービスのつどい2011 参加費・資料代

● 交通費（鉄道、バス） 13,390円

● タクシー代 6,970円

Ｅ. 資料購入費

● 定期購読料合計35,120円

赤旗日曜版10,400円(12月分２回計上)、神奈川ネットワーク連盟(2010.6‐2011.5) 2,000円、

労働新聞(2010.5‐2011.4) 10,000円, 月刊社会運動(2010.7‐2011.6)4,000円、

都政新報(2011.2-3) 6,720円、日本消費者連盟(2011.2-3) 2,000円

● 書籍購入費合計39,075円

議会改革白書2010版、市民がつくった自治基本条例、彼らは戦場へ行った、変な給食、ケアが街

にやってきた、議会改革白書2010版、住民合意形成ガイドライン、なくそう！官製ワーキングプ

アー、自然エネルギー白書 2010、中央議会地方議会議員年金制度、レンズの記憶、季刊まちづく

り、須田春海採録、あの夜、君が泣いたわけ 自閉症の子とともに生きて、症状が重くなった方

が介護が楽になる、梅しゃんー６、福岡の光と影、福岡の光と影、債鬼は眠らず、八ッ場ダムは

なぜ止まらないのか、新編新しい歴史教科書でどう教えるか、大都市のひとり暮らし高齢者と社

会的孤立、

１) 議員任期を越える年間購読契約について

平成21年度政調費の監査結果書には、「一般的な購読契約において、一年（12ヶ月）分を超え

た契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を基準として行う

こととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一年分を

超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容との整合性を著しく

損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超えた部分については
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不適切と判断することが妥当である」とし、更に「議員の任期は、議会の解散等がある場合は別

にして、４年で任期満了することは明らかであるので、当該任期を越えての年間契約等に伴う支

出を全額計上するのは適切でなく、計上するとしても、契約日から議員任期満了までの月数に限

定されるべきである」と説く。

従って、当該会派に対して、年度を越えた購入を行い、政調費に計上した神奈川ネットワーク

連盟（2010.6‐2011.5） 2,000円、月刊社会運動（2010.7‐2011.6）4,000円内、各々１か月及び

２カ月分116円、666円の返還を求める。

２) 書籍の購入について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、会派・議員の所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、会派・議員用として備えられている図書の施設(議員には、閲覧・貸出しだ

けでなく、新規図書の購入申請ができる)及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用する

ことが、前提であると述べた。これに対して、当該会派は、議長調査で、「議会図書館で希望し

たとしても必ずしも購入されるとは限らず、又すぐに必要な場合もある。議員が手元に置いて政

策研究のための書籍を購入しているため、正当な形状である」と記している。請求人の主張の出

発点は、監査結果書の判断に、繰り返えされる「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の

議論の前に、明確にすべきことがあるということである。請求人は、会派・議員が、その政務調

査活動のために、どの様な書籍を選択するかの、自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込

む意図を示しているのではなく、その様な書籍を購入する前に、一般区民が利用・活用する公的

な図書館、会派・議員にとっては、更に議会図書室の活用も可能であるが、その様な公的な図書

館・室の利用の位置づけを明確にすることにある。議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近

接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用

しやすい形になっているが、請求人の知り得た情報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、

極めて限られたものとなっている。又、年間２００万円以上の予算で運営されているが、例えば、

書籍の購入について、会派・議員の意向・希望を反映させるために、どの様なプロセスが、取ら

れているか等の図書室の利用実態の詳細は不明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの

書籍が購入されていると解した。従って、請求人は、当該会派が、上述の議員図書室の利用につ

いて、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入することにしたか、更に、関係する政務調査

活動が終了した後に、保管を含めて、それらをどの様に処理する計画であるかの情報等の開示を

求めるものである。このことによって、請求人は、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍等

の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、

防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報（資料作成費に計上分も含む）

● Ｏすぎなみ75号（按分比75％）

４月 作成編集 24,000円

５月 印刷代 104,422円

５月 発送費 183,333円

Ｏすぎなみ77号（按分比75％）

９月 作成編集 24,000円

印刷 101,311円

発送（佐川急便） 207,758円

Ｏすぎなみ78号（按分比50％）

12月 作成編集 16,000円

印刷 104,495円

発送 324,880円

Ｏすぎなみ80号（按分比50％）
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３月 作成編集 16,000円

印刷 82,871円

発送 96,978円

合計 1,286,803円

Ｇ．事務費

● 文具(按分比50％) 39,646円

● コピー代330円

● 電池、電池チェッカー（按分比50％） 2,445円

● Satelio 修理代（按分比50％） 9,450円

１）メガホン用乾電池、電池チェッカーについて

当該会派は、平成21年度政調費請求における議長調査に対して、「議会定例会終了後には街頭

で議会報告の遊説をしているが、その際メガホンは必須である。他の活動にも使用することがあ

るので1/2 に按分していることでもあり正当な計上である」と記している。

広報活動の多くは、その性質上、会派・議員の「宣伝」的要素を含み、特に、不特定多数を相

手とする駅頭・街頭での広報活動を政務調査活動として位置づけることには、多くの疑義が生ず

るとすべきである。当該会派は、街頭での広報活動に用いるメガホン用の乾電池を、按分比50％

で、公金である政調費に計上しているが、請求人は、その按分比の明確な根拠の提示を要請する。

その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額2,445円の返還を求める。

Ｈ. 事務所費として、合計 1,140,543円

● 事務所家賃（平成22年５月から平成23年４月、但し、７月分の計上なし）（按分比50％）

1,027,950円

● 電話(按分比50％) 29,937円

● ガス(按分比50％) 3,761円、電気ｘ2 (按分比50％) 78,895円

１) 事務所家賃の経費計上について

事務所の賃貸借契約書によると、賃借人として、〔Ｏ－３〕の代表者名が記載されている。杉

並・ネットワークのホームページには、「〔Ｏ－３〕は、人権・環境問題に取り組む地域の政治

団体です」と記され、東京都内の34の自治体に展開する「〔Ｏ－４〕」の一部を形成する政治ネ

ットワークであることが明示されている。又、その活動の範囲について、それぞれの地域の課題

に取り組むと同時に、区や市を超えた「東京の問題」には全体で取組んでいます、と述べられて

いる。一方、政調費条例は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会におけ

る会派に、所属議員の数に比例して交付するとし、平成22年度の政調費は、所属する議員２名分

が、Ｏ会派に交付されている。Ｏ会派と〔Ｏ－３〕との法的関係は不明であるが、請求人は、前

者は、後者の一つの組織と解した。

一般的に、政治団体は、多岐にわたる活動を行なっており、それには、団体の基盤となる支持

者・後援者の確保・拡大の活動、議員の数を増やし、議会における発言権の強化を図るための選

挙の基盤づくりの活動等に加え、地域を超えた国内外の社会・政治課題へ向けた、より政治的･

政党的な活動が含まれるとされる。請求人は、〔Ｏ－３〕とその一部と推定されるＯ会派も、政

治団体として、同様の活動をおこなっていると解する。

〔Ｏ－３〕が拠点を置く事務所の賃料の50％を、Ｏ会派に交付される政調費から支払われてい

るが、この50％の負担・按分の根拠について、明示されていない。上述した様に、政治団体とし

ての活動は、多岐に亘っており、その中で、２名の議員の政務調査活動がどの様な位置づけにあ

り、按分比を50％とした明確な説明を求める。その内容に、合理性・妥当性がない場合は、計上

された事務所経費1,027,950円の返還を求める。なお、請求人は、会派の自律性に基ずく政治団体
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としての活動や事務所運営の内容に立ち入る意図で、情報開示を求めているのではないことを付

記する。

２) 電話、ガス、電気の経費計上について

事務所の電話、ガス、電気代が、按分比50％で、政調費に計上されている。

〔Ｏ－３〕が、政治団体として、貸借している事務所は、所属議員の有無とは直接関係なく、電

話、ガス、電気の経費の基本・最低料金の支払いは継続する、と解される。従って、使用料に応

じた料金を、活動内容に応じて按分すべきであり、関連する情報の開示を求めるが、それに合理

性・妥当性がない場合は、 計上額112,593円の返還を求める。

Ｉ. 人件費として、合計1,427,023円を計上

● 職員給与（按分比50％） 600,000円（勤務報告書の開示なし）

● 補助職員 年間を通じ、同一人２名を雇用（〔Ｏ－３〕が発行する議会報告配布・発送作業の按

分比を50％、あるいは、75％とし、他の作業については、按分なし) 827,023円

雇用契約書によると、当該事務員を、区議会・ネットワークが雇用し、その勤務場所を、〔Ｏ

－３〕事務所とし、勤務時間 9:30～17:30、週５日間の勤務に対して、月額100,000円が支払われ

ている。更に、補助職員２名を、年間を通じて雇用し、２名の所属議員の議会活動等の補助に加

え、〔Ｏ－３〕が発行元になっているＯすぎなみの広報紙の発送・配布作業を行ない、時給850

円の給与が支払われている。

請求人は、上述の事務所費の経費計上と同様に、事務職員の按分比を50％とした根拠の説明を

求める。その内容に、合理性・妥当性がない場合は、計上された事務職員給与600,000円の返還を

求める。なお、請求人は、会派の自律性に基ずく判断内容に立ち入る意図で、情報開示を求めて

いるのではないことを付記する。

35. Ｆ議員（Ｕ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入額 625,708円）

返還要求額 550,108円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● 交通費として、合計9,270円を計上

司法クラブ（和田中裁判）、地裁（阿佐ヶ谷住宅裁判）、地裁（警大跡地）、地裁（政調費使途）、

グループホーム建設地元説明会、下高井戸遊歩道、区民からホームレスの相談、区民相談（タバ

コ）、富士見ヶ丘小学校ゲストティチャーとして、高裁（選挙無効裁判）

Ｂ. 研修費として、合計38,355円を計上

● 交通費

公共性を考える、外環道学習会、住まいの貧困に取り組むネットワーク、廃プラスティック問題

公害裁定、開かれた議会をめざす会シンポジューム、議員活動内容調査研究の報告会、地域通貨、

タイムバンク、環境経済学と沖縄論、地方議員年金を廃止する市民と議員の会、最近の税制改革、

国勢調査研究会、医療保険は必要か、、地方ｘ国 政策研究会、議員年金廃止を求める院内集会、

勉強会 高齢者福祉と住宅、国勢調査勉強会、議会改革の特効薬、区政懇談会、行政ユニオン学
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校用務撤退の情報収集、シンポジューム女性支援政策の現状と課題、外環道説明会、新春初笑い!

成年後見制度 新宿社会福祉協議会、京王線高架をめざす会、討論集会 社会保障・税に関わる

番号制度とどう闘うか

● 受講料・参加費

正規、非正規職員待遇、給与体系について、戦争責任を考える、債権管理条例について、八ツ場

ダムはなぜ止まらないのか、国民の超え方、地方ｘ国 政策研究会、コスタリカの青年弁護士と

語ろう、

Ｃ. 会議費4,050円を計上

● 区政報告会会場費、会場費、税金探検隊、

Ｅ．資料購入費として、140,375円を計上

● 赤旗年間購読44,400円、杉並消費者の会会報平22購読料1,300円、ギャラリー相模原市議会をよく

する会会報購読料2,000円、Ｉアイ女性ニュース購読料10.7-11.6 5,040円、グローカル購読料

10.4-12 2,700円、購読料季刊運動〈経験〉28, 29, 30号 3,640円、日本消費者連盟ニュース購

読 10.4‐年間 7,000円、雑誌ファクタ2010.11‐2012.3 5,000円、雑誌自治研究2010.10-2011.3 

2,280円、購読料ふぇみん 2011.1-3 2,330円、購読料グローカル2011.1-3 900円、女性自立の

会ニュース2011.1-3 580円、禁煙ジャーナル2011.1-3 1,500円、私と憲法2011.1-3 830円、Ｎ

ｏ! 監視2011.1-4 1,080円、ピープルズ・プラン2010.8-2011.3 4,080円、演劇と教育2011.1,2,3

月 1,450円、月刊東京2010.8-2011.3 8,080円

● 書籍購入費として、46,185円を計上

情報公開保護審議会Ｈ２２年第一回資料、分かち合いの経済学、この世の中に役に立たない人は

いない、なくそう！官製カーキングプアー、中央議会・地方議会議員年金制度、包括外部監査の

通信簿、ひきこもりから見た未来、反貧困のソーシャルワーク実践、債鬼は眠らず、希望をもっ

て生きる 生活保護の常識を覆す釧路チャレンジ、11/18 男女共同参画推進区民懇談会資料、新

編新しい歴史教科書でどう教えるのか、ゼロから始める都市型狩猟生活、スポーツという天皇儀

礼 国体はもういらない、インパクション177、季刊運動＜経験＞、犬を殺すのは誰か、ケアする

ことと愛すること、自然農、ごはんの力が子どもを救う、人はなぜ治るのか、選挙管理委員会議

事録2009, 2010（年度途中）、日本の地域力

１) 議員任期を越える年間購読契約について

平成21年度政調費の監査結果書には、「一般的な購読契約において、一年(12ヶ月)分を超えた

契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、年度を基準として行うこ

ととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取るとしても、一年分を超

える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内容との整合性を著しく損

なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その超えた部分については不

適切と判断することが妥当である」とし、更に「議員の任期は、議会の解散等がある場合は別に

して、４年で任期満了することは明らかであるので、当該任期を越えての年間契約等に伴う支出

を全額計上するのは適切でなく、計上するとしても、契約日から議員任期満了までの月数に限定

されるべきである」と説く。

従って、Ｆ議員に対して、年度を越えた購入を行い、政調費に計上した内Ｉアイ女性ニュース

購読料10.7-11.6 5,040円の２か月分840円の返還を求める。

３) 書籍の購入について

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、会派・議員の所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、会派・議員用として備えられている図書の施設（議員には、閲覧・貸出し

だけでなく、新規図書の購入申請ができる）及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用
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することが、前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えさ

れる「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるとい

うことである。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択する

かの、自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な

書籍を購入する前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、会派・議員にとっては、更に議

会図書室の活用も可能であるが、その様な公的な図書館・室の利用の位置づけを明確にすること

にある。議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にあ

る。蔵書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り

得た情報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、

年間２００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意

向・希望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳

細は不明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従っ

て、請求人は、Ｆ議員が、上述の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の

資料を購入することにしたか、更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含め、それ

らをどの様に処理する計画であるかの情報等の開示を求めるものである。このことによって、請

求人は、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算

の効率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報

● 区政と暮らし発行費として、合計1,001,583 円を計上

22号（4月）（按分なし） 発送費 2,506通 141,968円

23号（11月）（按分比75％） 発送費 3,670通 214,950円

24号（2月）封筒13000枚、版下作成費（按分比50％） 29,350円

配布作業2月 1,500枚（按分なし） 3,750円

配布作業3月 102,003枚（按分なし） 278,657円

印刷用インク代(4月、2月、3月に経費を計上) 84,920円

コピー用紙（按分比95％） カラーＡ４サイズ(1月に計上) 12,448円、

コピー用紙（按分なし）Ａ４サイズ（167,500枚）（3月に計上）211,050円

Ａ３サイズ（10,000枚） （3月に計上）24,490円

● ウェブサイトメインテナンス、リニュアル費(按分比50％) 40,000円

１) 区政と暮らし24号について

Ｆ議員は、平成23年２月15日に支払われた24号の版下作成費の領収書添付欄に「封筒に同封し

たのは、区政と暮らし24号とＦの政策集につき、後者分を控除し、50％を計上した」と記してい

る。一方、配布作業には、按分比の明示がないが、計上額から按分なしと推測した。その配布作

業は、２月から３月末にかけて行われ、その費用の計上回数は、２月に２回、３月には、40回と

なっている。又、Ｆ議員の説明書きから、配布された封筒には、区政暮らし24号とＦ議員の政策

集が同封されていたと推測した。もし、これらの推測が正しいとすると、Ｆ議員の政策集が同封

された封筒を配布したにもかかわらず、何故、按分なしとして、公費である政調費に計上したの

であろうか。更に、平成23年の１月から３月に政調費に計上されている印刷インク代やコピー用

紙代に、Ｆ議員の政策収集の印刷に用いられたものの分が入っているのだろうかとの疑問がもた

れる。

以上のことに加えて、議員の改選を一カ月後に控えた３月に、24号と共にＦ議員の政策集を、

延べ40人の人員をかけて、10万通以上配布することは、一般区民の目には、政務調査活動に基づ

いた区政報告といううよりは、他の目的を持った広報活動に見えないだろうか。

従って、Ｆ議員に、区政と暮らし24号及び政策集の印刷・配布について、明確な説明を要請す

るが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、平成23年１月から３月までの関連経費全額526,645
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円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

● 携帯（按分比30％） 10,270円

● 電話Ｆａｘ付（按分比30％） 12,353円

● プロバイダー料、インターネット接続料(按分比50％) 21,084円

● 文房具（按分比70％） 294円

● 控室コピー（按分比70％） 25,607円

１) 携帯電話について

携帯電話の使用については、通常、金券と同様の働きを持つポイントの付与が付与されるが、

支出計上額には、その様なポイントが反映されていない。従って、請求人は、Ｆ議員に、ポイン

ト付与について、情報開示を求めると共に、付与されたと推定されるポイント相当額を差し引い

て支出計上すべきであると解するが、その情報開示がなされない場合は、計上額10,270円の返還

を求める。

２) 自宅事務所の固定電話について

自宅事務所の電話代として、按分比30％で、政調費に計上しているが、自宅を事務所として使

用している場合の電話の基本料金は、原則、議員の活動の有無とは無関係に、支払が生じるもの

である。従って、政務調査活動のために、自宅の固定電話を使用した場合は、基本料金を含まな

い、その使用回数に応じた使用料のみを、使用実態に合った按分比で、政調費に計上すべきであ

る。電話の使用料金に基づいた電話計上額について、情報の開示を求めるが、その内容に、合理

性・妥当性がない場合は、電話料として計上された全額12,353円の返還を求める。

36. Ｇ議員（Ｕ会派)

政調費交付額 1,920,000円(戻入なし)

要返還額 469,147円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

● 交通費 鉄道利用5,420円、タクシー利用（堀之内子供園、高井戸西幼稚園、すぎなみ151、国立商

店街) 13,400円

Ｂ. 研修費

● みどり政策フォーラム参加費2,000円、交通費540円

● 地方議会議員研修会、全国政策研究会、子どもへの暴力防止フォーラム2010、シンポジュームイ

ギリスに学ぶ子供の貧困解決：参加費 36,000円、交通費 7,300円

● 債権管理条例のレクチャー講師代 2,500円

１）みどり政策フォーラムヘの参加

Ｇ議員は、Ｕ会派の共同代表を務め、その主要なメンバーの一人であるが、その団体が主催す

るフォーラムに参加し、その費用を公金である政調費に計上することは、許されるだろうか。あ

る団体が、フォーラム等を開催した場合は、その管理運営責任は、通常は、その団体の責任者が
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負い、当該フォーラムの場合にも、Ｕ会派の共同代表の法的な責任範囲は、不明であるが、Ｇ議

員が、その管理・運営の責任の一端を負うと解しうる。そのように解するなら、自分が責任を負

うフォーラムに参加し、その経費を公費に計上することは、Ｇ議員が、意図すると否とは無関係

に、結果として、その団体の利益に加担することとなる可能性を否定できない。即ち、そのフォ

ーラムの参加費等に、公金を使用することは、結果として、公金によって、公的に当該団体を支

援すると同義であり、憲法第89条の公の財産の支出又は利用の制限規定に抵触する可能性がある

と解すべきである。 請求人は、市民感覚からも、公的組織・公人とされる議員は、その様な疑

いをもたれることに対しては、襟を正して対処すべきと考える。従って、Ｇ議員の、当該フォー

ラム参加経費等を政調費に計上した根拠の説明を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場

合は、計上した参加費・交通費 2,540円の返還を求める。

Ｅ．資料購入費

● 新聞 赤旗10か月購読 8,000円、東京新聞６か月購読 15,300円

● 書籍購入費 4,490円

中小企業振興条例で地域を創る～地域内再投資力と自治体政策、そもそもがわかる自治体の財政

（他１冊600円が購入されているが、領収書に書籍名の記載なし）

Ｆ. 広報費

● 区議会報告（按分なし）

2010年７月号 印刷代 48,300円

郵送費 130,604円

新聞折込 173,250円

2010年８月臨時号 印刷代 90,300円

2011年１月号 印刷代（20万部） 510,070円

郵送費 141,608円

2011年２月号 印刷代（3,000部） 26,660円

封筒代（4,000枚） 20,700円

2011年3月（2回発行）

第１回 郵送費 108,585円

第２回 郵送費 57,825円

合計 1,307,902円

１) 2011年２月号について

当該号のＰ１は、前３号と同様に、1/3のスペースに、Ｇ区議会レポートの大きな字での表題と

Ｇ議員の顔写真、プロフィールが掲載され、次に、「許可保育園に入れない児童数が急増」の題

で待機児童の現状、請願・陳情の審議率と選挙管理問題についての報告がなされている。Ｐ２は、

約４割のスペースに、「変えなきや杉並!Ｇはこんな区政をめざします」の題で、Ｇ議員の４つの

政策課題がＧ議員の写真と共に載り、次に、約５割のスペースに、「私たちも応援します」の題

で、種々の分野で活躍している５人からのサポートのメッセージが載る構成になっている。Ｇ議

員は、当該号の発行の経費を、按分なしで、公金である政調費に計上している。

請求人は、Ｐ２の内容について、Ｇ議員は、自分の政務調査活動とどの様な関連があると判断

し、按分なしとしたかの明確な根拠の提示を要請する。請求人は、どの様な内容の報告を、区民

に届けるかは、Ｇ議員の自律性判断の領域であると解しており、その内容に立ち入る意図を有し

ていないが、当該号の掲載内容から、その発行経費を按分なしで、公金である政調費に計上する

ことに疑義を抱かざるを得ない。従って、Ｇ議員の説明に合理性・妥当性がない場合は、計上し

た経費47,360円の返還を求める。又、印刷枚数より多くの枚数の封筒を購入したことにつき、情

報開示を求める。

Ｇ. 事務費
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● 携帯電話(按分比50％) 59,247円

Ｇ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「区民からの相談や情報提

供で１回あたり20分から30分かかることは少なくない。長い時は１時間近くなる場合もある。会

議などで電話に出られないことにより、かけ直す場合も多い。また、他の自治体などの調査、情

報収集のためにも使用している。私的な活動での長電話ほとんどないので、全体の割合として政

調活動分は２分の１以上になる」と記している。

請求人は、携帯電話の利便性を否定しているのではなく、その使用そのものが、議員の政調活

動以外の政治活動や議員の私的生活をより多く支えるものであり、そう解することが、一般常識

上も合理性・妥当性を持つ。このことから、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上

限の按分比｣を、そのまま適用すべきでないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の請求明細書の内容が不明であるが、携帯電話の使用については、通常、金券と同様

の働きを持つポイントが付与されるが、支出計上額には、その様なポイントが反映されていない

と推定した。従って、付与されたと推定されるポイント相当額を差し引いて支出計上すべきであ

り、請求人は、Ｇ議員に、その関連情報の説明を求めるが、その情報開示がなされない場合は、

計上額59,247円の返還を求める。

Ｈ. 事務所費

● 30,000円ⅹ12ヶ月＝360,000円

Ｇ議員が、個人の資格で、ワンルームタイプの部屋（28.82ｍ2）を、月額110,250円で賃借し、

議員自身の使用面積を11.62ｍ2とし、一部の9.7ｍ2を団体Ｕ会派に貸与し、残り7.5ｍ2を共有と

し、Ｇ議員と自分が共同代表を務めるＵ会派との共同事務所としている。按分の理由・根拠は明

示されていないが, 次記の支払式により算出される経費が、事務所費として、政調費に計上され

ている。

＜政調費計上額＝支払額110,250円－Ｕ会派支払い分50,000円－手数料250円

＝30,000円＞

請求人は、Ｕ会派の負担する月額50,000円が、どの様な根拠で決められたのかの情報開示と説

明を要請する。研修費の項で指摘したことと同様に、Ｕ会派の共同代表を務め、その管理運営の

責務を有すると推測されるＧ議員が、個人的に賃借した部屋を、当該団体に貸与する場合は、あ

る種の公私混同・利益誘導を避ける手立てががなされるべきであると解する。Ｇ議員の説明に、

合理性・妥当性がない場合は、計上した360,000円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

● 補助職員１名を、ほぼ年間を通じて雇用（月2-8日） 288,000円

雇用契約書添付なし、

政調費取扱いに関する議長訓令第４条４号に、「事務等を補助する職員を雇用する経費 雇用

契約書の写し又はその者の氏名、住所、生年月日、業務内容、賃金及び雇用期間等、勤務の実情

を証明する書類」を作成することが規定されている。

Ｇ議員は、１名の補助職員を、５月から翌年の３月まで、毎月2‐8日間雇用しているが、雇用

契約書添付がなく、勤務実態は不明である。請求人は、雇用人の権利保護の点から、議長訓令の

規定する雇用契約書を締結すべきと解しており、雇用契約書の有無及び勤務実態について、情報

の開示を求める。

37. Ｈ議員（Ｖ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし）

返還要求額 1,778,279円
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請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ａ. 調査研究費

１) 視察、 4/7 沖縄視察交通費37,800円、5/6 大阪・泉佐野市視察交通費26,480円宿泊費11,700円、

8/2 広島原水禁視察 27,700円、合計視察費 103,680円について

Ｈ議員がすぎなみ未来 BOX で何度も訴えているように労働者は就職難・失業・低賃金などの厳

しい状況に置かれている。その厳しい労働条件の中で納めた税金を使った視察報告書としては意

見交換・状況聴取などと書いた４、５行の簡単な報告書であり、納税をしている区民から見れば、

視察がどのように区政に生かされたのか、詳しい説明を求めたい。例えば、大阪・泉佐野市視察

の視察目的「大阪市における橋下知事の行革政策の影響、関西新空港による自治体負担と民営化

の状況」は、視察の結果、区政とどのような関わりがあり、視察の目的が達成されたのか、報告

書に書くべきではないか。議員の調査・研究のための視察は認めるが、政調費＝税金を使っての

視察には詳しい報告書の提出を求める。｢意見交換・状況聴取・懇談｣と書いただけでは視察内容

が不明である。21年度の視察について請求人の指摘に対し、21年度住民監査請求監査結果書P285

でＨ議員は視察目的を詳しく書いている。指摘される前に区民の誰が読んでもわかるような視察

報告書の提出を求める。

２）ガソリン代、按分50％、合計7,321円について。すべて按分50％で支出されているがその根拠の説

明は一切ない。一般の公共交通手段の利用には、交通費記録簿の提出が要請されていると同様、

バイクの利用でも記録簿を提出すべきである。監査結果書Ｐ９で＜政務調査費の支出について具

体的な説明がされることを望みたい＞と監査委員の判断が記されているにも関わらず、説明もな

く50％の按分で請求することは認められない。公共の交通手段を利用している議員は電車の１区

間でも明確に説明して支出している。ガソリンについても説明を求める。監査結果書P285でＨ議

員が＜電車・バスのみの利用では時間と交通費がかさむばかりであり、有効な政務調査が阻害さ

れる。とりわけバイクの使用は多大な交通費の節約になる。＞と書いたように交通費の節約は認

めるが、ガソリン購入の領収書のみで政調費としての支出とは断定できない。Ｈ議員がすぎなみ

未来 BOX で何度も訴えているように労働者は就職難・失業・低賃金などの厳しい状況に置かれ、

納税している。それ故、税金の使途は透明性を求められる。ガソリンの使用目的、按分比の設定

根拠について具体的な説明がない場合はガソリン代合計7,321円の返還を求める。

３) 駐車場代、按分50％、毎月5,000円×12ヶ月＝60,000円について

契約書は提出されているが、契約日が明記されていないので、この契約書が有効かどうか不明

である。正規の契約書の提出がない場合は駐車場代60,000円の返還を求める。

Ｃ. 会議費

12/5 区政報告会会場費按分なし14,175円について。会場費の領収書は提出されているが、区政報

告会の状況については説明がない。Ｈ議員は東京西部ユニオン執行委員でもあり、区政報告以外の

使用はなかったのか、税金の使途については明確な説明を求める。Ｈ議員がすぎなみ未来 BOX で何

度も訴えているように労働者は就職難・失業・低賃金などの厳しい状況に置かれ、納税しているの

だから、税金の使途は透明性を求める。

Ｄ. 資料作成費

１) 資料作成費で計上されたコピー費980円、資料購入費で計上されたコピー費1,840円

コピー代総合計2,820円の領収書のあて先は〔Ｈ－１〕氏である。〔Ｈ－１〕氏からは「Ｈ議員か

ら支払いを受けている」と書類が提出されているが、何故、〔Ｈ－１〕氏宛てに領収書が発行され
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るのか、説明を求める。

Ｅ. 資料購入費

１）「都市問題の本全情報」30,450円となっているが、この本の定価は18,270円である。何故、30,450 

円を支出したのか、説明を求める。その説明に妥当性がない場合には30,450円の返還を求める。

２）「ゼンリン住宅地図杉並A3」と「ゼンリン住宅地図杉並A４」の２冊で34,650円について

高価な住宅地図を２冊購入するのは何故か、説明を求める。説明が妥当でない場合は34,650円

の返還を求める。

３）「現代用語の基礎知識」と「2010年の白書の白書」の２冊で6,970円、・「世界年鑑2010」と「く

らしの法律相談ハンドブック」の２冊で12,075円・「ソブリンクライシス」1,890円、・「小沢革

命政権で日本を救え」1,680円、・「前衛」710円、・「前衛」と「世界」の２冊で1,550円、・「大

転換」と「訴訟は本人でできる」と「労働基準法がよくわかる本」の３冊で8,400円、・「小沢主

義」499 円、・「自治と分権」1,050円、・「保育事故を繰り返さないために」と「政権交代の経

済学」と『「エコ」社会が日本をダメにする』の３冊で4,620円、・「学校指定通学区域」100円、・

「膨張する監視社会」と「リーマンショックコンフィデンシャル」と「新しい公共を担う人々」

の３冊で9,030円、・「ゴールドマンサックス研究」と「無縁社会」の２冊で2,188円、・「エコ

ノミスト」700円、・「国家経済危機」と旧米同盟 vs 中国･北朝鮮」と「民主党が日本経済を破

壊する」の３冊で3,980円、・「大暴落1929」2,310円 、・「経済」980円、・「世界」840円、・

「エコノミスト」649円、

Ｆ. 広報費

発行された広報の内容は所属会派の主張が多く、杉並区に係る部分の按分が必要である。「杉

並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例」第９条で「会派及び議員は、

政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、区政に関する調査研究に資する

ため必要な経費以外のものに充ててはならない」と明記している。請求人が広報費について返還

を求めたところ、Ｈ議員は監査結果書P286で＜昨年も同様監査請求があり、最も許しがたい言い

がかりである。４定に提案された補正予算においては、新規の区債が発行されることになってい

た。これをどう評価するかについては、世界大恐慌情勢をはじめとした内外情勢の分析・評価は

不可欠であり、その報告においても同様の包括的な説明が必要となる。それを「区政報告」「会

派主張」などと恣意的に（！）分割することこそ不当である。これは議員としての区政報告を歪

めることになり、こうした監査請求は全面的に棄却されるべきである。＞と答えている。

請求人も議員が広い視野に立ち、内外情勢の分析・評価は不可欠であることは認めるが、Ｈ議

員が決定した按分をそのまま、政調費支出として認めることはできない。

例えば、9/30の127号6000部（按分なし）24,000円についての紙面の見出しは、表面は、『民主

党政権の「新成長戦略」は労働者人民にとって敵対物だ』「東アジア共同体は新たなアジア侵略」

「11･７全国労働者決起集会」のお知らせ、裏面は『杉並区「事業仕分け」は公務員バッシングの

新たな手段だ』「労働相談ありますか」「行動日誌は沖縄の村議会の選挙結果」である。杉並区

「事業仕分け」の欄を読んでも、具体例はなく、杉並で一番問題になっていることが不明である。

これを按分無しで全額税金で支出することは認められない。議員が書いた文、議員の主張する按

分ということで全面的に認めることはできない。Ｈ議員は「最も許しがたい言いがかりである」

と主張しているが、Ｈ議員がすぎなみ未来 BOX で何度も訴えているように労働者は就職難・失

業・低賃金などの厳しい状況に置かれ、納税しているのである。それ故、税金の使途は透明性を

求められ、明確な説明のもとに支出すべきである。

１) 「すぎなみ未来BOX」（ ）は按分比

8/25、126号 6000部（90％）21,600円、9/30、127号 6000部（按分なし）24,000円、

10/16、10月号外 10000部（90％）45,000円、11/25、128号、6000部（90％）21,600円、

12/5、12月号外 10000部（90％）45,000円、12/15、129号（按分なし）6000部 24,000円、
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1/30、130号 6,000部（按分なし）24,000円、2/2、2月号外 10000部（90％）45,000円、

2/2、2月号外改訂 10000部（90％）45,000円、3/3、131号 6000部（90％）21,600円、

3/20、132号 6000部（90％） 21,600円、 3/30、132号改訂 6000部（按分なし）24,000円

以上142,000部、合計362,400円について

すべての広報について按分比の見直しを求める。その説明に合理性、妥当性がない場合は、

362,400円の返還を求める。

２) 12/3 反戦共同行動委員会ビラ 2000部（按分なし）7,000円について。発行者は「反戦共同行動委

員会」であり、表面の見出しは「朝鮮侵略戦争阻止！」「菅政権打倒！」「12･3 渋谷デモ！」裏

面は「戦争絶対反対！」Ｈ（杉並区議会議会議員）緊急アピールである。このビラで杉並という

語は杉並区議会議員と連絡先の住所のみである。議員が幅広く主張することは当然であるが、そ

の経費を全面的に政調費で支出することは認められない。よって7,000円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

１) 携帯電話料金、按分は50％、合計30,027円であり、領収書のあて先はすべて〔Ｈ－２〕氏である。

〔Ｈ－２〕氏は「私、〔Ｈ－２〕を契約者とする携帯電話の電話料金については、毎月請求額ど

おりに夫・Ｈから支払いを受けていることにまちがいありません」と書類を提出しているが、議

員として政調費＝税金から支出するのであるから、領収書は議員名義にすべきである。22年度の

政務調査検討委員会での申し合わせ事項で「早期に本人名義の契約に変更してください」と明記

されている。請求人はＨ議員が議員になった時から、議員の領収書の提出を求めてきた。監査結

果書P286でＨ議員は＜携帯電話は妻○○○○と親子契約にしているもの。そうすると○○○○が

使用する携帯電話の基本料金が割り引かれる。政務調査費の節約をするための手段であり、まっ

たく不当な言いがかりである。＞と答えているが、公私混同にならないか、明確な説明を求める。

２) 資料郵送費、55回で合計27,716円である。すべて資料郵送費になっているが、資料についての説

明がないので、政務調査費との関連が不明である。昨年も同じ指摘をしたがＨ議員は監査結果書

P286で＜すべて政務調査に関わる資料であり、・・何を送ったかをそれぞれ明示することになれ

ば、次は誰に送ったかを明示せよということにもなりかねない＞と答えているが、請求人は政務

調査に関わる資料かどうかの説明を求めているのである。Ｈ議員がすぎなみ未来 BOX で何度も訴

えているように労働者は就職難・失業・低賃金などの厳しい状況に置かれ、納税しているのであ

る。それ故、税金の使途は透明性を求められ、明確な説明のもとに支出すべきである。その説明

に妥当性がない場合は27,716円の返還を求める。

３) 文具用品はすべて按分がない。主な支出は下記のようなものである。

用紙・封筒など合計 13,920円

インクカートリッジなど合計 24,830円

手帳 3,045円

ラベルシール 1,140円、合計 42,935円について

Ｈ議員は東京西部ユニオン執行委員、反戦共同行動委員会のビラを政務調査費で発行するなど

議員以外の活躍が多数ある。監査結果書P286で＜例示されている事務用品については、ほとんど

100％政務調査活動として使用している＞と答えているように100％政務調査費と言い切ってはい

ない。按分比を求める。すぎなみ未来BOX など広報はすべて印刷費を計上しているので、インク

カートリッジや用紙の使用目的の説明を求める。また、3,045円の手帳を按分なしで計上している。

一般的に手帳は種々の活動に使われると思うがこの手帳は政務調査専用の手帳だろうか。按分比、

使用目的の説明に合理性、妥当性がない場合は42,935円の返還を求める。

４) インターネット接続料按分なし、年間35,280円について。Ｈ議員は東京西部ユニオン執行委員、

反戦共同行動委員会のビラを政務調査費で発行するなど議員以外の活躍が多数あるが、インター

ネット接続料を按分なしですべて政調費の支出とする根拠の説明を求める。その説明に妥当性が

ない場合は35,280円の返還を求める。
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Ｈ. 事務所費

１) 事務所家賃、月50,000円×12ヶ月＝600,000円について。天沼○-○-○△△ビル○○を月120,000

円で借り、政調費で月50,000円支出している。契約書は提出されているが、使用実態を示す書類

の提出はない。区民の税金で家賃が払われているのだから、使用実態の説明が必要である。「政

務調査費の交付に関する条例」で第11条「議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、報告書、

出納簿及び領収書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができる」と明記している。

事務所の契約書が提出されるだけでは使用実態が不明であり、議長はどのように調査ができるの

か。平成23年１月13日小泉やすお議長は「政務調査費に係る調査について（回答）」（監査結果

書P225）で＜区議会では使途基準で事務所費への支出を認め、賃借料を計上する場合には透明性

の確保と説明責任に重きを置き、事務所の用件を具備することを示す書類の提出を規定により義

務付けている。＞と明記した。契約書だけでなく、＜透明性の確保と説明責任に重きを置く＞書

類の提出を求める。「事務所賃貸借契約書」を提出するのみで事務所費を政調費と認めることは

税金を納める区民としては納得できない。＜透明性の確保と説明責任に重きを置く＞書類の提出

が無い場合は事務所賃借料600,000円の返還を求める。

区民が必死に働いて納めた税金で、議員は契約書を提出するだけで事務所として使用できるこ

とをＨ議員はどう考えるのか。いつも労働者の立場で訴えているＨ議員からすれば、労働者が税

金の使用についてどのように考えているか、よくわかっていることと思うが。

２) 事務所光熱水費

基本的には事務所の電気代・ガス代・水道代について50％の按分で計上しているが、月によっ

て電気代のみ、電気・ガス代のみ、といったように計上している料金が異なり、領収書の不備が

多い。例えば7月分は、電気代の領収書のみ（7,717円、50％の按分では3,858円）を添付して、収

支報告書では4,924円を計上している。７月分～２月分まで８ヶ月にわたって誤記がある。計上額

の合計は47,019円に対し、領収書は38,492円の添付である。その差額8,527円の返還を求める。

Ｉ. 人件費

１) 3人の臨時補助職員に時給1,000円で562時間分を支給している。勤務内容は調査研究補助作業に

264時間、資料整理に294時間、区政報告配布に４時間である。前年度は区政報告配布に多くの時

間を費やしたと思うが、今年度はどうのように区政報告を配布したのだろうか。広報費の欄です

ぎなみ未来 BOX の按分比を求めた。人件費のなかで、広報に関する部分の按分を求める。その説

明に合理性、妥当性がない場合は562,000円の返還を求める。

38．Ｉ議員（Ｗ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし）

要返還額 750,435円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ｂ. 研修費 25,436円

● 7/12 議員力検定問題集、受講料 23,436円

● 11/4議会改革学習会 2,000円

Ｅ. 資料購入費 462,325円（2/4インク, 区政報告用紙23,409円を、資料購入費に計上さ

れているが、広報費に変更した）

書籍、雑誌等の購入



187

Ｆ. 広報費 1,978,592円（2/4インク. 区政報告用紙23,409円を加算してある）

区政レポート原本は６枚あるが、発行年月日. 号数が不明であり、内容から推察して、2010.11, 

2011.1, 2012.3（誤記入ではないか）この３枚が、経理簿と合致するかも知れない。例えば、経

理簿上、9/20区内特別郵便54,450円。11/1 区政報告印刷料及び折込料728,595円とのみ記載され

ており、発行年月日、号数が不明の為、突合せ出来ない。新聞のコピーのみ印刷されているもの

もあり、Ｉ議員には、提出された広報と使用金額の説明を求める。今後は、収支報告書と広報の

両方に必ず発行年月日と号数を明記して欲しい。

Ｉ議員からの説明後、按分のしていなかった広報、号数と計理が不符号な広報について必要に

応じて経費の返還を求める。特に、発行年月が、2012.3の広報紙は、年度が違っており、明確な

説明を求めるが, その内容に、合理性がない場合は、その発行等の経費750,435円の返還を求める。

ほとんど毎年、資料購入費（書籍、雑誌）に、Ｈ22年度（462,325円）、21年度（682,439円）、

20年度（766,938円）が当てられており、広報費も、選挙の年でもある事から、広報費に１年分の

経費を超えて1,978,592円も使用している。広報費として、平成21年度（1,333,804円）、20年度

（1,193,948円）が使用されている。

改めて、政務調査費とは何か?を、根本的考え直す必要があるのではないかと思う。

39. Ｊ議員（Ｘ会派）

政調費交付額 1,920,000 円(戻入なし)

要返還額 1,001,823円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は原則として、その使途

に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ｊ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「これまで指摘しなかった

点について、今回多数の指摘が行われていることは不整合であり不自然さを感じる。無理やり問

題をつくりだす手法は、区議選挙を前にした意図的なものなのかとさえ思われる。請求者には、

このような住民監査請求のありかたが不毛でないかと考えていただきたい」との所感を記してい

る。

Ａ. 調査研究費

● 調査研究の移動交通費として、7,990円を計上

Ｂ. 研修費

● 参加費・資料代：介護保障を考える市民の会 1,000円

● 講師料分担金：債権管理条例レクチャー2,500円、議会改革2,222円

● 会費：23区民自治会10,000円

● 交通費合計2,200円

１) 会費について

Ｊ議員の提出した出納簿の７月分Ｎｏ.４に、「会費として」と記載された「23区民自治の会」

発行の領収書が添付されている。請求人は、会費の支払は、その会・団体に所属し、その活動の

一員となることと同義であり、それに対する政調費の支出は、公金による当該会・団体の支援と

なり、政調費の趣旨から見ても、政調費に該当しないと解する。従って、Ｊ議員に、この経費計
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上が、講演会等一時的な参加費を会費という名称で支払っている場合であるかなどを含め、情報

の開示、説明を求める。

その内容に、合理性・妥当性がない場合は、計上額10,000円の返還を求める。

Ｅ. 資料購入費

● 新聞：日経4‐1月 10か月 43,830円

● 雑誌：文春、Ｗｉｌｌ 1,930円、月刊日本の進路年間購読5,000円、日本の進路議員版、週刊新社

会年間４月－３月 9,120円

● 書籍：7,934円

奇跡の団地 阿佐ヶ谷住宅、なくそう!官製ワーキングプア、公契約を考える、民主党が日本を変

える！地域主権改革宣言、地域主権の未来図、中小企業白書読む

１) 書籍

請求人は、平成21年度政調費の監査請求において、会派・議員の所有となる書籍の購入につい

ては、区役所４階に、会派・議員用として備えられている図書の施設（議員には、閲覧・貸出し

だけでなく、新規図書の購入申請ができる）及び、一般区民に開放されている区の図書館を活用

することが、前提であると述べた。請求人の主張の出発点は、監査結果書の判断に、繰り返えさ

れる「会派・議員の自主性・自律性の尊重を基本」の議論の前に、明確にすべきことがあるとい

うことである。請求人は、会派・議員が、その政務調査活動のために、どの様な書籍を選択する

かの、自主性・自律性が尊重されるべき領域に踏み込む意図を示しているのではなく、その様な

書籍を購入する前に、一般区民が利用・活用する公的な図書館、会派・議員にとっては、更に議

会図書室の活用も可能であるが、その様な公的な図書館・室の利用の位置づけを明確にすること

にある。議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にあ

る。蔵書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り

得た情報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、

年間２００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意

向・希望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳

細は不明であるが、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従っ

て、請求人Ｊ議員が、上述の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料

を購入することにしたか、更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含め、それらを

どの様に処理する計画であるかの情報等の開示を求めるものである。このことによって、請求人

は、会派・議員が、政務調査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書館等の運営予算の効

率的な活用により、公金の二重、三重の支出が、防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報

● ＨＰ管理費（2010.4‐2011.3） （按分なし） 360,000円

● 広報紙及び広報ハガキ（按分なし） 合計額 1,572,744円

＜○○レポート＞

2010. ４月発行（126号）, ８月発行（132号）、11月発行（135号）, 2011.１月発行（新年号、

136号）, ２月発行（137号）が添付されているが、それらの発行経費の領収書との対応関係が明

示されていないため、経費計上月に加え、ＨＰの情報から、それらを推定した。なお、記念切手

と郵メールの費用が、別途、事務費として、合計27,230円が計上されている。

2010年４月発行（126号） 印刷代（詳細なし） 40,000円

郵送費 741通 51,525円

郵送費 59通 4,720円

ポスティング32,770枚 172,042円

新聞折込手数料5,750 枚 26,512円
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2010年８月発行（132号） 郵送費 1,053通 70,425円

郵送費 211通（10月に計上） 23,495円

2010年11月発行（135号） 郵送費 1,341通 88,570円

2011年新年号（136号） 郵送費 315通 20,475円

2011年２月発行（137号） 印刷代（詳細なし） 623,700円

＜区政はがきレポート＞

2010年春号（４月計上） 葉書代･印刷代（2,400枚） 156,900円

2010年夏号（７月計上） 葉書代･印刷代（2,400枚） 156,900円

2010年秋号（11月計上） 葉書代･印刷代（2,100枚） 137,480円

１）ＨＰ管理料について

Ｊ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「年間36万円が高額すぎる

とのことであるが、なにをもって高額であると判断するのか理解に苦しむ。ＨＰ管理料としては

常識的な金額であり、契約条件からするとむしろ低額といってもよい。参考までにＨＰ管理の内

容としては、ＨＰへの記事掲載更新作業をはじめとするＩＴ技術面のみならず、ＨＰ掲載記事の

デザイン（レイアウト、イラスト作成、写真掲載などすべてを含む）、記事コメントの作成、記

事項目分けや管理などを含み、更新回数は上限なしとの条件で依頼しているものであり価格は適

正である。按分については、これまでどおり政務調査目的として、100％としたものである。金額

及び按分率については、過去２年と変わらず、これまで指摘を受けたことはないのに突然問題に

される意図が理解できない」と記している。

当該ホームページ・ＨＰに拠ると、このＨＰは、杉並区で活動する市民運動グループの「杉並

○○会」が運営し、その会の代表をＪ議員が務めていると記されている。５つの項目・内容＜最

近の記事、テーマ別記事、○○資料室、サイトのご紹介、杉並区＞で構成され、Ｊ議員の政務調

査活動に直接関連する内容が、○○レポートと区政レポートとして纏められ、過去の分も、テー

マ別記事と○○資料室の項に分類されている。今回の監査請求の対象とした平成22年度時点にお

けるＨＰの構成は不明であるが、その期間に、発行された○○レポートは、126号から137号であ

り、そこで、取り上げられた内容が、その時点のＨＰの主たる内容であったと推測した。その推

測が正しいとすると、取り上げられている内容は多岐に亘り、それらには、国政や社会的に注目

をあびた出来事等も含まれ、それに対するＪ議員の考え等が表明・記載されている。

請求人は、それらが、区政に関した政務調査活動に、どの様な形で結び付いたものであるかは、

議員の自立性・自律性ある判断に基づくべき領域である解するが、一方、Ｊ議員が、按分なしで、

ＨＰの経費を、公金である政調費に計上した根拠について、明確な説明を求める。その内容に、

合理性・妥当性がない場合は、計上した経費360,000円の返還を求める。

２) 区政報告書について

Ｊ議員のＨＰに拠ると、平成22年度に、広報紙「○○レポート」は、126号から137号まで、12

回発行され、その内、それらの発行に関する経費が政調費に計上されているのは、126（4月）,132

（8月）,135（11月）,136（1月）,137（2月）号の5号である。又、区政はがきレポートとして、

春、夏、秋号の３号が発行され、その内容の多くは、同時期に発行された○○レポートの主たる

記事を短くまとめものとなっている。併せて、８号が発行され、その費用が、按分なしで、政調

費に合計1,572,744円が計上されている。

○○レポート137号は、平成23年２月20日に発行され、その構成は、Ｐ１が、「開発型でなくバ

ランスよいまちづくりへ」, 「消費税引き上げに反対、福祉は政府が保障すべき」、「杉並らし

い教育をとりもどす」, 「保育の新システムは待機児童を増やすだけ」の題で、Ｊ議員の考え・

主張が述べられ、Ｐ２には、「地域経済に活気をとりもどし生き生きと働ける杉並に」と題し、
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４つの提案が記載され、下段に、Ｐ２全体の1/3のスペースに、「私たち住民の力で杉並区を変え

よう」との題に、Ｊ議員の顔写真が添えられ、議員のメッセージが、＜杉並の区政を変えたい!

との思いで私は４年間議会活動をしてきましたが、まだまだ道半ばです。杉並には優れた住民運

動の伝統があります。区民の力で区政の転換を実現しましょう」と結ばれている。この137号の多

くに内容は、同132,135,136号に記載されてきた内容の総まとめと解しうるものである。又、137

号については、その印刷代のみが、政調費に計上されているが、領収金額が記された一片の領収

証が添付されているのみである。

請求人は、Ｊ議員に、○○レポート137号の経費を、按分なしとして、政調費に計上した根拠の

明示を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、計上額623,700円の返還を求める。更

に、はがきレポートの経費領収書に、官製葉書の6,600枚に加え、私製葉書の300枚の購入とその

印刷経費が記載されているが、この官製、私製葉書の使途について、情報開示を求める。

Ｇ. 事務費

● 携帯電話（按分比50％） 7,128円

● 郵メール・記念切手 27,230円（内、切手代26,030円）

● 事務用品（按分比90％） 35,877円

● コピー代 14,117円

● サーバーレンタル（2010.5.23‐2011.5.22） 4,410円、ドメイン使用料（2010.12.3‐2011.12.2）

950円、メールアドレス料 945円

１) 携帯電話について

Ｊ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「杉並区議会のルールに従

って２分の１按分としており、使用は適正。政務調査には携帯電話を使用することがほとんどで

あり、実態としては２分の１よりも多いかもしれない」と記している。

請求人は、携帯電話の利便性を否定しているのではなく、その使用そのものが、議員の政調活

動以外の政治活動や議員の私的生活をより多く支えるものであり、そう解することが、一般常識

上も合理性・妥当性を持つ。このことから、請求人は、議長訓令の使途基準細目に規定される「上

限の按分比」を、そのまま適用すべきでないと解していることを、まず、指摘したい。

携帯電話の使用については、通常、金券と同様の働きを持つポイントが付与されるが、添付さ

れた明細書は、その一部のみであり、詳細はが不明である。従って、請求人は、Ｊ議員に、ポイ

ント付与について、情報開示を求めると共に、付与されたと推定されるポイント相当額を差し引

いて支出計上すべきであると解するが、その情報開示がなされない場合は、計上額7,128円の返還

を求める。

２) サーバーレンタル料、ドメイン使用料について

Ｊ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「杉並区議会のルールに従

って２分の１按分としており、使用は適正」と記している。一方、政調費平成21年度政調費の監

査結果書は、議員任期を越える雑誌等の年間購読契約について、「一般的な購読契約において、

一年（12ヶ月）分を超えた契約を行い、そのすべてを政調費に計上することは、政調費の返還を、

年度を基準として行うこととしている政調費条例の趣旨から見て、適切ではない。現金主義を取

るとしても、一年分を超える契約などを安易に認めることは年度を基準として定められている内

容との整合性を著しく損なうことになりかねず、全体として一年を超えるものについては、その

超えた部分については不適切と判断することが妥当である」とし、更に「議員の任期は、議会の

解散等がある場合は別にして、４年で任期満了することは明らかであるので、当該任期を越えて

の年間契約等に伴う支出を全額計上するのは適切でなく、計上するとしても、契約日から議員任

期満了までの月数に限定されるべきである」と説く。

従って、請求人は、Ｊ議員に対して、年度を越えた契約を行い、政調費に計上したサーバーレ

ンタル(2010.5.23-2011.5.22) 4,410円、ドメイン使用料(2010.12.3‐2011.12.2) 950円の各々１
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か月及び７カ月分441円、554円の返還を求める。

Ｉ．人件費

広報発送作業として、5, 8, 10, 12月に、合計６日間補助職員を雇用し、31,500円を計上（広報

費の項参照）

40. Ｋ議員（Ｙ会派）

政調費交付額 1,920,000円（戻入なし）

要返還額 965,686円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開

示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ｋ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、｢地方自治を支える二元代表

制を実にあるものとするために、議員は行政と対等に議論できる条件が必要とされています。と

ころが、現実には行政の側はあらゆる課題に人材を確保し、また情報も国や都道府県、他の自治

体およびあらゆる分野からも絶えず集中できる機能と財力をもっています。それに比して、議員

側は大政党ならいざしらず、私たち市民の側に立つ無所属はその力において全く及びません。そ

れを克服するための手段として日常的に情報を集め、あらゆる分野においても見識を深め、調査

するための財政的保障が政務調査費です。杉並区議会においては、他自治体に先駆けて、１９６

０年代末から無所属や市民派議員が生まれたことで議会の公開や改革の取組が進んできました。

それと同時に政務調査費の一定額が保障されてきました。これが他の自治体に見られるように、

飲食に使われるなど不正に使用されるのは言語道断です。また、この間の区民からの指摘によっ

て明らかになった不当な使い方の是正は重要なことだと考えます。しかし、議員の調査活動やそ

の区民に対する報告義務を果たす手段は多岐にわたります。政務調査費の使途のチェックが本来

の意図を超えて議員活動そのものを制限するようになれば、区民の要求に離れることになります。

これはかえって行政当局を利するものさえなりかねません。また、その行き先が財政削減を口実

に政務調査費を廃止または削減する動きになることも危惧します。そうなれば区民の側に立つ議

員活動にとって死活の問題であり、慎重な取り扱いを求めます。｣

Ａ. 調査研究費、Ｂ. 研修費

調査研究費及び研修費の項に、同様の目的と推測される参加費等が別々に計上されていたため、

請求人の判断で、纏めて以下に記載した。又、調査研究費、研修費に計上されているラジカメメ

モリー、ノート、資料郵送費については、それぞれ、調査研究、研修目的のため購入・計上した

と推測されるが、事務費の項に、１月に開催されている相談会費は、会議費の項に各々転載した。

● 参加費：

全国空襲被害者連絡協議会 2010年度会費 2,000円、杉並・図書館を考える会平成22年度会費

1,000円、全国地方議員交流会参加費 10,000円、東京グラムシ会年会費 3,000円、全国地方議員

交流会賛同費 1,000円

● 交通費

部落解放全国連合会参加交通費（東大阪）26,400円、京王地下の会 富士見ヶ丘駅改修イベント交

通費（タクシー代）1,070円

１) 東京グラムシ会年会費の支払について
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東京グラムシ会の設立のよびかけには、20世紀の思想家アントニオ･グラムシに関心をもつ人々

の「自由な文化交流の場」となることをめざし、会を設立することになった、と記され、定期的

に会報を発行し、グラムシならびに現代の思想・文化動向に関連する内外の情報、研究の成果な

どを会員に、届けるとされている。

請求人は、ある会・団体に年会費を支払うことは、一般的には、その会・団体に一定期間所属

し、その活動の一員となることと同義であるとの立場を出発点としている。即ち、意図すると否

とは無関係に、結果として、その会・団体の宣伝・広報に加担することとなる可能性を否定でき

ない、と解すべきであり、それに対する政調費の支出は、公金による当該会・団体の支援となり、

政調費の趣旨から見ても、政調費に該当せず、個人的資金で賄うべきであると、平成21年政調費

監査請求で主張した。

これに対して、当該監査結果書には、「団体といっても様々であり、その会費の性格も様々で

ある。（中略）したがって、政調費による会費の支出については、団体の性格や活動内容、会費

の位置づけ、さらには当該会派・議員からの説明などを総合的に勘案して判断することが必要で

あり、会費の支払を、一律に政調費に該当しない、とする請求人の主張には首肯できない。（中

略）一般的には、当該団体の活動の中に区政に関する調査研究に資する有益な活動があることが

説明されるなどし、説明等の妥当性が推認できる場合には、一定の割合を限度として政調費から

の支出を認める余地ある、と判断する。今回の監査にあたっては、それが副次的効果であること

等を勘案して、こうした場合の按分割合を最大１/２として取り扱うこととした。加入団体が、政

治団体である場合や当該団体の活動の中に区政に関連するものがない場合等は、政調費からの支

出は不適切である。逆に、講演会等一時的な参加費を会費という名称で支払っている場合など、

会の性格・内容によっては、すべてを政調費として認めることがありうる。」と記されている。

従って、請求人は、Ｋ議員に、当該会への会費支払について、監査結果書も指摘している様に、

支払われた会費の性格の説明・情報の開示を求めるが、その内容に合理性・妥当性がない場合は、

計上額3,000円の返還を求める。また、全国空襲被害者連絡協議会2010年度会費、杉並・図書館を

考える会平成22年度会費支払についても同様の情報の開示を求める。

なお、請求人は、政務調査や研修をどの様に進めるかを含め、それらの内容についての判断は、

会派・議員の自立性・自律性に基づくものであると解し、Ｋ議員が、平成21年度政調費監査請求

に対する議長調査に記している「政務調査費の使途のチェックが本来の意図を超えて議員活動そ

のものを制限する」意図をもつものでないことを付記する。

Ｃ．会議費として、合計48,925円計上

● 5月 葉書購入 12,500円（250枚） （目的の明示なし）

7月 区政報告会会場費 975円

8月 区政相談会案内用葉書購入 200枚 10,000円

9月 区政相談会会場費 1,500円、相談会連絡用葉書 250枚 12,500円

10月 区政相談会会場費 2,000円、相談会案内葉書 40枚2,000円（相談会のお知らせに続い

て、○○○○近現代史講座の案内が記載されている）

12月 生活相談２回 4,460円

1月 生活相談会 2,990円

Ｄ. 資料作成費

● 控室コピー代、資料コピー代 7,265円円

Ｅ. 資料購入費

● 新聞：都政新報３か月14,220円、沖縄タイムズ10ヶ月47,400円、公明年間22,020円、赤旗７か月

20,300円

● 雑誌、資料：世界２か月 1,560円、季刊労働党秋号 1,200円、公的扶助研究218‐221号 3,000円
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資料：区民生活委員会資料代330円、保険福祉委員会資料代400円、高尾山・天狗裁判の最終準備

書面1,000円、全国空襲被害者連絡協議会資料代 500円、

● 書籍・資料：38,052円

平気でえん罪をつくる、生活保護ＶＳワーキングプアー、眠れも夜の精神科、医療機器を考える、

変貌する都政、生活保護申請マニュアル、これが生活保護だ、消費税にたよらない豊かな国日本

の道、公的扶助研究、権利としての扶助研究、生活保護手帳、別冊問答集、なくそう官製ワーキ

ングプアー、パソコンらくらく、債は眠らず、公契約条例入門、黒い知事石原、消費税のカラク

リ、無縁社会、母子家庭、無縁社会の正体、

１) 書籍購入について

Ｋ議員は、平成２１年度政調費監査請求における議長調査に対して、「指摘された議員図書室

は日ごろから多用しています。本には、議会資料として利用するために傍線や付箋をつけること

が多く、購入しています」と記している。

議会図書室は、区役所の会派・議員控室に近接して設置され、議会事務局の管理下にある。蔵

書一覧が、一冊の本にまとめられており、利用しやすい形になっているが、請求人の知り得た情

報の範囲では、当該図書室の議員による利用は、極めて限られたものとなっている。又、年間２

００万円以上の予算で運営されているが、例えば、書籍の購入について、会派・議員の意向・希

望を反映させるために、どの様なプロセスが、取られているか等の図書室の利用実態の詳細は不

明であり、担当する議会事務局の判断で、多くの書籍が購入されていると解した。従って、請求

人Ｋ議員が、上述の議員図書室の利用について、どの様な判断をし、当該書籍等の資料を購入す

ることにしたか、更に、関係する政務調査活動が終了した後に、保管も含め、それらをどの様に

処理する計画であるかの情報等の開示を求めるものである。このことによって、請求人は、会派・

議員が、政務調査活動に必要な書籍等の入手において、議会図書室等の運営予算の効率的な活用

により、公金の二重、三重の支出が、防がれることを、期待している。

Ｆ. 広報費として、計上額合計 1,027,258円

● ＨＰ運営サポート費（按分比50％）63,000円（月5,250円で、12カ月分が計上されているが、詳細

情報なし）

ＨＰ運営サポート費振込代（按分比50％）1,572円（6月、7月分が各々181円、210円、他の10か月

分は、月131円が計上されている)

● 街頭広報に関する経費として、合計105,738円を計上

旗ポール２本(按分比50％) 8,300円、旗ポール修理代（按分なし）6,000円、ポールスタンド(按

分比50％) 3,862円

トラメガ１台(按分なし) 78,750円

電池代(トラメガ、マイク、拡声器用) (按分なし) 8,826円（内トラメガ用6,173円）

● 区政報告に関する経費として、合計 856,948円を計上

4月計上 Ａ４用紙（按分比90％）17,262円

8月計上 区政報告資料郵送代（按分なし）350円

10月計上 区政報告郵送代（按分なし）240円、用紙代（按分90％）11,509円

11月計上 官製葉書（区政報告号外‐区政報告会のお知らせ）40,000円

区政報告配布人件費（按分なし）10,000円

区政報告郵送費（按分50％）129,590円

区政報告郵送費（按分なし）2,480円

Ａ４紙代（按分90％） 38,732円

インク代（按分比90％） 4,266円

12月計上 官製ハガキ（按分なし） 5,000円

インク代（按分比90％） 10,962円
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紙代（按分比90％） 46,340円

封筒代（按分比50％） 12,880円

賃金〔Ｋ－１〕（按分比不明） 3,000円（実際の支払額は、35,000円）

1月計上 区政報告郵送費（按分なし）4,880円

封筒代（按分比50％） 12,880円

紙代（按分比90％） 21,419円

3月計上 紙代 28,893円

インク代 18,270円

区政報告郵送代（按分比50％） 154,195円

ハガキ代（按分なし） 283,800円

１) 街頭広報について

Ｋ議員は、平成21年度政調費監査請求における議長調査に対して、「区民への報告義務を果た

すための手段の一つは街頭活動です。ポールは街頭で会派の区政報告用に使用しています。街頭

区政報告は議員の日常活動として行っています。修理もそのポールが壊れたため、業者に修理さ

せました。このポールは会派の区政報告以外に使うことはありません｣と記している。

請求人は、広報活動の多くは、その性質上、会派・議員の「宣伝」的要素を含み、特に、不特

定多数を相手とする街頭での広報活動を政務調査活動として位置づけることには、多くの疑義が

生ずると解する。請求人は、街頭において、議員自身の区政に関する調査の状況・結果を伝える

活動が、どの程度の有効性があるかないかの議論をしているのではなく、街頭に立って、何かを

訴える行動自体が、結果として、議員自体の存在をアピールすること、すなわち、宣伝行為にな

ると主張しているのである。、

Ｋ議員は、街頭での広報活動に用いる旗ポール、ポールスタンド、トラメガ、電池（トラメガ、

マイク、拡声器用）等の購入経費を政調費に計上している。旗ポール、ポールスタンドについて

は、その按分比を50％としている一方、トラメガ、電池については、按分なしで政調費に計上し

ている。

請求人は、その按分比の明確な根拠の提示を要請する。その内容に合理性・妥当性がない場合

は、計上額105,738円の返還を求める。

２) 報告について

経費の資料が添付されている区政報告は、11月の計上分に対する2010年初冬と記されたNo.79,

80,81 のみであり、又、区政報告用として計上されている葉書については、11月計上の区政報告

号外‐区政報告会のお知らせのみである。なお、会派のＨＰを、現時点(平成24年３月) で検索す

ると、対象となる平成22年度の区政報告としては、No.68 (2010年７月18日)、No.69 (８月10 日),

No.72 (1於月17日),No.78 (11月11日)、区民ニュースとしては、2011年２月３日、３月１日、３

月16日号が掲載されているのみであった。一方経費計上の際の按分比については、Ｋ議員が、平

成２１年度政調費監査請求における議長調査に対して、郵送費について「郵送物の中には、会派

としての区政報告があり、その際は、Ｋ議員と他の者との連名で郵送したため、1/2を計上した」

とし、用紙・インク・封筒については「90％按分計上」と記しているが、平成22年度の政調費の

収支報告書には、按分の根拠等の説明がなされていない。従って、請求人が検証し得たのは、11

月計上の区政報告の経費のみであった。

区政報告Ｎｏ．79は、Ｐ１に、「要介護認定の制度の見なおしを」の題で、Ｋ議員が決算委員

会で、制度の見直しを求めた内容を、区内の実例を示して報告し、下段に、｢Ｋ･〔Ｋ－２〕と共

に考える会｣の案内が掲載されている。Ｐ２には、区政に関する記事が３件掲載した構成になって

いる。Ｎｏ．80 (富士見丘久我山版) とＮｏ．81は、Ｐ１は、共に、高齢者・障害者、通勤・通

学の安全対策に関する内容で、前者が富士見ヶ丘駅南北自由通路、後者が京王線の地下化を取り

上げ、後段に、Ｎｏ．79と同じく、「Ｋ・〔Ｋ－２〕と共に考える会」の案内が掲載されている。
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Ｐ２の掲載内容は、N o . 79とほぼ同じ内容の構成となっている。これらの３件の区政報告に加

え、｢Ｋ・〔Ｋ－２〕と共に考える会｣の案内のチラシが、11月計上の郵送費の資料として添付さ

れている。その計上された郵送費129,590円は、按分比50％とされ、郵送費2,480円は、按分なし

とされている。これらの按分比の根拠の説明がなされていないが、郵送費129,590円については、

｢Ｋ・〔Ｋ－２〕と共に考える会｣の案内のチラシが同封されて郵送されたためであろうと推定し

た。しかし、郵送費2,480円についての按分なしの根拠は不明である。

請求人は、Ｋ議員には、その政務調査活動の経費を、公金である政調費に計上する場合は、そ

の内容について、最低限の説明をする責務があると解している。従って、区政報告の経費・按分

比について、その内容・根拠の情報の開示を求めるが、それに合理性・妥当性がない場合は、計

上額 856,948円の返還を求める。

Ｇ. 事務費

● パソコン･プリンターリース（按分比50％、9か月分）51,030円

● ＳＯ－ＭＥＴインターネット接続料（按分比50％、9か月分）5,193円

● メモリー、レーザーカートリッジ（按分比50％）12,066円、（按分なし）1,152円

● パソコン･プリンターインク(按分比50％)9,837円

● 控室電話代(按分比50％)10,675円

● 名刺入れ315円、ノート代1,020円、区内地図840円、資料郵送費510円、切手30円

● 官製ハガキ（按分なし）9,300円、官製ハガキ（按分50％）4,900円

１) 名刺入れの購入について

議長訓令で、名刺自体の購入費を、政調費に計上することが認められていないが、その名刺の

入れ物の購入費が、政調費に計上されている。請求人は、名刺自体の持つ働きとその入れ物のそ

れとの間には、基本的な違いがあると解するが、一方、経費を政調費に計上すべきでないとされ

る名刺を入れる物の購入費を政調費に計上することに疑問を有する。Ｋ議員の、名刺入れの購入

費を政調費に計上した判断について説明を求める。

Ｈ. 事務所費として、合計 719,873円

● 家賃（按分比の記載がないが、月額130,000円の賃料に対して、政調費計上額は月額50,000円とそ

の振込手数料210 円/回である）601,320円

● 電話代（按分比50％）46,275円

● 電気、ガス、水道（按分比50％） 51,227円、9,638円, 11,413円、合計72,278円

Ｉ. 人件費として、合計471,500円を計上

提出された出納簿のよると、その12月分の摘要欄に、２名の雇用人に支払われた賃金額が、各々

43,200円、104,880円とされ、出納簿の受け払いの欄には、各々、0円、47,000円とされている。

一方、添付された補助職員勤務報告書の前者の雇用人の賃金は、42,000円と記載されている。単

純な誤記と推測されるが、勤務報告書の記載が正しいとすれば、公文書である出納簿の訂正がさ

れるべきと解する。従って、請求人は、Ｋ議員に、明確な説明を求める。

41. Ｌ議員

政調費交付額 1,280,000円（戻入なし）

要返還額 229,600円

請求人は、提出された出納簿及び領収書等を基に、政調費の検証を行い、その使途に関する情

報が不明・不十分であるか、あるいは、疑義があると判断した時は、その旨を記載し、情報の開
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示・説明を要請した。それに対する回答に、合理性・妥当性がない場合は、原則として、その使

途に計上された政調費の全額の返還を求めた。

Ｅ. 資料購入費

● 新聞を２種類購読：

35,064円（8月～3月、4,383円/月ｘ8月）、23,550円円(9月～2月、3,925円/月ｘ６か月)

Ｆ. 広報費

● ホームページ維持管理費（按分比80％） 229,320円(1月に計上)

● 区政報告作成費（按分80％） 744,450円(2月に計上)

１) ホームページ維持管理費について

ＨＰ維持管理費は、「政務調査費の支出に関する業務処理について」に、「実態に則して按分す

る」と記載されている。個人個人によって、按分率が違うのではないか、何故80％なのか根拠の説

明を要する。

２) 区政報告作成費について

区政報告作成費領収書には、但書きに｢区政報告｣, 企画、デザイン、レイアウト、印刷、製本費

と記載され、各項目の内訳書は添付されていない。備考欄に、区政報告５万部と記入されているの

みである。領収書には、明細書を添付すること。

Ｇ. 事務費

● 携帯電話（按分比50％） 20,836円

Ｈ. 人件費

● 補助職員賃金 229,600円

11月～３月の間に雇用し、業務時間 9:00～18:00 で、実働8時間、勤務場所は不明

賃金は、１時間当たり820円で、日給は6,560円、月当り45,920円

2/15 区政報告作成費領収証によると、企画、デザイン、レイアウト、印刷、製本まで、総てを、ア

ビリティハウスが請け負って作成されている。11月に雇用された補助職員は、区政報告に係る補助は

出来ないのではないか。証拠品として提出されている区政報告書は一枚のみで、しかも、２月に業者

によって作成されている。

12月～１月の雇用内容は、区政報告配布補助になっており、12月～１月は、区政報告も作成されて

居らず、何を配ったのか不明である。朝の9:00から18:00まで、実働８時間も、報告書を、連続して配

布できるだろうか、甚だ疑問であり、特に12月から２月は、16：00頃から暗くなり、杉並のような住

宅街での配布行動は、請求人の経験からも危険を伴い困難である。

以上の理由から、計上額229,600円の返還を求める。

42. 会派事務費・人件費の分担について

各議会会派が、会派としての活動のために必要な事務費、人件費等の経費を、所属議員が、均

等割りで分担し、各々の政調費に計上している。その際の按分比は、多くの場合50％とされてい

る。各会派の活動の拠点・会派事務所の所在場所については、所属議員の収支報告書には、記載

がなく、区役所３階の会派・議員の控室が、それに該当するとした。

議員控室使用規程は、議長訓令として、昭和38年に発令され、平成４年に改正されているが、

その第２条に、控室の使用については杉並区役所庁内規則に拠るほか、本規程の定むるところに

よるとされている。又、その第３条には、控室の使用は議会開会中とし、必要があって議会休会

中使用する場合は事務局員職員の勤務時間内とするとされ、更に、その第２項に、特に必要があ

る場合は議長の承認を得て時間外にわたり使用することができる、と規程されている。
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請求人は、平成21年度政調費監査請求で、Ｍ会派が計上した控室お茶代等の経費計上の按分比

（80％）の監査を求めたが、それに対して、当該年度の監査結果書には、控え室のお茶代等につ

いて「会派が自律的に定めた按分を尊重する」としつつ、「議員控室の本来の目的などを踏まえ、

より透明性の高い按分割合を検討されることを期待する」と述べられている。

請求人は、会派・議員の自律性を尊重する立場から、その控え室の使用実態について立ち入る

意図からではなく、又、状況の変化と共に、控室の機能が変遷することはあり得ると解するが、

平成21年度政調費監査結果書の付言にもあるように、議員控室の本来の目的・機能を、会派・議

員が、どの様に捉えているかについて、明確な説明を求める。請求人は、会派の活動は、議会等

における政党的な駆け引きを目的とした活動を含め多岐にわたり、政務調査活動は、その一端で

あり、その所属議員は、一方、自分の事務所を起点に、政務調査活動を含めた種々の活動を行な

っていると解する。

従って、議員控室を会派事務所として活用する場合においては、その中における政務調査活動

の位置づけは、相対的にも小さくなると解すべきであり、会派事務所の経費の按分比を50％とし

て、公金である政調費に計上することに疑念を有する。

各会派・議員に、その按分の根拠について説明を求めるが、それに、合理性・妥当性がない場

合は、計上された事務費・電話費・人件費の返還を求めることとした。
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